
もっと詳しく！

【本人確認書類の例】 例１ マイナンバーカード
例２ 通知カード（注1） ＋ 運転免許証、公的医療保険の被保険者証（注2） など

贈与税の申告書には、

マイナンバーカードを利用して、ご自宅等のパソコンから e-Tax で送信する場合は、本人確認

書類を別途送付する必要はありません！

令和３年分

贈与税の申告のしかた

詳しくは、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞について」
【https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm】をご覧ください。

贈与税の申告書には、「マイナンバー」の記載が必要です！

税務署 この社会あなたの税がいきている

作成方法の概要や入力例は、15ページ以降をご覧ください。

申告書は、「国税庁ホームページ」で作成できます！

● この冊子は、一般的な事項を説明しています。目 次 は、次ページをご覧ください。

申告や納税についてお分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。

● 令和３年分の贈与税の申告書の受付は、令和４年２月１日(火)から同年３月 日(火)までです。

● 令和３年分の贈与税の納期限は、令和４年３月15

15

日(火)です。

「国税庁ホームページ」
へアクセス
ご自宅等のパソコンから、
「確定申告」

で検索。

申告書を作成
「確定申告書等作成コーナー」の
画面の案内に従って

金額など
を入力。

申告書を提出
国税庁ホームページで
作成した申告書を

e-Tax又は書面
で提出。

詳しくは、６ページをご覧ください。

確定申告 検索

（注）1　「通知カード」は、その記載事項（氏名・住所など）に変更がない場合、又は正しく変更手続が取
られている場合に限り、確認書類として利用できます。

2　保険者番号及び被保険者等記号・番号部分が見えない程度にマスキング（塗りつぶし）をお願
いします。

が必要です。

本人確認書類の提示又は写しの添付

申告書にはマイナンバー（個人番号）を記載

する欄を設けており、申告をされる方（財産の

贈与を受けた方）のマイナンバーの記載が必要

です。

マイナンバー（12 桁）の記載

マイナンバーを記載した申告書を提出する際に

は、申告をされる方（財産の贈与を受けた方）の本

人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。

① ② ③
申告書は「国税庁ホームページ」で作成・送信 できます

パソコンの画面に表示される２次元バーコードをスマートフォンで読み取る方法で、
ICカードリーダライタがなくても、マイナンバーカードを利⽤して、ご⾃宅のパソコンから
e-Tax送信ができるようになりました。

での送信が より便利に なりました （令和４年１月~）

確定申告 検索

２次元バーコードを使ったマイナンバーカードの読み取り手順

作成方法の概要や入力例は、●ページ以降をご覧ください。

アプリの起動 ２次元バーコードの読み取り マイナンバーカードの読み取り

（書面でも提出できます。）

「国税庁ホームページ」 へ
アクセス ⾦額などを⼊⼒

「確定申告書等作成コーナー」で で送信

スマートフォンで、マイナポータル
アプリを起動。

マイナポータルアプリの２次元
バーコード読取機能を使って、
パソコンの画面に表示された
２次元バーコードを読み取る。

スマートフォンに表示される画面の
案内に沿って、 スマートフォンで
マイナンバーカードを読み取る。
マイナンバーカード読取対応のスマート
フォンが必要です。

事前にスマートフォンへアプリを
ダウンロードしておく必要があります。

作成方法の概要や入力例は、15ページ以降をご覧ください。

表紙の下
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１ 贈与税の概要 

(1) 暦年課税

(2) 相続時精算課税

２ 贈与税の申告書の提出期間と提出先

３ 贈与税の申告書の種類  
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(2) 贈与税の課税財産

(3) 信託に関する権利等の贈与

(4) 贈与財産の評価  
 

 申告書の作成 等   

1  「国税庁ホームページ」を利用した申告書の作成  

2 贈与税の申告書の書きかた

3 申告書の作成例  

【事 １】暦年課税（特例税率）を適用する場合  

【事 ２】暦年課税（一般税率及び特例税率）を適用する場合  
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【事 】相続時精算課税を適用する場合 

≪相続時精算課税を選択する場合のチェックシート・添付書類≫  

【事 】住宅取得等資金の非課税を適用し暦年課税を選択する場合

【事 】住宅取得等資金の非課税と住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税 

選択の特例を適用する場合 
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 住宅取得等資金の贈与税の特例に係る「チェックシート」及び「添付書類」の区分
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農地等についての納税猶予及び免除の特例（暦年課税）を適用する場合
 
 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例を適用し暦年課税を選択する場合
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１ 贈与税の配偶者控除の特例

２ 住宅取得等資金の非課税

３ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例

４ 震災に係る住宅取得等資金の非課税

５ 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税（教育資金の非課税）  

６ 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税（結婚・子育て資金の非課税）  

７ 農地等についての納税猶予及び免除の特例 

８ 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等

９

10  災害により被害を受けた場合 

【参考】贈与税（暦年課税）の税額の計算明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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　次に掲げる事例に関する申告書の作成例や提出書類チェックシートなどは、国税庁ホームページに掲載し

ています。

主な
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�Ꮮࡣ᥎ᐃ┦⥆ேཪࡿ࠶࡛

┦⥆⢭⟬ㄢ⛯ࢆ�

ᢥ㑅ࡍࡿしᢥ㑅࡞࠸

┦⥆⢭⟬ㄢ⛯�

࠙ ㉗  ⛯ �ࠚ

ձ ㉗財産の౯㢠ࡽ᥍㝖ࡿࡍ㔠㢠�

≉ู᥍㝖㢠 2,500 

๓年までに特別᥍除額を用した場合

には、2,500 ɢόら᪤に用した額を

᥍除したṧ額ࡀ特別᥍除額となります。

ղ ⛯⋡�

特別᥍除額を㉸えた㒊ศに対して、

୍ᚊ ��㸣の⛯⋡  
を適用して計⟬します。

࠙ ┦ ⥆ ⛯ �ࠚ

贈与者ࡀஸくなったの相⥆⛯の計⟬上、

相⥆財産の価額に相⥆⢭⟬ㄢ⛯を適用し

た贈与財産の価額（贈与の価）を加⟬

して相⥆⛯額を計⟬します。 

その㝿、᪤に⣡付した贈与⛯相当額を相

⥆⛯額ら᥍除します。な࠾、᥍除しきれ

ない金額は還付されます。

ᬺᖺㄢ⛯�

࠙ ㉗  ⛯ �ࠚ

ձ ㉗財産の౯㢠ࡽ᥍㝖ࡿࡍ㔠㢠�

ᇶ♏᥍㝖㢠 ẖᖺ 110

ղ ⛯⋡�

ᇶ♏᥍除ᚋのㄢ⛯価᱁に対して、贈

与者と受贈者との⥆柄及び受贈者の年

齢にᛂࡌ、

ࠖ⋠⛯≉ࠕࡣཪࠖ⋠⛯⯡୍ࠕ

を適用して計⟬します。

ͤ ┤⣔ᑛᒓである贈与者ら財産の贈与を受

け、つ、受贈者ࡀ贈与の年の㸯᭶㸯᪥に࠾い

て 20ṓ௨上である場合には、「特例⛯⋡」を適

用して計⟬します。

また、「特例⛯⋡」の適用ࡀない財産につい

ては、「୍⯡⛯⋡」を適用して計⟬します。

上記⛯⋡を適用した贈与⛯額の計⟬方ἲな

ど、ヲしくは㸰ࢪ࣮࣌௨㝆をࡈぴください。

࠙ ┦ ⥆ ⛯ �ࠚ

贈与者ࡀஸくなったの相⥆⛯の計⟬上、原

๎として、相⥆財産の価額に贈与財産の価額を

加⟬するᚲせはありません。 

ただし、相⥆㛤ጞ๓㸱年௨内に贈与を受けた

財産の価額（贈与の価）は加⟬しなければ

なりません。

その㝿、᪤に⣡付した贈与⛯額を相⥆⛯額

ら᥍除します。な࠾、᥍除しきれない金額は還

付されません。 

┦ ⥆   ⢭ ⟬�

1

ͤ　「相⥆⢭⟬ㄢ⛯」を㑅ᢥすると、その㑅ᢥ

に係る贈与者ら贈与を受ける財産について

は、その㑅ᢥをした年ศ௨㝆て「相⥆⢭

⟬ㄢ⛯」ࡀ適用され、「ᬺ年ㄢ⛯」へኚ᭦する

ことはできません。
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㸯 ㉗⛯のᴫ要

௧㸱年㸯᭶㸯᪥ら௧㸱年 12 ᭶ 31 ᪥までの㸯年㛫に財産の贈与（ἲேらの贈与を除き

ます。）を受けたಶேは、その贈与を受けた財産について、ḟにᥖࡆるࢫ࣮ࢣにᛂࡌて贈与⛯の⏦告

をしなければなりません。 

ղ� 䛂┦⥆⢭⟬ㄢ⛯ࠖࢆ㐺用ࡁࡿࡍ�

（注） ே᱁のない社ᅋや財ᅋ又はᣢศの定ࡵのないἲேはಶேとみなされて贈与⛯ࡀることࡀあります。この

場合の贈与⛯額の計⟬方ἲ等については、この「贈与⛯の⏦告のした」のㄝ明と␗なるⅬࡀありますので、

ヲしくは⛯ົ⨫に࠾ᑜࡡください。 

㸦�㸧ᬺᖺㄢ⛯�

 ᴫ要�

㸯年㛫に贈与を受けた財産の価額の合計額（㸯年㛫に㸰ே௨上のேら贈与を受けた場

合又はྠࡌேら㸰ᅇ௨上にࢃたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価

額の合計額）をᇶに贈与⛯額を計⟬する方式です。 

ࣟ 㐺用ࡿࢀࡉ⛯⋡�

�㺐� ୍⯡⛯⋡�

┤⣔ᑛᒓ（∗ẕや♽∗ẕなど）௨እの贈与者ら財産の贈与を受けた場合や受贈者ࡀ贈与

の年の㸯᭶㸯᪥に࠾いて 20ṓᮍ‶である場合には、「୍⯡⛯⋡」を適用して贈与⛯額を計⟬

します。この「୍⯡⛯⋡」の適用ࡀある財産を୍ࠕ⯡㉗財産ࠖといいます。

�㺹� ≉⛯⋡�

┤⣔ᑛᒓ࡛ࡿ࠶㉗⪅ࡽ財産の㉗ࡘ、ࡅཷࢆ、ྲཱྀ ࠸࠾のᖺの㸯᭶㸯᪥㉗ࡀ⪅㉗

࡚ 20ṓ௨ୖ࡛ࡿ࠶ሙྜࠕ、ࡣ≉⛯⋡ࠖࢆ㐺用し࡚㉗⛯㢠ࢆィ⟬しࠋࡍࡲこの「特例⛯

⋡」の適用ࡀある財産を㺀≉㉗財産ࠖといいます。

ࣁ �⥆ሙྜのᡭࡿࡅཷࢆ⛯⋡ࠖの㐺用≉ࠕ

「特例⛯⋡」の適用を受ける場合で、ḟのձ又はղのいࡎれにヱ当するときは、贈与⛯の

⏦告書とともに、財産の贈与を受けたே（受贈者）のᡞ⡠のㅞᮏ又はᢒᮏその他の書㢮でその

ேのẶ名、生年᭶᪥及びそのேࡀ贈与者の┤⣔༝ᒓにヱ当することを証する書㢮をᥦ出するᚲ

せࡀあります。ただし、㐣ཤの年ศに࠾いてྠࡌ贈与者らの贈与について「特例⛯⋡」の適

用を受けるたࡵに当ヱ書㢮をᥦ出している場合には、⏦告書➨୍⾲の「㐣ཤの贈与⛯の⏦告≧

ἣ」欄に、そのᥦ出した年ศ及び⛯ົ⨫名を記入すれば、当ヱ書㢮を㔜ࡡてᥦ出するᚲせはあ

りません。 

ձ 「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額らᇶ♏᥍除額（110）

を差し引いたᚋのㄢ⛯価᱁ࡀ 3�0を㉸えるとき 

ղ 「୍⯡贈与財産」と「特例贈与財産」の୧方の贈与を受けた場合で、その୧方の財産の価

額の合計額らᇶ♏᥍除額（110）を差し引いたᚋのㄢ⛯価᱁ͤࡀ 300を㉸えるとき 

ͤ 「୍⯡贈与財産」について配偶者᥍除の特例（�1ࢪ࣮࣌参↷）の適用を受ける場合には、

ᇶ♏᥍除額（11�）と配偶者᥍除額を差し引いたᚋのㄢ⛯価᱁となります。 

Ϩ ࡣ ࡌ ࡵ 

ձ ᇶ♏᥍㝖㢠㸦���ࡀた財産の౯㢠のྜィ㢠ࡅཷࢆの㉗ࡑ、ࡣሙྜࡿࡍ㐺用ࢆࠖ⛯ᖺㄢᬺࠕ

㸧ࢆ㉸ࡁࡿ࠼

⛯㉗、ࡣሙྜࡿ࠼㉸ࢆᇶ♏᥍㝖㢠㸦���㸧ࡀた財産の౯㢠のྜィ㢠ࡅཷࢆの㉗ࡑࠉ

の⏦࿌ࡿࡍࢆᚲ要ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ

　㸯年㛫に贈与を受けた財産の価額の合計額（ㄢ⛯価᱁）らᇶ♏᥍㝖㢠㸦��0 㸧を᥍除

したṧ額（ᇶ♏᥍除ᚋのㄢ⛯価᱁）について、贈与者と受贈者との⥆柄及び受贈者の年齢にᛂ

を適用れࡎ⛯⋡ࠖのい≉ࠕ又はࠖ⋠⛯⯡୍ࠕの「贈与⛯の㏿⟬⾲」によりࢪ࣮࣌て、㸱ࡌ

して贈与⛯額を計⟬します。
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㸯 ㉗⛯のᴫ要

௧㸱年㸯᭶㸯᪥ら௧㸱年 12 ᭶ 31 ᪥までの㸯年㛫に財産の贈与（ἲேらの贈与を除き

ます。）を受けたಶேは、その贈与を受けた財産について、ḟにᥖࡆるࢫ࣮ࢣにᛂࡌて贈与⛯の⏦告

をしなければなりません。 

ղ� 䛂┦⥆⢭⟬ㄢ⛯ࠖࢆ㐺用ࡁࡿࡍ�

（注） ே᱁のない社ᅋや財ᅋ又はᣢศの定ࡵのないἲேはಶேとみなされて贈与⛯ࡀることࡀあります。この

場合の贈与⛯額の計⟬方ἲ等については、この「贈与⛯の⏦告のした」のㄝ明と␗なるⅬࡀありますので、

ヲしくは⛯ົ⨫に࠾ᑜࡡください。 

㸦�㸧ᬺᖺㄢ⛯�

 ᴫ要�

㸯年㛫に贈与を受けた財産の価額の合計額（㸯年㛫に㸰ே௨上のேら贈与を受けた場

合又はྠࡌேら㸰ᅇ௨上にࢃたり贈与を受けた場合には、それらの贈与を受けた財産の価

額の合計額）をᇶに贈与⛯額を計⟬する方式です。 

ࣟ 㐺用ࡿࢀࡉ⛯⋡�

�㺐� ୍⯡⛯⋡�

┤⣔ᑛᒓ（∗ẕや♽∗ẕなど）௨እの贈与者ら財産の贈与を受けた場合や受贈者ࡀ贈与

の年の㸯᭶㸯᪥に࠾いて 20ṓᮍ‶である場合には、「୍⯡⛯⋡」を適用して贈与⛯額を計⟬

します。この「୍⯡⛯⋡」の適用ࡀある財産を୍ࠕ⯡㉗財産ࠖといいます。

�㺹� ≉⛯⋡�

┤⣔ᑛᒓ࡛ࡿ࠶㉗⪅ࡽ財産の㉗ࡘ、ࡅཷࢆ、ྲཱྀ ࠸࠾のᖺの㸯᭶㸯᪥㉗ࡀ⪅㉗

࡚ 20ṓ௨ୖ࡛ࡿ࠶ሙྜࠕ、ࡣ≉⛯⋡ࠖࢆ㐺用し࡚㉗⛯㢠ࢆィ⟬しࠋࡍࡲこの「特例⛯

⋡」の適用ࡀある財産を㺀≉㉗財産ࠖといいます。

ࣁ �⥆ሙྜのᡭࡿࡅཷࢆ⛯⋡ࠖの㐺用≉ࠕ

「特例⛯⋡」の適用を受ける場合で、ḟのձ又はղのいࡎれにヱ当するときは、贈与⛯の

⏦告書とともに、財産の贈与を受けたே（受贈者）のᡞ⡠のㅞᮏ又はᢒᮏその他の書㢮でその

ேのẶ名、生年᭶᪥及びそのேࡀ贈与者の┤⣔༝ᒓにヱ当することを証する書㢮をᥦ出するᚲ

せࡀあります。ただし、㐣ཤの年ศに࠾いてྠࡌ贈与者らの贈与について「特例⛯⋡」の適

用を受けるたࡵに当ヱ書㢮をᥦ出している場合には、⏦告書➨୍⾲の「㐣ཤの贈与⛯の⏦告≧

ἣ」欄に、そのᥦ出した年ศ及び⛯ົ⨫名を記入すれば、当ヱ書㢮を㔜ࡡてᥦ出するᚲせはあ

りません。 

ձ 「特例贈与財産」のみの贈与を受けた場合で、その財産の価額らᇶ♏᥍除額（110）

を差し引いたᚋのㄢ⛯価᱁ࡀ 3�0を㉸えるとき 

ղ 「୍⯡贈与財産」と「特例贈与財産」の୧方の贈与を受けた場合で、その୧方の財産の価

額の合計額らᇶ♏᥍除額（110）を差し引いたᚋのㄢ⛯価᱁ͤࡀ 300を㉸えるとき 

ͤ 「୍⯡贈与財産」について配偶者᥍除の特例（�1ࢪ࣮࣌参↷）の適用を受ける場合には、

ᇶ♏᥍除額（11�）と配偶者᥍除額を差し引いたᚋのㄢ⛯価᱁となります。 

Ϩ ࡣ ࡌ ࡵ 

ձ ᇶ♏᥍㝖㢠㸦���ࡀた財産の౯㢠のྜィ㢠ࡅཷࢆの㉗ࡑ、ࡣሙྜࡿࡍ㐺用ࢆࠖ⛯ᖺㄢᬺࠕ

㸧ࢆ㉸ࡁࡿ࠼

⛯㉗、ࡣሙྜࡿ࠼㉸ࢆᇶ♏᥍㝖㢠㸦���㸧ࡀた財産の౯㢠のྜィ㢠ࡅཷࢆの㉗ࡑࠉ

の⏦࿌ࡿࡍࢆᚲ要ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ

　㸯年㛫に贈与を受けた財産の価額の合計額（ㄢ⛯価᱁）らᇶ♏᥍㝖㢠㸦��0 㸧を᥍除

したṧ額（ᇶ♏᥍除ᚋのㄢ⛯価᱁）について、贈与者と受贈者との⥆柄及び受贈者の年齢にᛂ

を適用れࡎ⛯⋡ࠖのい≉ࠕ又はࠖ⋠⛯⯡୍ࠕの「贈与⛯の㏿⟬⾲」によりࢪ࣮࣌て、㸱ࡌ

して贈与⛯額を計⟬します。

3

࠙㏿⟬⾲㸦୍⯡㉗財産用ࠚ㸧

࠙㏿⟬⾲㸦≉㉗財産用ࠚ㸧

ࢽ ィ⟬᪉ἲ㸦㸧

ۑ ≉㉗財産㸦��� 㸧のࡳの㉗ࡅཷࢆたሙྜ
STEP㸯 㸯年㛫に贈与を受けた特例贈与財産の価額の合計額（ㄢ⛯価᱁）を計⟬します。

STEP㸰 ㄢ⛯価᱁らᇶ♏᥍除額（110 ）を᥍除したṧ額（ᇶ♏᥍除ᚋのㄢ⛯価᱁）につい

てୗ記の࠙㏿⟬⾲（特例贈与財産用ࠚ） により贈与⛯額を計⟬します。
       

ۑ ୍⯡㉗財産㸦1��㸧≉㉗財産㸦4��㸧の୧᪉の㉗ࡅཷࢆたሙྜ
STEP㸯 㸯年㛫に贈与を受けた୍⯡贈与財産の価額ͤと特例贈与財産の価額の合計額（合計贈与

価額）を計⟬します。  

  

STEP㸰 合計贈与価額らᇶ♏᥍除額（110）を᥍除したṧ額（ᇶ♏᥍除ᚋのㄢ⛯価᱁）につ
いてୗ記の࠙㏿⟬⾲（୍⯡贈与財産用ࠚ） により計⟬した金額に、୍⯡贈与財産の価額ࡀ合
計贈与価額のうࡕに༨ࡵる合をࡌて、୍⯡贈与財産に対ᛂする贈与⛯額を計⟬します。

㸦⛯㢠㸧  㸦୍⯡㉗財産の౯㢠ࡀ༨ࡿࡵྜ㸧㸦୍⯡㉗財産ᑐᛂࡿࡍ㉗⛯㢠㸧�
�3  ×  ���  㸭 ���   㸻   ���6  ͐͐ձ�

    
STEP㸱 STEP㸰とྠᵝに、合計贈与価額らᇶ♏᥍除額（110 ）を᥍除したṧ額（ᇶ♏᥍除

ᚋのㄢ⛯価᱁）についてୗ記の࠙㏿⟬⾲（特例贈与財産用ࠚ） により計⟬した金額に、特例
贈与財産の価額ࡀ合計贈与価額のうࡕに༨ࡵる合をࡌて、特例贈与財産に対ᛂする贈
与⛯額を計⟬します。

          

STEP㸲 STEP㸰と STEP㸱で⟬出した⛯額を合計し、贈与⛯額を計⟬します。

ᇶ ♏ ᥍ 除 ᚋ

の ㄢ ⛯ 価 ᱁

2,000༓

௨ୗ 

3,000༓

௨ୗ 

4,000༓

௨ୗ 

6,000༓

௨ୗ 

1�,000 ༓

௨ୗ 

1�,000 ༓

௨ୗ 

30,000 ༓

௨ୗ 

30,000 ༓

㉸ 

୍ ⯡ ⛯ ⋡ 1�㸣 1�㸣 20㸣 30㸣 40㸣 ��㸣 ��㸣 ��㸣

᥍除額（୍⯡⛯⋡） 㸫 100 ༓ 2�0 ༓ 6�0 ༓ 1�2�0༓ 1���0༓ 2��00༓ 4,000༓

ᇶ ♏ ᥍ 除 ᚋ

の ㄢ ⛯ 価 ᱁

2,000༓

௨ୗ 

4,000༓

௨ୗ 

6,000༓

௨ୗ 

1�,000 ༓

௨ୗ 

1�,000 ༓

௨ୗ 

30,000 ༓

௨ୗ 

��,000 ༓

௨ୗ 

��,000 ༓

㉸ 

特 例 ⛯ ⋡ 1�㸣 1�㸣 20㸣 30㸣 40㸣 ��㸣 ��㸣 ��㸣

᥍除額（特例⛯⋡） 㸫 100 ༓ 300 ༓ 900 ༓ 1��00༓ 2,6�0༓ ��1�0༓ 6,400༓

11�
�

39�
�

㸦ᇶ♏᥍㝖ᚋのㄢ⛯౯᱁㸧�㸦≉⛯⋡㸧 �㸦᥍㝖㢠㸧 ��㸦㉗⛯㢠㸧�
39� ��  ×    ��㸣  㸫  1�  㸻 ����� �

ㄢ⛯౯᱁ ��� �

㸦ᇶ♏᥍㝖㢠㸧

11�
�

39�
�

㸦ᇶ♏᥍㝖ᚋのㄢ⛯౯᱁㸧�㸦୍⯡⛯⋡㸧 㸦᥍㝖㢠㸧 �㸦⛯㢠㸧�
39� �� ×     ��㸣  㸫 2�  㸻 �3�

ྜィ㉗౯㢠 ��� �

㸦ᇶ♏᥍㝖㢠㸧

4��


1��


ྜィ㉗౯㢠 ��� �

୍⯡㉗財産の౯㢠�
  ��� �

≉㉗財産の౯㢠�
  ��� �

39� �� ×     ��㸣  㸫 1�  㸻 ���� �

㸦ᇶ♏᥍㝖ᚋのㄢ⛯౯᱁㸧�㸦≉⛯⋡㸧 㸦᥍㝖㢠㸧 �㸦⛯㢠㸧�

㸦⛯㢠㸧  㸦≉㉗財産の౯㢠ࡀ༨ࡿࡵྜ㸧 㸦≉㉗財産ᑐᛂࡿࡍ㉗⛯㢠㸧�
����   ×  ���  㸭 ���   㸻   ���8  ͐͐ղ�

���6㸦ձ㸧�㸩 ���8㸦ղ㸧  㸻 ���4㸦㉗⛯㢠㸧�

㉗⛯の㏿⟬⾲㸦ᖹᡂ 27ᖺ分௨㝆用㸧�

ͤ 「୍⯡贈与財産」について、配偶者᥍除の特例（�1ࢪ࣮࣌参↷）の適用を受ける場合
には、配偶者᥍除額を᥍除した金額となります。

ͤ ᬺᖺㄢ⛯ࡿࡼ㉗⛯㢠のィ⟬ᙜたࢪ࣮࣌��、71、ࡣ࡚ࡗのࠕ㉗⛯㸦ᬺᖺㄢ⛯㸧の⛯㢠のィ⟬᫂細ࠖ

�ࠋ࠸ࡉࡔࡃά用ࢆ
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�し࡞

㸦�㸧┦⥆⢭⟬ㄢ⛯�

� ᴫ要�

特定の贈与者ら贈与を受けた財産についてᬺ年ㄢ⛯に௦えて相⥆⢭⟬ㄢ⛯を㑅ᢥした場

合には、その贈与者ら㸯年㛫に贈与を受けた財産（「相⥆⢭⟬ㄢ⛯適用財産」といいます。）

の価額の合計額をᇶに贈与⛯額を計⟬し、ᑗ᮶その贈与者ࡀஸくなったにその相⥆⢭⟬ㄢ

⛯適用財産の価額（贈与の価）と相⥆又は㑇贈を受けた財産の価額（相⥆の価）の合

計額をᇶに計⟬した相⥆⛯額ら、᪤に⣡付した相⥆⢭⟬ㄢ⛯適用財産に係る贈与⛯相当額

を᥍除した金額をもって⣡付すき相⥆⛯額とする方式です（その᥍除により᥍除しきれない

金額ࡀある場合には、相⥆⛯の⏦告をすることにより還付を受けることࡀできます。）。

ձ この方式は、贈与者ࡈとに㑅ᢥすることࡀできます。

ղ この方式を㑅ᢥした場合には、その㑅ᢥに係る贈与者ら贈与を受ける財産については、そ

の㑅ᢥをした年ศ௨㝆て相⥆⢭⟬ㄢ⛯ࡀ適用され、ᬺ年ㄢ⛯へのኚ᭦はできません。��

ࣟ� ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯のしࡳࡃ�

� � � � � � � � � � � � � � � ����
� � � � � � � � � � � � ����⛯⋡� ୍ᚊ �0%

� �

� � � � � � � � � � � � ��

� � � � � � � � � � � � � �

�ࠔࠓ

             

  

㹀�

㉗⛯㢠のィ⟬

㸦㸯ᖺ目㸧� � �   㸦㸰ᖺ目㸧
㉗財産� � � �   ㉗財産

1,500� 1,800�

≉ู᥍㝖㢠�

1,500�

1,000

⩣ᖺ௨㝆

�㉺し⧞

800 �

160 

┦⥆⛯㢠のィ⟬

㉗⪅㸿ࡀஸࡗ࡞ࡃたሙྜ�

┦⥆㸦㑇㉗㸧ࡾࡼ�
取得した財産�

Ꮚ㹁� Ꮚ㹂� 㓄അ⪅㹀

ㄢ� ⛯� 㑇� 産� ⥲� 㢠 ᇶ♏᥍㝖㢠�

┦⥆⛯の⥲㢠�

ྛேの⟬ฟ⛯㢠�

㓄അ⪅の
⛯㢠㍍ῶ�

┦⥆⛯㢠�

Ꮚ�

㹁�

┦⥆⢭⟬ㄢ⛯

ಀ ࡿ ㉗  財 産�

3,300�

≉ู᥍㝖㢠�

1,000�

ㄢ ⛯ ౯᱁�

≉ ู�

᥍ 㝖 㢠�

᭱� � � �

���00 

≉ู᥍㝖ᚋの�

ㄢ ⛯ ౯ ᱁�

�し࡞ 160 

Ꮚ�

㹂�
㓄അ⪅�

� 㹀�

�し࡞

ྛேの⟬ฟ⛯㢠ࡽ�

⛯㢠᥍㝖ࠋ࠺⾜ࢆ�

㉗財産�

㸯ᖺ目� 1,500�

㸰ᖺ目� 1,800�

㉗⪅� 㓄അ⪅�

㸿�

㉗  ⛯㢠�

┦⥆財産

�⟭ຍ

ኵ፬Ꮚ㸰ேのᐙ᪘࡛、Ꮚ㹁ࡣ�

㸿ࡽ㉗ࡅཷࢆた財産࡚࠸ࡘ�

┦⥆⢭⟬ㄢ⛯ࢆ㑅ᢥし、㸰ᅇの�

㉗࠸࡚ࡅཷࢆたࠋ        

┦⥆⢭⟬ㄢ⛯ಀࡿ㉗⛯┦ᙜ㢠ࢆ᥍㝖しࠋࡍࡲ�

᥍㝖し࠸࡞ࢀࡁ㔠㢠ࡿ࠶ࡀሙྜࡣ┦⥆⛯の⏦࿌ࡇࡿࡍࢆ

�ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀࡇࡿࡅཷࢆ㑏ࡾࡼ

Ꮚ㹁� Ꮚ㹂�

┦⥆⢭⟬ㄢ⛯ࢆ㑅ᢥしたሙྜࡑ、ࡣの㑅ᢥಀࡿ㉗⪅ࡽ㉗ࡅཷࢆた財産の౯㢠ࡀ

110 ௨ୗ࡛ࡶ࡚ࡗ࠶㉗⛯の⏦࿌ࡿࡍࢆᚲ要ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀまた、⏦告に㝿してはḟのⅬに注

ពしてください。
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� ᴫ要�

特定の贈与者ら贈与を受けた財産についてᬺ年ㄢ⛯に௦えて相⥆⢭⟬ㄢ⛯を㑅ᢥした場

合には、その贈与者ら㸯年㛫に贈与を受けた財産（「相⥆⢭⟬ㄢ⛯適用財産」といいます。）

の価額の合計額をᇶに贈与⛯額を計⟬し、ᑗ᮶その贈与者ࡀஸくなったにその相⥆⢭⟬ㄢ

⛯適用財産の価額（贈与の価）と相⥆又は㑇贈を受けた財産の価額（相⥆の価）の合

計額をᇶに計⟬した相⥆⛯額ら、᪤に⣡付した相⥆⢭⟬ㄢ⛯適用財産に係る贈与⛯相当額

を᥍除した金額をもって⣡付すき相⥆⛯額とする方式です（その᥍除により᥍除しきれない

金額ࡀある場合には、相⥆⛯の⏦告をすることにより還付を受けることࡀできます。）。

ձ この方式は、贈与者ࡈとに㑅ᢥすることࡀできます。

ղ この方式を㑅ᢥした場合には、その㑅ᢥに係る贈与者ら贈与を受ける財産については、そ

の㑅ᢥをした年ศ௨㝆て相⥆⢭⟬ㄢ⛯ࡀ適用され、ᬺ年ㄢ⛯へのኚ᭦はできません。��
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110 ௨ୗ࡛ࡶ࡚ࡗ࠶㉗⛯の⏦࿌ࡿࡍࢆᚲ要ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀまた、⏦告に㝿してはḟのⅬに注

ពしてください。
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の とは、ḟの㸯又は㸰に る金額のうࡕいࡎれ低い金額

をいいます。

㸯 2,500 ๓年までにこの相⥆⢭⟬ㄢ⛯の特 を 合には、2,500

㸰

贈与者
贈与をした年の㸯᭶㸯᪥に࠾いて 60 㸦௧㸱ᖺ分の㉗ࡣ࡚࠸ࡘ、 �� ᖺ㸯

᭶ 㸧のே（ など）であること。

贈与を けた年の㸯᭶㸯᪥に࠾いて 20 㸦௧㸱ᖺ分の㉗ࡣ࡚࠸ࡘ、ᖹᡂ ��

ᖺ㸯᭶ ᪥ ࡲ で、つ、贈与 けたに࠾いて贈与者の （Ꮚ

ど）で 定相⥆ே又は であること。

（注）

3 Ꮚとなる 、 た その贈与者の 定相⥆ேと

なった場合に 相⥆ேとなったより๓にその贈与者ら贈 た財 ては、相⥆

4 その贈与

1　「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」の適用を受ける場合には、贈与

者ࡀ贈与をした年の㸯᭶㸯᪥に࠾いて��ṓᮍ‶のேであっても相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受けることࡀ

できます（�2ࢪ࣮࣌参↷）。

2　「㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の特例」又は「ಶேの事業用資産についての贈

与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除」の適用を受ける場合には、受贈者ࡀ上記௨እのே（贈与を受けた年の㸯᭶

㸯᪥に࠾いて2�ṓ௨上のேに㝈ります。）であっても相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受けることࡀできます

。（↷参ࢪ࣮࣌��、��）

者 ） ったことにより、贈与 た でその贈与者の とな

相⥆⢭⟬ㄢ⛯

、 ࣮

参↷）にࢪ ฟ᭩ （ 参↷）をࢪ࣮࣌ ⏦࿌ 㸦 ⛯の

㸧、 ᭩㸧 及び ᭩ （

参↷）とともにࢪ࣮࣌

な࠾、㉗⛯の⏦࿌᭩のᥦ  ࿌ ᭩ ᭩ ࠸

、 ᖺ （（注） ࠋ（

（注）1 上記のᒆ出書は、そのᒆ出に る贈与者ら た て ௧㸰年ศ௨๓の贈与

⛯の⏦告に࠾いて相⥆⢭⟬ㄢ⛯の けている場合には 出するᚲせはありませ

の「添付書㢮」にࢪ࣮࣌41） る書㢮も です。）。

2 ௧㸰年ศ௨๓の贈与⛯の⏦告に࠾いて相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受けているேであっても、その

用 る贈与者 ら た て、 相⥆⢭⟬ を うと

する場合は、

3 

4 相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受けようとしていたேࡀ相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆ出書をᥦ出する๓にṚ

などは、この「贈

相⥆⢭⟬ㄢ⛯を㑅ᢥした贈与者ࡈとに、㸯年 に贈与を けた相⥆⢭⟬ㄢ⛯ 用財

の合計額（ㄢ⛯ ら（ 除した に 20㸣の⛯

て贈与⛯額を計⟬します。

（注） 1 、

ࠋ

2 

㸴

41

�3

　上記の手⥆は、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」（�2ࢪ࣮࣌参↷）、

「㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ணの特例ᥐ⨨の適用を受ける場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯適用者の

特例」（�� 参↷）又は「ಶேの事業用資産についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の適用を受ける場ࢪ࣮࣌

合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯適用者の特例」（ࢪ࣮࣌��参↷）の適用を受ける場合にもᚲせとなります。

、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV�

��ZZZ�QWD�JR�MSࠚで☜ㄆされる、⛯ົ⨫に࠾ᑜࡡください。
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㸰 ㉗⛯の⏦࿌᭩のᥦฟᮇ㛫ᥦฟඛ

௧㸱年ศの贈与⛯の⏦告書の受付は、

贈与⛯の⏦告書は、受贈者の住ᡤ地のᡤ㎄⛯ົ⨫㛗にᥦ出しなければなりません。

⛯ົ⨫の㛢ᗇ᪥（土・᪥᭙᪥・⚃᪥等）は、通常、⛯ົ⨫での相ㄯ及び⏦告書の受付は⾜って

注ពください。ただし、୍㒊の⛯ົ⨫では㸰᭶ࡈりませんので࠾ 20 ᪥㸦᪥㸧と㸰᭶ 27 ᪥㸦᪥㸧に㝈

り᪥᭙᪥でも、⏦告の相ㄯ及び⏦告書の受付を⾜います。

ヲしくは、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚで☜ㄆされる、᭱ᐤりの⛯ົ⨫に

。くださいࡡᑜ࠾

（注）

2 㒑౽又は信書౽で㏦付する場合、通信᪥付༳により⾲♧された᪥をᥦ出᪥とみなします。この᪥付ࡀ⏦告

書のᥦ出期㛫内となるよう、࠾᪩ࡵにࡈ㏦付ください。 

3 「信書౽」とは、Ẹ㛫事業者による信書の㏦㐩に関するἲᚊにつ定する୍⯡信書౽事業者又は特定信書

౽事業者による信書౽をいいます。 

4

1

㸱 ㉗⛯の⏦࿌᭩の種類

贈与⛯の⏦告書には、「➨୍⾲（ව贈与⛯の額の計⟬明細書）」、「➨୍⾲の（住宅取得等資金の

㠀ㄢ⛯の計⟬明細書）」と「➨⾲（相⥆⢭⟬ㄢ⛯の計⟬明細書）」などࡀあります。用する贈

与⛯の⏦告書については、ḟの⾲のと࠾りとなっています。

な࠾、⏦告書とともにᥦ出することとされている添付書㢮について㔜」する書㢮ࡀある場合に

は、㔜ࡡてᥦ出するᚲせはありません。

⏦ 告 の 内 容 用する⏦告書 

ᬺ年ㄢ⛯のみを⏦告するே ➨୍⾲

相⥆⢭⟬ㄢ⛯のみを⏦告するே ➨୍⾲と➨⾲

ᬺ年ㄢ⛯と相⥆⢭⟬ㄢ⛯の୧方を⏦告するே ➨୍⾲と➨⾲

䛂住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」（�1ࢪ࣮࣌参↷）とᬺ年ㄢ⛯を⏦告するே ➨୍⾲と➨୍⾲の

䛂住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」（�1ࢪ࣮࣌参↷）と相⥆⢭⟬ㄢ⛯を⏦告するே
➨୍⾲と➨୍⾲のと

➨⾲

(注)1 ➨୍⾲のは、㸯ᯛに記載できる贈与者は㸰ேですので、贈与者ࡀ㸱ே௨上の場合には」ᩘᯛを用する

ことになります。 

2

3　特例の適用に当たってⓏ記事㡯証明書の添付ࡀᚲせとなるものについては、⏦告書に動産␒号等を記入

 することにより、その添付を┬␎することࡀできます。また、⏦告書に動産␒号を書ききれないときは、

 別途「取得した動産に係る動産␒号等の明細書（相⥆⛯・贈与⛯用）」（ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���

�ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載）を用することࡀできます。

➨⾲は、特定贈与者（相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆ出書に係る贈与者をいいます。௨ୗྠࡌです。）ࡈとに作

ᡂするたࡵ、特定贈与者ࡀ」ᩘいる場合には、そのேᩘศのᯛᩘを用することになります。

(注�1 ᮏே☜ㄆ書㢮のしを添付する場合には、「ᮏே☜ㄆ書㢮（）添付ྎ紙」（ࢪ࣮࣌��参↷）などに㈞って、

ᥦ出してください。 

2 らࣥࢥࢯࣃ自宅等のࡈ e-Taxで㏦信する場合は、ᮏே☜ㄆ書㢮を別途㏦付するᚲせはありません。 

㸲 ࡚࠸ࡘ㸦ಶே␒ྕ㸧の記載等࣮ࣂࣥࢼ࣐

௧㸲ᖺ㸰᭶㸯᪥㸦ⅆ㸧ࡽ௧㸲ᖺ㸱᭶ �� ᪥㸦ⅆ㸧ࠋࡍ࡛࡛ࡲ

　⏦告書は、H�7D[（電Ꮚ⏦告）でᥦ出（㏦信）する、㒑౽や信書౽による㏦付又は⛯ົ⨫の

㛫እ受⟽へ投ภする方ἲによりᥦ出することࡀできます。

　⏦告書のᥦ出期㝈に㐜れて⏦告と⣡⛯をした場合には、原๎として加⟬⛯及びᘏ⛯ࡀりますのでࡈ

注ពください。な࠾、⅏ᐖその他やࡴを得ない⌮⏤によって、ᥦ出期㝈までに⏦告、⣡付等ࡀできないとき

は、⏦告、⣡付等の期㝈のᘏ㛗ไᗘࡀあります。ヲしくはࢪ࣮࣌��を参↷してください。

　ᅜ⛯ᗇࢪ࣮࣒࣮࣌࣍の「☜定⏦告書等作ᡂ࣮ࢼ࣮ࢥ」で作ᡂした⏦告書は、ࢻ࣮࣮࢝ࣂࣥࢼ࣐とࢼ࣐

]を用ពすれば、H�7D（ࢱࣛࢲ࣮ࣜࢻ࣮࢝又は㹇㹁）࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫㄞ取対ᛂのࢻ࣮࣮࢝ࣂࣥ を利用して

ᥦ出できます。また、事๓に⛯ົ⨫で手⥆していただければ、ࢻ࣮࣮࢝ࣂࣥࢼ࣐とࢻ࣮࣮࢝ࣂࣥࢼ࣐ㄞ

取対ᛂの࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫ（又は㹇㹁ࢱࣛࢲ࣮ࣜࢻ࣮࢝）を࠾ᣢࡕでない方でも、H�7D[ をࡈ利用できます。

な࠾、༳ๅして㒑㏦等によりᥦ出することもできます。ヲしくは、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���

ZZZ�QWD�JR�MSࠚをࡈぴください。

　贈与⛯の⏦告書をᥦ出する㝿には、ᥦ出の㒔ᗘ、ࣂࣥࢼ࣐ （࣮ಶே␒号）の記載ࡀᚲせです。

　また、࣮ࣂࣥࢼ࣐を記載した⏦告書をᥦ出する㝿は、⛯ົ⨫でᮏே☜ㄆ（␒号☜ㄆと㌟元☜

ㄆ）を⾜うたࡵ、⏦告をされる方（受贈者）のᮏே☜ㄆ書㢮（㸵ࢪ࣮࣌参↷）のᥦ♧又はしの添

付ࡀᚲせとなります。
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２ 贈与税の申告書の提出期間と提出先

令和３年分の贈与税の申告書の受付は、

贈与税の申告書は、受贈者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

税務署の閉庁日（土・日曜日・祝日等）は、通常、税務署での相談及び申告書の受付は行って

おりませんのでご注意ください。ただし、一部の税務署では２月 20 日（日）と２月 27 日（日）に限

り日曜日でも、申告の相談及び申告書の受付を行います。

詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】で確認されるか、最寄りの税務署に

お尋ねください。

（注）

2 郵便又は信書便で送付する場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなします。この日付が申告

書の提出期間内となるよう、お早めにご送付ください。 

3 「信書便」とは、民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者又は特定信書

便事業者による信書便をいいます。 

4

1

３ 贈与税の申告書の種類

贈与税の申告書には、「第一表（兼贈与税の額の計算明細書）」、「第一表の二（住宅取得等資金の

非課税の計算明細書）」と「第二表（相続時精算課税の計算明細書）」などがあります。使用する贈

与税の申告書については、次の表のとおりとなっています。

なお、申告書とともに提出することとされている添付書類について重複する書類がある場合に

は、重ねて提出する必要はありません。

申 告 の 内 容 使用する申告書 

暦年課税のみを申告する人 第一表

相続時精算課税のみを申告する人 第一表と第二表

暦年課税と相続時精算課税の両方を申告する人 第一表と第二表

「住宅取得等資金の非課税」（61ページ参照）と暦年課税を申告する人 第一表と第一表の二

「住宅取得等資金の非課税」（61ページ参照）と相続時精算課税を申告する人
第一表と第一表の二と

第二表

(注)1 第一表の二は、１枚に記載できる贈与者は２人ですので、贈与者が３人以上の場合には複数枚を使用する

ことになります。 

2

3　特例の適用に当たって登記事項証明書の添付が必要となるものについては、申告書に不動産番号等を記入

 することにより、その添付を省略することができます。また、申告書に不動産番号を書ききれないときは、

 別途「取得した不動産に係る不動産番号等の明細書（相続税・贈与税用）」（国税庁ホームページ【https://

 www.nta.go.jp】に掲載）を使用することができます。

第二表は、特定贈与者（相続時精算課税選択届出書に係る贈与者をいいます。以下同じです。）ごとに作

成するため、特定贈与者が複数いる場合には、その人数分の枚数を使用することになります。

(注)1 本人確認書類の写しを添付する場合には、「本人確認書類（写）添付台紙」（75ページ参照）などに貼って、

提出してください。 

2 ご自宅等のパソコンから e-Taxで送信する場合は、本人確認書類を別途送付する必要はありません。 

４ マイナンバー（個人番号）の記載等について

令和４年２月１日（火）から令和４年３月 15 日（火）までです。

　申告書は、e-Tax（電子申告）で提出（送信）するほか、郵便や信書便による送付又は税務署の

時間外収受箱へ投函する方法により提出することができます。

　申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご

注意ください。なお、災害その他やむを得ない理由によって、提出期限までに申告、納付等ができないとき

は、申告、納付等の期限の延長制度があります。詳しくは70ページを参照してください。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書は、マイナンバーカードとマイナ

ンバーカード読取対応のスマートフォン（又はＩＣカードリーダライタ）を用意すれば、e-Tax を利用して

提出できます。また、事前に税務署で手続していただければ、マイナンバーカードとマイナンバーカード読

取対応のスマートフォン（又はＩＣカードリーダライタ）をお持ちでない方でも、e-Tax をご利用できます。

なお、印刷して郵送等により提出することもできます。詳しくは、国税庁ホームページ【https://

www.nta.go.jp】をご覧ください。

　贈与税の申告書を提出する際には、提出の都度、マイナンバー（個人番号）の記載が必要です。

　また、マイナンバーを記載した申告書を提出する際は、税務署で本人確認（番号確認と身元確

認）を行うため、申告をされる方（受贈者）の本人確認書類（７ページ参照）の提示又は写しの添

付が必要となります。

7

マイナンバーカードの有無 本人確認書類 添付又は提示 

マイナンバーカード

をお持ちの方

マイナンバーカード（個人番号カード）

※ 写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。

本人確認書類の

写しを、「本人確

認書類（写）添付

台紙」（75ページ

参照）などに貼っ

て、申告書と一緒

に提出する。

又は

本人確認書類を、

提出の際に提示

する。

マイナンバーカード

をお持ちでない方

①番号確認書類 及び ②身元確認書類

①

番号確認書類

《ご本人のマイナンバ

ーを確認できる書類》

・通知カード（注１） 

・住民票の写し又は住民票記載事

項証明書（マイナンバーの記載

があるものに限ります。）

などのうち、いずれか１つ

＋ 

②

身元確認書類

《記載したマイナンバ

ーの持ち主であること

を確認できる書類》

・運転免許証

・公的医療保険の被保険者証（注２）

・パスポート

・身体障害者手帳

・在留カード

などのうち、いずれか１つ

５  贈与税の納付

（1）納付すべき期限（納期限）

令和３年分の贈与税の納期限は、令和４年３月 15 日（火）です。

なお、納める贈与税額は、それぞれの課税方式（暦年課税・相続時精算課税）に区分して計算し

た額の合計額となります。 

（注） 納付が遅れた場合には、納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。　

なお、延滞税の割合は、次のとおりです。 

 合 割

① 納期限の翌日から２か月

を経過する日まで 

年「7.3％」と「延滞税特例基準割合（※）＋１％」のいずれか低い
割合 

② 納期限の翌日から２か月

を経過した日以後 

年「14.6％」と「延滞税特例基準割合（※）＋7.3％」のいずれか低
い割合 

（2）納付手続

※ 延滞税特例基準割合

納付手続は、次のとおり様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を

行ってください。なお、各納付手続の詳しい内容については、国税庁ホームページの

「国税の納付手続」【https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm】をご覧くだ

さい。

※ 申告書の提出後に税務署から納付書の送付や納付通知等のお知らせはありませ

んので、ご注意ください。また、贈与税には、振替納税の制度はありません。

国税の納付は、金融機関や税務署等の窓口に赴く必要がなく、ご自宅などから納付手続が可能な

非対面の「キャッシュレス納付」が便利です。

国税庁では次のとおり便利な納付の手続をご用意しておりますので、この機会に是非「キャッシ

ュレス納付」のご利用をお願いします。

左記のサイトは
上のコードからも
ご覧になれます。

平均貸付割合（各年の前々年の９月から前年の８月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の

合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいます。）に、年１

％の割合を加算した割合

イ キャッシュレス納付

（注）１「通知カード」は令和２年５月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民
票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

　　 ２  保険者番号及び被保険者等記号・番号部分が見えない程度にマスキング（塗りつぶし）をお願いします。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm
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㸦�㸧㉗⛯のᘏ⣡ไᗘ�

贈与⛯は、⣡期㝈までに金銭で୍に⣡付することࡀ原๎ですࡀ、⣡期㝈までに金銭で⣡付する

ことࡀᅔ㞴な事⏤ࡀある場合で、୍ 定のせ௳を‶たしているときには、ᘏ⣡ไᗘࡈࡀ利用できます。

な࠾、ᘏ⣡のヲしい内容については、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���www.nWa.go.jSࠚにᥖ載して

いる「相⥆⛯・贈与⛯のᘏ⣡の手引」をࡈぴください。

� ᘏ⣡の要௳�

ḟの⾲のせ௳のてを‶たす場合に、ᘏ⣡の許ྍࡀ受けられます。

�� 贈与⛯額ࡀ 10 を㉸えていること。 

��
⣡期㝈までに金銭で⣡付することをᅔ㞴とする事⏤ࡀあり、その⣡付をᅔ㞴とする金額の⠊ᅖ内である

こと。 

�� ⣡期㝈までにᘏ⣡⏦ㄳ書及びᢸ保ᥦ供関係書㢮をᥦ出すること。 

�� ᘏ⣡⛯額（利Ꮚ⛯の額を含みます。）に相当するᢸ保をᥦ供すること。 

（注）1 ᘏ⣡⛯額1ࡀ��௨ୗで、つ、ᘏ⣡期㛫ࡀ㸱年௨ୗである場合は、ᢸ保をᥦ供するᚲせはありません。 

   2 ⏦ㄳ期㝈までにᢸ保ᥦ供関係書㢮をᥦ出できない場合は、ᡤ㎄の⛯ົ⨫にࡈ相ㄯください。 

ࣟ� ᘏ⣡ᮇ㛫ཬࡧᘏ⣡利Ꮚ⛯�

㸦㺐㸧ᘏ⣡ᮇ㛫�

贈与⛯のᘏ⣡期㛫は、⏦ㄳにᇶ࡙き、そのேの事業の⥅⥆又は生άの≧ἣ等を考៖し、㸳年௨
内となります。な࠾、ᘏ⣡年額は、ᚲࡎしもྛ年ᆒ等であるᚲせはありません。

㸦㺹㸧ᘏ⣡利Ꮚ⛯�

ᘏ⣡⛯額には、年���㸣の合で利Ꮚ⛯ࡀります。 

ただし、ᘏ⣡特例ᇶ‽合（ͤ）ࡀ年��3㸣に‶たない場合は、ḟの⟬式により計⟬した合 

（��1㸣ᮍ‶の➃ᩘࡀあるときはこれをษりᤞて、��1㸣ᮍ‶の合であるときは年��1㸣の合

となります。）ࡀ適用されます。

㸦㺐㸧ࢺࢡࣞࢲ⣡

　H�7D[ により⏦告書をᥦ出したᚋ、⣡⛯者ࡈ自㌟名⩏の預貯金ཱྀ座ら、༶又はᣦ定した期

᪥に、ཱྀ 座引ⴠしにより電Ꮚ⣡付する手⥆です。ࡈ利用に当たっては、事๓に⛯ົ⨫へ H�7D[ の

利用㛤ጞ手⥆を⾜った上、ᑓ用のᒆ出書を H�7D[ でᥦ出するᚲせࡀあります（㒑㏦等もྍ）。
（注）㸯　ࢺࢡࣞࢲ⣡付は、ᑓ用のᒆ出書をᥦ出してら利用ྍ⬟となるまで㸯᭶⛬ᗘります。

㸰　ࢺࢡࣞࢲ⣡付によりཱྀ座引ⴠしࡀすると、H�7D[ の࣓ࢫࢡࢵ࣎ࢪ࣮ࢭࢵに「ࢺࢡࣞࢲ⣡付

通▱」ࡀ᱁⣡されますので、ᚲࡈࡎ☜ㄆください。

㸦㺹㸧ࢢࣥ࢟ࣥࣂࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ等

対ᛂの金⼥機関の㸿㹒㹋等を利用して電Ꮚ⣡付する手࣮ࢪ࣌やࢢࣥ࢟ࣥࣂࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ　

⥆です。ࡈ利用に当たっては、事๓に⛯ົ⨫へ H�7D[ の利用㛤ጞ手⥆を⾜っていただくᚲせࡀあり

ます。

㸦㺨㸧ࢻ࣮࢝ࢺࢵࢪࣞࢡ⣡

。ら⣡付する手⥆です「ࢺࢧ支ᡶ࠾ࢻ࣮࢝ࢺࢵࢪࣞࢡ⛯ᅜ」を利用してࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ　
（注）㸯　⣡付⛯額にᛂࡌたỴ῭手ᩘ料ࡀります。

㸰　金⼥機関やࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥ、⛯ົ⨫の❆ཱྀでは、ࢻ࣮࢝ࢺࢵࢪࣞࢡによる⣡付はできません。

㸦㺐㸧㹏㹐࡛ࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥࡿࡼࢻ࣮ࢥの⣡

ら⣡付にᚲせな等࣒ࢸࢫࢩでᥦ供する作ᡂࢪ࣮࣒࣮࣌࣍などで、ᅜ⛯ᗇࣥࢥࢯࣃ自宅のࡈ　

ሗを㹏㹐ࢻ࣮ࢥとして作ᡂ（༳ๅ）し、ࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥで⣡付する手⥆です。
（注）㸯　⣡付できる金額は 3� ௨ୗとなります。

㸰　「㹏㹐ࢻ࣮ࢥ」は、株式社ࣈ࣮࢙࣮࢘ࢯࣥࢹのⓏ㘓商ᶆです。

㸦㺹㸧㔠⼥ᶵ㛵ཪࡣ⛯ົ⨫の❆ཱྀ࡛の⣡

　金⼥機関又はᡤ㎄の⛯ົ⨫の❆ཱྀで、現金に⣡付書を添えて⣡付する手⥆です。
㸯　⣡付書は、⛯ົ⨫又はᡤ㎄の⛯ົ⨫⟶内の金⼥機関に用ពしています。金⼥機関に⣡付書ࡀない場合

には、ᡤ㎄の⛯ົ⨫にࡈ㐃⤡ください。

㸰　⣡付書の記入方ἲは、⣡付書の㠃を参↷してください。また、住ᡤ、Ặ名、⛯額、⏦告書をᥦ出した⛯

ົ⨫名など、ᚲせ事㡯の記入₃れࡀないよう、ࡈ注ពください。

㔠⣡⌧ࠉࣟ

（注）
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ࣁ ᢸಖの種類等�

㸦㺐㸧ᢸಖし࡚㐺᱁࡞財産

ᘏ⣡のᢸ保としてᥦ供できる財産の種㢮は、ḟの⾲にᥖࡆる財産に㝈られます。

な࠾、ᘏ⣡のᢸ保は、贈与を受けた財産に㝈らࡎ、自ᕫのᅛ有の財産又は➨୕者ࡀᡤ有して

いる財産であっても差し支えありません。

1 ᅜ債及び地方債 

2 社債その他の有価証券で⛯ົ⨫㛗等ࡀ☜ᐇとㄆࡵるもの 

3 土地 

4 建物、立木等で保険に㝃したもの 

5 㕲㐨財ᅋ等 

6 ⛯ົ⨫㛗等ࡀ☜ᐇとㄆࡵる保証ேの保証 

（注） 上記の⾲の 2の有価証券のうࡕ、取引相場のない株式については、ḟのいࡎれにヱ当する事⏤ࡀある

場合に㝈り、ᢸ保としてᥦ供することࡀできます。 

ձ 贈与により取得した財産のとんどࡀ取引相場のない株式で、つ、その株式௨እにᘏ⣡のᢸ保とし

てᥦ供すき適当な財産ࡀないとㄆࡵられること。 

ղ 取引相場のない株式௨እに財産ࡀあるࡀ、その財産ࡀ他の債ົのᢸ保となって࠾り、ᘏ⣡のᢸ保とし

てᥦ供することࡀ適当でないとㄆࡵられること。 

㸦㺹㸧ᢸಖし࡚㐺᱁࡞財産�

ᢸ保となる財産は、そのᢸ保に係るᅜ⛯をᚩできる金銭価್を有するものでなければな

らないことら、୍⯡的にḟの⾲にᥖࡆるようなものはᢸ保として適᱁とされます。 

1 ἲ௧上ᢸ保権のタ定又はฎศࡀ⚗Ṇされているもの 

2 㐪ἲ建築、土地の㐪ἲ利用のたࡵ建物除ཤ命௧等ࡀされているもの 

3 ᡤ有権をதっている場合など、係த୰のもの 

4 売却できるぢ㎸みのないもの 

5 ඹ有財産のᣢศ（ඹ有者ဨࡀᣢศ㒊をᥦ供する場合を除きます。） 

6 ᢸ保に係るᅜ⛯の㝃ᖏ⛯を含ࡴ額をᢸ保としていないもの 

7 ᢸ保の存⥆期㛫ࡀᘏ⣡期㛫より▷いもの 

8 ➨୕者又はἲ定௦⌮ே等のྠពࡀᚲせな場合に、そのྠពࡀ得られないもの 

ͤ ㉗ࡅཷࢆたேࡀ㉗⛯ࢆ⣡࡞࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡽࡵሙྜࡣ、財産ࢆ㉗したே、㉗した財産

の౯㢠┦ᙜࡿࡍ㔠㢠ࢆ㝈ᗘし࡚、㉗⛯ࢆ㐃ᖏし࡚⣡し࡚࠸たࠋࡍࡲࡾ࡞ࡇࡃࡔ

㸴 ㉗⛯の⏦࿌ㄗࡿ࠶ࡀࡾሙྜ

㸦�㸧ㄗ࡚ࡗᑡࡃ࡞⏦࿌したሙྜ�

贈与⛯の⏦告書をᥦ出したᚋに、⏦告をしなった財産や、ホ価のㄗりなどࡀあったたࡵ、ㄢ⛯

価᱁や⛯額ࡀᑡなったことなどにẼ付いたときは、原๎として、๓にᥦ出した贈与⛯の⏦告書に

記載したㄢ⛯価᱁や⛯額等をಟṇするಟṇ⏦告書をᥦ出することࡀできます。 

な࠾、ಟṇ⏦告書のᥦ出により⣡付することとなる⛯額には、加⟬⛯及びᘏ⛯ࡀる場合ࡀ

ありますので、ࡈ注ពください。 

㸦�㸧ㄗ࡚ࡗከࡃ⏦࿌したሙྜ

贈与⛯の⏦告書をᥦ出したᚋに、上記(1)とは対に計⟬やホ価のㄗりなどでㄢ⛯価᱁や⛯額ࡀ

ከ㐣ࡂたことなどにẼ付いたときは、贈与⛯の⏦告書のᥦ出期㝈ら୍定の期㛫に㝈り、ㄗってい

たㄢ⛯価᱁や⛯額等をṇ当なㄢ⛯価᱁や⛯額等に┤すたࡵに、᭦ṇのㄳồをすることࡀできます。 

　ヲしくは、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚで☜ㄆされる、⛯ົ⨫に࠾ᑜࡡく

ださい。 

（⟬式） 

               6��㸣 �  ᘏ⣡特例ᇶ‽合（ͤ）

    7.3㸣         

ͤ ᘏ⣡特例ᇶ‽合 

ྛศ⣡期㛫の㛤ጞの᪥のᒓする年の　　　　　　　　　　　　　　　　　利Ꮚ⛯特例ᇶ‽合（ᖹᆒ貸付合（㸵ࢪ࣮࣌の㸳（1）ͤ 参↷）に、年 0.5㸣の

合を加⟬した合をいいます。）

8

㸦�㸧㉗⛯のᘏ⣡ไᗘ�

贈与⛯は、⣡期㝈までに金銭で୍に⣡付することࡀ原๎ですࡀ、⣡期㝈までに金銭で⣡付する

ことࡀᅔ㞴な事⏤ࡀある場合で、୍ 定のせ௳を‶たしているときには、ᘏ⣡ไᗘࡈࡀ利用できます。

な࠾、ᘏ⣡のヲしい内容については、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���www.nWa.go.jSࠚにᥖ載して

いる「相⥆⛯・贈与⛯のᘏ⣡の手引」をࡈぴください。

� ᘏ⣡の要௳�

ḟの⾲のせ௳のてを‶たす場合に、ᘏ⣡の許ྍࡀ受けられます。

�� 贈与⛯額ࡀ 10 を㉸えていること。 

��
⣡期㝈までに金銭で⣡付することをᅔ㞴とする事⏤ࡀあり、その⣡付をᅔ㞴とする金額の⠊ᅖ内である

こと。 

�� ⣡期㝈までにᘏ⣡⏦ㄳ書及びᢸ保ᥦ供関係書㢮をᥦ出すること。 

�� ᘏ⣡⛯額（利Ꮚ⛯の額を含みます。）に相当するᢸ保をᥦ供すること。 

（注）1 ᘏ⣡⛯額1ࡀ��௨ୗで、つ、ᘏ⣡期㛫ࡀ㸱年௨ୗである場合は、ᢸ保をᥦ供するᚲせはありません。 

   2 ⏦ㄳ期㝈までにᢸ保ᥦ供関係書㢮をᥦ出できない場合は、ᡤ㎄の⛯ົ⨫にࡈ相ㄯください。 

ࣟ� ᘏ⣡ᮇ㛫ཬࡧᘏ⣡利Ꮚ⛯�

㸦㺐㸧ᘏ⣡ᮇ㛫�

贈与⛯のᘏ⣡期㛫は、⏦ㄳにᇶ࡙き、そのேの事業の⥅⥆又は生άの≧ἣ等を考៖し、㸳年௨
内となります。な࠾、ᘏ⣡年額は、ᚲࡎしもྛ年ᆒ等であるᚲせはありません。

㸦㺹㸧ᘏ⣡利Ꮚ⛯�

ᘏ⣡⛯額には、年���㸣の合で利Ꮚ⛯ࡀります。 

ただし、ᘏ⣡特例ᇶ‽合（ͤ）ࡀ年��3㸣に‶たない場合は、ḟの⟬式により計⟬した合 

（��1㸣ᮍ‶の➃ᩘࡀあるときはこれをษりᤞて、��1㸣ᮍ‶の合であるときは年��1㸣の合

となります。）ࡀ適用されます。

㸦㺐㸧ࢺࢡࣞࢲ⣡

　H�7D[ により⏦告書をᥦ出したᚋ、⣡⛯者ࡈ自㌟名⩏の預貯金ཱྀ座ら、༶又はᣦ定した期

᪥に、ཱྀ 座引ⴠしにより電Ꮚ⣡付する手⥆です。ࡈ利用に当たっては、事๓に⛯ົ⨫へ H�7D[ の

利用㛤ጞ手⥆を⾜った上、ᑓ用のᒆ出書を H�7D[ でᥦ出するᚲせࡀあります（㒑㏦等もྍ）。
（注）㸯　ࢺࢡࣞࢲ⣡付は、ᑓ用のᒆ出書をᥦ出してら利用ྍ⬟となるまで㸯᭶⛬ᗘります。

㸰　ࢺࢡࣞࢲ⣡付によりཱྀ座引ⴠしࡀすると、H�7D[ の࣓ࢫࢡࢵ࣎ࢪ࣮ࢭࢵに「ࢺࢡࣞࢲ⣡付

通▱」ࡀ᱁⣡されますので、ᚲࡈࡎ☜ㄆください。

㸦㺹㸧ࢢࣥ࢟ࣥࣂࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ等

対ᛂの金⼥機関の㸿㹒㹋等を利用して電Ꮚ⣡付する手࣮ࢪ࣌やࢢࣥ࢟ࣥࣂࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ　

⥆です。ࡈ利用に当たっては、事๓に⛯ົ⨫へ H�7D[ の利用㛤ጞ手⥆を⾜っていただくᚲせࡀあり

ます。

㸦㺨㸧ࢻ࣮࢝ࢺࢵࢪࣞࢡ⣡

。ら⣡付する手⥆です「ࢺࢧ支ᡶ࠾ࢻ࣮࢝ࢺࢵࢪࣞࢡ⛯ᅜ」を利用してࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ　
（注）㸯　⣡付⛯額にᛂࡌたỴ῭手ᩘ料ࡀります。

㸰　金⼥機関やࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥ、⛯ົ⨫の❆ཱྀでは、ࢻ࣮࢝ࢺࢵࢪࣞࢡによる⣡付はできません。

㸦㺐㸧㹏㹐࡛ࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥࡿࡼࢻ࣮ࢥの⣡

ら⣡付にᚲせな等࣒ࢸࢫࢩでᥦ供する作ᡂࢪ࣮࣒࣮࣌࣍などで、ᅜ⛯ᗇࣥࢥࢯࣃ自宅のࡈ　

ሗを㹏㹐ࢻ࣮ࢥとして作ᡂ（༳ๅ）し、ࢺࢫࢫ࢚ࣥࢽࣅࣥࢥで⣡付する手⥆です。
（注）㸯　⣡付できる金額は 3� ௨ୗとなります。

㸰　「㹏㹐ࢻ࣮ࢥ」は、株式社ࣈ࣮࢙࣮࢘ࢯࣥࢹのⓏ㘓商ᶆです。

㸦㺹㸧㔠⼥ᶵ㛵ཪࡣ⛯ົ⨫の❆ཱྀ࡛の⣡

　金⼥機関又はᡤ㎄の⛯ົ⨫の❆ཱྀで、現金に⣡付書を添えて⣡付する手⥆です。
㸯　⣡付書は、⛯ົ⨫又はᡤ㎄の⛯ົ⨫⟶内の金⼥機関に用ពしています。金⼥機関に⣡付書ࡀない場合

には、ᡤ㎄の⛯ົ⨫にࡈ㐃⤡ください。

㸰　⣡付書の記入方ἲは、⣡付書の㠃を参↷してください。また、住ᡤ、Ặ名、⛯額、⏦告書をᥦ出した⛯

ົ⨫名など、ᚲせ事㡯の記入₃れࡀないよう、ࡈ注ពください。

㔠⣡⌧ࠉࣟ

（注）
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　　　贈与に᪥ᮏᅜ⡠を有しない㠀居住↓ไ㝈⣡⛯⩏ົ者にヱ当した者ࡀ▷期㠀居住贈与者（注）らの贈与により財

産を取得した場合のそのㄢ⛯の対㇟となる財産は、ḟの場合の༊ศにᛂࡌ、それࡒれḟに定ࡵる財産となります。

օ　その者に係る▷期㠀居住贈与者ࡀᅜ内に住ᡤを有しなくなった᪥ら㸰年を⤒㐣する᪥までにびᅜ内に住ᡤ

を有することとなった場合　当ヱ贈与により取得した財産の㒊

ֆ　その者に係る▷期㠀居住贈与者ࡀᅜ内に住ᡤを有しなくなった᪥ら㸰年を⤒㐣した場合（օにヱ当する場合

を除く。）　当ヱ贈与により取得した財産のうࡕᅜ内財産

（注）　「▷期㠀居住贈与者」とは、贈与のに࠾いてᅜ内に住ᡤを有していなったその贈与をしたேであって、

その贈与๓1�年௨内のいࡎれのに࠾いてᅜ内に住ᡤを有していたことࡀあるேのうࡕᅜ内に住ᡤを有しな

くなった᪥๓1�年௨内に࠾いてᅜ内に住ᡤを有していた期㛫の合計1ࡀ�年を㉸えるே（その期㛫引き⥆き᪥ᮏ

ᅜ⡠を有していなったேに㝈ります。）で、ྠ᪥ら㸰年を⤒㐣していないேをいいます。

○　贈与時に日本国籍を有しない非居住無制限納税義務者に該当した者が短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した
場合の贈与税の申告書の提出期間
　贈与⛯の⏦告は、原๎として、贈与を受けた年の⩣年㸰᭶㸯᪥ら㸱᭶1�᪥までの㛫に⾜うこととされていますࡀ、上記

㸲にヱ当する場合のその贈与を受けた年ศの贈与⛯の⏦告は、▷期㠀居住贈与者௨እの者らの贈与により取得した財産も

含ࡵ、その期㛫ではなく、ḟの場合の༊ศにᛂࡌ、それࡒれḟに定ࡵる期㛫に⾜うᚲせࡀあります（当ヱ期㛫内にᥦ出され

る⏦告書は、期㝈内⏦告となります。）。

ձ　上記㸲օにヱ当する場合　その▷期㠀居住贈与者ࡀᅜ内に住ᡤを有することとなった᪥のᒓする年の⩣年㸰᭶㸯᪥ら

㸱᭶1�᪥

ղ　上記㸲ֆにヱ当する場合　その▷期㠀居住贈与者ࡀᅜ内に住ᡤを有しなくなった᪥ら㸰年を⤒㐣した᪥のᒓする年の

⩣年㸰᭶㸯᪥ら㸱᭶1�᪥

㸦�㸧

ͤ㸯　出入ᅜ⟶⌮及び㞴Ẹㄆ定ἲ別⾲➨㸯のᅾ␃資᱁を有するேで、贈与๓1�年௨内に࠾いてᅜ内に住ᡤを有していた
期㛫の合計1ࡀ�年௨ୗのே

㸰　出入ᅜ⟶⌮及び㞴Ẹㄆ定ἲ別⾲➨㸯のᅾ␃資᱁を有するே
㸱　ᖹᡂ2�年㸲᭶㸯᪥ら௧㸲年㸱᭶31᪥までの㛫に㠀居住እᅜே（ᖹᡂ2�年㸲᭶1᪥ら贈与のまで引き⥆きᅜ
内に住ᡤを有しないேであって、᪥ᮏᅜ⡠を有しないேをいいます。）ら贈与により財産を取得した場合に࠾い
て、その財産を取得したேࡀその取得にᅜ内に住ᡤを有しないேで、つ、᪥ᮏᅜ⡠を有しないேであるときは、
この⾲にࢃらࡎ、㠀居住ไ㝈⣡⛯⩏ົ者にヱ当します。

㸲　ᖹᡂ3�年㸲᭶㸯᪥ら௧㸱年㸱᭶31᪥までの㛫に贈与により財産を取得した場合に࠾いて、その贈与に᪥ᮏ
ᅜ⡠を有しない㠀居住↓ไ㝈⣡⛯⩏ົ者にヱ当したேࡀ▷期㠀居住贈与者(注�らの贈与により財産を取得した場合
のそのㄢ⛯の対㇟となる財産は、ḟの場合の༊ศにᛂࡌ、それࡒれḟに定ࡵる財産となります。
օ　そのேに係る▷期㠀居住贈与者ࡀᅜ内に住ᡤを有しなくなった᪥ら㸰年を⤒㐣する᪥までにびᅜ内に住ᡤ
を有することとなった場合　その贈与により取得した財産の㒊

ֆ　そのேに係る▷期㠀居住贈与者ࡀᅜ内に住ᡤを有しなくなった᪥ら㸰年を⤒㐣した場合（օにヱ当する場合
を除きます。）　その贈与により取得した財産のうࡕᅜ内財産

(注�　「▷期㠀居住贈与者」とは、贈与のに࠾いてᅜ内に住ᡤを有していなったその贈与をしたேであって、
その贈与๓1�年௨内のいࡎれのに࠾いてᅜ内に住ᡤを有していたことࡀあるேのうࡕᅜ内に住ᡤを有しな
くなった᪥๓1�年௨内に࠾いてᅜ内に住ᡤを有していた期㛫の合計1ࡀ�年を㉸えるே（その期㛫引き⥆き᪥ᮏ
ᅜ⡠を有していなったேに㝈ります。）で、ྠ᪥ら㸰年を⤒㐣していないேをいいます。

㸳　ḟのօ又はֆにᥖࡆるே
օ　ᅜ内に住ᡤを有しなくなった᪥๓1�年௨内に࠾いてᅜ内に住ᡤを有していた期㛫の合計1ࡀ�年௨ୗであるே
（その期㛫引き⥆き᪥ᮏᅜ⡠を有していなったேに㝈ります。）

ֆ　ᅜ内に住ᡤを有しなくなった᪥๓1�年௨内に࠾いてᅜ内に住ᡤを有していた期㛫の合計1ࡀ�年を㉸えるே（そ
の期㛫引き⥆き᪥ᮏᅜ⡠を有していなったேに㝈ります。）のうྠࡕ᪥ら㸰年を⤒㐣しているே

㸴　贈与๓1�年௨内のᅜ内に住ᡤを有していたいࡎれのに࠾いても᪥ᮏᅜ⡠を有していなったே

取得したࢆ財産ࡾࡼ㉗ࡽ⪅ᮇ㠀ᒃఫ㉗▷ࡀヱᙜしたே⪅ົ⩏⛯㠀ᒃఫ↓ไ㝈⣡࠸࡞᭷しࢆ᪥ᮏᅜ⡠㉗ࠉۑ

ሙྜの㉗⛯の⏦࿌᭩のᥦฟᮇ㛫

　贈与⛯の⏦告は、原๎として、贈与を受けた年の⩣年㸰᭶㸯᪥ら㸱᭶1�᪥までの㛫に⾜うこととされていますࡀ、上

記ͤ㸲にヱ当する場合のその贈与を受けた年ศの贈与⛯の⏦告は、▷期㠀居住贈与者௨እのேらの贈与により取得した

財産も含ࡵ、その期㛫ではなく、ḟの場合の༊ศにᛂࡌ、それࡒれḟに定ࡵる期㛫に⾜うᚲせࡀあります（その期㛫内に

ᥦ出される⏦告書は、期㝈内⏦告となります。）。

ձ　上記ͤ㸲օにヱ当する場合　その▷期㠀居住贈与者ࡀᅜ内に住ᡤを有することとなった᪥のᒓする年の⩣年㸰᭶㸯᪥

ら㸱᭶1�᪥まで

ղ　上記ͤ㸲ֆにヱ当する場合　その▷期㠀居住贈与者ࡀᅜ内に住ᡤを有しなくなった᪥ら㸰年を⤒㐣した᪥のᒓする

年の⩣年㸰᭶㸯᪥ら㸱᭶1�᪥まで

贈与者

受贈者 ᅜ内に住ᡤあり

ᅜ内に住ᡤあり

㹙௧�ᖺ�᭶�᪥㹼�᭶��᪥の㉗㹛

　▷期ᅾのእᅜே（ͤ㸯）

㹙௧�ᖺ�᭶�᪥㹼��᭶��᪥の㉗㹛

　እᅜே（ͤ㸰）

(ͤ㸱、㸲�

㹙௧�ᖺ�᭶�᪥㹼�᭶��᪥の㉗㹛

　୍定のእᅜே（ͤ㸳）

㹙௧�ᖺ�᭶�᪥㹼��᭶��᪥の㉗㹛

　እᅜே（ͤ㸴）

ᅜ内に住ᡤなし

᪥ᮏᅜ⡠あり

1�年௨内に
住ᡤあり

1�年௨内に住ᡤあり

ᒃ
ఫ
↓
ไ
㝈
⣡
⛯
⩏
ົ
⪅
ࠉ

（
国
内
財
産
・
国
外
財
産
と
も
に
課
税
）

㠀
ᒃ
ఫ
↓
ไ
㝈
⣡
⛯
⩏
ົ
⪅

（
国
内
財
産
・
国
外
財
産
と
も
に
課
税
）

ᒃ
ఫ
ไ
㝈
⣡
⛯
⩏
ົ
⪅
ࠉ

（
国
内
財
産
の
み
に

　
　
　
　
　
　

課
税
）

㠀
ᒃ
ఫ
ไ
㝈
⣡
⛯
⩏
ົ
⪅
ࠉ

（
国
内
財
産
の
み
に

　
　
　
　
　
　

課
税
）

ᒃ
ఫ
ไ
㝈

⣡
⛯
⩏
ົ
⪅

㠀
ᒃ
ఫ
ไ
㝈

⣡
⛯
⩏
ົ
⪅

1�年௨内に住ᡤなし

1�年௨内に
住ᡤなし

᪥ᮏᅜ⡠
なし

ᅜ内に
住ᡤ
なし

▷期ᅾの
እᅜே
（ͤ㸯）
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参

考

㸦�㸧㉗⛯のㄢ⛯財産  

贈与⛯ࡀる財産は、「 ㉗ࡅཷࢆた財産」及び「ࣟ ㉗ࡅཷࢆたࡶのࡿࢀࡉ࡞ࡳ財産」

です。 

 ㉗ࡅཷࢆた財産�

贈与を受けた財産とは、「あࡆましࡻう」「もらいましࡻう」という当事者㛫のዎ⣙により取得

した土地、家屋、立木、事業（農業）用財産、有価証券、家庭用財産、㈗金ᒓ、ᐆ▼、書画・

骨とう、預貯金、現金などの୍ษの財産です。
（注）1 ぶの土地や家屋を↓償でᏊの名⩏にኚ᭦したり、ኵの株式を↓償でጔの名⩏にኚ᭦した場合など、↓償

で動産や有価証券などの財産の名⩏をኚ᭦した場合には、原๎として、᪂たに名⩏ேとなったேࡀ、その

財産を贈与によって取得したものとされます。

2 ぶࡀ㈙い入れた土地や家屋をᏊの名⩏でⓏ記したり、ኵࡀ㈙った株式をጔの名⩏にした場合など、㈙い入

れた動産や有価証券などの財産の名⩏を他ே名⩏にした場合には、原๎として、その名⩏ேとなったேࡀ、

その取得資金を贈与によって取得したものとされます。

3 ᏊやᏞࡀ、土地や家屋を取得するたࡵにぶや♽∗ẕら資金のຓを受けた場合には、そのຓࡀ贈与で

あるときはもࢁࡕん、そのຓࡀ貸借の形式をとっていても、その㏉῭ࡀ「出ୡᡶい」や「あるᡶいのദ

ಁなし」のように、ᐇ㉁的に贈与とㄆࡵられるものであるときは、その資金を贈与によって取得したものと

されます。

4 ඹാきኵ፬ࡀ、土地や家屋を取得し、ኵ又はጔのどࡕら୍方の名⩏にした場合には、名⩏ேとなったே

は、土地や家屋の取得にてた資金のうࡕ他の୍方のேࡀ㈇ᢸした㒊ศを、そのேら贈与によって取得し

たものとされます。

ࣟ ㉗ࡅཷࢆたࡶのࡿࢀࡉ࡞ࡳ財産�

贈与を受けた財産ではなくても、ḟの⾲にᥖࡆる財産又は利益は、贈与によって取得したもの

とみなされます。

1 ጤ託者௨እのேを受益者とする信託ࢃ⾜ࡀれた場合の信託受益権

� 保険料を㈇ᢸしたே௨እのேࡀ受け取った保険金（相⥆⛯ࡀㄢ⛯される保険金は除れます。）

3 掛金や保険料を㈇ᢸしたே௨እのேࡀ定期金の⤥付を受けることとなった場合の定期金の受⤥権

4 著しく低い価額で財産を譲り受けたことによる利益 

5 債ົのච除、引受け等を受けたことによる利益

ら1 6 5までにᥖࡆる財産又は利益௨እの⤒῭的な利益を受けたことによる利益

7 
ᩍ⫱資金の㠀ㄢ⛯（ࢪ࣮࣌��参↷）の適用を受ける信託受益権又は金銭等に係るᩍ⫱資金⟶⌮ዎ⣙ࡀ⤊

した場合に㠀ㄢ⛯ᣐ出額らᩍ⫱資金支出額及び⟶⌮ṧ額を᥍除したṧ額 

8
⤖፧・Ꮚ⫱て資金の㠀ㄢ⛯（ࢪ࣮࣌��参↷）の適用を受ける信託受益権又は金銭等に係る⤖፧・Ꮚ⫱て

資金⟶⌮ዎ⣙ࡀ⤊した場合に㠀ㄢ⛯ᣐ出額ら⤖፧・Ꮚ⫱て資金支出額及び⟶⌮ṧ額を᥍除したṧ額

ࣁ ㉗⛯࠸࡞ࡽࡀ財産�

贈与を受けた財産であっても、ḟの⾲にᥖࡆる財産には贈与⛯はりません。

1 ἲேら贈与を受けた財産（贈与⛯ではなくᡤ得⛯ࡀります。）

�
ᢇ養⩏ົ者相㛫でᩍ⫱㈝や生ά㈝にてるたࡵに贈与を受けた財産で通常ᚲせとㄆࡵられる⠊ᅖ内

のもの

3 
᐀ᩍ、ឿၿ、Ꮫ⾡その他公益を目的とする事業を⾜うேで୍定のせ௳にヱ当するேࡀ、贈与を受けた

財産で、その公益を目的とする事業の用に供することࡀ☜ᐇなもの

4 
Ꮫ⾡に関する㢧著な㈉⊩を⾲ᙲするものとして又は㢧著な価್ࡀあるᏛ⾡に関する◊✲をዡບするも

のとして財ົ⮧のᣦ定する特定の公益信託ら付された金品で財ົ⮧のᣦ定するもの 

5 Ꮫ生や生ᚐに対するᏛ資の支⤥を⾜うことを目的とする特定の公益信託ら付された金品

6 ᚰ㌟㞀ᐖ者ඹ῭ไᗘにᇶ࡙く⤥付金の受⤥権

7 
ᅜ㆟ဨ、地方公ඹᅋయの㆟の㆟ဨ、㒔㐨ᗓ┴▱事及びᕷ⏫ᮧ㛗の㑅ᣲのೃ⿵者ࡀ、㑅ᣲ㐠動に関

して贈与を受けた金品などで、㑅ᣲ⟶⌮ጤဨにሗ告されたもの

8
相⥆又は㑇贈によって財産を取得したேࡀ、その相⥆のあった年にその⿕相⥆ேら贈与を受けた財

産で、特定贈与財産（12ࢪ࣮࣌参↷）にヱ当しないもの（贈与⛯ではなく相⥆⛯ࡀります。）

9 社上の㤶や贈⟅品などで社通ᛕ上相当とㄆࡵられるもの

10 特定㞀ᐖ者ᢇ養信託ዎ⣙にᇶ࡙く信託受益権で㠀ㄢ⛯の適用を受けるもの

11 住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯（�1、�3ࢪ࣮࣌参↷）の適用を受ける金銭

��� ᩍ⫱資金の㠀ㄢ⛯（ࢪ࣮࣌��参↷）の適用を受ける信託受益権又は金銭等

13 ⤖፧・Ꮚ⫱て資金の㠀ㄢ⛯（ࢪ࣮࣌��参↷）の適用を受ける信託受益権又は金銭等
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ᐃ㉗財産ࠖ≉ࠕ

特定贈与財産（11ࢪ࣮࣌）とは、贈与に࠾いて⿕相⥆ேとの፧ጻ期㛫2ࡀ�年௨上であるその⿕相⥆ேの配偶

者（᪤に⿕相⥆ேらの贈与について贈与⛯の配偶者᥍除の特例の適用を受けたことࡀないேに㝈ります。）ࡀ、

その⿕相⥆ேら贈与を受けた居住用動産又は金銭のうࡕ、贈与⛯の配偶者᥍除の特例の適用ࡀあるものとし

た場合に、᥍除されることとなる金額（2����ࡀ㝈ᗘとなります。）に相当する㒊ศとして、相⥆⛯の⏦告書

に࠾いて㑅ᢥする㒊ศをいいます。  

な࠾、この特定贈与財産については、「贈与⛯ࡀらない財産」（11ࢪ࣮࣌のࣁの㸶参↷）には含まれません

ので、贈与⛯の⏦告をしなければなりません。贈与⛯の配偶者᥍除の特例のせ௳については、�1ࢪ࣮࣌を参↷し

てください。 

㸦�㸧ಙク㛵ࡿࡍᶒ利等の㉗�

᪂たに信託のタ定を⾜った場合などで、適ṇな対価を㈇ᢸすることなく受益権等を取得した場合

には、贈与⛯の⏦告ࡀᚲせとなります。 

また、信託をタ定するⅬに࠾いて受益者等の存しない信託で、ᑗ᮶、ጤ託者のぶ᪘等ࡀ受益者

となる信託のタ定を⾜った場合（例えば、信託をタ定したⅬではまだ生まれていないᏞ等を受益

者としてᣦ定した場合）には、信託の受託者は、贈与⛯の⏦告ࡀᚲせとなります。 

ಙクのタᐃ等ࡾࡼ㉗⛯のㄢ⛯㛵ಀࢫ࣮ࢣࡿࡌ⏕ࡀ㸦㸧

1 ጤク⪅ࡿ࡞␗ࡀ⪅┈ཷሙྜ�

         （財産を信託）      （受益権をタ定）

㹀に贈与⛯ࡀㄢ⛯されます。

2 �ኚ᭦したሙྜࢆ⪅┈ཷ

         （財産を信託）     （受益権をタ定）
                                㹁に贈与⛯ࡀ

（受益者をኚ᭦）        ㄢ⛯されます。

� ཷ┈⪅の୍㒊のேࡀᶒ利ࢆᨺᲠしたሙྜ�

  
          （財産を信託）    （受益権をタ定）
                                                                      㹁に贈与⛯ࡀ

     （㹀ࡀ受益権をᨺᲠ）       ㄢ⛯されます。

4 ಙクࡀ⤊しṧవ財産ࡀ⤥ࢀࡉたሙྜ�
  

      （財産を信託）       （信託の⤊）

                                              㹁に贈与⛯ࡀ

                                   ㄢ⛯されます。

                                 （ṧవ財産の⤥付）                                  

受益者

㹀

ጤ託者

㸿

受託者

㹖

受益者

㹀

ጤ託者

㸿

受託者

㹖

受益者

㹀

受益者

㹁

ጤ託者

㸿

受託者

㹖

受益者

㹀・㹁

ጤ託者
㸿

受託者

㹖

受益者

㹁

ṧవ財産

受益者㹁

㸦�㸧㉗財産のホ౯  

贈与を受けた財産の価額は、原๎として、贈与を受けたの価でホ価します。

な財産のホ価のあらましは、ḟのと࠾りです。

　ヲしくは、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚで☜ㄆされる、⛯ົ⨫に࠾ᑜࡡくださ

い。

 ᅵᆅ�

(㺐��Ꮿᆅ

宅地のホ価方式には、࠙ ㊰⥺౯᪉ᘧࠚと࠙ಸ⋡᪉ᘧࠚという㸰つの方ἲࡀあります。
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「特定贈与財産」

特定贈与財産（11ページ）とは、贈与時において被相続人との婚姻期間が20年以上であるその被相続人の配偶

者（既に被相続人からの贈与について贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けたことがない人に限ります。）が、

その被相続人から贈与を受けた居住用不動産又は金銭のうち、贈与税の配偶者控除の特例の適用があるものとし

た場合に、控除されることとなる金額（2,000万円が限度となります。）に相当する部分として、相続税の申告書

において選択する部分をいいます。

なお、この特定贈与財産については、「贈与税がかからない財産」（11ページのハの８参照）には含まれません

ので、贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の配偶者控除の特例の要件については、61ページを参照し

てください。 

（3）信託に関する権利等の贈与 

新たに信託の設定を行った場合などで、適正な対価を負担することなく受益権等を取得した場合

には、贈与税の申告が必要となります。 

また、信託を設定する時点において受益者等の存しない信託で、将来、委託者の親族等が受益者

となる信託の設定を行った場合（例えば、信託を設定した時点ではまだ生まれていない孫等を受益

者として指定した場合）には、信託の受託者は、贈与税の申告が必要となります。 

信託の設定等により贈与税の課税関係が生じるケース（例）

1 委託者と受益者が異なる場合 

（財産を信託） （受益権を設定）

Ｂに贈与税が課税されます。

2 受益者を変更した場合 

（財産を信託） （受益権を設定）
Ｃに贈与税が

（受益者を変更） 課税されます。

3 受益者の一部の人が権利を放棄した場合 

（財産を信託） （受益権を設定）
Ｃに贈与税が

（Ｂが受益権を放棄） 課税されます。

4 信託が終了し残余財産が給付された場合 

（財産を信託） （信託の終了）

Ｃに贈与税が

課税されます。

（残余財産の給付）

受益者

Ｂ

委託者

Ａ

受託者

Ｘ

受益者

Ｂ

委託者

Ａ

受託者

Ｘ

受益者

Ｂ

受益者

Ｃ

委託者

Ａ

受託者

Ｘ

受益者

Ｂ・Ｃ

委託者
Ａ

受託者

Ｘ

受益者

Ｃ

残余財産

受益者Ｃ

（4）贈与財産の評価

贈与を受けた財産の価額は、原則として、贈与を受けた時の時価で評価します。

主な財産の評価のあらましは、次のとおりです。

　詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】で確認されるか、税務署にお尋ねくださ

い。

イ 土地 

(ｲ) 宅地

宅地の評価方式には、【路線価方式】と【倍率方式】という２つの方法があります。 13

【路線価方式】 

路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線（道路）に面する標準的な

宅地の１平方メートル当たりの価額（千円単位で表示しています。）のことで、「路線価図」で確

認することができます。

宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正した後、その宅

地の面積を掛けて計算します。 

（注） 調整率には、「奥行価格補正率」、「側方路線影響加算率」などがあります。具体的な数値につい
ては、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載している「土地及び土地の上に存す
る権利の評価についての調整率表」をご確認ください。 

 ）粋抜（図価線路

 (路線価)(奥行価格補正率)(面積)  (評価額) 

33万円 × 1.00 × 180㎡ ＝ 5,940万円 

【倍率方式】 

路線価が定められていない地域の評価方法です。宅地の価額は、原則として、その宅地

の固定資産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してください。）に

一定の倍率（倍率は「評価倍率表」で確認することができます。）を掛けて計算します。 

評価倍率表（抜粋） 

（固定資産税評価額） （倍率）  （評価額） 

1,000万円 × 1.1 ＝ 1,100万円 

（注） 評価倍率表の「固定資産税評価額に乗ずる倍

率等」欄に「路線」と表示されている地域につ

いては、路線価方式により評価を行います。

330 千円 

10ｍ 

普通住宅地区
18

※ 「路線価図」や「評価倍率表」は、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】で閲覧する

ことができます（財産評価基準書 路線価図・評価倍率表【https://www.rosenka.nta.go.jp】）。

（例） 

180 ㎡ 

（例） 

(ﾛ) 借地権等

借地権等の評価については次のとおりです。

借 地 権 
原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額に借地権割合を掛けて計算

します。

定期借地権 
原則として、贈与の時において借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基

として計算します。

貸 宅 地 
原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額から、借地権、定期借地権

等の価額を差し引いて計算します。

貸家建付地 
原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価額から、借家人の有する敷地

に対する権利の価額を差し引いて計算します。

https://www.rosenka.nta.go.jp
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(ﾊ) 田畑又は山林

原則として、固定資産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してくだ

さい。）に一定の倍率（倍率は「評価倍率表」で確認することができます。）を掛けて計算し

ます。

ただし、市街地にある田畑又は山林については、原則として付近の宅地の価額に比準して

家屋の評価については次のとおりです。

計算します。

ロ 家屋

ハ 森林の立木

原則として、樹種、樹齢別に定めている標準価額（標準価額は国税庁ホームページ

【https://www.nta.go.jp】で確認することができます（財産評価基準書　路線価図・評価倍率表

【https://www.rosenka.nta.go.jp】）。）を基として評価します。

ニ 事業用の機械、器具、農機具等

原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。

ホ 上場株式

原則として、次の(ｲ)から(ﾆ)までの価額のうち、最も低い価額により評価します。

(ｲ) 贈与を受けた日の終値

(ﾛ) 贈与を受けた月の毎日の終値の月平均額

(ﾊ) 贈与を受けた月の前月の毎日の終値の月平均額

(ﾆ) 贈与を受けた月の前々月の毎日の終値の月平均額

（注） 上場株式を負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した場合には、その株式の価額は、取得日におけ

る最終価格（終値）によって評価します。

へ 取引相場のない株式、出資 

原則として、その会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じ、次のような方式

により評価します。具体的には「取引相場のない株式（出資）の評価明細書」（評価明細書の様式

は国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】からダウンロードすることができます。）を用い

て評価します。 
(ｲ) 類似業種比準方式

(ﾛ) 純資産価額方式

(ﾊ) (ｲ)と(ﾛ)の併用方式

(ﾆ) 配当還元方式

ト 家庭用財産・自動車

原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。

チ 書画・骨とう等

原則として、類似品の売買価額や専門家の意見などを参考として評価します。

※ 贈与財産の評価に当たって作成した評価明細書は、贈与税の申告書に添付してください。

 自 用 家 屋

貸 家

原則として、固定資産税評価額（都税事務所や市（区）役所又は町村役場で確認してく

ださい。）により評価します。

原則として、固定資産税評価額から、固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じ

た価額を差し引いて計算します。

14

https://www.rosenka.nta.go.jp
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�㺨��⏣⏿ཪࡣᒣᯘ�

原๎として、ᅛ定資産⛯ホ価額（㒔⛯事ົᡤやᕷ（༊）ᙺᡤ又は⏫ᮧᙺ場で☜ㄆしてくだ

さい。）に୍定のಸ⋡（ಸ⋡は「ホ価ಸ⋡⾲」で☜ㄆすることࡀできます。）を掛けて計⟬し

ます。

ただし、ᕷ⾤地にある田畑又は山林については、原๎として付㏆の宅地の価額にẚ‽して

家屋のホ価についてはḟのと࠾りです。

計⟬します。

ࣟ� ᐙᒇ�

�ࣁ ᳃ᯘの❧ᮌ�

原๎として、樹種、樹齢別に定ࡵているᶆ‽価額（ᶆ‽価額はᅜ⛯ᗇࢪ࣮࣒࣮࣌࣍

࠙KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚで☜ㄆすることࡀできます（財産ホ価ᇶ‽書　㊰⥺価ᅗ・ホ価ಸ⋡⾲

࠙KWWSV���ZZZ�URVeQND�QWD�JR�MS 。をᇶとしてホ価します（。（ࠚ

�ࢽ ᴗ用のᶵᲔ、ჾල、㎰ᶵල等�

原๎として、㢮ఝ品の売㈙価額やᑓ㛛家のពぢなどを参考としてホ価します。

�࣍ ୖሙᰴᘧ�

原๎として、ḟの(㺐�ら(㺤�までの価額のうࡕ、᭱も低い価額によりホ価します。

(㺐� 贈与を受けた᪥の⤊್ 

(㺹� 贈与を受けた᭶のẖ᪥の⤊್の᭶ᖹᆒ額 

(㺨� 贈与を受けた᭶の๓᭶のẖ᪥の⤊್の᭶ᖹᆒ額 

(㺤� 贈与を受けた᭶の๓ࠎ᭶のẖ᪥の⤊್の᭶ᖹᆒ額

（注） 上場株式を㈇ᢸ付贈与又は対価をకう取引により取得した場合には、その株式の価額は、取得᪥に࠾け

る᭱⤊価᱁（⤊್）によってホ価します。

� 取ᘬ┦ሙの࠸࡞ᰴᘧ、ฟ㈨�

原๎として、その社のつᶍの小、株のែᵝ、資産の構ᡂ合などにᛂࡌ、ḟのような方式

によりホ価します。具య的には「取引相場のない株式（出資）のホ価明細書」（ホ価明細書のᵝ式

はᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚらࢻ࣮ࣟࣥ࢘ࢲすることࡀできます。）を用い

てホ価します。

(㺐� 㢮ఝ業種ẚ‽方式 

(㺹� ⣧資産価額方式 

(㺨� (㺐�と(㺹�のే用方式 

(㺤� 配当還元方式 

�ࢺ ᐙᗞ用財産・⮬ື㌴�

原๎として、㢮ఝ品の売㈙価額やᑓ㛛家のពぢなどを参考としてホ価します。

�ࢳ ᭩⏬・㦵࠺等

原๎として、㢮ఝ品の売㈙価額やᑓ㛛家のពぢなどを参考としてホ価します。

ͤ ㉗財産のホ౯ᙜた࡚ࡗసᡂしたホ౯᫂細᭩ࡣ、㉗⛯の⏦࿌᭩ῧし࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ�

自 用 家 屋

貸 家

原๎として、ᅛ定資産⛯ホ価額（㒔⛯事ົᡤやᕷ（༊）ᙺᡤ又は⏫ᮧᙺ場で☜ㄆしてく

ださい。）によりホ価します。

原๎として、ᅛ定資産⛯ホ価額ら、ᅛ定資産⛯ホ価額に借家権合と賃貸合をࡌ

た価額を差し引いて計⟬します。

※ おいのࢥࢯࣃン等の⎔ቃにより、ᅜ税ᗇࢪ࣮࣒࣮࣌࣍を用して申告書を作成するこができない場合があります。

（↷ཧࢪ࣮࣌��

ู⣬A

をクリックするࠖࢻ࢞用ࡈࠕ

ࡸࠚ入力例࠙、ࠚ作成のὶれ࠙、

が☜ㄆなࠚ用になれない方ࡈ࠙

できます。

࠙入力例ࠚ

で࣮ࠖࢼ࣮ࢥ定申告書等作成☜ࠕ

申告書を作成する場合の具体的な入

力例について、このᏊに記載のな

い事例ࡵྵࡶて掲載しています。

ࠚ用になれない方ࡈ࠙

相続時精算課税を選択し、特定贈

与者が㸳ྡ以上いる場合ࡸ住宅取得

等資金の非課税の適用を受ける財産

の贈与者が３ྡ以上いる場合な、

ࡈを࣮ࠖࢼ࣮ࢥ定申告書等作成☜ࠕ

用になれない࣮ࢣスについて掲載

しています。

ی ヲしくは、ࡈࠕ用ࠖࢻ࢞を

。ㄆください☜ࡈ
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� � � � � � � � � � � � ⏬㠃のク

をཧ↷してࢪ࣮࣌��、ス方法についてはࢭ

ください。

申告書の✀㢮を選択する⏬㠃です。� �

贈与税の申告書を作成する方は、

� � � ࣭� �

� � � � � � をクリックしてください。

※

贈与税の申告書を作成する方は、� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � を

� � � � � � � クリックしてください。

ᅵᆅ（ᆅ┠が宅ᆅ）の贈与を受けた方

で、㊰⥺౯方ᘧによりホ౯を⾜࠺な、

一定の場合にヱᙜする方は、ࠕᅵᆅ等の

ホ౯明⣽書作成࣮ࠖࢼ࣮ࢥを用して財

産のホ౯を⾜࠺こができます。

参考

� � � � � � � � � � を

� � � � � � � クリックしてください。
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作成する申告書等の提出方法を選択して

ください。

入力が終わったら、� � � � � � � をク

リックしてください。

申告される方（財産を取得した方）の生

年月日を入力してください。

入力した生年月日により、令和３年１月

１日において��歳以上であるか判定しま

す。

以下の各ボタンについては、この手引きに具体的な入力例を掲載しています。

住宅取得等資金の非課税（※１）の適用

を受ける金額を入力する場合には、� � � �

� � � � � � � � をクリックします。

相続時精算課税（※３）の適用を受ける

財産を入力する場合には、� � � � � � � � � �

をクリックします。

一般の贈与（暦年課税）の財産を入力す

る場合には、� � � � � � � � をクリック

します。

贈与税の配偶者控除の特例（※２）の適

用を受ける財産を入力する場合には、� � � � � � � �

を� � � � � � � � をクリックします。

なお、不動産番号を入力して登記事項証

明書の添付を省略する場合には、併せて

チェックボックスをチェックします。
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

ࣥࢼ࣐

ࣂ 㸦࣮ಶே

␒ྕ)ཪࡣ

ἲே␒ྕ

の記ධࡀ

ᚲ要࡛ࠋࡍ

㸰 ㉗⛯の⏦࿌᭩の᭩ࡁた

(1) ⏦࿌᭩➨୍⾲
　贈与⛯の⏦告をするてのேࡀ用する⏦告書です。ᬺ 年ㄢ⛯による贈与⛯額の計⟬に当たっ
ては、71、�2ࢪ࣮࣌の「贈与⛯（ᬺ年ㄢ⛯）の⛯額の計⟬明細」をά用ください。

ͤ 䛂ࠗ ᅜ⛯ᗇࢆ࠘ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍利用した⏦࿌᭩のసᡂࠖࡘ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃཧ↷し࡚ࢆࢪ࣮࣌15ࡣ࡚࠸ࠉ

ׇ

















記号 欄 書きた

ׇ

ࠕ ⛯ົ⨫㛗ࠖ 住ᡤ地をᡤ㎄する⛯ົ⨫名を記入します。

ࠕ ᖺ ᭶ ᪥ᥦฟࠖ ⏦告書のᥦ出年᭶᪥を記入します。

ᖺ分ࠖڧ㸮ڧ௧ࠕ 。の୰に「㸱」と記入しますڧ



ఫᡤࠖࠕ 住ᡤ、住ᡤ地の㒑౽␒号及び電話␒号を記入します。

ࠖࢼ࢞ࣜࣇࠕࡧẶྡࠖཬࠕ ⏦告をするேのẶ名及びࢼ࢞ࣜࣇを記入します。ࢼ࢞ࣜࣇの⃮Ⅼ（ࢍ）
や半⃮Ⅼ（ࢎ）は୍Ꮠศとし、ጣと名の㛫は୍Ꮠ✵けて記入します。

ࠖྕ␒ἲேࡣಶே␒ྕཪࠕ ⏦告をするேの࣮ࣂࣥࢼ࣐（ಶே␒号）又はἲே␒号を記入します。

ᖺ᭶᪥ࠖ⏕ࠕ 　明は「1」、ṇは「2」、は「3」、ᖹᡂは「4」、௧は「5」
と記入します。

　贈与者の生年᭶᪥を「生年᭶᪥」にならって記入します。

࠙例㸸 58 年㸷᭶ 21 ᪥生まれの場合ࠚ

ᴗࠖ⫋ࠕ ⏦告をするேの⫋業を記入します。



ఫᡤࠕ Ặྡࠕࠖ、 ཬࠖࣇࠕࡧ

ࠖࢼ࢞ࣜ

贈与者の住ᡤ、Ặ名及びࢼ࢞ࣜࣇを記入します。ࢼ࢞ࣜࣇの⃮Ⅼ（ࢍ）
や半⃮Ⅼ（ࢎ）は୍Ꮠศとし、ጣと名の㛫は୍Ꮠ✵けて記入します。

ᖺ᭶᪥ࠖ⏕ࠕ


柄ࠖ⥆ࠕ ⏦告をするேらみた贈与者の⥆柄を記入します。

贈与者の⥆柄にᛂࡌて「1㹼5」のいࡎれのᩘᏐを記入します。
「5」と記入した場合には、ͤ欄に具య的な⥆柄を記入します。



柄ࠖ⥆ࠕ



種類ࠕ 利ࠕࡧ細目ࠖཬࠕࠖ、

用区分・銘柄等ࠖ

ᡤᅾሙᡤ等ࠖࠕ ྛ財産のᡤᅾ場ᡤ等を記入します。この場合、ḟにᥖࡆる財産につ
いては、それࡒれḟの事㡯を記入します。

 売掛金・・・・・相手方の住ᡤ又はᡤᅾ地及びẶ名又は名称
ࣟ 船舶・自動車・・Ⓩ㘓機関の名称及びⓏ㘓␒号
ࣁ 有価証券・・・・Ⓨ⾜ἲேのᡤᅾ地及び名称

な࠾、公債及び上場有価証券で保ㆤ預り、保証金の௦用、
ᢸ保などとしてᥦ供されているものについては、そのᥦ
供ඛ証券社などのᡤᅾ地及び名称

࣍
現金・・・・・・贈与者の住ᡤ　ࢽ

預貯金等・・・・預金、貯金、金銭信託については預入ඛᗑ⯒などのᡤᅾ
地及び名称

࣊ 生命保険金・・・支ᡶ保険社のᡤᅾ地及び名称
ࢺ その他の債権・・債ົ者の住ᡤ又はᡤᅾ地及びẶ名又は名称

㔞ࠖᩘࠕ 贈与を受けた財産の㠃積、株ᩘなどを記入します。

༢౯ࠖࠕ

ᅛᐃ㈨産⛯ホ౯㢠ࠖࠕ ᅛ定資産⛯ホ価額をᇶとしてホ価する土地及び家屋のᅛ定資産⛯ホ
価額を記入します。

ಸᩘࠖࠕ ᅛ定資産⛯ホ価額をᇶとしてホ価する土地及び家屋について、ᅛ定
資産⛯ホ価額に掛ける୍定のಸ⋡を記入します。


取得したᖺ᭶᪥ࠖࢆ財産ࠕ 贈与を受けた年᭶᪥を記入します。

財産の౯㢠ࠖࠕ 贈与を受けた財産の価額を記入します。


ࠕ



ࠖྕ␒ື産ࠕ

㐣ཤの㉗⛯の⏦࿌≧

ἣࠖ

㐣ཤに、特例⛯⋡の適用を受けるたࡵにに記入した贈与者との⥆
柄を明らにする書㢮を⛯ົ⨫にᥦ出している場合には、そのᥦ出し
た年ศ及び⛯ົ⨫名を記入します（ᥦ出をしていない場合には記入しません。�。

3  5 8 㸬 0  9 㸬 2 1 

　⏦告をするேらみた贈与者の⥆柄を記入します。
　贈与者ࡀ┤⣔ᑛᒓである場合は、贈与者の⥆柄にᛂࡌて「1㹼�」の
いࡎれのᩘᏐを記入します。贈与者ࡀ┤⣔ᑛᒓ௨እである場合は、
贈与者の⥆柄にᛂࡌて「�㹼�」のいࡎれのᩘᏐを記入します。「�」
又は「�」と記入した場合には、ͤ欄に具య的な⥆柄を記入します。

　贈与⛯の配偶者᥍除の特例の適用を受ける場合で、贈与により取得
した動産に係る動産␒号を記入することにより、その取得した
動産に係るⓏ記事㡯証明書の添付を┬␎するときに記入します（「贈
与⛯の配偶者᥍除の特例の添付書㢮（33ࢪ࣮࣌）」を参↷）。

　贈与を受けた財産について、77ࢪ࣮࣌の⾲により、ྛ財産の種㢮と
細目を記入し、その財産の種㢮と細目にᛂࡌた利用༊ศや銘柄等を記入
します。

　贈与を受けた財産の㸯ᖹ方࣓࣮ࣝࢺ当たり、㸯株当たりなどその財産
の㸯༢当たりの価額を記入します（ᅛ定資産⛯ホ価額をᇶとしてホ価
する土地と家屋については記入をせしません。）。

1�



ࣥࢼ࣐

ࣂ 㸦࣮ಶே

␒ྕ)ཪࡣ

ἲே␒ྕ

の記ධࡀ

ᚲ要࡛ࠋࡍ

㸰 ㉗⛯の⏦࿌᭩の᭩ࡁた

(1) ⏦࿌᭩➨୍⾲
　贈与⛯の⏦告をするてのேࡀ用する⏦告書です。ᬺ 年ㄢ⛯による贈与⛯額の計⟬に当たっ
ては、71、�2ࢪ࣮࣌の「贈与⛯（ᬺ年ㄢ⛯）の⛯額の計⟬明細」をά用ください。

ͤ 䛂ࠗ ᅜ⛯ᗇࢆ࠘ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍利用した⏦࿌᭩のసᡂࠖࡘ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃཧ↷し࡚ࢆࢪ࣮࣌15ࡣ࡚࠸ࠉ

ׇ

















記号 欄 書きた

ׇ

ࠕ ⛯ົ⨫㛗ࠖ 住ᡤ地をᡤ㎄する⛯ົ⨫名を記入します。

ࠕ ᖺ ᭶ ᪥ᥦฟࠖ ⏦告書のᥦ出年᭶᪥を記入します。

ᖺ分ࠖڧ㸮ڧ௧ࠕ 。の୰に「㸱」と記入しますڧ



ఫᡤࠖࠕ 住ᡤ、住ᡤ地の㒑౽␒号及び電話␒号を記入します。

ࠖࢼ࢞ࣜࣇࠕࡧẶྡࠖཬࠕ ⏦告をするேのẶ名及びࢼ࢞ࣜࣇを記入します。ࢼ࢞ࣜࣇの⃮Ⅼ（ࢍ）
や半⃮Ⅼ（ࢎ）は୍Ꮠศとし、ጣと名の㛫は୍Ꮠ✵けて記入します。

ࠖྕ␒ἲேࡣಶே␒ྕཪࠕ ⏦告をするேの࣮ࣂࣥࢼ࣐（ಶே␒号）又はἲே␒号を記入します。

ᖺ᭶᪥ࠖ⏕ࠕ 　明は「1」、ṇは「2」、は「3」、ᖹᡂは「4」、௧は「5」
と記入します。

　贈与者の生年᭶᪥を「生年᭶᪥」にならって記入します。

࠙例㸸 58 年㸷᭶ 21 ᪥生まれの場合ࠚ

ᴗࠖ⫋ࠕ ⏦告をするேの⫋業を記入します。



ఫᡤࠕ Ặྡࠕࠖ、 ཬࠖࣇࠕࡧ

ࠖࢼ࢞ࣜ

贈与者の住ᡤ、Ặ名及びࢼ࢞ࣜࣇを記入します。ࢼ࢞ࣜࣇの⃮Ⅼ（ࢍ）
や半⃮Ⅼ（ࢎ）は୍Ꮠศとし、ጣと名の㛫は୍Ꮠ✵けて記入します。

ᖺ᭶᪥ࠖ⏕ࠕ


柄ࠖ⥆ࠕ ⏦告をするேらみた贈与者の⥆柄を記入します。

贈与者の⥆柄にᛂࡌて「1㹼5」のいࡎれのᩘᏐを記入します。
「5」と記入した場合には、ͤ欄に具య的な⥆柄を記入します。



柄ࠖ⥆ࠕ



種類ࠕ 利ࠕࡧ細目ࠖཬࠕࠖ、

用区分・銘柄等ࠖ

ᡤᅾሙᡤ等ࠖࠕ ྛ財産のᡤᅾ場ᡤ等を記入します。この場合、ḟにᥖࡆる財産につ
いては、それࡒれḟの事㡯を記入します。

 売掛金・・・・・相手方の住ᡤ又はᡤᅾ地及びẶ名又は名称
ࣟ 船舶・自動車・・Ⓩ㘓機関の名称及びⓏ㘓␒号
ࣁ 有価証券・・・・Ⓨ⾜ἲேのᡤᅾ地及び名称

な࠾、公債及び上場有価証券で保ㆤ預り、保証金の௦用、
ᢸ保などとしてᥦ供されているものについては、そのᥦ
供ඛ証券社などのᡤᅾ地及び名称

࣍
現金・・・・・・贈与者の住ᡤ　ࢽ

預貯金等・・・・預金、貯金、金銭信託については預入ඛᗑ⯒などのᡤᅾ
地及び名称

࣊ 生命保険金・・・支ᡶ保険社のᡤᅾ地及び名称
ࢺ その他の債権・・債ົ者の住ᡤ又はᡤᅾ地及びẶ名又は名称

㔞ࠖᩘࠕ 贈与を受けた財産の㠃積、株ᩘなどを記入します。

༢౯ࠖࠕ

ᅛᐃ㈨産⛯ホ౯㢠ࠖࠕ ᅛ定資産⛯ホ価額をᇶとしてホ価する土地及び家屋のᅛ定資産⛯ホ
価額を記入します。

ಸᩘࠖࠕ ᅛ定資産⛯ホ価額をᇶとしてホ価する土地及び家屋について、ᅛ定
資産⛯ホ価額に掛ける୍定のಸ⋡を記入します。


取得したᖺ᭶᪥ࠖࢆ財産ࠕ 贈与を受けた年᭶᪥を記入します。

財産の౯㢠ࠖࠕ 贈与を受けた財産の価額を記入します。


ࠕ



ࠖྕ␒ື産ࠕ

㐣ཤの㉗⛯の⏦࿌≧

ἣࠖ

㐣ཤに、特例⛯⋡の適用を受けるたࡵにに記入した贈与者との⥆
柄を明らにする書㢮を⛯ົ⨫にᥦ出している場合には、そのᥦ出し
た年ศ及び⛯ົ⨫名を記入します（ᥦ出をしていない場合には記入しません。�。

3  5 8 㸬 0  9 㸬 2 1 

　⏦告をするேらみた贈与者の⥆柄を記入します。
　贈与者ࡀ┤⣔ᑛᒓである場合は、贈与者の⥆柄にᛂࡌて「1㹼�」の
いࡎれのᩘᏐを記入します。贈与者ࡀ┤⣔ᑛᒓ௨እである場合は、
贈与者の⥆柄にᛂࡌて「�㹼�」のいࡎれのᩘᏐを記入します。「�」
又は「�」と記入した場合には、ͤ欄に具య的な⥆柄を記入します。

　贈与⛯の配偶者᥍除の特例の適用を受ける場合で、贈与により取得
した動産に係る動産␒号を記入することにより、その取得した
動産に係るⓏ記事㡯証明書の添付を┬␎するときに記入します（「贈
与⛯の配偶者᥍除の特例の添付書㢮（33ࢪ࣮࣌）」を参↷）。

　贈与を受けた財産について、77ࢪ࣮࣌の⾲により、ྛ財産の種㢮と
細目を記入し、その財産の種㢮と細目にᛂࡌた利用༊ศや銘柄等を記入
します。

　贈与を受けた財産の㸯ᖹ方࣓࣮ࣝࢺ当たり、㸯株当たりなどその財産
の㸯༢当たりの価額を記入します（ᅛ定資産⛯ホ価額をᇶとしてホ価
する土地と家屋については記入をせしません。）。
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(2) ⏦࿌᭩➨୍⾲の

住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯（61ࢪ࣮࣌参↷）の適用を受けるேࡀ用する⏦告書です。

ׇ















א


ב

ג

ה

ד
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(2) ⏦࿌᭩➨୍⾲の

住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯（61ࢪ࣮࣌参↷）の適用を受けるேࡀ用する⏦告書です。

ׇ















א


ב

ג

ה

ד

記号 欄 書きた

ׇ のẶྡࠖ⪅㉗ཷࠕ ⏦告をするேのẶ名を記入します。


ཷࢆḟのఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯の㐺用ࠕ

ࠖࠋ࠸ࡉࡔࡃ記ධし࡚ࢆ༳ࣞの୰ڧ、ࡣேࡿࡅ

住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯の適用を受けるேは、ڧにࣞ༳を記入してく
ださい。



ࣇࠕࡧẶྡࠖཬࠕ、ఫᡤࠖࠕ
ࠖࢼ࢞ࣜ

贈与者の住ᡤ、Ặ名及びࢼ࢞ࣜࣇを記入します。ࢼ࢞ࣜࣇの⃮Ⅼ（ࢍ）
や半⃮Ⅼ（ࢎ）は୍Ꮠศとし、ጣと名の㛫は୍Ꮠ✵けて記入します。

ᖺ᭶᪥ࠖ⏕ࠕ

࠙例㸸 16 年 11 ᭶㸲᪥生まれの場合ࠚ 3 1 6 㸬 1 1 㸬 0  4

柄ࠖ⥆ࠕ ⏦告をするேらみた贈与者の⥆柄を記入します。
贈与者の⥆柄にᛂࡌて「1㹼5」のいࡎれのᩘᏐを記入します。
「5」と記入した場合には、ͤ欄に具య的な⥆柄を記入します。


取得したᖺ᭶᪥ࠖࢆఫᏯ取得等㈨㔠ࠕ
ཬࠕࡧఫᏯ取得等㈨㔠の㔠㢠ࠖ

贈与により住宅取得等資金を取得した年᭶᪥及びその金額を記入しま

す。



ಀ᪂⠏・取得・ቑᨵ⠏等ࠕ
ዎ⣙ᖺ᭶᪥ࠖࡿ

　住宅資金㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額（ळの金額）ࡀある場合に、住宅用の家屋の᪂築
ⱝしくは取得又はቑᨵ築等に係るዎ⣙を⥾⤖した年᭶᪥を記入します。

ఫᏯ㈨㔠㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠ࠕ ࠖ 住宅資金㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額（61ࢪ࣮࣌参↷）の金額を記入します。



 ఫᏯ㈨㔠㠀ࠕ

ఫᏯ㈨㔠㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠のṧ㢠ูࠖ≉ࠕ

ಀ᪂⠏・取得・ቑᨵ⠏等ࠕ
ዎ⣙ᖺ᭶᪥ࠖࡿ

ఫᏯ㈨㔠㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠ูࠖ≉ࠕ

ㄢ⛯㝈ᗘ㢠のṧ㢠ࠖ ळの金

१の金額ら२の金額を᥍除した金額を記入します。

額らऴの

⏦告書

➨୍⾲の 䞯欄 䞷欄 䞸欄 䞻欄

ᖹᡂ2�年ศ ᖹᡂ2�・2�年ศ ᖹᡂ3�年ศ ௧元・㸰年ศ

金額を᥍除した金額を記入します。

ב





א

ࢆ㠀ㄢ⛯の㐺用ࡕ࠺ऱのࠕ

㔠㢠ࡿࡅཷ ཬࠖࠕࡧलのࡕ࠺

㠀ㄢ⛯の㐺用ࡿࡅཷࢆ㔠

㢠ࠖ

०の金額及び३の金額の合計額を㉸えないように住宅取得等資金の㠀
ㄢ⛯の適用を受ける金額を記入します。

な࠾、住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯に係る贈与者ࡀ㸰ே௨上いる場合には、
ྛ贈与者らの贈与について㠀ㄢ⛯の適用を受ける金額の合計額ࡀ०の
金額及び३の金額の合計額を㉸えないようにྛ贈与者ࡈとの住宅取得等
資金の㠀ㄢ⛯の適用を受ける金額を記入します。

㔠ࡿࡅཷࢆ㠀ㄢ⛯の㐺用ࠕ

㢠のྜィ㢠ࠖ

住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯の適用を受ける金額の合計額を記入します（०

の金額及び३の金額の合計額を㉸えることはありません。）。

ג

ධ⟭ㄢ⛯౯᱁ࡕ࠺ऱのࠕ

㔠㢠ࡿࢀࡉ ཬࠖࠕࡧलのࡕ࠺

ㄢ⛯౯᱁⟬ධࡿࢀࡉ㔠

㢠ࠖ

ऱの金額ら४の金額を᥍除した金額及びलの金額ら५の金額を᥍
除した金額をそれࡒれ記入します。

な࠾、それらの᥍除した金額にṧ額ࡀある場合には、その金額を住宅
取得等資金に係る贈与者の「財産の価額」欄（⏦告書➨୍⾲又は➨⾲）
に㌿記します。この場合には、⏦告書➨୍⾲又は➨⾲の贈与者の「住
ᡤ・Ặ名（ࢼ࢞ࣜࣇ）・⏦告者と 」欄の記入は、贈与者
の「Ặ名（ࢼ࢞ࣜࣇ）」のみとして差し支えありません。

ה

ד

㺀ᡤ得⛯ཬࡧ⯆≉ูᡤ得⛯
の☜ᐃ⏦࿌᭩ࢆᥦฟしたᖺ᭶᪥㺁
ཬࡧ㺀ᥦฟした⛯ົ⨫㺁

　明は「1」、ṇは「2」、は「3」、ᖹᡂは「4」と記入します。

　௧㸱年ศのᡤ得⛯及び⯆特別ᡤ得⛯の☜定⏦告書をᥦ出したேは、そ
のᥦ出した年᭶᪥及び⛯ົ⨫名を記入してください。記入した場合には、別
途「合計ᡤ得金額を明らにする書㢮」をᥦ出するᚲせはありません。

の生年᭶᪥・⥆柄

ᖹᡂࠕ �� ᖺ分ࡽ௧㸰ᖺ

分の㉗⛯の⏦࿌࡛㠀ㄢ⛯

の㐺用ࡅཷࢆた㔠㢠ࠖ

௧㸰ᖺ分のࡧ௧ඖᖺ分ཬࠕ

㉗⛯の⏦࿌࡛㠀ㄢ⛯の㐺用

た㔠㢠ࠖࡅཷࢆ

　ळ欄に記載ࡀある場合で、ᖹᡂ2�年ศら௧㸰年ศまでの贈与⛯の

⏦告で、住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯の適用を受けた金額ࡀあるときは、そ

の金額を記入します（適用を受けていない場合は、記入しません。）（注）。

　ྛ年ศの㠀ㄢ⛯の適用を受けた金額は、ḟの欄に記載されています。

　१欄に記載ࡀある場合で、௧元年ศ及び௧㸰年ศの贈与⛯の⏦告

で、住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯の適用を受けた金額（௧元年ศ及び௧

㸰年ศの贈与⛯の⏦告書➨୍⾲の६の金額）ࡀあるときは、その金額

のうࡕ、ᖹᡂ31年㸲᭶㸯᪥௨ᚋに住宅用家屋の᪂築等に係るዎ⣙を⥾⤖

して住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯の適用を受けた金額を記入します（適用を

受けていない場合は、記入しません。）（注）。

ື産␒ྕ等ࠖࠕ 　᪂築ⱝしくは取得又はቑᨵ築等をした動産に係るⓏ記事㡯証明書の

添付を┬␎する場合は、その動産に係る動産␒号等を記入します。

特別住宅資金㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額（१の金額）ࡀある場合に、住宅用の家屋の

᪂築ⱝしくは取得又はቑᨵ築等に係るዎ⣙を⥾⤖した年᭶᪥を記入します。

　特別住宅資金㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額（61ࢪ࣮࣌参↷）の金額を記入します。

（注）⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨��᮲の㸰➨12㡯のつ定にヱ当する場合（住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯の適用の適用を受ける場合）には、この欄の記入はせです。
　　 ヲしくは、ᅜ⛯ᗇࢪ࣮࣒࣮࣌࣍にᥖ載している「ࠗ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与⛯の㠀ㄢ⛯ 等࠘のあらまし（௧㸱年㸳᭶）」をࡈぴください。 21



㉖ －

㉘

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛

F D 4 7 3 6

(3) ⏦࿌᭩➨⾲  

    相⥆⢭⟬ㄢ⛯（㸲ࢪ࣮࣌参↷）の適用を受けるேࡀ用する⏦告書です。



ׇ
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(3) ⏦࿌᭩➨⾲  

    相⥆⢭⟬ㄢ⛯（㸲ࢪ࣮࣌参↷）の適用を受けるேࡀ用する⏦告書です。



ׇ











記号 欄 書きた

ׇ
ᖺ分ࠖڧ㸮ڧ௧ࠕ 。の୰に「㸱」と記入しますڧ

のẶྡࠖ⪅㉗ཷࠕ ⏦告をするேのẶ名を記入します。



ࡅཷࢆḟの≉の㐺用ࠕ

༳ࣞの୰ڧ、ࡣሙྜࡿ

ࠋࠖ࠸ࡉࡔࡃ記ධし࡚ࢆ

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例

。にࣞ༳を記入してくださいڧ、の適用を受けるேは（↷参ࢪ࣮࣌62）



ఫᡤࠕ Ặྡࠕࠖ、 ཬࠖࣇࠕࡧ

ࠖࢼ࢞ࣜ

贈与者の住ᡤ、Ặ名及びࢼ࢞ࣜࣇを記入します。ࢼ࢞ࣜࣇの⃮Ⅼ（ࢍ）

や半⃮Ⅼ（ࢎ）は୍Ꮠศとし、ጣと名の㛫は୍Ꮠ✵けて記入します。

柄ࠖ⥆ࠕ ⏦告をするேらみた贈与者の⥆柄を記入します。

贈与者の⥆柄にᛂࡌて「1㹼5」のいࡎれのᩘᏐを記入します。

「5」と記入した場合には、ͤ欄に具య的な⥆柄を記入します。

ᖺ᭶᪥ࠖ⏕ࠕ 明は「1」、ṇは「2」、は「3」、ᖹᡂは「4」と記入します。

࠙例㸸1�年11᭶㸲᪥生まれの場合ࠚ



種類ࠕ 利ࠕࡧ細目ࠖཬࠕࠖ、

用区分・銘柄等ࠖ

贈与を受けた財産について、   77ࢪ࣮࣌の⾲により、ྛ財産の種㢮と細

目を記入し、その財産の種㢮と細目にᛂࡌた利用༊ศや銘柄等を記入

します。

ᡤᅾሙᡤ等ࠖࠕ ྛ財産のᡤᅾ場ᡤ等を記入します。この場合、ḟにᥖࡆる財産につい

ては、それࡒれḟの事㡯を記入します。

 売掛金・・・・・相手方の住ᡤ又はᡤᅾ地及びẶ名又は名称

ࣟ 船舶・自動車・・Ⓩ㘓機関の名称及びⓏ㘓␒号

ࣁ 有価証券・・・・Ⓨ⾜ἲேのᡤᅾ地及び名称

な࠾、公債及び上場有価証券で保ㆤ預り、保証金

の௦用、ᢸ保などとしてᥦ供されているものにつ

いては、そのᥦ供ඛ証券社などのᡤᅾ地及び名

称

現金・・・・・・贈与者の住ᡤ　ࢽ

࣍ 預貯金等・・・・預金、貯金、金銭信託については預入ඛᗑ⯒などの

ᡤᅾ地及び名称

࣊ 生命保険金・・・支ᡶ保険社のᡤᅾ地及び名称

ࢺ その他の債権・・債ົ者の住ᡤ又はᡤᅾ地及びẶ名又は名称

㔞ࠖᩘࠕ

༢౯ࠖࠕ

ᅛᐃ㈨産⛯ホ౯㢠ࠖࠕ ᅛ定資産⛯ホ価額をᇶとしてホ価する土地及び家屋のᅛ定資産⛯ホ

価額を記入します。

ಸᩘࠖࠕ ᅛ定資産⛯ホ価額をᇶとしてホ価する土地及び家屋について、ᅛ定

資産⛯ホ価額に掛ける୍定のಸ⋡を記入します。


取得したᖺ᭶᪥ࠖࢆ財産ࠕ 贈与を受けた年᭶᪥を記入します。

財産の౯㢠ࠖࠕ 贈与を受けた財産の価額を記入します。



࠾㐣ཤのᖺ分の⏦࿌ࠕ

᥍㝖した≉ู᥍㝖㢠࡚࠸

のྜィ㢠ࠖ

㐣ཤの年ศの⏦告で᥍除した特別᥍除額の合計額を記入します。

な࠾、㐣ཤの年ศの⏦告で᥍除した住宅資金特別᥍除額（᭱㧗 1,000

）は、特別᥍除額に含まれませんのでࡈ注ពください。



Ặྡࠖࡧのఫᡤཬ⪅㉗ཷࠕ 㐣ཤにᥦ出した「相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆ出書」に記載した住ᡤ・Ặ名

と㐣ཤにᥦ出した贈与⛯の⏦告書に記載した住ᡤ・Ặ名ࡀ␗なってい

る場合には、その年ศの住ᡤ・Ặ名を記入します。

3   1  6 㸬 1  1 㸬 0  4 

贈与を受けた財産の㠃積、株ᩘなどを記入します。

贈与を受けた財産の㸯ᖹ方࣓࣮ࣝࢺ当たり、㸯株当たりなどその財

産の㸯༢当たりの価額を記入します（ᅛ定資産⛯ホ価額をᇶとして

ホ価する土地と家屋については記入をせしません。）。
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入力が終わったら、 をクリック

してください。

㉗⪅（財産をあࡆた方）の氏名（フリガナ・漢

字）、続、⏕年月日及び住所を入力（選択）して

ください。

選択した続にࡼり、㉗⪅が申告される方（財

産を取得した方）の┤⣔ᑛᒓであるかุᐃします。

㉗をཷࡅた財産が動産、ᰴ式等

である場合には、ᩘ㔞や༢౯などを入力し、

をクリックすることにࡼり、「財産の౯㢠」ḍにィ

⟬⤖ᯝを表示させることができます。

ているࡅかにも財産の㉗をཷ⪅から㉗ࡌྠ

場合には、������ をクリックし、ྠ様の᧯సに

。た財産を入力してくださいࡅり㉗をཷࡼ

㉗をཷࡅた財産の①✀㢮、②⣽┠、③⏝区ศ

ཪは㖭・名⛠等を選択してください。

このでは、㉗をཷࡅた財産は⌧㔠ですの

で、①✀㢮、②⣽┠については「⌧㔠、㡸㈓㔠等」

を選択し、③⏝区ศཪは㖭・名⛠等については

「⌧㔠」を選択します。

㉗をཷࡅた財産の所ᅾᆅを入力してください。

なお、財産の所ᅾᆅがᅜእである場合には、

。ックします࢙ࢳックスを࣎ック࢙ࢳ

㉗をཷࡅた財産の౯㢠を入力してください。

入力が終わったら、 をクリックし

てください。

㉗をཷࡅた年月日を選択してください。

参考

ู⣬%

事
例
̍

㸱 ⏦࿌᭩のసᡂ

࠙㸯ᬺࠚᖺㄢ⛯㸦≉⛯⋡㸧ࢆ㐺用ࡿࡍሙྜ

㔠⌧ࡽ∗♽、ࡣ⚾ࠉ ��� の㉗ࡲࡅཷࢆしたࡣ∗♽ࠋ┤⣔ᑛᒓ࡛ࡾ࠶、௧㸱ᖺ㸯᭶㸯᪥࡚࠸࠾、

ࡣ⚾ �� ṓ௨ୖ࡛ࡍの࡛、ࠕ≉⛯⋡ࠖ㸦ὀ㸧ࢆ㐺用し࡚ᬺᖺㄢ⛯ࡾࡼ⏦࿌しࠋࡍࡲ

ᅜ⛯୍㑻�∗♽、࡚࠸࠾௧㸰ᖺ分の㉗⛯の⏦࿌、ࡣ⚾、࠾࡞ ⋠⛯≉ࠕ、࡚࠸ࡘの㉗ࡽ� のࠖ㐺

用ࡿࡅཷࢆたࡵ、㉗⪅の⥆柄ࢆ᫂ࡿࡍࡽ᭩類ࢆ⏦࿌᭩ῧし࡚㯜⏫⛯ົ⨫ᥦฟし࡚ࠋࡍࡲ࠸

㸦ὀ㸧ࠕ≉⛯⋡ࠖࡣ࡚࠸ࡘ、㸰ࢆࢪ࣮࣌ཧ↷し࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ
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�ていࡅ⪅からの財産の㉗をཷ㉗ࡌྠ �

る場合は、� � � � � � � � � � � ����を

クリックすることにࡼり、ߒの画面が表示さ

れますので、ྠ様に入力してください。

確認が終わったら、� � � � � � � をク

リックしてください。

の㉗⪅から㉗をཷࡅた財産で、ᬺ年

ㄢ税の㐺⏝をཷࡅるものがある場合には、����������������

� � � � � � � をクリックすることにࡼ

り、 の画面が表示されますので、ྠ様に入

力してください。

及び の画面で入力したෆᐜが表示され

ますので、確認してください。

なお、� � � � ཪは� � � � をクリックす

ることにࡼり、入力ෆᐜのಟṇや๐㝖ができ

ます。

すての取得財産の入力が終わったら、

� � � � � � � � をクリックしてください。

住Ꮿ取得等㈨㔠の㠀ㄢ税（࣌��ーࢪཧ↷）

の㐺⏝をཷࡅる㔠㢠を入力する場合には、� � � � � � � � �

住� � � � � � � をクリックします。

㉗税の㓄അ⪅᥍㝖の≉（࣌��ーࢪཧ

↷）の㐺⏝をཷࡅる財産を入力する場合に

は、� � � � � � � � をクリックします。

なお、動産番号を入力してⓏグ㡯ド᫂

書のῧ付を┬␎する場合には、ేせて࢙ࢳッ

ク࣎ックスを࢙ࢳックします。

┦続時⢭⟬ㄢ税（㸲࣌ーࢪཧ↷）の㐺⏝を

�、る財産を入力する場合にはࡅཷ � � � � � � � � �

� � � � � � � � � をクリックします。

事
例
̍

㸱 ⏦࿌᭩のసᡂ

࠙㸯ᬺࠚᖺㄢ⛯㸦≉⛯⋡㸧ࢆ㐺用ࡿࡍሙྜ

㔠⌧ࡽ∗♽、ࡣ⚾ࠉ ��� の㉗ࡲࡅཷࢆしたࡣ∗♽ࠋ┤⣔ᑛᒓ࡛ࡾ࠶、௧㸱ᖺ㸯᭶㸯᪥࡚࠸࠾、

ࡣ⚾ �� ṓ௨ୖ࡛ࡍの࡛、ࠕ≉⛯⋡ࠖ㸦ὀ㸧ࢆ㐺用し࡚ᬺᖺㄢ⛯ࡾࡼ⏦࿌しࠋࡍࡲ

ᅜ⛯୍㑻�∗♽、࡚࠸࠾௧㸰ᖺ分の㉗⛯の⏦࿌、ࡣ⚾、࠾࡞ ⋠⛯≉ࠕ、࡚࠸ࡘの㉗ࡽ� のࠖ㐺

用ࡿࡅཷࢆたࡵ、㉗⪅の⥆柄ࢆ᫂ࡿࡍࡽ᭩類ࢆ⏦࿌᭩ῧし࡚㯜⏫⛯ົ⨫ᥦฟし࡚ࠋࡍࡲ࠸

㸦ὀ㸧ࠕ≉⛯⋡ࠖࡣ࡚࠸ࡘ、㸰ࢆࢪ࣮࣌ཧ↷し࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

25



� � � � � � � � をクリックすると、ḍの

「֊にᑐする税㢠」のィ⟬方法等が確認でき

ます。このでは、「≉税⋡」を㐺⏝し

てィ⟬された㉗税㢠が表示されます。

「≉税⋡」の㐺⏝をཷࡅる場合で、֊ḍ

の「։の᥍㝖後のㄢ税౯᱁」が���を㉸

えるときは、㉗税の申告書とともに、

を提出する

ᚲせがあります。

ただし、㐣ཤの年ศにおいて、ྠࡌ㉗⪅

からの㉗について「≉税⋡」の㐺⏝をཷ

�、ᙜヱ書㢮を提出している場合にはࡵるたࡅ � � � �

をクリックして㐣ཤの㉗税の申

告≧ἣを入力すれࡤ、ᙜヱ書㢮を㔜ࡡて提出

するᚲせはありません。� � � �

ヲしくは㸰࣌ーࢪをごぴください。

確認が終わったら、� � � � � � � � をクリッ

クしてください。

ᬺ年ㄢ税ศに係るእᅜ税㢠の᥍㝖㢠のある

方ཪは་⒪法人ᣢศ税㢠᥍㝖の≉の㐺⏝を

�る方は、ᑐᛂするḍのࡅཷ � � � � � � を

クリックし、᥍㝖㢠を入力してください。

㎰ᆅ等の納税⊰ண、ᰴ式等の納税⊰ண、≉

ᰴ式等の納税⊰ண、་⒪法人のᣢศの納税

⊰ணཪは業⏝㈨産の納税⊰ணの≉の㐺⏝

をཷࡅる方は、ᑐᛂするḍの� � � � � � を

クリックし、納税⊰ண税㢠を入力してくださ

い。

納付すき㉗税㢠が表示されますので確

認してください。

㉗をཷࡅた財産について入力したෆᐜが

表示されますので確認してください。

方ཪは་⒪法人ᣢศ税㢠᥍㝖の≉の㐺⏝を

� � � � � � �

事
例
̍
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あなた（財産を取得した方）の

��

①郵便番号

※� � � � � をクリックすると、入力した

郵便番号から確認できる住所、都道府県

名及び税務署名が自動的に入力されま

す。

②住所

※郵便番号から検索できなかった方は、� � � �

市� � � � � をクリックして都道府県市

区町村を選択してください。

��

③申告書等を提出する税務署名

��

④申告書等を提出する年月日

※書面提出の場合は、提出時に手書きして

も差し支えありません。

��

⑤氏名のフリガナ

��

⑥氏名の漢字

��

⑦マイナンバー（個人番号）

※マイナンバーカードなどから確認して

入力してください。

��

⑧職業

��

⑨電話番号

��

について、入力してください。

入力が終わったら、� � � � � � をクリッ

クしてください。

納付手続は様々な方法がありますので、ご

自身で選択し、納期限までに納付手続を行っ

てください。

※

��

��

申告書の提出後に税務署から納付書の送

付や納税通知等のお知らせはありません

のでご注意ください。

この申告書に係る通知等がある場合に、H�

7D[での通知を希望するときは、「はい」を

選択してください(,'・パスワード方式で申

告書を送信する場合等には、この選択画面は

表示されません。)。

事
例
̍

27



①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
̍

㐣 ཤ 䛻 ≉ 
⛯⋡䛾㐺⏝䜢
ཷ 䛡 䜛 䛯 䜑
䛻䚸ᕥグ䛾㉗
⪅䛸䛾⥆
䜢᫂䜙䛛䛻䛩
䜛書類䜢ᥦฟ
䛧䛶䛔䜛ሙྜ
䛻䛿䚸䛂ᥦฟ䛧
䛯ᖺศ䛃ཬ䜃
䛂⛯ົ⨫ྡ䛃䜢
グධ䛧䜎䛩䚹

グධ₃䜜䛜
ከ 䛔 ⟠ ᡤ 䛷
䛩䛾䛷ὀព䛧
䛶䛟䛰䛥䛔䚹

ሙྜࡿࡍసᡂ࡛ࡁᡭ᭩ࠉۑ

㌿グ䛧䜎䛩䚹

3

3 5 7 0 9 2 5
××××○○○○△△△△

麹町

会社員

コクセ゛イ   ソウタロウ

×××
千代田区霞が関○○丁目○番○号
ＡＢＣビル５８５号室

国税 壮太郎

××× ××××××× ××××

4 2 3

3 0 6  1 1 0 3
3

0 3

0 2

0 99 1
コクセ゛イ   イチロウ

千代田区霞が関3丁目1番1号

千代田区霞が関3丁目1番1号

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等 現金

麹町
国税  一郎

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

4 8 5 0 0 0

3 9 0 0

262�
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、ࡤࢀࡍධຊࢆ㔠㢠等࡚ࡗᚑ㠃のෆ⏬ࠋࡍࡲࡁసᡂ࡛ࡀ⛯の⏦࿌᭩㉗、ࡣ࡛ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ᅜ⛯ᗇࠉ

㉗⛯㢠ࡀ࡞⮬ື࡛ィ⟬ࡍࡲࢀࡉの࡛、ࡈ利用ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

5,000,000

485,000

3,900

27

「特例贈与財産」（㸰ࢪ࣮࣌参↷）のみを贈与により取得し、「特例⛯⋡」を適用して贈与⛯額を

計⟬する場合には、 特例贈与財産のみۑ」の「贈与⛯（ᬺ年ㄢ⛯）の⛯額の計⟬明細」のࢪ࣮࣌71

を贈与により取得した場合（⏦告書➨୍⾲のղ欄に金額の記載ࡀない場合）」により贈与⛯額を計⟬

します。

な࠾、この「贈与⛯（ᬺ年ㄢ⛯）の⛯額の計⟬明細」は、⏦告書とేせてᥦ出するᚲせはありま

せん。

特例贈与財産の価額の合計額（ڧA 5,000,000 ）らᇶ♏᥍除額（ڧB 1,100,000 ）を᥍除した

ㄢ⛯価᱁（ڧC 3,900,000 ）に࠙㏿⟬⾲（特例贈与財産用ࠚ） の「ᇶ♏᥍除ᚋのㄢ⛯価᱁」の༊ศに

ᛂࡌた特例⛯⋡（15㸣）及び᥍除額（100,000 ）を用して贈与⛯額（ڧD 485,000 ）を計⟬しま

す。

「୍⯡贈与財産」（㸰ࢪ࣮࣌参↷）のみを贈与により取得し、「୍⯡⛯⋡」を適用して贈与⛯額を

計⟬する場合には、 贈与財産の⯡୍ۑ」の「贈与⛯（ᬺ年ㄢ⛯）の⛯額の計⟬明細」のࢪ࣮࣌�1

みを贈与により取得した場合（⏦告書➨୍⾲のձ欄に金額の記載ࡀない場合）」により贈与⛯額

を計⟬してください。

୍⯡㉗財産のࢆࡳ㉗ࡾࡼ取得したሙྜ

㐣 ཤ 䛻 ≉ 
⛯⋡䛾㐺⏝䜢
ཷ 䛡 䜛 䛯 䜑
䛻䚸ᕥグ䛾㉗
⪅䛸䛾⥆
䜢᫂䜙䛛䛻䛩
䜛書類䜢ᥦฟ
䛧䛶䛔䜛ሙྜ
䛻䛿䚸䛂ᥦฟ䛧
䛯ᖺศ䛃ཬ䜃
䛂⛯ົ⨫ྡ䛃䜢
グධ䛧䜎䛩䚹

グධ₃䜜䛜
ከ 䛔 ⟠ ᡤ 䛷
䛩䛾䛷ὀព䛧
䛶䛟䛰䛥䛔䚹

ሙྜࡿࡍసᡂ࡛ࡁᡭ᭩ࠉۑ

㌿グ䛧䜎䛩䚹

3

3 5 7 0 9 2 5
××××○○○○△△△△

麹町

会社員

コクセ゛イ   ソウタロウ

×××
千代田区霞が関○○丁目○番○号
ＡＢＣビル５８５号室

国税 壮太郎

××× ××××××× ××××

4 2 3

3 0 6  1 1 0 3
3

0 3

0 2

0 99 1
コクセ゛イ   イチロウ

千代田区霞が関3丁目1番1号

千代田区霞が関3丁目1番1号

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等 現金

麹町
国税  一郎

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

4 8 5 0 0 0

3 9 0 0
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
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࠙㸰ᬺࠚᖺㄢ⛯㸦୍⯡⛯⋡ཬࡧ≉⛯⋡㸧ࢆ㐺用ࡿࡍሙྜ

3

3 4 4 0 5 2 4

神奈川

自営業

コウノ オサム

×××

横浜市港北区○○△丁目×番×号

甲野　修

××× ××××××× ××××

4 2 16

3 1 8 1 1 0 4

2
コウノ　ハナコ

目黒区○○△丁目×番×号

目黒区○○△丁目×番×号

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等 現金

甲野  花子

3 4 2 1 2 2 4
8

世田谷区○○△丁目×番×号 有価証券

千代田区○○町×丁目×番×号
△△証券△△支店

上場株式等 ○○
株式会社

500株 3,000

コウノ　タケシ

甲野  武
兄

0

3 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0

4 1 6 6 6 6

4 1 6 6

4 1 6 6
4 1 6 6 6 6

3 4 0 0

3 0 59 2

0 3 0 51 1

○ ○ ○ ○××××××××

㌿グ䛧䜎䛩䚹

グධ₃䜜䛜
ከ䛔⟠ᡤ䛷
䛩䛾䛷ὀព
䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

28

㔠⌧ࡽẕ、ࡣ⚾ࠉ ��� 、ୖࡽሙᰴᘧ ����ᰴの㉗ࡲࡅཷࢆしたࠋ
ࡣ⚾、࡚࠸࠾௧㸱ᖺ㸯᭶㸯᪥ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ⣔ᑛᒓ࡛┤ࡣ、ࡀࡍ⣔ᑛᒓ࡛┤ࡣẕࠉ �� ṓ௨ୖ࡛ࠋࡍ
⋠⛯⯡୍ࠕ ཬࠖࠕࡧ≉⛯⋡ࠖ㸦ὀ㸧ࢆ㐺用し࡚ᬺᖺㄢ⛯ࡾࡼ⏦࿌しࠋࡍࡲ
ึ、࡚࠸ࡘの㉗ࡽẕ㸦⏥㔝ⰼᏊ㸧、ࡣ⚾、࠾࡞ࠉ ࡵ ⋠⛯≉ࠕ࡚ のࠖ㐺用ࠋࡍࡲࡅཷࢆ
㸦ὀ㸧୍ࠕ⯡⛯⋡ࠖཬࠕࡧ≉⛯⋡ࠖࡣ࡚࠸ࡘ、㸰ࢆࢪ࣮࣌ཧ↷し࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ
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ᅜ⛯ᗇࡣ࡛ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍、㉗⛯の⏦࿌᭩ࡀసᡂ࡛ࠋࡍࡲࡁ⏬㠃のෆᚑ࡚ࡗ㔠㢠等ࢆධຊࡤࢀࡍ、

㉗⛯㢠ࡀ࡞⮬ື࡛ィ⟬ࡍࡲࢀࡉの࡛、ࡈ利用ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

ᅜ⛯ᗇࡣ࡛ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍、㉗⛯の⏦࿌᭩ࡀసᡂ࡛ࠋࡍࡲࡁ⏬㠃のෆᚑ࡚ࡗ㔠㢠等ࢆධຊࡤࢀࡍ、

㉗⛯㢠ࡀ࡞⮬ື࡛ィ⟬ࡍࡲࢀࡉの࡛、ࡈ利用ࠋ࠸ࡉࡔࡃ
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「特例贈与財産」（㸰ࢪ࣮࣌参↷）及び「୍⯡贈与財産」（㸰ࢪ࣮࣌参↷）の୧方を贈与により取
得し、「特例⛯⋡」及び「୍⯡⛯⋡」を適用して贈与⛯額を計⟬する場合には、�2ࢪ࣮࣌の「贈与⛯
（ᬺ年ㄢ⛯）の⛯額の計⟬明細」の「ۑ特例贈与財産と୍⯡贈与財産の୧方を贈与により取得した
場合（⏦告書➨୍⾲のձ欄及びղ欄の୧方に金額の記載ࡀある場合）」により贈与⛯額を計⟬します。

な࠾、この「贈与⛯（ᬺ年ㄢ⛯）の⛯額の計⟬明細」は、⏦告書とేせてᥦ出するᚲせはありま
せん。

特例 贈与財産の価額 Aڧ 3,000,000 ）と୍⯡贈与財産の価額（ڧB 1,500,000）の合計額
Dڧ） 4,500,000）らᇶ♏᥍除額（ڧE 1,100,000 ）を᥍除したㄢ⛯価᱁（ڧF 3,400,000 ）に࠙㏿
⟬⾲（特例贈与財産用ࠚ） 及び࠙㏿⟬⾲（୍⯡贈与財産用ࠚ） の「ᇶ♏᥍除ᚋのㄢ⛯価᱁」の༊ศにᛂ
Gڧ）た⛯⋡及び᥍除額を用して計⟬した⛯額ࡌ 410,000 ・ڧI 430,000 ）について、それࡒれの

る⛯額（ڧH 273,333 ・ڧJ 143,333 ）を計⟬し、その合計額（ڧK 416,666 ）を

3,000,000

1,500,000

0

4,500,000

410,000

430,000

273,333

143,333

416,666

3,400

（

財産の価額に対ᛂす
計⟬します。

࠙㸰ᬺࠚᖺㄢ⛯㸦୍⯡⛯⋡ཬࡧ≉⛯⋡㸧ࢆ㐺用ࡿࡍሙྜ

3

3 4 4 0 5 2 4

神奈川

自営業

コウノ オサム

×××

横浜市港北区○○△丁目×番×号

甲野　修

××× ××××××× ××××

4 2 16

3 1 8 1 1 0 4

2
コウノ　ハナコ

目黒区○○△丁目×番×号

目黒区○○△丁目×番×号

現金、
預貯金等

現金、
預貯金等 現金

甲野  花子

3 4 2 1 2 2 4
8

世田谷区○○△丁目×番×号 有価証券

千代田区○○町×丁目×番×号
△△証券△△支店

上場株式等 ○○
株式会社

500株 3,000

コウノ　タケシ

甲野  武
兄

0

3 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0

4 1 6 6 6 6

4 1 6 6

4 1 6 6
4 1 6 6 6 6

3 4 0 0

3 0 59 2

0 3 0 51 1

○ ○ ○ ○××××××××

㌿グ䛧䜎䛩䚹

グධ₃䜜䛜
ከ䛔⟠ᡤ䛷
䛩䛾䛷ὀព
䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹
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㔠⌧ࡽẕ、ࡣ⚾ࠉ ��� 、ୖࡽሙᰴᘧ ����ᰴの㉗ࡲࡅཷࢆしたࠋ
ࡣ⚾、࡚࠸࠾௧㸱ᖺ㸯᭶㸯᪥ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ⣔ᑛᒓ࡛┤ࡣ、ࡀࡍ⣔ᑛᒓ࡛┤ࡣẕࠉ �� ṓ௨ୖ࡛ࠋࡍ
⋠⛯⯡୍ࠕ ཬࠖࠕࡧ≉⛯⋡ࠖ㸦ὀ㸧ࢆ㐺用し࡚ᬺᖺㄢ⛯ࡾࡼ⏦࿌しࠋࡍࡲ
ึ、࡚࠸ࡘの㉗ࡽẕ㸦⏥㔝ⰼᏊ㸧、ࡣ⚾、࠾࡞ࠉ ࡵ ⋠⛯≉ࠕ࡚ のࠖ㐺用ࠋࡍࡲࡅཷࢆ
㸦ὀ㸧୍ࠕ⯡⛯⋡ࠖཬࠕࡧ≉⛯⋡ࠖࡣ࡚࠸ࡘ、㸰ࢆࢪ࣮࣌ཧ↷し࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
̏

࠙㸱ࠚ㉗⛯の㓄അ⪅᥍㝖の≉㸦ᬺᖺㄢ⛯㸧ࢆ㐺用ࡿࡍሙྜ

3 2 0 0 2 1 0

6

0
22

○ ○ ○ ○ ○ × × × × ☆ ☆ ☆ ☆

2 7 5 0 0 0

32 0 2 0 6 0 0

02 0 0 0 0 0 0

7 4 5 6 0 0

3 0 85 0

0 3 0 85 0

ヘイモト　サフ゛ロウ

神戸市中央区○○△丁目×番×号 土地

家屋 自用家屋
家屋
木・瓦
居宅

宅地 自用地

270,000神戸市中央区○○△丁目×番

神戸市中央区○○△丁目×番地

（持分2分の1）
165.00㎡

124.21㎡ 745,600

23,020,600

1.0

丙本  三郎

3 2 0 0 2 1 0
6

ヘイモト　サフ゛ロウ

神戸市中央区○○△丁目×番×号

丙本  三郎

3

3 2 0 0 2 2 0

神戸

無職

ヘイモト キョウコ

×××

神戸市中央区○○△丁目×番×号

丙本 京子

××× ××××××× ××××

4 2 9

3 0 2 0 6 0 0 32 0 2 0 6 0 0

1 9 2 0 0 0

1 9 2 0

1 9 2 0

1 9 2 0 0 0

1 9 2 0

（ ）

××××△△ △ △××××

��ᖺ௨ୖࡽᥦฟし࡚ࢆ፧ጻᒆ、࠾࡞ࠋしたࡲࡅཷࢆのᩜᆅの㉗ࡑᐙᒇࡿ࠸ᒃఫし࡚ࡽኵ、ࡣ⚾

⤒㐣し࡚ࡾ࠾、㉗ࡅཷࢆたᐙᒇࡑのᩜᆅᚋࡶᒃఫࡿࡍணᐃ࡛ࠋࡍ㉗⛯の㓄അ⪅᥍㝖の≉㸦ὀ㸯㸧

の㐺用ࡲࠋࡍࡲࡅཷࢆた、ኵࡣ┤⣔ᑛᒓ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣの࡛、୍ࠕ⯡⛯⋡ࠖ㸦ὀ㸰㸧ࢆ㐺用し࡚ᬺᖺㄢ⛯

ࠋࡍࡲ࿌し⏦ࡾࡼ
㸦ὀ㸧㸯�≉のᴫ要ࢆࢪ࣮࣌��、ࡣ࡚࠸ࡘཧ↷し࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃཧ↷し࡚ࢆࢪ࣮࣌㸰、ࡣ࡚࠸ࡘࠖ⋠⛯⯡୍ࠕ�㸰ࠉࠉࠉ

䕕䛻䝺༳䜢グධ䛧䚸

㓄അ⪅᥍㝖䛾ᑐ㇟

䛸䛺䜛䛂ᒃఫ⏝

ື⏘䛾౯㢠䛃䛸䛂㉗

䜢ཷ䛡䛯㔠㖹䛾

䛖䛱ᒃఫ⏝ື⏘

䛾ྲྀᚓ䛻䛶䛯㒊

ศ䛾㔠㢠䛃䛾ྜィ

㢠䜢グධ䛧䜎䛩䚹

㓄അ⪅᥍㝖䛾㔠㢠

䜢グධ䛧䜎䛩（ᕥ䛾

ྜィ㢠䜢グධ䛧䜎

䛩䛜䚸㻞㻘㻜㻜㻜䜢

㉸䛘䜛ሙྜ䛻䛿

㻞㻘㻜㻜㻜䛸グධ䛧

䜎䛩䚹）䚹

グධ₃䜜䛜ከ䛔⟠

ᡤ䛷䛩䛾䛷ὀព䛧

䛶䛟䛰䛥䛔䚹

㉗䛻䜘䜚ྲྀᚓ䛧

䛯ື⏘䛻ಀ䜛

ື⏘␒ྕ䜢グධ䛩

䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸䛭䛾

ྲྀᚓ䛧䛯ື⏘䛻

ಀ䜛Ⓩグ㡯ド᫂

書䛾添付䜢┬␎䛩

䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩（㻟㻟

䝨䞊䝆䛾䛂㉗⛯䛾

㓄അ⪅᥍㝖䛾≉

䛾添付書類䛃䛾䈜ཧ

↷）䚹

ᬺᖺㄢ⛯䛻䜘䜛㉗

⛯㢠䛾ィ⟬䛻ᙜ

䛯䛳䛶䛿䚸㻣㻝䚸㻣㻞䝨

䞊䝆䛾䛂㉗⛯（ᬺ

ᖺㄢ⛯）䛾⛯㢠䛾

ィ⟬᫂⣽䛃䜢ά⏝䛟

䛰䛥䛔䚹

┦⥆⢭⟬ㄢ⛯䛻

ಀ䜛㉗㈈⏘䛜䛺

䛔ሙྜ䛻䛿グධ䛩

䜛ᚲせ䛿䛒䜚䜎䛫

䜣䚹

☆ ☆ ☆ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ×
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このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳは、௧㸱年୰に贈与を受けた財産に対して配偶者᥍除（2����᥍除）の特例を適用すること

ある場合には、原๎ࡀۑ㡯目を♧したものです。このᅇ⟅欄のᕥഃのみにࢡࢵ࢙ࢳについてなどうできるࡀ

としてこの特例の適用を受けることࡀできます。

1 贈与者はあなたの配偶者（ኵ又はጔ）です。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

2 ፧ጻのᒆ出をした᪥ら贈与を受けた᪥までの期㛫は 2� 年௨上です。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

3 これまでに、この特例の適用を受けたことࡀあります。
ࡣ ࠸

࠼࠸࠸

4
࠙3 ࠋࠚ࠸ࡉࡔࡃ記ධし࡚ࡳᅇ⟅したேのࠖ࠸ࡣࠕ࡛

๓ᅇ、この特例の適用を受けたときの贈与者とᅇの贈与者はྠࡌです。
࠼࠸࠸ ࡣ ࠸

5 贈与を受けた財産は動産（土地等・家屋）又は金銭です。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

6
࠙㉗ࡅཷࢆた財産のࡕ࠺ື産ࡿ࠶ࡀேのࡳ記ධし࡚ࠋࠚ࠸ࡉࡔࡃ

その動産は、ᅜ内にある動産です。
ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

7

࠙㉗ࡅཷࢆた財産のࡕ࠺㔠㖹ࡿ࠶ࡀேのࡳ記ධし࡚ࠋࠚ࠸ࡉࡔࡃ

その金銭を௧㸲年㸱᭶ 1� ᪥までにᅜ内にある居住用の動産の取得にてます

。

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

8
� 又は � の動産に現ᅾ居住しています。又は௧㸲年㸱᭶ 1� ᪥までに居住す

るぢ㎸みです。
ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

9 ᚋ引き⥆きこの動産に居住するண定です。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

この贈与⛯の配偶者᥍除の特例の適用を受ける場合には、贈与⛯の⏦告書等に、ḟの⾲にᥖࡆる書㢮

を添付してᥦ出しなければなりません。

添 付 書 㢮

1
ཷ㉗⪅のᡞ⡠のㅞᮏཪࡣᢒᮏ（居住用動産又は金銭の贈与を受けた᪥ら 1� ᪥を⤒㐣した᪥௨ᚋに作ᡂされた

ものに㝈ります。）

2
ཷ㉗⪅のᡞ⡠の㝃⚊のし（居住用動産又は金銭の贈与を受けた᪥ら 1� ᪥を⤒㐣した᪥௨ᚋに作ᡂされたも

のに㝈ります。）

3

Ⓩ記㡯ド᫂᭩などで受贈者ࡀ᥍除の対㇟となった居住用動産を取得したことを証する書㢮

௧㸱ᖺ分ࠉ㉗⛯の㓄അ⪅᥍㝖の≉のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ

ヱ当するᅇ⟅をۑでᅖんでください。

㉗⛯の㓄അ⪅᥍㝖の≉のῧ᭩類

ͤ　⏦告書への動産␒号等の記入又はⓏ記事㡯証明書のしなどの動産␒号等の記載のある書㢮のᥦ出をす
ることにより、Ⓩ記事㡯証明書の原ᮏの添付を┬␎することࡀできます。
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ߑ

入力が終わったら、� � � � � � �     をク

リックしてください。

᥎ᐃ相続ேとࡣ、相続が㛤ጞしたሙྜに、➨୍㡰

で相続ேと࡞るき⪅をいいます。

ࡤ࠼、㓄അ⪅とᏊとᏞがいるሙྜにࡣ、㓄അ⪅

とᏊが᥎ᐃ相続ேとࡾ࡞ます㸦贈与税の相続時精算

課税ไᗘでࡣ、贈与を受けたᖺの㸯᭶㸯᪥⌧ᅾで��

ṓ௨ୖの┤⣔༝ᒓで࠶る᥎ᐃ相続ேཪࡣᏞがᑐ㇟と

ᏊとᏞについて㐺⏝をࡣますので、このሙྜにࡾ࡞

受けることができます。㸧。

ᖺの㏵୰でօの≉ᐃ贈与⪅の᥎ᐃ相続ேཪ

᥎ᐃ相ࠕの࡞⤌⦖㣴Ꮚ、ࡣった方࡞Ꮮとࡣ

続ேཪࡣᏞと࡞った⌮⏤ࠖཬࠕࡧ᥎ᐃ相続ே

ཪࡣᏞと࡞ったᖺ᭶᪥ࠖを入力してくださ

い。

㐣ཤにօの≉ᐃ贈与⪅らの贈与につい

て、相続時精算課税の㐺⏝を受けたことが࠶

る方ࡑ、ࡣの㐣ཤに≉ᐃ贈与⪅ら贈与を受

けた財産㸦相続時精算課税の㐺⏝を受けた財

産に㝈ࡾます。㸧の⏦࿌≧ἣについて入力し

てください。

ۑ ᅜ税ᗇࢪ࣮࣒࣮࣌࣍を用する場合

≉ᐃ贈与⪅㸦財産をࡆ࠶た方㸧のẶྡ㸦ࣇ

リ࣭ࢼ࢞₎Ꮠ㸧、ఫᡤ、⏕ᖺ᭶᪥ཬࡧ続を

入力㸦㑅ᢥ㸧するとともに、֊ཬࡧの㉁ၥ

㡯についてࡣࠕいࠖཪࠕࡣいいࠖ࠼を㑅ᢥ

してください。

㑅ᢥした内容に基づき、≉ᐃ贈与⪅が⏦࿌

される方㸦財産をྲྀᚓした方㸧の┤⣔ᑛᒓで

。ᐃしますุる࠶

参考

ͤ ୍⯡の贈与がある᪉のධຊ㸦贈与  ⏬㠃のࢫࢭࢡ᪉ἲに࠸ࡘては��㹼ࢪ࣮࣌��をཧ↷ࡋて࠸ࡉࡔࡃ。

ͤ ᡭ᭩ࡁでసᡂする場合は、ࢪ࣮࣌��

ู⣬C

事
例
̐

࠙㸲ࠚ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯ࢆ㐺用ࡿࡍሙྜ

Ꮿᆅࡽẕ♽、ࡣ⚾ࠉ �⮬用ᆅ、㊰⥺౯ᆅᇦ㸧ୖሙᰴᘧ ����� ᰴの㉗ࡲࡅཷࢆしたࠋ
௧㸱ᖺ㸯᭶㸯᪥࡚࠸࠾、♽ẕࡣ �� ṓ௨ୖ、Ꮮ࡛ࡣ⚾ࡿ࠶ �� ṓ௨ୖ࡛ࡍの࡛、┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㸦ὀ㸧ࢆ㑅

ᢥし࡚⏦࿌しࠋࡍࡲ
㸦ὀ㸧ไᗘのᴫ要ࡣ࡚࠸ࡘ、㸲ࢆࢪ࣮࣌ཧ↷し࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ
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贈与を受けた財産のձ✀㢮、ղ細┠、ճ⏝༊

分ཪࡣ㖭࣭ྡ⛠➼、մᡤᅾᆅを㑅ᢥ㸦入力㸧し

てください。

このでࡣ、贈与を受けた財産ࡣᏯᆅとୖሙ

ᰴᘧですので、᭱ึにᏯᆅに㛵するሗを入力し

ま す。ձ ✀ 㢮 に つ い て ᅵࠕࡣ ᆅ㸦㊰ ⥺ ౯ ᆅ

ᇦ㸧ࠖ、ղ細┠についてࠕࡣᏯᆅࠖ、ճ⏝༊分

ཪࡣ㖭࣭ྡ⛠➼についてࠕࡣ⮬⏝ᆅࠖを㑅ᢥ

し、մᡤᅾᆅを入力します。

贈与を受けたᖺ᭶᪥を㑅ᢥしてください。

らにも財産の贈与を受けてい⪅贈与ࡌྠ

るሙྜにࡣ、������ をクリックし、ྠᵝの᧯

సにࡾࡼ贈与を受けた財産の入力を⾜ってくだ

さい。

このでࡣ、Ꮿᆅに㛵するሗをて入力

し、� � � � をクリックしたᚋ、ୖሙᰴᘧに㛵

するሗを入力します。ձ✀㢮についてࠕࡣ᭷

౯ドๆࠖ、ղ細┠についてୖࠕࡣሙᰴᘧ➼ࠖを

㑅ᢥし、ճ⏝༊分ཪࡣ㖭࣭ྡ⛠➼について

金⼥ᶵࡣሙᰴᘧの㖭、մᡤᅾᆅについてୖࡣ

㛵のྡ⛠࣭ᨭᗑྡ、յ財産のᩘ㔞についてࡣᰴ

ᩘ、շ財産の༢౯についてࡣᰴᘧの୍ᰴᙜたࡾ

の༢౯を入力します。

るሙྜにࡣ、������

入力が終わったら、� � � � � � � ��をクリッ

クしてください。

ᅵᆅࠕ贈与を受けた財産の✀㢮ࠖについて���ࠕ

㸦ಸ⋡ᆅᇦ㸧ࠖを㑅ᢥしたሙྜࠕ、ࡣᅛᐃ㈨産税

ホ౯額ࠖḍにᅵᆅのᅛᐃ㈨産ホ౯額を入力しま

す。ࠕᣢ分ྜࠖḍࡣᣢ分が࠶るሙྜにࡣࠕいࠖ

を㑅ᢥᚋ、ᣢ分ྜを入力します。ࠕᅛᐃ㈨産税

ホ౯額にけるಸᩘࠖḍにࡣᅛᐃ㈨産税ホ౯額を

基としてホ౯するᅵᆅཬࡧᐙᒇについて、ᅛᐃ㈨

産税ホ౯額にける୍ᐃのಸ⋡を入力します。

� � � �

参考

ཎ๎として、㊰⥺౯をࡑのᏯᆅのᙧ≧

➼にᛂࡌたㄪᩚ⋡で⿵ṇしたᚋの౯額と

ەࡣます。贈与財産のホ౯についてࡾ࡞

。をཧ↷してくださいࢪ࣮࣌

贈与を受けた財産のյᩘ㔞、նᣢ分ྜ㸦ᣢ分

が࠶るሙྜ㸧、շ༢౯を入力してください。

入力ᚋ 計算� � をクリックすると、ոࣥࢱ࣎

財産の౯額ࠖḍに⮬ືⓗに計算⤖ᯝが表示されࠕ

ます。

このでࡣ、᭱ึにᏯᆅに㛵するሗを入力

します。յ財産のᩘ㔞についてࡣᏯᆅの㠃✚を、

ᙜたࡾの༢౯㸦ὀ㸧を入力します。

㸦ὀ㸧 ཎ๎として、㊰⥺౯をࡑのᏯᆅのᙧ≧➼

にᛂࡌたㄪᩚ⋡で⿵ṇしたᚋの౯額とࡾ࡞

ます。贈与財産のホ౯についてࢪ࣮࣌��ࡣ

をཧ↷してください。

ィ 算

事
例
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ߓ

らの財産の贈与を受けて⪅ᐃ贈与≉ࡌྠ

いるሙྜにࡣ、������� ������������� � � � �

をクリックすることにߒ、ࡾࡼの⏬㠃が表示さ

れますので、ྠᵝに入力してください。

の⏬㠃で入力した内容が表示されまߒࡧཬߑ

すので、確認してください。

�、࠾࡞ � � � ཪࡣ� � � � をクリックする

ことにࡾࡼ、入力内容のಟṇࡸ๐除ができま

す。

ಟ ṇ ๐ 㝖

ߔ

の≉ᐃ贈与⪅ら贈与にࡾࡼ財産をྲྀᚓし

ているሙྜにࡣ、����������������をクリック

することにߑ、ࡾࡼの⏬㠃が表示されますの

で、ྠᵝに入力してください。

ているሙྜにࡣ、����������������をクリック

 て の 財 産 の 入 力 が 終 わ っ た ら 、

� � � � � � � � をクリックしてください。

確認が終わったら、� � � � � � � をクリッ

クしてください。

୍⯡の贈与㸦ᬺᖺ課税㸧の財産を入力するሙ

ྜにࡣ、� � � � � � � � � をクリックしま

す。

贈与税の㓄അ⪅控除の≉㸦ࢪ࣮࣌��ཧ↷㸧

の㐺⏝を受ける財産を入力するሙྜにࡣ、� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � をクリックします。

ື産␒ྕを入力してⓏグ㡯ド明書、࠾࡞

のῧを┬␎するሙྜにࡏే、ࡣて࢙ࢳック

。ックします࢙ࢳをࢫック࣎

ఫᏯྲྀᚓ➼㈨金の㠀課税㸦ࢪ࣮࣌��ཧ↷㸧の

㐺⏝を受ける金額を入力するሙྜにࡣ、� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � をクリックします。� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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➏

確認が終わったら、� � � � � � � をク

リックしてください。

贈与を受けた財産について入力した内容に

基づく金額が表示されますので確認してくだ

さい。

➎

相続時精算課税の適用を受ける場合には、

期限内申告が必要です。

ご注意ください

贈与税額が０円であっても、

� � � � � � � � � � をクリックすると、相

続時精算課税の計算明細書を確認することが

できます。

相続時精算課税分に係る外国税額の控除額

を入力される方についても、� � � � � � �

をクリックしてください。

� � � � � � �

� � � � � � � � � �
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
̐

3

3 6 0 0 8 2 8

板橋

オツサ ワ゛ コ

×××

板橋区○○△丁目×番×号

乙沢  花子

××× ××××××× ××××

4 2 24

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0 0 0

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0

4 8 0 0

△ △ △ △ × × × × × × × ×

䛻

䜛㉗

䛜䛺䛔ሙ

ྜ䛻䛿グධ

䛩䜛ᚲせ䛿

䛒䜚䜎䛫䜣䚹

グ䛧䜎䛩䚹

グ䛧䜎䛩䚹

ሙྜࡿࡍసᡂ࡛ࡁᡭ᭩ࠉۑ
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㉖ －

㉘

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛

F D 4 7 3 6

事
例
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ۑ ᪂たに相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受ける場合には、⏦告書➨୍⾲、➨⾲に加えて、「相⥆⢭

⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆ出書」（73ࢪ࣮࣌参↷）のᥦ出ࡀᚲせとなります。

グධ₃䜜䛜

ከ䛔⟠ᡤ䛷

䛩䛾䛷ὀព

䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹

䛂ఫᏯྲྀᚓ➼

㈨㔠䛾㉗

䜢ཷ䛡䛯ሙ

ྜ䛾┦⥆

⢭⟬ㄢ⛯㑅

ᢥ 䛾 ≉  䛃

（62䝨䞊䝆ཧ

↷）䛾㐺⏝䜢

ཷ䛡䛺䛔ሙ

ྜ䛻䛿□䛻

䝺༳䜢グ ධ

䛩䜛ᚲせ䛿

䛒䜚䜎䛫䜣䚹

乙沢  花子

乙沢  陽子

豊島区○○△丁目△番△号
土地

有価証券
○○
株式会社上場株式等

宅地 自用地

板橋区○○△丁目×番

千代田区○○町×丁目×番×号
△△証券△△支店

86.50㎡

5,000株 290

300,000

3

オツサ゛ワ ヨウコ

4

3 1 2 0 1 1 0

0 3
2 5 9 5 0 0 0 0

2 7 4 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0

2 4 0 0

0

4 8 0 0

4 8 0 0

0 0

0 0

0

0

1 4 5 0 0 0 0

0 7 0 3

0 3 1 0 1 6

3

3 6 0 0 8 2 8

板橋

オツサ ワ゛ コ

×××

板橋区○○△丁目×番×号

乙沢  花子

××× ××××××× ××××

4 2 24

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0 0 0

2 7 4 0 0 0 0 0
4 8 0 0

4 8 0 0

△ △ △ △ × × × × × × × ×

䛻

䜛㉗

䛜䛺䛔ሙ

ྜ䛻䛿グධ

䛩䜛ᚲせ䛿

䛒䜚䜎䛫䜣䚹

グ䛧䜎䛩䚹

グ䛧䜎䛩䚹

ሙྜࡿࡍసᡂ࡛ࡁᡭ᭩ࠉۑ

3�



相 続 時 精 算 課 税 選 択 届 出 書

  

   令和  年  月  日

        税務署長 

受

贈

者

住  所

又は

居  所

〒     電話(    -    -    )

フリガナ

氏 名

（生年月日）
                 
（大・昭・平     年   月   日） 

特定贈与者との続柄 

私は、下記の特定贈与者から令和 年中に贈与を受けた財産については、相続税法第21条の９

第１項の規定の適用を受けることとしましたので、下記の書類を添えて届け出ます。

記 

１ 特定贈与者に関する事項 

住  所
又は居所

フリガナ

氏  名

生年月日 明・大・昭・平     年   月   日 

２ 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合 

推定相続人又は孫となった理由

推定相続人又は孫となった年月日 令和   年   月   日 

（注）孫が年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合で、推定相続人となった時前の特定贈与者からの贈与について

相続時精算課税の適用を受けるときには、記入は要しません。

３ 添付書類 

次の書類が必要となります。 

なお、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。 

（書類の添付がなされているか確認の上、□に✓印を記入してください。） 

□ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 

（１） 受贈者の氏名、生年月日 

（２） 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること 

(※)１ 租税特別措置法第 70 条の６の８((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))の適用を受ける

特例事業受贈者が同法第 70 条の２の７（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴の内容

を証する書類」及び「その特例事業受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の６の８第１

項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。 

２ 租税特別措置法第 70 条の７の５((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例））の適用を受け

る特例経営承継受贈者が同法第 70 条の２の８（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴

の内容を証する書類」及び「その特例経営承継受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の

７の５第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。 

（注）この届出書の提出により、特定贈与者からの贈与については、特定贈与者に相続が開始するまで 

相続時精算課税の適用が継続されるとともに、その贈与を受ける財産の価額は、相続税の課税価格に 

加算されます（この届出書による相続時精算課税の選択は撤回することができません｡)。

作成税理士 電話番号

※ 税務署整理欄 届 出 番 号 － 名 簿 確認

※欄には記入しないでください。                        （資５－４２－Ａ４統一）（令3.3） 

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（

令

和

２

年

分

以

降

用

）

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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4 2

3

24

60 8 28

12 101

孫

×××-×××× ××× ××× ××××

板橋

板橋区○○△丁目×番×号

豊島区○○△丁目△番△号

乙 沢　花 子
オツザワ　 ハナ コ

乙 沢　陽 子
オツザワ　　ヨウ  コ

ၥ㸸 ࢆ⛯⢭⟬ㄢ⥆┦࡚࠸ࡘた財産ࡅཷࢆ㉗ࡽࢀࡒࢀࡑ、ࡅཷࢆ財産の㉗ࡽẕ∗♽ࡣ⚾

㑅ᢥしࡑࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪄࠺ࡼのሙྜ、┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆฟ᭩∗♽、ࡣẕࢀࡒࢀࡑసᡂし࡞

ࠋ࠺ࡻの࡛し࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ

⟅㸸 సࡈしたேࢆ㉗、ࡣ⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆฟ᭩⥆┦ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚲ要ࡿࡍసᡂࢀࡒࢀࡑẕ∗♽

  ᡂしࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞

㹏㸤㸿�┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆฟ᭩ࡣ㉗⪅ࡈసᡂࡿࡍᚲ要ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ�

௧䠏ᖺ୰䛻≉

ᐃ㉗⪅ （䠒䝨䞊

䝆䛾䠏 （ὀ䠎） ཧ

↷）䛾Ꮮ䛜≉ᐃ㉗

⪅䛾᥎ᐃ┦⥆

人䛸䛺䛳䛯ሙྜ

䛷䚸᥎ᐃ┦⥆人䛸

䛺䛳䛯๓䛾≉

ᐃ㉗⪅䛛䜙䛾

㉗䛻䛴䛔䛶┦

⥆⢭⟬ㄢ⛯䛾

㐺⏝䜢ཷ䛡䜛䛸䛝

䛻䛿䚸グධ䛿せ䛧

䜎䛫䜣䚹

このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳは、௧㸱年୰に贈与を受けた財産に対して相⥆⢭⟬ㄢ⛯を㑅ᢥすることࡀできるどう

ある場合には、原๎として相⥆ࡀۑ㡯目を♧したものです。このᅇ⟅欄のᕥഃのみにࢡࢵ࢙ࢳについてな

⢭⟬ㄢ⛯を㑅ᢥすることࡀできます。

1 贈与者は、 36 年㸯᭶㸰᪥௨๓に生まれたேです。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

2 あなたは、ᖹᡂ 13年㸯᭶㸰᪥௨๓に生まれたேです。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

3 
あなたは、贈与を受けた᪥現ᅾに࠾いて贈与者の┤⣔༝ᒓ㸦ᏊࡸᏞ࡞㸧࡛ࡿ࠶
᥎ᐃ┦⥆ே又はᏞです。

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

  

相⥆⢭⟬ㄢ⛯（62ࢪ࣮࣌の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」

を含みます。）の適用を᪂たに受ける場合（㸳ࢪ࣮࣌の（㺹）の（注2）参↷）には、相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅

ᢥᒆ出書にḟの書㢮（贈与を受けた᪥௨ᚋに作ᡂされたものに㝈ります。）を添付してᥦ出しなけれ

ばなりません。

添 付 書 㢮

（注） 受贈者ࡀ相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆ出書をᥦ出する๓にṚஸしている場合のᥦ出書㢮については、⛯ົ⨫に࠾ᑜࡡ

ください。

ヱ当するᅇ⟅をۑでᅖんでください。

௧㸱ᖺ分ࠉ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯ࢆ㑅ᢥࡿࡍሙྜのࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ�

┦⥆⢭⟬ㄢ⛯のῧ᭩類

  

（注）1 住宅取得等のたࡵの金銭の贈与を受けたேで、その贈与者ࡀ 3� 年㸯᭶㸱᪥௨ᚋに生まれたேの場

合には、「௧㸱年ศࠗ住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例࠘のࢡࢵ࢙ࢳ

��）「ࢺ࣮ࢩ 又はࢪ࣮࣌ �� 。参↷）を用してくださいࢪ࣮࣌

　　 2 「㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の特例」（�� 参↷）又は「ಶேの事業用資産にࢪ࣮࣌

ついての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除」（��参↷）の適用を受ける場合は、㸱のせ௳を‶たさない場合であっࢪ࣮࣌

ても相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受けることࡀできます。「ࠗ 㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の

特例࠘のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ」又は「ࠗ ಶேの事業用資産についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除࠘の࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ

�KWWSV࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ᅜ⛯ᗇ）「ࢺ��ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載）をేせて用してください。

ᢒᮏその他の書㢮で、ḟの内容を証する書㢮ࡣᐃ㉗⪅のᡞ⡠のㅞᮏཪ≉ࡸ⪅㉗ཷ

օ　受贈者のẶ名、生年᭶᪥

ֆ　受贈者ࡀ特定贈与者の┤⣔༝ᒓである᥎定相⥆ே又はᏞであること

(注�1　 「ಶேの事業用資産についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除」（�� ࡀ参↷）の適用を受ける場合（受贈者ࢪ࣮࣌

贈与者の┤⣔༝ᒓである᥎定相⥆ே又はᏞである場合を除きます。）は、「օの内容を証する書㢮」及び「受贈者

➨らの贈与により⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ特定贈与者ࡀ �� ᮲の㸴の㸶➨㸯㡯につ定する特例受贈事業用資産の取得を

したことを証する書㢮」となります。

　　2　 「㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の特例」（�� 参↷）の適用を受ける場合（受贈者ࢪ࣮࣌

贈与者の┤⣔༝ᒓである᥎定相⥆ே又はᏞである場合を除きます。）は、「օの内容を証する書㢮」及び「受贈ࡀ

者ࡀ特定贈与者らの贈与により⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨ �� ᮲の㸵の㸳➨㸯㡯につ定する特例対㇟受贈㠀上場株式等

の取得をしたことを証する書㢮」となります。

㹏㸤㸿 ື産取得⛯ࠋࡍࡲࡾࡣ

ၥ㸸 ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯ಀࡿ㉗ࡾࡼ取得したື産の౯㢠ࡀ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯の≉ู᥍㝖㢠௨ୗ࡛ࡗ࠶

ࠋ࠺ࡻの࡛しࡿࡣື産取得⛯㸦ᆅ᪉⛯㸧、ࡶ࡚

⟅㸸 ㉗ࡾࡼ取得したື産の౯㢠ࡀ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯の≉ู᥍㝖㢠௨ୗ࡛ࡶ、ື産取得⛯㸦ᆅ᪉⛯㸧

ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡡᑜ࠾㒔㐨ᗓ┴⛯ົᡤࡣࡃヲしࠋࡍࡲࡾࡣ

40
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4 2

3

24

60 8 28

12 101

孫

×××-×××× ××× ××× ××××

板橋

板橋区○○△丁目×番×号

豊島区○○△丁目△番△号

乙 沢　花 子
オツザワ　 ハナ コ

乙 沢　陽 子
オツザワ　　ヨウ  コ

ၥ㸸 ࢆ⛯⢭⟬ㄢ⥆┦࡚࠸ࡘた財産ࡅཷࢆ㉗ࡽࢀࡒࢀࡑ、ࡅཷࢆ財産の㉗ࡽẕ∗♽ࡣ⚾

㑅ᢥしࡑࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪄࠺ࡼのሙྜ、┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆฟ᭩∗♽、ࡣẕࢀࡒࢀࡑసᡂし࡞

ࠋ࠺ࡻの࡛し࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ

⟅㸸 సࡈしたேࢆ㉗、ࡣ⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆฟ᭩⥆┦ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚲ要ࡿࡍసᡂࢀࡒࢀࡑẕ∗♽

  ᡂしࠋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞

㹏㸤㸿�┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆฟ᭩ࡣ㉗⪅ࡈసᡂࡿࡍᚲ要ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ�

௧䠏ᖺ୰䛻≉

ᐃ㉗⪅ （䠒䝨䞊

䝆䛾䠏 （ὀ䠎） ཧ

↷）䛾Ꮮ䛜≉ᐃ㉗

⪅䛾᥎ᐃ┦⥆

人䛸䛺䛳䛯ሙྜ

䛷䚸᥎ᐃ┦⥆人䛸

䛺䛳䛯๓䛾≉

ᐃ㉗⪅䛛䜙䛾

㉗䛻䛴䛔䛶┦

⥆⢭⟬ㄢ⛯䛾

㐺⏝䜢ཷ䛡䜛䛸䛝

䛻䛿䚸グධ䛿せ䛧

䜎䛫䜣䚹

事
例
̐

このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳは、௧㸱年୰に贈与を受けた財産に対して相⥆⢭⟬ㄢ⛯を㑅ᢥすることࡀできるどう

ある場合には、原๎として相⥆ࡀۑ㡯目を♧したものです。このᅇ⟅欄のᕥഃのみにࢡࢵ࢙ࢳについてな

⢭⟬ㄢ⛯を㑅ᢥすることࡀできます。

1 贈与者は、 36 年㸯᭶㸰᪥௨๓に生まれたேです。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

2 あなたは、ᖹᡂ 13年㸯᭶㸰᪥௨๓に生まれたேです。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

3 
あなたは、贈与を受けた᪥現ᅾに࠾いて贈与者の┤⣔༝ᒓ㸦ᏊࡸᏞ࡞㸧࡛ࡿ࠶
᥎ᐃ┦⥆ே又はᏞです。

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

  

相⥆⢭⟬ㄢ⛯（62ࢪ࣮࣌の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」

を含みます。）の適用を᪂たに受ける場合（㸳ࢪ࣮࣌の（㺹）の（注2）参↷）には、相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅

ᢥᒆ出書にḟの書㢮（贈与を受けた᪥௨ᚋに作ᡂされたものに㝈ります。）を添付してᥦ出しなけれ

ばなりません。

添 付 書 㢮

（注） 受贈者ࡀ相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆ出書をᥦ出する๓にṚஸしている場合のᥦ出書㢮については、⛯ົ⨫に࠾ᑜࡡ

ください。

ヱ当するᅇ⟅をۑでᅖんでください。

௧㸱ᖺ分ࠉ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯ࢆ㑅ᢥࡿࡍሙྜのࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ�

┦⥆⢭⟬ㄢ⛯のῧ᭩類

  

（注）1 住宅取得等のたࡵの金銭の贈与を受けたேで、その贈与者ࡀ 3� 年㸯᭶㸱᪥௨ᚋに生まれたேの場

合には、「௧㸱年ศࠗ住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例࠘のࢡࢵ࢙ࢳ

��）「ࢺ࣮ࢩ 又はࢪ࣮࣌ �� 。参↷）を用してくださいࢪ࣮࣌

　　 2 「㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の特例」（�� 参↷）又は「ಶேの事業用資産にࢪ࣮࣌

ついての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除」（��参↷）の適用を受ける場合は、㸱のせ௳を‶たさない場合であっࢪ࣮࣌

ても相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受けることࡀできます。「ࠗ 㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の

特例࠘のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ」又は「ࠗ ಶேの事業用資産についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除࠘の࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ

�KWWSV࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ᅜ⛯ᗇ）「ࢺ��ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載）をేせて用してください。

ᢒᮏその他の書㢮で、ḟの内容を証する書㢮ࡣᐃ㉗⪅のᡞ⡠のㅞᮏཪ≉ࡸ⪅㉗ཷ

օ　受贈者のẶ名、生年᭶᪥

ֆ　受贈者ࡀ特定贈与者の┤⣔༝ᒓである᥎定相⥆ே又はᏞであること

(注�1　 「ಶேの事業用資産についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除」（�� ࡀ参↷）の適用を受ける場合（受贈者ࢪ࣮࣌

贈与者の┤⣔༝ᒓである᥎定相⥆ே又はᏞである場合を除きます。）は、「օの内容を証する書㢮」及び「受贈者

➨らの贈与により⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ特定贈与者ࡀ �� ᮲の㸴の㸶➨㸯㡯につ定する特例受贈事業用資産の取得を

したことを証する書㢮」となります。

　　2　 「㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の特例」（�� 参↷）の適用を受ける場合（受贈者ࢪ࣮࣌

贈与者の┤⣔༝ᒓである᥎定相⥆ே又はᏞである場合を除きます。）は、「օの内容を証する書㢮」及び「受贈ࡀ

者ࡀ特定贈与者らの贈与により⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨ �� ᮲の㸵の㸳➨㸯㡯につ定する特例対㇟受贈㠀上場株式等

の取得をしたことを証する書㢮」となります。

㹏㸤㸿 ື産取得⛯ࠋࡍࡲࡾࡣ

ၥ㸸 ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯ಀࡿ㉗ࡾࡼ取得したື産の౯㢠ࡀ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯の≉ู᥍㝖㢠௨ୗ࡛ࡗ࠶

ࠋ࠺ࡻの࡛しࡿࡣື産取得⛯㸦ᆅ᪉⛯㸧、ࡶ࡚

⟅㸸 ㉗ࡾࡼ取得したື産の౯㢠ࡀ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯の≉ู᥍㝖㢠௨ୗ࡛ࡶ、ື産取得⛯㸦ᆅ᪉⛯㸧

ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡡᑜ࠾㒔㐨ᗓ┴⛯ົᡤࡣࡃヲしࠋࡍࡲࡾࡣ
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ߑ

ۑ ᅜ税ᗇࢪ࣮࣒࣮࣌࣍を用する場合

᪤に特例適用せ௳を確認῭で࠶るሙྜは、

� � � � � � � � � � � � をクリックし、ḟの

⏬㠃に㐍ࢇでください。

௨㝆の㉁ၥ事㡯の࢙ࢳックを┬␎することが

できます。

住宅取得等資金の㏵について、「᪂⠏ཪは取

得」ཪは「ቑᨵ⠏等」のࡕらかを選択してくだ

さい。

ධຊが終わったら、� � � � � � � をク

リックしてください。

ᖹᡂ��年ศから௧㸰年ศまでの贈与税の⏦

࿌にࡅ࠾る「住宅取得等資金の非課税」の適用

の᭷↓について、「いい࠼」ཪは「はい」を選

択してください。

「⅏ᐖに㛵する税制ୖのᥐ⨨」の適用をཷ

�、る方はࡅ � � � � � � � � � � � をク

リックࡎࡏ、適用せ௳の確認を⾜ってくだ

さい。

ͤ

⏬㠃のࢫࢭࢡ᪉ἲに࠸ࡘては��㹼ࢪ࣮࣌��をཧ↷ࡋて࠸ࡉࡔࡃ。

ͤ ᡭ᭩ࡁでసᡂする場合は、ࢪ࣮࣌��

ู⣬D

ۑ ᅜ税ᗇࢪ࣮࣒࣮࣌࣍を用する場合

特例適用せ௳を確認῭で࡞いሙྜは、㉁ၥ事㡯

について「はい」ཪは「いい࠼」を選択してくだ

さい。

事
例
̑

36

࠙㸳ࠚఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ࢆ㐺用しᬺᖺㄢ⛯ࢆ㑅ᢥࡿࡍሙྜ

㸦ὀ㸧㸯 ≉のᴫ要ࠖࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳࠕ、ࢆࢪ࣮࣌��ࡣ࡚࠸ࡘཬࠕࡧῧ᭩類ࠖࢪ࣮࣌��ࡣ࡚࠸ࡘཬࢪ࣮࣌��ࡧのׇ㸫㸯ࢆཧ
↷し࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

㸰 ࠋ࠸ࡉࡔࡃཧ↷し࡚ࢆࢪ࣮࣌㸰、ࡣ࡚࠸ࡘࠖ⋠⛯≉ࠕ

㔠⌧ࡽ∗、ࡵたࡿࡍࢆ分のఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏⮬、ࡣ⚾ �,��� の㉗ࡲࡅཷࢆしたࠋᐙᒇの種類ࡣ、┬
��等ఫᏯ㸦ࢿ࢚ ཧ↷㸧࡛ࢪ࣮࣌ ௧㸱ᖺࢆዎ⣙ࡿಀのᐙᒇの᪂⠏ࡑ、ࡾ࠶ �� ᭶㸯᪥⥾⤖し、ྠ ᖺ୰ᡂし
ᒃఫࢆጞࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵのᐙᒇの᪂⠏のᑐ౯の㢠ࡿࢀࡲྵᾘ㈝⛯等の⛯⋡ࡣ��㸣࡛したࡇࠋの㉗ࡅཷࢆた
⌧㔠࡚࠸ࡘఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯㸦ὀ㸯㸧ࢆ㐺用し、ࠕ≉⛯⋡ࠖ㸦ὀ㸰㸧ࢆ㐺用し࡚ᬺᖺㄢ⛯ࡾࡼ⏦࿌しࠋࡍࡲ
ึ、࡚࠸ࡘの㉗ࡽ㸦ᮐᖠኴ㑻㸧∗、ࡣ⚾、࠾࡞ࠉ ࡵ ⋠⛯≉ࠕ࡚ のࠖ㐺用ࠋࡍࡲࡅཷࢆ
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ߑ

ۑ ᅜ税ᗇࢪ࣮࣒࣮࣌࣍を用する場合

᪤に特例適用せ௳を確認῭で࠶るሙྜは、

� � � � � � � � � � � � をクリックし、ḟの

⏬㠃に㐍ࢇでください。

௨㝆の㉁ၥ事㡯の࢙ࢳックを┬␎することが

できます。

住宅取得等資金の㏵について、「᪂⠏ཪは取

得」ཪは「ቑᨵ⠏等」のࡕらかを選択してくだ

さい。

ධຊが終わったら、� � � � � � � をク

リックしてください。

ᖹᡂ��年ศから௧㸰年ศまでの贈与税の⏦

࿌にࡅ࠾る「住宅取得等資金の非課税」の適用

の᭷↓について、「いい࠼」ཪは「はい」を選

択してください。

「⅏ᐖに㛵する税制ୖのᥐ⨨」の適用をཷ

�、る方はࡅ � � � � � � � � � � � をク

リックࡎࡏ、適用せ௳の確認を⾜ってくだ

さい。

ͤ

⏬㠃のࢫࢭࢡ᪉ἲに࠸ࡘては��㹼ࢪ࣮࣌��をཧ↷ࡋて࠸ࡉࡔࡃ。

ͤ ᡭ᭩ࡁでసᡂする場合は、ࢪ࣮࣌��

ู⣬D

ۑ ᅜ税ᗇࢪ࣮࣒࣮࣌࣍を用する場合

特例適用せ௳を確認῭で࡞いሙྜは、㉁ၥ事㡯

について「はい」ཪは「いい࠼」を選択してくだ

さい。

事
例
̑

36

࠙㸳ࠚఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ࢆ㐺用しᬺᖺㄢ⛯ࢆ㑅ᢥࡿࡍሙྜ

㸦ὀ㸧㸯 ≉のᴫ要ࠖࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳࠕ、ࢆࢪ࣮࣌��ࡣ࡚࠸ࡘཬࠕࡧῧ᭩類ࠖࢪ࣮࣌��ࡣ࡚࠸ࡘཬࢪ࣮࣌��ࡧのׇ㸫㸯ࢆཧ
↷し࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

㸰 ࠋ࠸ࡉࡔࡃཧ↷し࡚ࢆࢪ࣮࣌㸰、ࡣ࡚࠸ࡘࠖ⋠⛯≉ࠕ

㔠⌧ࡽ∗、ࡵたࡿࡍࢆ分のఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏⮬、ࡣ⚾ �,��� の㉗ࡲࡅཷࢆしたࠋᐙᒇの種類ࡣ、┬
��等ఫᏯ㸦ࢿ࢚ ཧ↷㸧࡛ࢪ࣮࣌ ௧㸱ᖺࢆዎ⣙ࡿಀのᐙᒇの᪂⠏ࡑ、ࡾ࠶ �� ᭶㸯᪥⥾⤖し、ྠ ᖺ୰ᡂし
ᒃఫࢆጞࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵのᐙᒇの᪂⠏のᑐ౯の㢠ࡿࢀࡲྵᾘ㈝⛯等の⛯⋡ࡣ��㸣࡛したࡇࠋの㉗ࡅཷࢆた
⌧㔠࡚࠸ࡘఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯㸦ὀ㸯㸧ࢆ㐺用し、ࠕ≉⛯⋡ࠖ㸦ὀ㸰㸧ࢆ㐺用し࡚ᬺᖺㄢ⛯ࡾࡼ⏦࿌しࠋࡍࡲ
ึ、࡚࠸ࡘの㉗ࡽ㸦ᮐᖠኴ㑻㸧∗、ࡣ⚾、࠾࡞ࠉ ࡵ ⋠⛯≉ࠕ࡚ のࠖ㐺用ࠋࡍࡲࡅཷࢆ

ߒ

贈与をཷࡅた住宅取得等資金で、᪂⠏ⱝしくは取

得ཪはቑᨵ⠏等をした住宅用のᐙᒇが┬ࢿ࢚等住宅

にヱᙜするሙྜは「はい」を、ヱᙜし࡞いሙྜは

「いい࠼」を選択してください。

住宅用のᐙᒇの᪂⠏ⱝしくは取得ཪはቑᨵ⠏等に

ಀるዎ⣙の⥾結をした年᭶᪥をධຊしてください。  

ߓ

贈与をཷࡅた年᭶᪥を選択してください。

の⏬㠃でධຊした、住宅の✀㢮、ዎ⣙年᭶᪥ཬߒ

まࡾ࡞␗て非課税㝈度額がࡌᾘ㈝税等の税率にᛂࡧ

す。この事例では、住宅の✀㢮は┬ࢿ࢚等住宅にヱ

ᙜし、ዎ⣙年᭶᪥は௧㸱年��᭶㸯᪥でࡾ࠶、ᾘ㈝

税等の税率は��㸣で࠶ることから、非課税㝈度額は

�����です。

贈与⪅㸦㈈⏘をࡆ࠶た方㸧のẶྡ㸦ࣇリ࣭ࢼ࢞₎

Ꮠ㸧、住ᡤ、⏕年᭶᪥ཬࡧ⥆をධຊ㸦選択㸧して

ください。

ධຊが終わったら、� � � � � � � � をクリック

してください。

住宅取得等資金の金額をධຊしてください。

贈与⪅からの贈与にࡾࡼ取得した住宅取得等資金

について非課税の適用をཷࡅる金額をධຊしてくだ

さい。この事例では�����が㝈度とࡾ࡞ます。

住宅用のᐙᒇの᪂⠏ⱝしくは取得ཪはቑᨵ⠏等に

ಀる対౯の額ཪは㈝用の額にྵまれるᾘ㈝税等の税

率について、「���」ཪは「���௨እ」を選択してく

ださい。

௧㸱年ศのᡤ得税ཬࡧ⯆特ูᡤ得税の確ᐃ⏦

࿌書をᥦฟした方は、ᥦฟ年᭶᪥等のධຊをしてく

ださい。

ධຊが終わったら、� � � � � � � � をクリック

してください。

Ⓩグ事㡯ド明書のῧを┬␎するሙྜには、ື

⏘の✀ูに࢙ࢳックをධれて、ື⏘␒ྕ等をධຊ

してください。

贈与をཷࡅた㈈⏘のᡤᅾᆅをධຊしてください。

㈈⏘のᡤᅾᆅには、㡸㈓金のሙྜは金⼥ᶵ㛵のྡ

⛠、ᨭᗑྡ、ᡤᅾᆅ等をධຊし、⌧金のሙྜには贈

与⪅の住ᡤをධຊしてください。

、るሙྜには࠶㈈⏘のᡤᅾᆅがᅜእで、࠾࡞

。ックします࢙ࢳをࢫック࣎ック࢙ࢳ
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ߕ

ߔ

ධຊを⾜った贈与⪅ࡈとに、住宅取得等資金

の非課税適用後の残額㸦課税౯᱁に算ධされる

金額㸧について課税制度を選択します。

この事例では� � � � � � を選択します。

ᅇの贈与⪅から贈与にࡾࡼ取得した㈈⏘

について、௧㸰年ศ௨๓の年ศに࠾いて┦

⥆⢭算課税の適用をཷࡅている方は、暦年

課税の適用をཷࡅられまࢇࡏので

をクリックしてください。

� � � � � �

ߖ

の⏬㠃でධຊしたෆᐜが表示されまߔࡧཬߓ

すので、確認してください。

�、࠾࡞ � � ��ཪは� � � をクリックする

ことにࡾࡼ、ධຊෆᐜのಟṇࡸ๐㝖ができま

す。

ಟ�ṇ ๐�㝖

確認が終わったら、� � � � � � � � をク

リックしてください。

の贈与⪅から住宅取得等資金の贈与が࠶る

ሙྜは、� � � � � � をクリックし、ߓの⏬㠃

に࠾いて� � � � � � � � � を選択したୖで、ྠ

ᵝにධຊしてください。

┦⥆⢭算課税㸦㸲ࢪ࣮࣌ཧ↷㸧の適用をཷ

、る㈈⏘を㏣ຍධຊするሙྜにはࡅ

� � � � � � � � � をクリックします。

確認が終わったら、� � � � � � � � をク

リックしてください。

贈与税の㓄അ⪅᥍㝖の特例㸦ࢪ࣮࣌��ཧ↷㸧

の適用をཷࡅる㈈⏘を㏣ຍධຊするሙྜには、

� � � � � � � � � をクリックします。

ື⏘␒ྕをධຊしてⓏグ事㡯ド明書、࠾࡞

のῧを┬␎するሙྜには、ేࡏて࢙ࢳック

。ックします࢙ࢳをࢫック࣎

� � � � � � � � �

୍⯡の贈与㸦暦年課税㸧の㈈⏘をධຊするሙ

ྜには、� � � � � � � をクリックします。

事
例
̑
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➐

� � � � � � � � � をクリックすると、⑺欄

の「⑹に対する税額」の計算方法等が確認で

きます。この事例では、「特例税率」を適用

して計算された贈与税額が表示されます。

計算結果の確認

確認が終わったら、� � � � � � � � をク

リックしてください。

� � � � � � � � � � � をクリックすると、

住宅取得等資金の非課税の計算明細書を確認

することができます。

� � � � � � � � � � �

住宅取得等資金の非課税の適用を受ける

場合には、期限内申告が必要です。

ご注意ください

贈与税額が０円であっても、

住宅取得等資金の非課税の適用後の残額に

ついて選択した課税制度に基づく計算結果が

表示されているか確認してください。

この事例では暦年課税を適用し、特例税率

を適用して計算した贈与税額が表示されま

す。

➑

事
例
̑
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
̑

㌿記しࠋࡍࡲ

（ὀ）७ཪࡣ८

㸮のሙྜࡀ

Ϩᬺᖺㄢࠕࡣ

⛯分ࠖ記ධ

࠶ࡣᚲ要ࡿࡍ

ࠋࢇࡏࡲࡾ

記ධ₃ࡀࢀከ

のࡍᡤ࡛⟠࠸

࡛ὀពし࡚ࡃ

ࠋ࠸ࡉࡔ

ᬺᖺㄢ⛯ࡼ
⛯㢠の㉗ࡿ
ィ⟬ᙜたࡗ
72、71、ࡣ࡚
㉗ࠕのࢪ࣮࣌
⛯㸦ᬺᖺㄢ
⛯㸧の⛯㢠の
ィ⟬᫂細 ࠖࢆ
ά 用 ࡃ ࡔ ࡉ
ࠋ࠸

3

3 5 2 0 8 0 8

札幌中

会社員

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

現金
（住宅取得等資金）

申告書第一表の二のとおり

サッホ゜ロ シロウ

×××

札幌市中央区△△条△丁目×番×号

札幌  史郎

××× ××××××× ××××

4 2 24

札幌  太郎
サッホ ロ゜ タロウ

0 3 0 89 1
5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0

3 9 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0 0 0

××××××××○○○ ○

ሙྜࡿࡍసᡂ࡛ࡁᡭ᭩ࠉۑ
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32

33

32

33

□
□
□
□
□
□

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

F D 4 7 4 7

事
例
̑

㌿記しࠋࡍࡲ

（ὀ）७ཪࡣ८

㸮のሙྜࡀ

Ϩᬺᖺㄢࠕࡣ

⛯分ࠖ記ධ

࠶ࡣᚲ要ࡿࡍ

ࠋࢇࡏࡲࡾ

記ධ₃ࡀࢀከ

のࡍᡤ࡛⟠࠸

࡛ὀពし࡚ࡃ

ࠋ࠸ࡉࡔ

ᬺᖺㄢ⛯ࡼ
⛯㢠の㉗ࡿ
ィ⟬ᙜたࡗ
72、71、ࡣ࡚
㉗ࠕのࢪ࣮࣌
⛯㸦ᬺᖺㄢ
⛯㸧の⛯㢠の
ィ⟬᫂細 ࠖࢆ
ά 用 ࡃ ࡔ ࡉ
ࠋ࠸

3

3 5 2 0 8 0 8

札幌中

会社員

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

現金
（住宅取得等資金）

申告書第一表の二のとおり

サッホ゜ロ シロウ

×××

札幌市中央区△△条△丁目×番×号

札幌  史郎

××× ××××××× ××××

4 2 24

札幌  太郎
サッホ ロ゜ タロウ

0 3 0 89 1
5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0

3 9 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0

4 8 5 0

4 8 5 0

0 0

4 8 5 0 0 0

4 8 5 0 0 0

××××××××○○○ ○

ሙྜࡿࡍసᡂ࡛ࡁᡭ᭩ࠉۑ

(注)ྜࠕィᡤ得㔠㢠ࠖとは、ḟのձとղの合計額に、㏥⫋ᡤ得金額、山林ᡤ得金額を加⟬した金額です。

ͤ ⏦告ศ㞳ㄢ⛯のᡤ得ࡀある場合には、それらのᡤ得金額（㛗（▷）期譲Ώᡤ得については特別᥍除๓の

金額）の合計額を加⟬した金額です。

ձ 事業ᡤ得、動産ᡤ得、⤥与ᡤ得、⥲合ㄢ⛯の利Ꮚᡤ得・配当ᡤ得・▷期譲Ώᡤ得及び雑ᡤ得の合計

額（ᦆ益の通⟬ᚋの金額）

ղ ⥲合ㄢ⛯の㛗期譲Ώᡤ得と୍ᡤ得の合計額（ᦆ益の通⟬ᚋの金額）の㸰ศの㸯の金額

ただし、⧞㉺᥍除（⣧ᦆኻ、雑ᦆኻ、居住用財産の㈙え等の場合の譲Ώᦆኻ及び特定居住用財産の譲

Ώᦆኻの⧞㉺᥍除など）を受けている場合は、その適用๓の金額をいいます。

札幌  太郎

札幌  史郎

札幌市中央区△△条×丁目×番×号 札幌市中央区△△条
×丁目×番×号サッホ゜ロ タロウ

1

0 3 0 9 1

2 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

○札幌市中央区△△条△丁目×番

札幌市中央区△△条△丁目×番地（家屋番号□番□）

○ ○ ○ ○ × × × × △ △ △ △

○○○○× × × ×

10 3 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

8

3 2 2 0 5 1 0

札幌中4 2 24

㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠㸦ఫ

Ꮿ㈨㔠㠀ㄢ⛯㝈ᗘ

㢠、≉ูఫᏯ㈨㔠

㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠㸧ࡣ

�� ↷ཧࢆࢪ࣮࣌

し࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

種ู、ᡤᅾཬࡧᆅ

␒㸦ᐙᒇ␒ྕ㸧ཪࡣ

ື産␒ྕࢆ記ධ

、ࡾࡼࡇࡿࡍ

Ⓩ記㡯ド᫂᭩の

ῧࡇࡿࡍ␎┬ࢆ

��㸦ࡍࡲࡁ࡛ࡀ

ῧ᭩ࠕのࢪ࣮࣌

類୍ぴׇ㸫㸯ࠖの

�・�・��1Rࠕ のࠖձ

㸦ὀ㸱㸧ཧ↷㸧ࠋ

△ △ △ △ △

ఫᏯ取得等㈨㔠ࠕ

の㠀ㄢ⛯ࠖの㐺用

ࡣሙྜࡿࡅཷࢆ

記ධしࢆ༳ࣞڧ

ࠋࡍࡲ

記ධ₃ࡀࢀከ࠸⟠

ᡤ࡛ࡍの࡛ὀពし

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚
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①

②
③

④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑬
⑭
⑮
⑯
⑰

⑲
⑳
㉑
㉒

□
□

Ⅰ

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

（①＋（②－③））

⑱

（①＋②＋⑪）

（⑩＋⑫）

（⑭－⑮－⑯－⑰－⑱－⑲）

（④－⑤）

（⑦－⑧－⑨）

「 」を使用して計算します。

㉓

㉛

F D 4 7 2 9

事
例
６

㸦ὀ㸧 ≉のᴫ要ࢪ࣮࣌61ࡣ࡚࠸ࡘཬࠖࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳࠕ、ࢆࢪ࣮࣌62ࡧཬࠕࡧῧ᭩類ࠖࢪ࣮࣌53ࡣ࡚࠸ࡘཬࡧ
ࠋ࠸ࡉࡔࡃཧ↷し࡚ࢆ㸫㸯のࢪ࣮࣌58ࡧཬࢪ࣮࣌57のׇ㸫㸯ࢪ࣮࣌54

࠙㸴ࠚఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ఫᏯ取得等㈨㔠の㉗ࡅཷࢆたሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの≉
ሙྜࡿࡍ㐺用ࢆ

ᬺᖺㄢ⛯ಀࡿ

㉗財産࠸࡞ࡀ

ሙྜࡣ記ධࡍ

ࡲࡾ࠶ࡣᚲ要ࡿ

ࠋࢇࡏ

⏦࿌᭩➨⾲の

न㸦50ࢪ࣮࣌ཧ

↷㸧ࡽ㌿記し

ࠋࡍࡲ

⏦࿌᭩➨⾲の

र㸦50ࢪ࣮࣌ཧ

↷㸧ࡽ㌿記し

ࠋࡍࡲ

3

3 6 3 0 1 0 1

名古屋北

会社員

ナコ゛ヤ イチロウ

×××

名古屋市北区○○丁目×番×号

名古屋  一郎

××× ××××××× ××××

4 2 18

32 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0

0

××××××××△△△ △

㔠⌧ࡽ∗、ࡵたࡿࡍ取得ࢆ分のఫᏯ用のᐙᒇ㸦୰ྂఫᏯ㸧⮬、ࡣ⚾ࠉ ����� の㉗ࡅཷࢆ、∗の㡸
㔠ཱྀᗙࡽ⚾の㡸㔠ཱྀᗙධ㔠ࡲࢀࡉしたࠋᐙᒇの種類ࢿ࢚┬、ࡣ等ఫᏯ㸦�� ཧ↷㸧࡛ࢪ࣮࣌ のᐙࡑ、ࡾ࠶
ᒇの取得ಀࡿዎ⣙ࢆ௧㸱ᖺ㸲᭶ �� ᪥⥾⤖し、ྠᖺ୰ᘬΏし࡚ࡅཷࢆᒃఫࢆጞࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵの
ᐙᒇの取得のᑐ౯の㢠ࡿࢀࡲྵᾘ㈝⛯等の⛯⋡ࡣ��㸣࡛࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣしたࡇࠋの㉗ࡅཷࢆた⌧㔠
ࡣ∗ࠋࡍࡲ㑅ᢥしࢆ⛯㐺用し、┦⥆⢭⟬ㄢࢆఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯㸦ὀ㸧࡚࠸ࡘ �� ṓᮍ‶࡛ࡿ࠶たࡵ、
ఫᏯ取得等㈨㔠の㉗ࡅཷࢆたሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの≉の㐺用ࠋࡍࡲࡅཷࢆ

4�



32

33

32

33

□
□
□
□
□
□

32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

F D 4 7 4 7

事
例
６

(注)ྜࠕィᡤ得㔠㢠ࠖとは、ḟのձとղの合計額に、㏥⫋ᡤ得金額、山林ᡤ得金額を加⟬した金額です。

ͤ ⏦告ศ㞳ㄢ⛯のᡤ得ࡀある場合には、それらのᡤ得金額（㛗（▷）期譲Ώᡤ得については特別᥍除๓の

金額）の合計額を加⟬した金額です。

ձ 事業ᡤ得、動産ᡤ得、⤥与ᡤ得、⥲合ㄢ⛯の利Ꮚᡤ得・配当ᡤ得・▷期譲Ώᡤ得及び雑ᡤ得の合計

額（ᦆ益の通⟬ᚋの金額）

ղ ⥲合ㄢ⛯の㛗期譲Ώᡤ得と୍ᡤ得の合計額（ᦆ益の通⟬ᚋの金額）の㸰ศの㸯の金額

ただし、⧞㉺᥍除（⣧ᦆኻ、雑ᦆኻ、居住用財産の㈙え等の場合の譲Ώᦆኻ及び特定居住用財産の譲

Ώᦆኻの⧞㉺᥍除など）を受けている場合は、その適用๓の金額をいいます。

名古屋  吾郎

名古屋  一郎

名古屋市北区○○丁目×番×号
ナコ゛ヤ コ゛ロウ

1

0 3 0 6 0

3 3 0 0 0 0 0 0

3 3 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

○ ○ ○ ○ ○ × × × × ☆ ☆ ☆ ☆

○ ○ ○ ○ ○ × × × ×

名古屋市北区〇〇丁目×番

名古屋市北区〇〇丁目×番地（家屋番号□番□）

6

0 3 0 4 1 3

3 3 8 0 3 0 5

名古屋北4 2 18

☆ ☆ ☆ ☆

ఫᏯ取得等㈨㔠ࠕ

の㠀ㄢ⛯ࠖの㐺用

ࡣሙྜࡿࡅཷࢆ

記ධしࢆ༳ࣞڧ

ࠋࡍࡲ

記ධ₃ࡀࢀከ࠸⟠

ᡤ࡛ࡍの࡛ὀពし

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚

㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠㸦ఫ

Ꮿ㈨㔠㠀ㄢ⛯㝈ᗘ

㢠、≉ูఫᏯ㈨㔠

㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠㸧ࡣ

ཧ↷しࢆࢪ࣮࣌��

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚

⏦࿌᭩➨⾲の財

産の౯㢠㸦࣮࣌��

㌿記しཧ↷㸧ࢪ

ࠋࡍࡲ

種ู、ᡤᅾཬࡧᆅ

␒㸦ᐙᒇ␒ྕ㸧ཪ

記ࢆྕ␒ື産ࡣ

ධࡾࡼࡇࡿࡍ、

Ⓩ記㡯ド᫂᭩の

ῧࡇࡿࡍ␎┬ࢆ

��㸦ࡍࡲࡁ࡛ࡀ

ῧ᭩ࠕのࢪ࣮࣌

類୍ぴׇ㸫㸯ࠖの

�・�・��1Rࠕࠖの

ձ㸦ὀ㸱㸧ཬࡧ��

ῧ᭩ࠕのࢪ࣮࣌

類୍ぴ࣮㸯 のࠖ

�・�・��1Rࠕ のࠖձ

㸦ὀ㸱㸧ཧ↷㸧ࠋ

名古屋市北区×丁目×番×号
□□銀行△△支店

4�



㉖ －

㉘

㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛

F D 4 7 3 6

事
例
６

ۑ ᪂たに相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受ける場合には、⏦告書➨୍⾲、➨୍⾲の（「住宅取得等資金の㠀ㄢ

⛯」の適用を受けるேのみ）及び➨⾲に加えて、「相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆ出書」（ 参↷）のᥦ出ࢪ࣮࣌73

。ᚲせとなりますࡀ

ۑ ⏦࿌᭩➨⾲は、≉ᐃ㉗⪅㸦㸴ࢪ࣮࣌の㸱(ὀ2㸧ཧ↷㸧ࡈに作ᡂします。

ఫᏯ取得等㈨㔠ࠕ

の㉗ࡅཷࢆたሙ

ྜの┦⥆⢭⟬ㄢ

⛯㑅ᢥの≉ のࠖ㐺

用ࡿࡅཷࢆሙྜ

記ධࢆ༳ࣞ□、ࡣ

しࠋࡍࡲ

記ධ₃ࡀࢀከ࠸

⟠ᡤ࡛ࡍの࡛ὀ

ពし࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

⏦࿌᭩➨୍⾲のռ

㸦48ࢪ࣮࣌ཧ↷㸧

ࠋࡍࡲ㌿記し

⏦࿌᭩➨୍⾲のջ

㸦48ࢪ࣮࣌ཧ↷㸧

ࠋࡍࡲ㌿記し

⏦࿌᭩➨୍⾲の

の७㸦49ࢪ࣮࣌

ཧ↷㸧ࡽ㌿記し

ࠋࡍࡲ

名古屋 一郎

名古屋  吾郎

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

申告書第一表の二のとおり

3

ナコ゛ヤ コ゛ロウ

0 3

2 3 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0

2 3 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 6 0 6普通預金
（住宅取得等資金）
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相 続 時 精 算 課 税 選 択 届 出 書

  

   令和  年  月  日

        税務署長 

受

贈

者

住  所

又は

居  所

〒     電話(    -    -    )

フリガナ

氏 名

（生年月日）
                 
（大・昭・平     年   月   日） 

特定贈与者との続柄 

私は、下記の特定贈与者から令和 年中に贈与を受けた財産については、相続税法第21条の９

第１項の規定の適用を受けることとしましたので、下記の書類を添えて届け出ます。

記 

１ 特定贈与者に関する事項 

住  所
又は居所

フリガナ

氏  名

生年月日 明・大・昭・平     年   月   日 

２ 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合 

推定相続人又は孫となった理由

推定相続人又は孫となった年月日 令和   年   月   日 

（注）孫が年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合で、推定相続人となった時前の特定贈与者からの贈与について

相続時精算課税の適用を受けるときには、記入は要しません。

３ 添付書類 

次の書類が必要となります。 

なお、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。 

（書類の添付がなされているか確認の上、□に✓印を記入してください。） 

□ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 

（１） 受贈者の氏名、生年月日 

（２） 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること 

(※)１ 租税特別措置法第 70 条の６の８((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))の適用を受ける

特例事業受贈者が同法第 70 条の２の７（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴の内容

を証する書類」及び「その特例事業受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の６の８第１

項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。 

２ 租税特別措置法第 70 条の７の５((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例））の適用を受け

る特例経営承継受贈者が同法第 70 条の２の８（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴

の内容を証する書類」及び「その特例経営承継受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の

７の５第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。 

（注）この届出書の提出により、特定贈与者からの贈与については、特定贈与者に相続が開始するまで 

相続時精算課税の適用が継続されるとともに、その贈与を受ける財産の価額は、相続税の課税価格に 

加算されます（この届出書による相続時精算課税の選択は撤回することができません｡)。

作成税理士 電話番号

※ 税務署整理欄 届 出 番 号 － 名 簿 確認

※欄には記入しないでください。                        （資５－４２－Ａ４統一）（令3.3） 

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（

令

和

２

年

分

以

降

用

）

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

事
例
６

ۑ ᪂たに相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受ける場合には、⏦告書➨୍⾲、➨୍⾲の（「住宅取得等資金の㠀ㄢ

⛯」の適用を受けるேのみ）及び➨⾲に加えて、「相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆ出書」（ 参↷）のᥦ出ࢪ࣮࣌73

。ᚲせとなりますࡀ

ۑ ⏦࿌᭩➨⾲は、≉ᐃ㉗⪅㸦㸴ࢪ࣮࣌の㸱(ὀ2㸧ཧ↷㸧ࡈに作ᡂします。

ఫᏯ取得等㈨㔠ࠕ

の㉗ࡅཷࢆたሙ

ྜの┦⥆⢭⟬ㄢ

⛯㑅ᢥの≉ のࠖ㐺

用ࡿࡅཷࢆሙྜ

記ධࢆ༳ࣞ□、ࡣ

しࠋࡍࡲ

記ධ₃ࡀࢀከ࠸

⟠ᡤ࡛ࡍの࡛ὀ

ពし࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

⏦࿌᭩➨୍⾲のռ

㸦48ࢪ࣮࣌ཧ↷㸧

ࠋࡍࡲ㌿記し

⏦࿌᭩➨୍⾲のջ

㸦48ࢪ࣮࣌ཧ↷㸧

ࠋࡍࡲ㌿記し

⏦࿌᭩➨୍⾲の

の७㸦49ࢪ࣮࣌

ཧ↷㸧ࡽ㌿記し

ࠋࡍࡲ

名古屋 一郎

名古屋  吾郎

現金・
預貯金等

現金・
預貯金等

申告書第一表の二のとおり

3

ナコ゛ヤ コ゛ロウ

0 3

2 3 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

0

2 3 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 6 0 6普通預金
（住宅取得等資金）

4 2

3

18

63 1 1

38 53

長男

×××-×××× ××× ××× ××××

名古屋北

名古屋市北区○○丁目×番×号

名古屋市北区○○丁目×番×号

名 古 屋　一 郎
ナ   ゴ   ヤ　 イチ ロウ

名 古 屋　吾 郎
ナ   ゴ   ヤ　　 ゴ  ロウ

௧䠏ᖺ୰䛻≉ᐃ

㉗⪅ （䠒䝨䞊䝆䛾

䠏（ὀ 㻞）ཧ↷）䛾Ꮮ

䛜≉ᐃ㉗⪅䛾᥎

ᐃ┦⥆人䛸䛺䛳䛯

ሙྜ䛷䚸 ᥎ᐃ┦⥆

人䛸䛺䛳䛯๓䛾

≉ᐃ㉗⪅䛛䜙䛾

㉗䛻䛴䛔䛶┦⥆

⢭⟬ㄢ⛯䛾㐺⏝

䜢ཷ䛡䜛䛸䛝䛻䛿䚸

グධ䛿せ䛧䜎䛫䜣䚹

✓

、ののࡽࢀࡇ
ሙྜࡿࡍ㐺用ࢆච㝖の≉㸦ᬺᖺㄢ⛯㸧ࡧの⣡⛯⊰ணཬ࡚࠸ࡘ㎰ᆅ等ࠉ・
ࢆ⛯㐺用しᬺᖺㄢࢆච㝖の≉ࡧの㉗⛯の⣡⛯⊰ணཬ࡚࠸ࡘ㠀ୖሙᰴᘧ等ࠉ・
ሙྜࡿࡍ㑅ᢥࠉ
ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ᅜ⛯ᗇࢆ࡞ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳᥦฟ᭩類のࡸ࿌᭩のసᡂ⏦ࡿࡍ㛵

࠙KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚᥖ載し࡚ࠋࡍࡲ࠸
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42

㸺௧㸱ᖺ分用㸼

ۑ ఫᏯ取得等㈨㔠の㉗⛯の≉ಀࠖࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳࠕࡿཬࠕࡧῧ᭩類ࠖの区分

（注）1 ࠕ᪂⠏ࠖには、௧㸲年㸱᭶ 15 ᪥に࠾いて屋᰿（その骨⤌みを含みます。）を有し、土地に定╔した建造物としてㄆࡵられる

௨ᚋの≧ែにあるものࡀ含まれます。

の金銭を建売住宅又はศ譲ࡵ含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のたࡀ取得ࠖの場合には、上記㸯の≧ែにあるものࠕ 2

の取得の対価にてている場合であっても、௧㸲年㸱᭶ࣥࣙࢩ࣐ࣥ 15 ᪥までにその引Ώしを受けていなければなりません。

ቑᨵ⠏等ࠖには、௧㸲年㸱᭶ࠕ 3 15 ᪥に࠾いてቑ築又はᨵ築㒊ศの屋᰿（その骨⤌みを含みます。）を有し、 ᪤存の家屋と୍య

となって土地に定╔した建造物としてㄆࡵられる௨ᚋの≧ែにあるものࡀ含まれます。

4 「ׇ住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」又は「㟈⅏に係る住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」と「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆

⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」とをే用して適用する場合には、それࡒれの特例用のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳによりࢡࢵ࢙ࢳ㡯目や添付書㢮を☜

ㄆするᚲせࡀあります。

ไୖのᥐ⨨㸧ࠖ⛯ࡿࡍ㛵ఫᏯ取得等㈨㔠の㉗⛯の≉㸦⅏ᐖࠕͤ のᴫ要

「ׇ住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けるேࡀḟのձⱝしくはղにヱ当することとなった場合又は「住宅取得
等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」ⱝしくは「㟈⅏に係る住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を
受けるேࡀḟのղにヱ当することとなった場合には、ྛ特例の適用せ௳୍ࡀ㒊⦆されます。
ձ ᖹᡂ21年ศら௧㸰年ศまでの贈与⛯の⏦告で「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けたேで、その適用を受

けて᪂築ⱝしくは取得又はቑᨵ築等をした住宅用の家屋ࡀ⿕⅏者生ά建支ἲ➨㸰᮲➨㸰号につ定するᨻ௧で定
をした場合（。ですࡌᅔ㞴なᦆቯを含みます。௨ୗྠࡀ通常のಟ⧋によっては原≧ᅇ）る自↛⅏ᐖにより⁛ኻࡵ

ղ ௧㸱年୰に住宅取得等資金の贈与を受けたேでḟにᥖࡆる場合にヱ当する場合
 ௧㸲年㸱᭶15᪥までに⅏ᐖにᇶᅉするやࡴを得ない事により、住宅用の家屋の᪂築ⱝしくは取得又はቑᨵ築

等ࡀできなった場合
ࣟ ௧㸲年㸱᭶15᪥までに住宅用の家屋の᪂築ⱝしくは取得又はቑᨵ築等をしたࡀ、その住宅用の家屋ࡀ⅏ᐖによ

り⁛ኻをした場合

᪂ ⠏

ׇ㸫㸯

㸦53ࢪ࣮࣌㸧

ׇ㸫㸯
㸦53 㸧ࢪ࣮࣌

㸩
㸫㸯

㸫㸯

㸦57ࢪ࣮࣌㸧

㸫㸯
㸦57 㸧ࢪ࣮࣌

㸩
㸫㸯

取 得

ቑᨵ⠏等 ׇ㸫㸰

㸦55ࢪ࣮࣌㸧

ׇ㸫㸰
㸦55 㸧ࢪ࣮࣌

㸩
㸫㸰

㸫㸰

㸦59ࢪ࣮࣌㸧

㸫㸰
㸦59 㸧ࢪ࣮࣌

㸩
㸫㸰

ఫᏯ用のᐙ

ᒇの取得等

のែᵝ

㉗⪅ࡀ 60 ṓᮍ‶
⥆┦ࡶ࡚ࡗ࠶࡛
⢭⟬ㄢ⛯ࢆ㑅ᢥ࡛
ࠋࡍ࡛≉ࡿࡁ


ఫᏯ取得等㈨㔠の
㉗ࡅཷࢆたሙྜ
の┦⥆⢭⟬ㄢ⛯
㑅 ᢥ の ≉ 

住宅用の家屋に対し

てቑ築又はᨵ築など

のᕤ事をした場合

㐺用ࡅཷࢆ

ࡿࡍ࠺ࡼ

≉の種類

ㄳ㈇ዎ⣙（注ᩥ住宅）

などにより住宅用の

家屋を᪂築した場合

建売住宅やศ譲ࣥࣙࢩ࣐ࣥ
を売㈙ዎ⣙などにより住宅
用の家屋として㉎入した場
合

   ׇ

ఫ Ꮿ 取 得 等�

㈨㔠の㠀ㄢ⛯

㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠࠸ࡘ
ཧࢆࢪ࣮࣌61、ࡣ࡚
↷し࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ


ׇの㐺用ಀࡿ
⅏ᐖ 㛵 ࡿࡍ
⛯ไୖのᥐ ⨨

   
ࡿಀの㐺用
⅏ᐖ㛵ࡿࡍ
⛯ไୖのᥐ⨨

ୗのͤࢆཧ↷し࡚ࡔࡃ
ࠋ࠸ࡉ

ୗのͤࢆཧ↷し࡚ࡔࡃ
ࠋ࠸ࡉ

　ୗにᥖࡆる⾲の༊ศにᛂࡌて用するࡀࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ␗なります。な࠾、ྛ特例のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳの㠃には、そ

の適用にᚲせな書㢮の୍ぴࡀ記載されています。また、㟈⅏に係る住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯を適用する場合には、ࠕ㟈

⅏ಀࡿఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ࠖの「ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ」及び「添付書㢮」を用しますので、ヲしくは⛯ົ⨫に࠾ᑜࡡ

ください。࠾って、及びのࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳはᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載しています。

たሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢࡅཷࢆఫᏯ取得等㈨㔠の㉗ࠕ、をࢪ࣮࣌ఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ࠖのᴫせについては61ׇࠕ

⛯㑅ᢥの≉ࠖのᴫせについては62ࢪ࣮࣌を、「㟈⅏ಀࡿఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯」のᴫせについては63ࢪ࣮࣌を参

↷してください。

㸯 あなたは、贈与を受けたに࠾いて贈与者の┤⣔༝ᒓ（ᏊやᏞなど）です。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸰 あなたは、ᖹᡂ13年㸯᭶㸰᪥௨๓に生まれたேです。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸱 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸲
あなたは、ᖹᡂ21年ศらᖹᡂ26年ศまでの贈与⛯の⏦告で「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けたことࡀあ

ります。
࠼࠸࠸ ࡣ ࠸

㡯ࡿࡍ㛵ࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㡯ࡿࡍ㛵取得ࠖࡣఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࠕۑ

㸳
᪂築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、ぶ᪘など特別の関係ࡀあるேとのዎ⣙にᇶ࡙き᪂築（これらのே

ら取得（その敷地の用に供らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をし、又はこれらのே

されている土地等の取得を含みます。）をしたものです。
࠼࠸࠸ ࡣ ࠸

㸴
௧㸲年㸱᭶15᪥までに住宅用の家屋の᪂築（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）又は取得

（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の額をその対価にてました。
ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸵

௧㸲年㸱᭶15᪥までに住宅用の家屋の᪂築のᕤ事ࡀ（᪂築のᕤ事のに‽ࡎる≧ែを含みます。）又は住宅

用の家屋の取得をしています。 

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸶
᪂築又は取得をした住宅用の家屋は᪥ᮏᅜ内にあり、Ⓩ記⡙上のᗋ㠃積（༊ศᡤ有建物の場合はそのᑓ有㒊ศのᗋ

㠃積）は��੍௨上2��੍௨ୗで、つ、その家屋のᗋ㠃積の㸰ศの㸯௨上に相当する㒊ศࡀあなたの居住の用に供され

るものです。
ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸷

࠙ఫᏯ用のᐙᒇのࠕ取得ࠖࢆしたேのࡳ記ධし࡚ࠚࠋ࠸ࡉࡔࡃ

取得をした住宅用の家屋は、ḟのいࡎれにヱ当します。

ձ 建築ᚋ用されたことのない住宅用の家屋

ղ 建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の᪥௨๓2�年௨内（⪏ⅆ建築物の場合は25年௨内）に

建築されたもの

(注) 「⪏ⅆ建築物」とは、㕲骨造、㕲➽ࢺ࣮ࣜࢡࣥࢥ造又は㕲骨㕲➽ࢺ࣮ࣜࢡࣥࢥ造などのものをいいます。

ճ 建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋で、⪏㟈ᇶ‽に適合するものとしてࢪ࣮࣌��のࠕῧ᭩類୍ぴׇ㸫

㸯ࠖのࠕθ㸵・㸶・㸷ࠖのղの書㢮により証明されたもの

մ 建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋(上記ղ及びճのいࡎれにもヱ当しないものに㝈ります。)で、その

住宅用の家屋の取得の᪥までにྠ᪥௨ᚋその住宅用の家屋の⪏㟈ᨵಟを⾜うことにつきࢪ࣮࣌��のࠕῧ᭩類୍

ぴׇ㸫㸯ࠖのࠕθ㸵・㸶・㸷ࠖのճの⏦ㄳ書等にᇶ࡙いて㒔㐨ᗓ┴▱事などに⏦ㄳをし、௧㸲年㸱᭶1�᪥まで

にその⪏㟈ᨵಟによりその住宅用の家屋ࡀ⪏㟈ᇶ‽に適合することとなったことにつき、ࢪ࣮࣌��のࠕῧ᭩類

୍ぴׇ㸫㸯ࠖのࠕθ㸵・㸶・㸷ࠖのճの証明書等により証明ࡀされたもの

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

௧㸱ᖺ分ࠕఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ࠖのࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ 䑵䠉䠍 ᪂⠏ཪ䛿ྲྀᚓ⏝

ヱ当するᅇ⟅をۑ

でᅖんでください

　このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳは、௧㸱年୰に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」を適用することࡀできるどうについてな࢙ࢳ

ࡀには、原๎としてこの特例の適用を受けること（。㡯目は除きますࢡࢵ࢙ࢳのࠖ��ࠕ）ある場合ࡀۑ㡯目を♧したものです。ᅇ⟅欄のᕥഃのみにࢡࢵ

できます。な࠾、このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳは、ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࡣ取得ࢆしたேを対㇟としています。

また、ḟの場合には、このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳとせ௳ࡀ␗なるⅬࡀありますので、ࠕ௧㸱ᖺ分ࠗఫᏯ取得等㈨㔠の㉗⛯の≉㸦⅏ᐖ㛵ࡿࡍ⛯

ไୖのᥐ⨨㸧࠘ のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫�᪂⠏ཪࡣ取得用ࠖ㸦௨ୗࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳࠕ㸫㸯ࠖࠋࡍࡲ࠸࠸㸧をేせてࡈ用ください。な࢙ࢳࠕ、࠾

�KWWSV࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍㸫㸯ࠖはᅜ⛯ᗇࢺ࣮ࢩࢡࢵ��ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載しています。

ձ　ᖹᡂ21年ศら௧㸰年ศまでの贈与⛯の⏦告で「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けたேで、その適用を受けて᪂築ⱝしくは取得又は

ቑᨵ築等をした住宅用の家屋ࡀ⿕⅏者生ά建支ἲ➨㸰᮲➨㸰号につ定するᨻ௧で定ࡵる自↛⅏ᐖにより⁛ኻ（通常のಟ⧋によっては原≧ᅇ

ࡀᅔ㞴なᦆቯを含みます。௨ୗྠࡌです。）をした場合

ղ　௧㸱年୰に住宅取得等資金の贈与を受けたேでḟにᥖࡆる場合にヱ当する場合

った場合できなࡀを得ない事により、住宅用の家屋の᪂築又は取得ࡴ௧㸲年㸱᭶1�᪥までに⅏ᐖにᇶᅉするや　

ࣟ　௧㸲年㸱᭶1�᪥までに住宅用の家屋の᪂築又は取得をしたࡀ、その住宅用の家屋ࡀ⅏ᐖにより⁛ኻをした場合
ͤ1　上記ձにヱ当するேの「ࠗ㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額࠘に関する事㡯」は、ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫1で☜ㄆしてください。
　2　上記ղにヱ当するேは、「ࠗ 住宅用の家屋の᪂築又は取得࠘に関する事㡯」の「取得をした」を「取得をする」に、「ࠗ 㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額࠘に関する事㡯」の「ࠗ θ

12࠘にᥖࡆる書㢮により証明されたもの」を「ࠗ θ12࠘にᥖࡆる書㢮により証明されるぢ㎸みであるもの」に௦えて☜ㄆしてください。 

　あなたの௧㸱年ศのᡤ得⛯に係る合計ᡤ得金額は、2����௨ୗ（᪂築又は取得をした住宅用の家屋のⓏ記⡙
上のᗋ㠃積੍��ࡀ௨上��੍ᮍ‶の場合は、1����௨ୗ）です。

（注）1　「᪂築のᕤ事のに‽ࡎる≧ែ」とは、屋᰿（その骨⤌みを含みます。）を有し、土地に定╔した建造物としてㄆࡵられる
௨ᚋの≧ែをいいます。

 　　2　「取得」の場合には、上記㸯の≧ែにあるものࡀ含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のたࡵの金銭を建売住宅又はศ譲
の取得の対価にてている場合であっても、௧㸲年㸱᭶ࣥࣙࢩ࣐ࣥ 1� ᪥までにその引Ώしを受けていなければなりません。

 　　3　受贈者ࡀ「住宅用の家屋」をᡤ有する（ඹ有ᣢศを有する場合も含まれます。）ことにならない場合は、この特例の適用を受け
ることはできません。

㡯ࡿࡍ㛵のᒃఫࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㡯ࡿࡍ㛵㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠ࠖࠕۑ

（注）　ḟの場合にヱ当する場合には、このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳの「1R�12」の「㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額」と␗なる場合ࡀありますので、ヲしくは⛯ົ⨫に࠾ᑜࡡください。
・　ᖹᡂ 2� 年ศら௧㸰年ศまでの贈与⛯の⏦告で「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けている場合                                             
・　ྠ୍年୰に贈与により取得した住宅取得等資金について「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受ける場合に࠾いて、住宅用の家屋の᪂築ⱝしくは取得又はቑ
ᨵ築等に係るዎ⣙ࡀ㸰௨上あるとき

�0 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

贈与を受けたに、あなたは、᪥ᮏᅜ内に住ᡤを有し、つ、᪥ᮏᅜ⡠を有していました（注）。

(注) ᪥ᮏᅜ内に住ᡤを有し、つ、᪥ᮏᅜ⡠を有するேでない場合であっても、相⥆⛯ἲ➨㸯᮲の㸲➨㸯㡯➨㸯号にᥖࡆる居住
↓ไ㝈⣡⛯⩏ົ者又はྠ㡯➨㸰号にᥖࡆる㠀居住↓ไ㝈⣡⛯⩏ົ者である場合には、「はい」をۑでᅖんでください。これらのே
のᴫせについては1ࢪ࣮࣌�をࡈぴください。

��
あなたは、᪤に᪂築又は取得をした住宅用の家屋に居住しています（居住していない場合には、௧㸲年12᭶31

᪥までに㐜なくその家屋に居住するぢ㎸みです。）。
ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

��

　ྑ⾲のዎ⣙の⥾⤖᪥の༊ศにᛂࡌた㠀

ㄢ⛯㝈ᗘ額をۑでᅖんでください。

　な࠾、ዎ⣙の⥾⤖᪥ࡀ௧㸲年㸯᭶㸯᪥

௨ᚋの場合は、この特例の適用を受けるこ

とはできません。

(注�　「┬ࢿ࢚等住宅」とは、୍ 定の┬ࢿ࢚

ᛶ࣮ࣜࣇࣜࣂᛶ、⪏㟈ᛶ又は࣮ࢠࣝ

を‶たす住宅用の家屋であることに

つき、�� ῧ᭩類୍ぴ䑵㸫ࠕのࢪ࣮࣌

㸯 のࠖ1ࠕR��� にࠖᥖࡆる書㢮により証

明されたものをいいます。

住宅用の家屋の᪂築ⱝしく

は取得又はቑᨵ築等に係る

ዎ⣙の⥾⤖᪥

ᖹᡂ 2� 年 12 ᭶ 31 ᪥まで

のࣟ௨እの場合ྑ　

等住宅ࢿ࢚┬ ᕥ記௨እの住宅 等住宅ࢿ࢚┬ ᕥ記௨እの住宅

ᖹᡂ28 年 㸯᭶ 㸯᪥ら
ᖹᡂ31 年 㸱᭶ 31᪥まで

ᖹᡂ 31 年 㸲᭶ 㸯 ᪥ら
௧㸰 年 㸱᭶ 31᪥まで

௧㸰 年 㸲᭶ 㸯 ᪥ら
௧㸱 年 12᭶ 31᪥まで

ࣟ　住宅用の家屋の᪂築ⱝしくは取
得又はቑᨵ築等に係る対価等の額
に含まれるᾘ㈝⛯等の⛯⋡1ࡀ�㸣
である場合

�����

�����

�����

�����

�����

���

���

���

�����
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㸺௧㸱ᖺ分用㸼

ۑ ఫᏯ取得等㈨㔠の㉗⛯の≉ಀࠖࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳࠕࡿཬࠕࡧῧ᭩類ࠖの区分

（注）1 ࠕ᪂⠏ࠖには、௧㸲年㸱᭶ 15 ᪥に࠾いて屋᰿（その骨⤌みを含みます。）を有し、土地に定╔した建造物としてㄆࡵられる

௨ᚋの≧ែにあるものࡀ含まれます。

の金銭を建売住宅又はศ譲ࡵ含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のたࡀ取得ࠖの場合には、上記㸯の≧ែにあるものࠕ 2

の取得の対価にてている場合であっても、௧㸲年㸱᭶ࣥࣙࢩ࣐ࣥ 15 ᪥までにその引Ώしを受けていなければなりません。

ቑᨵ⠏等ࠖには、௧㸲年㸱᭶ࠕ 3 15 ᪥に࠾いてቑ築又はᨵ築㒊ศの屋᰿（その骨⤌みを含みます。）を有し、 ᪤存の家屋と୍య

となって土地に定╔した建造物としてㄆࡵられる௨ᚋの≧ែにあるものࡀ含まれます。

4 「ׇ住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」又は「㟈⅏に係る住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」と「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆

⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」とをే用して適用する場合には、それࡒれの特例用のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳによりࢡࢵ࢙ࢳ㡯目や添付書㢮を☜

ㄆするᚲせࡀあります。

ไୖのᥐ⨨㸧ࠖ⛯ࡿࡍ㛵ఫᏯ取得等㈨㔠の㉗⛯の≉㸦⅏ᐖࠕͤ のᴫ要

「ׇ住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けるேࡀḟのձⱝしくはղにヱ当することとなった場合又は「住宅取得
等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」ⱝしくは「㟈⅏に係る住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を
受けるேࡀḟのղにヱ当することとなった場合には、ྛ特例の適用せ௳୍ࡀ㒊⦆されます。
ձ ᖹᡂ21年ศら௧㸰年ศまでの贈与⛯の⏦告で「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けたேで、その適用を受

けて᪂築ⱝしくは取得又はቑᨵ築等をした住宅用の家屋ࡀ⿕⅏者生ά建支ἲ➨㸰᮲➨㸰号につ定するᨻ௧で定
をした場合（。ですࡌᅔ㞴なᦆቯを含みます。௨ୗྠࡀ通常のಟ⧋によっては原≧ᅇ）る自↛⅏ᐖにより⁛ኻࡵ

ղ ௧㸱年୰に住宅取得等資金の贈与を受けたேでḟにᥖࡆる場合にヱ当する場合
 ௧㸲年㸱᭶15᪥までに⅏ᐖにᇶᅉするやࡴを得ない事により、住宅用の家屋の᪂築ⱝしくは取得又はቑᨵ築

等ࡀできなった場合
ࣟ ௧㸲年㸱᭶15᪥までに住宅用の家屋の᪂築ⱝしくは取得又はቑᨵ築等をしたࡀ、その住宅用の家屋ࡀ⅏ᐖによ

り⁛ኻをした場合

᪂ ⠏

ׇ㸫㸯

㸦53ࢪ࣮࣌㸧

ׇ㸫㸯
㸦53 㸧ࢪ࣮࣌

㸩
㸫㸯

㸫㸯

㸦57ࢪ࣮࣌㸧

㸫㸯
㸦57 㸧ࢪ࣮࣌

㸩
㸫㸯

取 得

ቑᨵ⠏等 ׇ㸫㸰

㸦55ࢪ࣮࣌㸧

ׇ㸫㸰
㸦55 㸧ࢪ࣮࣌

㸩
㸫㸰

㸫㸰

㸦59ࢪ࣮࣌㸧

㸫㸰
㸦59 㸧ࢪ࣮࣌

㸩
㸫㸰

ఫᏯ用のᐙ

ᒇの取得等

のែᵝ

㉗⪅ࡀ 60 ṓᮍ‶
⥆┦ࡶ࡚ࡗ࠶࡛
⢭⟬ㄢ⛯ࢆ㑅ᢥ࡛
ࠋࡍ࡛≉ࡿࡁ


ఫᏯ取得等㈨㔠の
㉗ࡅཷࢆたሙྜ
の┦⥆⢭⟬ㄢ⛯
㑅 ᢥ の ≉ 

住宅用の家屋に対し

てቑ築又はᨵ築など

のᕤ事をした場合

㐺用ࡅཷࢆ

ࡿࡍ࠺ࡼ

≉の種類

ㄳ㈇ዎ⣙（注ᩥ住宅）

などにより住宅用の

家屋を᪂築した場合

建売住宅やศ譲ࣥࣙࢩ࣐ࣥ
を売㈙ዎ⣙などにより住宅
用の家屋として㉎入した場
合

   ׇ

ఫ Ꮿ 取 得 等�

㈨㔠の㠀ㄢ⛯

㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠࠸ࡘ
ཧࢆࢪ࣮࣌61、ࡣ࡚
↷し࡚ࠋ࠸ࡉࡔࡃ


ׇの㐺用ಀࡿ
⅏ᐖ 㛵 ࡿࡍ
⛯ไୖのᥐ ⨨

   
ࡿಀの㐺用
⅏ᐖ㛵ࡿࡍ
⛯ไୖのᥐ⨨

ୗのͤࢆཧ↷し࡚ࡔࡃ
ࠋ࠸ࡉ

ୗのͤࢆཧ↷し࡚ࡔࡃ
ࠋ࠸ࡉ

　ୗにᥖࡆる⾲の༊ศにᛂࡌて用するࡀࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ␗なります。な࠾、ྛ特例のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳの㠃には、そ

の適用にᚲせな書㢮の୍ぴࡀ記載されています。また、㟈⅏に係る住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯を適用する場合には、ࠕ㟈

⅏ಀࡿఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ࠖの「ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ」及び「添付書㢮」を用しますので、ヲしくは⛯ົ⨫に࠾ᑜࡡ

ください。࠾って、及びのࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳはᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載しています。

たሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢࡅཷࢆఫᏯ取得等㈨㔠の㉗ࠕ、をࢪ࣮࣌ఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ࠖのᴫせについては61ׇࠕ

⛯㑅ᢥの≉ࠖのᴫせについては62ࢪ࣮࣌を、「㟈⅏ಀࡿఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯」のᴫせについては63ࢪ࣮࣌を参

↷してください。

㸯 あなたは、贈与を受けたに࠾いて贈与者の┤⣔༝ᒓ（ᏊやᏞなど）です。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸰 あなたは、ᖹᡂ13年㸯᭶㸰᪥௨๓に生まれたேです。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸱 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸲
あなたは、ᖹᡂ21年ศらᖹᡂ26年ศまでの贈与⛯の⏦告で「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けたことࡀあ

ります。
࠼࠸࠸ ࡣ ࠸

㡯ࡿࡍ㛵ࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㡯ࡿࡍ㛵取得ࠖࡣఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࠕۑ

㸳
᪂築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、ぶ᪘など特別の関係ࡀあるேとのዎ⣙にᇶ࡙き᪂築（これらのே

ら取得（その敷地の用に供らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をし、又はこれらのே

されている土地等の取得を含みます。）をしたものです。
࠼࠸࠸ ࡣ ࠸

㸴
௧㸲年㸱᭶15᪥までに住宅用の家屋の᪂築（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）又は取得

（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の額をその対価にてました。
ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸵

௧㸲年㸱᭶15᪥までに住宅用の家屋の᪂築のᕤ事ࡀ（᪂築のᕤ事のに‽ࡎる≧ែを含みます。）又は住宅

用の家屋の取得をしています。 

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸶
᪂築又は取得をした住宅用の家屋は᪥ᮏᅜ内にあり、Ⓩ記⡙上のᗋ㠃積（༊ศᡤ有建物の場合はそのᑓ有㒊ศのᗋ

㠃積）は��੍௨上2��੍௨ୗで、つ、その家屋のᗋ㠃積の㸰ศの㸯௨上に相当する㒊ศࡀあなたの居住の用に供され

るものです。
ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸷

࠙ఫᏯ用のᐙᒇのࠕ取得ࠖࢆしたேのࡳ記ධし࡚ࠚࠋ࠸ࡉࡔࡃ

取得をした住宅用の家屋は、ḟのいࡎれにヱ当します。

ձ 建築ᚋ用されたことのない住宅用の家屋

ղ 建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の᪥௨๓2�年௨内（⪏ⅆ建築物の場合は25年௨内）に

建築されたもの

(注) 「⪏ⅆ建築物」とは、㕲骨造、㕲➽ࢺ࣮ࣜࢡࣥࢥ造又は㕲骨㕲➽ࢺ࣮ࣜࢡࣥࢥ造などのものをいいます。

ճ 建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋で、⪏㟈ᇶ‽に適合するものとしてࢪ࣮࣌��のࠕῧ᭩類୍ぴׇ㸫

㸯ࠖのࠕθ㸵・㸶・㸷ࠖのղの書㢮により証明されたもの

մ 建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋(上記ղ及びճのいࡎれにもヱ当しないものに㝈ります。)で、その

住宅用の家屋の取得の᪥までにྠ᪥௨ᚋその住宅用の家屋の⪏㟈ᨵಟを⾜うことにつきࢪ࣮࣌��のࠕῧ᭩類୍

ぴׇ㸫㸯ࠖのࠕθ㸵・㸶・㸷ࠖのճの⏦ㄳ書等にᇶ࡙いて㒔㐨ᗓ┴▱事などに⏦ㄳをし、௧㸲年㸱᭶1�᪥まで

にその⪏㟈ᨵಟによりその住宅用の家屋ࡀ⪏㟈ᇶ‽に適合することとなったことにつき、ࢪ࣮࣌��のࠕῧ᭩類

୍ぴׇ㸫㸯ࠖのࠕθ㸵・㸶・㸷ࠖのճの証明書等により証明ࡀされたもの

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

௧㸱ᖺ分ࠕఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ࠖのࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ 䑵䠉䠍 ᪂⠏ཪ䛿ྲྀᚓ⏝

ヱ当するᅇ⟅をۑ

でᅖんでください

　このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳは、௧㸱年୰に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」を適用することࡀできるどうについてな࢙ࢳ

ࡀには、原๎としてこの特例の適用を受けること（。㡯目は除きますࢡࢵ࢙ࢳのࠖ��ࠕ）ある場合ࡀۑ㡯目を♧したものです。ᅇ⟅欄のᕥഃのみにࢡࢵ

できます。な࠾、このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳは、ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࡣ取得ࢆしたேを対㇟としています。

また、ḟの場合には、このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳとせ௳ࡀ␗なるⅬࡀありますので、ࠕ௧㸱ᖺ分ࠗఫᏯ取得等㈨㔠の㉗⛯の≉㸦⅏ᐖ㛵ࡿࡍ⛯

ไୖのᥐ⨨㸧࠘ のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫�᪂⠏ཪࡣ取得用ࠖ㸦௨ୗࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳࠕ㸫㸯ࠖࠋࡍࡲ࠸࠸㸧をేせてࡈ用ください。な࢙ࢳࠕ、࠾

�KWWSV࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍㸫㸯ࠖはᅜ⛯ᗇࢺ࣮ࢩࢡࢵ��ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載しています。

ձ　ᖹᡂ21年ศら௧㸰年ศまでの贈与⛯の⏦告で「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けたேで、その適用を受けて᪂築ⱝしくは取得又は

ቑᨵ築等をした住宅用の家屋ࡀ⿕⅏者生ά建支ἲ➨㸰᮲➨㸰号につ定するᨻ௧で定ࡵる自↛⅏ᐖにより⁛ኻ（通常のಟ⧋によっては原≧ᅇ

ࡀᅔ㞴なᦆቯを含みます。௨ୗྠࡌです。）をした場合

ղ　௧㸱年୰に住宅取得等資金の贈与を受けたேでḟにᥖࡆる場合にヱ当する場合

った場合できなࡀを得ない事により、住宅用の家屋の᪂築又は取得ࡴ௧㸲年㸱᭶1�᪥までに⅏ᐖにᇶᅉするや　

ࣟ　௧㸲年㸱᭶1�᪥までに住宅用の家屋の᪂築又は取得をしたࡀ、その住宅用の家屋ࡀ⅏ᐖにより⁛ኻをした場合
ͤ1　上記ձにヱ当するேの「ࠗ㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額࠘に関する事㡯」は、ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫1で☜ㄆしてください。
　2　上記ղにヱ当するேは、「ࠗ 住宅用の家屋の᪂築又は取得࠘に関する事㡯」の「取得をした」を「取得をする」に、「ࠗ 㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額࠘に関する事㡯」の「ࠗ θ

12࠘にᥖࡆる書㢮により証明されたもの」を「ࠗ θ12࠘にᥖࡆる書㢮により証明されるぢ㎸みであるもの」に௦えて☜ㄆしてください。 

　あなたの௧㸱年ศのᡤ得⛯に係る合計ᡤ得金額は、2����௨ୗ（᪂築又は取得をした住宅用の家屋のⓏ記⡙
上のᗋ㠃積੍��ࡀ௨上��੍ᮍ‶の場合は、1����௨ୗ）です。

（注）1　「᪂築のᕤ事のに‽ࡎる≧ែ」とは、屋᰿（その骨⤌みを含みます。）を有し、土地に定╔した建造物としてㄆࡵられる
௨ᚋの≧ែをいいます。

 　　2　「取得」の場合には、上記㸯の≧ែにあるものࡀ含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のたࡵの金銭を建売住宅又はศ譲
の取得の対価にてている場合であっても、௧㸲年㸱᭶ࣥࣙࢩ࣐ࣥ 1� ᪥までにその引Ώしを受けていなければなりません。

 　　3　受贈者ࡀ「住宅用の家屋」をᡤ有する（ඹ有ᣢศを有する場合も含まれます。）ことにならない場合は、この特例の適用を受け
ることはできません。

㡯ࡿࡍ㛵のᒃఫࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㡯ࡿࡍ㛵㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠ࠖࠕۑ

（注）　ḟの場合にヱ当する場合には、このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳの「1R�12」の「㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額」と␗なる場合ࡀありますので、ヲしくは⛯ົ⨫に࠾ᑜࡡください。
・　ᖹᡂ 2� 年ศら௧㸰年ศまでの贈与⛯の⏦告で「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けている場合                                             
・　ྠ୍年୰に贈与により取得した住宅取得等資金について「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受ける場合に࠾いて、住宅用の家屋の᪂築ⱝしくは取得又はቑ
ᨵ築等に係るዎ⣙ࡀ㸰௨上あるとき

�0 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

贈与を受けたに、あなたは、᪥ᮏᅜ内に住ᡤを有し、つ、᪥ᮏᅜ⡠を有していました（注）。

(注) ᪥ᮏᅜ内に住ᡤを有し、つ、᪥ᮏᅜ⡠を有するேでない場合であっても、相⥆⛯ἲ➨㸯᮲の㸲➨㸯㡯➨㸯号にᥖࡆる居住
↓ไ㝈⣡⛯⩏ົ者又はྠ㡯➨㸰号にᥖࡆる㠀居住↓ไ㝈⣡⛯⩏ົ者である場合には、「はい」をۑでᅖんでください。これらのே
のᴫせについては1ࢪ࣮࣌�をࡈぴください。

��
あなたは、᪤に᪂築又は取得をした住宅用の家屋に居住しています（居住していない場合には、௧㸲年12᭶31

᪥までに㐜なくその家屋に居住するぢ㎸みです。）。
ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

��

　ྑ⾲のዎ⣙の⥾⤖᪥の༊ศにᛂࡌた㠀

ㄢ⛯㝈ᗘ額をۑでᅖんでください。

　な࠾、ዎ⣙の⥾⤖᪥ࡀ௧㸲年㸯᭶㸯᪥

௨ᚋの場合は、この特例の適用を受けるこ

とはできません。

(注�　「┬ࢿ࢚等住宅」とは、୍ 定の┬ࢿ࢚

ᛶ࣮ࣜࣇࣜࣂᛶ、⪏㟈ᛶ又は࣮ࢠࣝ

を‶たす住宅用の家屋であることに

つき、�� ῧ᭩類୍ぴ䑵㸫ࠕのࢪ࣮࣌

㸯 のࠖ1ࠕR��� にࠖᥖࡆる書㢮により証

明されたものをいいます。

住宅用の家屋の᪂築ⱝしく

は取得又はቑᨵ築等に係る

ዎ⣙の⥾⤖᪥

ᖹᡂ 2� 年 12 ᭶ 31 ᪥まで

のࣟ௨እの場合ྑ　

等住宅ࢿ࢚┬ ᕥ記௨እの住宅 等住宅ࢿ࢚┬ ᕥ記௨እの住宅

ᖹᡂ28 年 㸯᭶ 㸯᪥ら
ᖹᡂ31 年 㸱᭶ 31᪥まで

ᖹᡂ 31 年 㸲᭶ 㸯 ᪥ら
௧㸰 年 㸱᭶ 31᪥まで

௧㸰 年 㸲᭶ 㸯 ᪥ら
௧㸱 年 12᭶ 31᪥まで

ࣟ　住宅用の家屋の᪂築ⱝしくは取
得又はቑᨵ築等に係る対価等の額
に含まれるᾘ㈝⛯等の⛯⋡1ࡀ�㸣
である場合

�����

�����

�����

�����

�����
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࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲᒃఫし࡚࠸࡞࠸ேのࢡࢵ࢙ࢳࡳし࡚ࠋࠚ࠸ࡉࡔࡃ
ձ ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࡣ取得ᚋ┤ࡕᒃఫの用౪࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍཬࡧᒃఫの用౪ࡿࡍணᐃᮇࢆ記載
した᭩類

ղ ᪂⠏ཪࡣ取得ࢆしたఫᏯ用のᐙᒇࢆ㐜ࡃ࡞ᒃఫの用౪ࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

௧㸱ᖺ分 ఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ࠖのῧ᭩類୍ぴࠕ ׇ㸫㸯 ᪂⠏ཪࡣ取得用

この添付書㢮୍ぴは、௧㸱年୰に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けるたࡵの添付書㢮等
を☜ㄆする㝿に用してください（ࠕθ㸯㹼12ࠖは、53ࢪ࣮࣌のׇࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫㸯の␒号に対ᛂしています。）。

な࠾、この添付書㢮୍ぴは、ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࡣ取得ࢆしたேを対㇟としています。

㡯ࡿࡍ㛵ࠖ⪅㉗ཷࠕۑ
θ ῧ  ᭩ 類 等 㺟㺈㺍㺖ḍ

ۑ ཷ㉗⪅のᡞ⡠のㅞᮏなどで、ḟの内容を証する書㢮
ձ 受贈者のẶ名、生年᭶᪥ ղ 贈与者ࡀ受贈者の┤⣔ᑛᒓにヱ当すること

㸱
ۑ ※Ἠᚩ⚊など௧㸱年ศのᡤ得⛯に係るྜィᡤ得㔠㢠ࢆ᫂ࡿࡍࡽ᭩類㸦௧㸱ᖺ分のᡤ得⛯ཬࡧ⯆

≉ูᡤ得⛯の☜ᐃ⏦࿌᭩ࢆᥦฟしたேࡑ、ࡣのᥦฟしたᖺ᭶᪥ཬࠕࢆྡ⨬ົ⛯ࡧ⏦࿌᭩➨୍⾲のࠖ記ධࡍ
㸧ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣᚲ要ࡿࡍᥦฟࢆ᭩類ࠖࡿࡍࡽ᫂ࢆィᡤ得㔠㢠ྜࠕ㏵ู、ࡾࡼࡇࡿ

㸲
ᖹᡂ 21 ᖺ分ࡽᖹᡂ 26 ᖺ分࡛ࡲの㉗⛯の⏦࿌᭩の᥍࠼などで「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用の有↓を

☜ㄆしてください。 (注) 添付書㢮としてᥦ出するᚲせはありません。

㡯ࡿࡍ㛵取得ࠖࡣఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࠕۑ

2

㸳
・
1  

ۑ 住宅用の家屋の᪂⠏ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしや㈙ዎ⣙᭩のしなどでḟの内容を明らにする書㢮
ձ ᪂築に係るዎ⣙又は取得の相手方（᪂築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又

は供されている土地等の取得の相手方を含みます。）
ղ ᪂築又は取得に係るዎ⣙の⥾⤖をした年᭶᪥

㸵

・

㸶

・

㸷

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15᪥࡛ࡲ᪂⠏のᕤࡀཪࡣ取得し࡚ࡿ࠸ሙྜࠚ
ձ
(注)1 取得をした建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋で、Ⓩ記事㡯証明書によってᗋ㠃積及び築年ᩘࡀ明

らでないときには、それらを明らにする書㢮もᚲせです。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の᪂築又は取得のたࡵの金銭により、その᪂築又は取得をした住宅用の家屋の敷

地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取得したときには、その土地等に関するⓏ記事㡯証明

書もేせてᥦ出してください。

ղ ḟにᥖࡆるいࡎれの書㢮㸦取得したᐙᒇࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ、ࡀ䑵䠉䠍のࠕ㸷ࠖのճヱᙜ

㸧ࠋࡍࡲࡾ࡞ᚲ要ࡳሙྜのࡿࡍ

a ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂᭩

b ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯᭩のし
c ᪤ᏑఫᏯ㈙⍗⑅ᢸಖ㈐௵ಖ㝤ዎ⣙ࢆࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⤖⥾ࡀドࡿࡍ᭩類  

(注 )

ճ ḟにᥖࡆるいࡎれの⏦ㄳ書等のし（住宅用の家屋の⪏㟈ᨵಟを⾜うことにつ
き⏦ㄳをしたことを証する書㢮）及びその⏦ㄳ書等にᛂࡌた証明書等（取得したᐙᒇ

㸧ࠋࡍࡲࡾ࡞ᚲ要ࡳሙྜのࡿࡍヱᙜ㸷ࠖのմࠕ䑵䠉䠍のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ、ࡀ
等書明証等書ㄳ⏦

a ᘓ⠏≀の⪏㟈ᨵಟのィ⏬のㄆᐃ⏦ㄳ᭩ ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂᭩

b ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂⏦ㄳ᭩㸦௬⏦ㄳ᭩㸧 ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂᭩
c ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯⏦ㄳ᭩㸦௬⏦ㄳ᭩㸧 ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯᭩のし

d 
⏦㎸᭩

᪤ᏑఫᏯ㈙⍗⑅ᢸಖ㈐௵ಖ㝤ዎ⣙
᭩類ࡿࡍドࢆࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⤖⥾ࡀ

(注)1 ⏦ㄳ書等は、住宅用の家屋の取得の᪥までに⾜った⏦ㄳに係るものに㝈り、証明書等は、௧㸲年㸱
᭶15᪥までに⪏㟈ᇶ‽に適合することとなった住宅用の家屋に係るものに㝈ります。

2 「建タ住宅ᛶ⬟ホ価書のし」は、⪏㟈等⣭に係るホ価ࡀ等⣭㸯、㸰又は㸱であるものに㝈ります。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶��᪥࠾
ࡀ᪂⠏のᕤ࡚࠸
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽

㸯 ᪂⠏ಀࡿᕤのㄳ
㈇ዎ⣙᭩のしなどで

㸰 ᪂⠏ಀࡿᕤࢆㄳ
࡞⪅たᘓタᴗࡗ㈇ࡅ
のఫᏯ用のᐙᒇࡀᕤ
のࡿࡎ‽≧ែ
᭩類ࡿࡍドࢆࡇࡿ࠶
（ᕤ事のண定年᭶
の記載ࡀあるものに㝈
ります。）

㸱 ᪂⠏ࢆしたఫᏯ用の
ᐙᒇࢆᒃఫの用౪し
たࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ記
ձの᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫
㛗 ᥦฟ ࡍ ࡇࡿ ࢆ
⣙ࡿࡍ᭩類

㡯ࡿࡍ㛵のᒃఫࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

12

࠙᪂⠏ཪࡣ取得したఫᏯ用のᐙᒇࢿ࢚┬ࡀ等ఫᏯ࡛ࡿ࠶ሙྜのࢡࢵ࢙ࢳࡳし࡚ࠚࠋ࠸ࡉࡔࡃ

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15᪥࡛ࡲ᪂⠏のᕤࡀཪࡣ取得し࡚ࡿ࠸ሙྜࠚ
ۑ ḟにᥖࡆるいࡎれの書㢮

a ఫᏯᛶ⬟ド᫂᭩

b ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯᭩のし

c ձ及びղの書㢮
ձ 㛗ᮇඃⰋఫᏯᘓ⠏等ィ⏬のㄆᐃ㏻▱᭩のし
ղ ఫᏯ用ᐙᒇド᫂᭩㸦ࡑのし㸧又はㄆᐃ㛗ᮇඃⰋఫᏯᘓ⠏ド᫂᭩

d ձ及びղの書㢮
ձ పⅣ⣲ᘓ⠏≀᪂⠏等ィ⏬のㄆᐃ㏻▱᭩のし
ղ ఫᏯ用ᐙᒇド᫂᭩㸦ࡑのし㸧又はㄆᐃపⅣ⣲ఫᏯᘓ⠏ド᫂᭩

(注)1 「住宅ᛶ⬟証明書」は、建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の᪥๓

㸰年௨内又は取得の᪥௨㝆にその証明のたࡵの家屋のㄪᰝࡀ⤊したものに㝈ります。

  2

3　㹡及び㹢については、᪂築又は建築ᚋ用されたことのない住宅用の家屋の取得の場合に㝈ります。

「建タ住宅ᛶ⬟ホ価書のし」は、ḟにᥖࡆるもののいࡎれのᛶ⬟を有することࡀ証明されるものに㝈りま

す。な࠾、建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の᪥๓㸰年௨内又は取

得の᪥௨㝆にホ価されたものに㝈ります。

ձ᩿⇕等ᛶ⬟等⣭㸲 ղ୍ḟ࣮ࢠࣝࢿ࢚ᾘ㈝㔞等⣭㸲又は㸳 ճ⪏㟈等⣭㸰又は㸱 մච㟈建築物  

յ㧗齢者等配៖対⟇等⣭㸱、㸲又は㸳

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶��
᪥࡚࠸࠾᪂⠏
のᕤࡀ
࠶ែ≦ࡿࡎ‽
ࠚሙྜࡿ

ۑ ᪂⠏ࢆしたఫ
Ꮿ用のᐙᒇのᕤ
ࡀした
ᕥࡃ࡞㐜ࡣࡁ
記の᭩類ࢆᡤ㎄
⛯ົ⨫㛗ᥦฟ
ࡍ⣙ࢆࡇࡿࡍ
᭩類ࡿ

㡯ࡿࡍ㛵㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠ࠖࠕۑ

ࢼ࢞ࣜࣇ

ճ　᪂築又は取得に係る対価等の額及びこれらの額に含まれるᾘ㈝⛯額及び地方ᾘ㈝⛯額の合計額（᪂築又は取
得に係る対価等の額に含まれるᾘ㈝⛯等の⛯⋡1ࡀ�㸣である場合のみᚲせとなります。）

その家屋ࡀ住宅用の家
屋にヱ当すること及び
ᗋ㠃積を明らにする
書㢮

１
・
２

1 「⪏㟈ᇶ‽適合証明書」は、その家屋の取得の᪥๓㸰年௨内にその証明のたࡵの家屋のㄪᰝࡀ⤊し
たものに㝈ります。

2 「建タ住宅ᛶ⬟ホ価書のし」は、その家屋の取得の᪥๓㸰年௨内にホ価されたもので、⪏㟈等⣭に
係るホ価ࡀ等⣭㸯、㸰又は㸱であるものに㝈ります。

3 「᪤存住宅売㈙⍗⑅ᢸ保㈐௵保険ዎ⣙ࡀ⥾⤖されていることを証する書㢮」は、その保険ዎ⣙ࡀその
家屋の取得の᪥๓㸰年௨内に⥾⤖されたものに㝈ります。

3　⏦告書への動産␒号等の記入又はⓏ記事㡯証明書のしなどの動産␒号等の記載のある書㢮のᥦ出

をすることにより、Ⓩ記事㡯証明書の原ᮏの添付を┬␎することࡀできます。

᪤ᏑఫᏯ㈙⍗⑅ᢸಖ㈐௵ಖ㝤ዎ⣙の

ఫᏯ用のᐙᒇ㛵ࡿࡍⓏ記㡯ド᫂᭩
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௧   ᖺ   ᭶   ᪥

ཷ㉗⪅のఫᡤ㸸ཷڧڧ  ڧ       ڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧ  ڧڧڧڧڧڧڧڧڧ㉗⪅のẶྡ㸸ڧڧڧڧڧڧڧ  ڧڧڧ

11

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲᒃఫし࡚࠸࡞࠸ேのࢡࢵ࢙ࢳࡳし࡚ࠋࠚ࠸ࡉࡔࡃ
ձ ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࡣ取得ᚋ┤ࡕᒃఫの用౪࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍཬࡧᒃఫの用౪ࡿࡍணᐃᮇࢆ記載
した᭩類

ղ ᪂⠏ཪࡣ取得ࢆしたఫᏯ用のᐙᒇࢆ㐜ࡃ࡞ᒃఫの用౪ࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

௧㸱ᖺ分 ఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ࠖのῧ᭩類୍ぴࠕ ׇ㸫㸯 ᪂⠏ཪࡣ取得用

この添付書㢮୍ぴは、௧㸱年୰に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けるたࡵの添付書㢮等
を☜ㄆする㝿に用してください（ࠕθ㸯㹼12ࠖは、53ࢪ࣮࣌のׇࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫㸯の␒号に対ᛂしています。）。

な࠾、この添付書㢮୍ぴは、ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࡣ取得ࢆしたேを対㇟としています。

㡯ࡿࡍ㛵ࠖ⪅㉗ཷࠕۑ
θ ῧ  ᭩ 類 等 㺟㺈㺍㺖ḍ

ۑ ཷ㉗⪅のᡞ⡠のㅞᮏなどで、ḟの内容を証する書㢮
ձ 受贈者のẶ名、生年᭶᪥ ղ 贈与者ࡀ受贈者の┤⣔ᑛᒓにヱ当すること

㸱
ۑ ※Ἠᚩ⚊など௧㸱年ศのᡤ得⛯に係るྜィᡤ得㔠㢠ࢆ᫂ࡿࡍࡽ᭩類㸦௧㸱ᖺ分のᡤ得⛯ཬࡧ⯆

≉ูᡤ得⛯の☜ᐃ⏦࿌᭩ࢆᥦฟしたேࡑ、ࡣのᥦฟしたᖺ᭶᪥ཬࠕࢆྡ⨬ົ⛯ࡧ⏦࿌᭩➨୍⾲のࠖ記ධࡍ
㸧ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣᚲ要ࡿࡍᥦฟࢆ᭩類ࠖࡿࡍࡽ᫂ࢆィᡤ得㔠㢠ྜࠕ㏵ู、ࡾࡼࡇࡿ

㸲
ᖹᡂ 21 ᖺ分ࡽᖹᡂ 26 ᖺ分࡛ࡲの㉗⛯の⏦࿌᭩の᥍࠼などで「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用の有↓を

☜ㄆしてください。 (注) 添付書㢮としてᥦ出するᚲせはありません。

㡯ࡿࡍ㛵取得ࠖࡣఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࠕۑ

2

㸳
・
1  

ۑ 住宅用の家屋の᪂⠏ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしや㈙ዎ⣙᭩のしなどでḟの内容を明らにする書㢮
ձ ᪂築に係るዎ⣙又は取得の相手方（᪂築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又

は供されている土地等の取得の相手方を含みます。）
ղ ᪂築又は取得に係るዎ⣙の⥾⤖をした年᭶᪥

㸵

・

㸶

・

㸷

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15᪥࡛ࡲ᪂⠏のᕤࡀཪࡣ取得し࡚ࡿ࠸ሙྜࠚ
ձ
(注)1 取得をした建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋で、Ⓩ記事㡯証明書によってᗋ㠃積及び築年ᩘࡀ明

らでないときには、それらを明らにする書㢮もᚲせです。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の᪂築又は取得のたࡵの金銭により、その᪂築又は取得をした住宅用の家屋の敷

地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取得したときには、その土地等に関するⓏ記事㡯証明

書もేせてᥦ出してください。

ղ ḟにᥖࡆるいࡎれの書㢮㸦取得したᐙᒇࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ、ࡀ䑵䠉䠍のࠕ㸷ࠖのճヱᙜ

㸧ࠋࡍࡲࡾ࡞ᚲ要ࡳሙྜのࡿࡍ

a ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂᭩

b ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯᭩のし
c ᪤ᏑఫᏯ㈙⍗⑅ᢸಖ㈐௵ಖ㝤ዎ⣙ࢆࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⤖⥾ࡀドࡿࡍ᭩類  

(注 )

ճ ḟにᥖࡆるいࡎれの⏦ㄳ書等のし（住宅用の家屋の⪏㟈ᨵಟを⾜うことにつ
き⏦ㄳをしたことを証する書㢮）及びその⏦ㄳ書等にᛂࡌた証明書等（取得したᐙᒇ

㸧ࠋࡍࡲࡾ࡞ᚲ要ࡳሙྜのࡿࡍヱᙜ㸷ࠖのմࠕ䑵䠉䠍のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ、ࡀ
等書明証等書ㄳ⏦

a ᘓ⠏≀の⪏㟈ᨵಟのィ⏬のㄆᐃ⏦ㄳ᭩ ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂᭩

b ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂⏦ㄳ᭩㸦௬⏦ㄳ᭩㸧 ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂᭩
c ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯⏦ㄳ᭩㸦௬⏦ㄳ᭩㸧 ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯᭩のし

d 
⏦㎸᭩

᪤ᏑఫᏯ㈙⍗⑅ᢸಖ㈐௵ಖ㝤ዎ⣙
᭩類ࡿࡍドࢆࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⤖⥾ࡀ

(注)1 ⏦ㄳ書等は、住宅用の家屋の取得の᪥までに⾜った⏦ㄳに係るものに㝈り、証明書等は、௧㸲年㸱
᭶15᪥までに⪏㟈ᇶ‽に適合することとなった住宅用の家屋に係るものに㝈ります。

2 「建タ住宅ᛶ⬟ホ価書のし」は、⪏㟈等⣭に係るホ価ࡀ等⣭㸯、㸰又は㸱であるものに㝈ります。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶��᪥࠾
ࡀ᪂⠏のᕤ࡚࠸
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽

㸯 ᪂⠏ಀࡿᕤのㄳ
㈇ዎ⣙᭩のしなどで

㸰 ᪂⠏ಀࡿᕤࢆㄳ
࡞⪅たᘓタᴗࡗ㈇ࡅ
のఫᏯ用のᐙᒇࡀᕤ
のࡿࡎ‽≧ែ
᭩類ࡿࡍドࢆࡇࡿ࠶
（ᕤ事のண定年᭶
の記載ࡀあるものに㝈
ります。）

㸱 ᪂⠏ࢆしたఫᏯ用の
ᐙᒇࢆᒃఫの用౪し
たࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ記
ձの᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫
㛗 ᥦฟ ࡍ ࡇࡿ ࢆ
⣙ࡿࡍ᭩類

㡯ࡿࡍ㛵のᒃఫࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

12

࠙᪂⠏ཪࡣ取得したఫᏯ用のᐙᒇࢿ࢚┬ࡀ等ఫᏯ࡛ࡿ࠶ሙྜのࢡࢵ࢙ࢳࡳし࡚ࠚࠋ࠸ࡉࡔࡃ

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15᪥࡛ࡲ᪂⠏のᕤࡀཪࡣ取得し࡚ࡿ࠸ሙྜࠚ
ۑ ḟにᥖࡆるいࡎれの書㢮

a ఫᏯᛶ⬟ド᫂᭩

b ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯᭩のし

c ձ及びղの書㢮
ձ 㛗ᮇඃⰋఫᏯᘓ⠏等ィ⏬のㄆᐃ㏻▱᭩のし
ղ ఫᏯ用ᐙᒇド᫂᭩㸦ࡑのし㸧又はㄆᐃ㛗ᮇඃⰋఫᏯᘓ⠏ド᫂᭩

d ձ及びղの書㢮
ձ పⅣ⣲ᘓ⠏≀᪂⠏等ィ⏬のㄆᐃ㏻▱᭩のし
ղ ఫᏯ用ᐙᒇド᫂᭩㸦ࡑのし㸧又はㄆᐃపⅣ⣲ఫᏯᘓ⠏ド᫂᭩

(注)1 「住宅ᛶ⬟証明書」は、建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の᪥๓

㸰年௨内又は取得の᪥௨㝆にその証明のたࡵの家屋のㄪᰝࡀ⤊したものに㝈ります。

  2

3　㹡及び㹢については、᪂築又は建築ᚋ用されたことのない住宅用の家屋の取得の場合に㝈ります。

「建タ住宅ᛶ⬟ホ価書のし」は、ḟにᥖࡆるもののいࡎれのᛶ⬟を有することࡀ証明されるものに㝈りま

す。な࠾、建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋の取得の場合には、その家屋の取得の᪥๓㸰年௨内又は取

得の᪥௨㝆にホ価されたものに㝈ります。

ձ᩿⇕等ᛶ⬟等⣭㸲 ղ୍ḟ࣮ࢠࣝࢿ࢚ᾘ㈝㔞等⣭㸲又は㸳 ճ⪏㟈等⣭㸰又は㸱 մච㟈建築物  

յ㧗齢者等配៖対⟇等⣭㸱、㸲又は㸳

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶��
᪥࡚࠸࠾᪂⠏
のᕤࡀ
࠶ែ≦ࡿࡎ‽
ࠚሙྜࡿ

ۑ ᪂⠏ࢆしたఫ
Ꮿ用のᐙᒇのᕤ
ࡀした
ᕥࡃ࡞㐜ࡣࡁ
記の᭩類ࢆᡤ㎄
⛯ົ⨫㛗ᥦฟ
ࡍ⣙ࢆࡇࡿࡍ
᭩類ࡿ

㡯ࡿࡍ㛵㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠ࠖࠕۑ

ࢼ࢞ࣜࣇ

ճ　᪂築又は取得に係る対価等の額及びこれらの額に含まれるᾘ㈝⛯額及び地方ᾘ㈝⛯額の合計額（᪂築又は取
得に係る対価等の額に含まれるᾘ㈝⛯等の⛯⋡1ࡀ�㸣である場合のみᚲせとなります。）

その家屋ࡀ住宅用の家
屋にヱ当すること及び
ᗋ㠃積を明らにする
書㢮

１
・
２

1 「⪏㟈ᇶ‽適合証明書」は、その家屋の取得の᪥๓㸰年௨内にその証明のたࡵの家屋のㄪᰝࡀ⤊し
たものに㝈ります。

2 「建タ住宅ᛶ⬟ホ価書のし」は、その家屋の取得の᪥๓㸰年௨内にホ価されたもので、⪏㟈等⣭に
係るホ価ࡀ等⣭㸯、㸰又は㸱であるものに㝈ります。

3 「᪤存住宅売㈙⍗⑅ᢸ保㈐௵保険ዎ⣙ࡀ⥾⤖されていることを証する書㢮」は、その保険ዎ⣙ࡀその
家屋の取得の᪥๓㸰年௨内に⥾⤖されたものに㝈ります。

3　⏦告書への動産␒号等の記入又はⓏ記事㡯証明書のしなどの動産␒号等の記載のある書㢮のᥦ出

をすることにより、Ⓩ記事㡯証明書の原ᮏの添付を┬␎することࡀできます。

᪤ᏑఫᏯ㈙⍗⑅ᢸಖ㈐௵ಖ㝤ዎ⣙の

ఫᏯ用のᐙᒇ㛵ࡿࡍⓏ記㡯ド᫂᭩

11 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

贈与を受けたに、あなたは、᪥ᮏᅜ内に住ᡤを有し、つ、᪥ᮏᅜ⡠を有していました（注）。
(注) ᪥ᮏᅜ内に住ᡤを有し、つ、᪥ᮏᅜ⡠を有するேでない場合であっても、相⥆⛯ἲ➨㸯᮲の㸲➨㸯㡯➨㸯号にᥖࡆる居住

↓ไ㝈⣡⛯⩏ົ者又はྠ㡯➨㸰号にᥖࡆる㠀居住↓ไ㝈⣡⛯⩏ົ者である場合には、「はい」をۑでᅖんでください。これらのே
のᴫせについては10ࢪ࣮࣌をࡈぴください。

12
あなたは、᪤にቑᨵ築等をした住宅用の家屋に居住しています（居住していない場合には、௧㸲

年12᭶31᪥までに㐜なくその家屋に居住するぢ㎸みです。）。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳは、௧㸱年୰に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」を適用することࡀできるどうについてな

には、原๎としてこの特例の適用を受け（。㡯目は除きますࢡࢵ࢙ࢳ13ࠖのࠕ）ある場合ࡀۑ㡯目を♧したものです。ᅇ⟅欄のᕥഃのみにࢡࢵ࢙ࢳ

ることࡀできます。な࠾、このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳは、ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ࢆしたேを対㇟としています。

また、ḟの場合には、このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳとせ௳ࡀ␗なるⅬࡀありますので、ࠕ௧㸱ᖺ分ࠗఫᏯ取得等㈨㔠の㉗⛯の≉㸦⅏ᐖ㛵ࡿࡍ⛯

ձ ᖹᡂ21年ศら௧㸰年ศまでの贈与⛯の⏦告で「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けたேで、その適用を受けて᪂築ⱝしくは取得又は

ቑᨵ築等をした住宅用の家屋ࡀ⿕⅏者生ά建支ἲ➨㸰᮲➨㸰号につ定するᨻ௧で定ࡵる自↛⅏ᐖにより⁛ኻ（通常のಟ⧋によっては原≧ᅇ

ࡀᅔ㞴なᦆቯを含みます。௨ୗྠࡌです。）をした場合

ղ ௧㸱年୰に住宅取得等資金の贈与を受けたேでḟにᥖࡆる場合にヱ当する場合

 ௧㸲年㸱᭶15᪥までに⅏ᐖにᇶᅉするやࡴを得ない事により、住宅用の家屋のቑᨵ築等ࡀできなった場合

ࣟ ௧㸲年㸱᭶15᪥までに住宅用の家屋のቑᨵ築等をしたࡀ、その住宅用の家屋ࡀ⅏ᐖにより⁛ኻをした場合
ͤ1 上記ձにヱ当するேの「ࠗ 㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額࠘に関する事㡯」は、ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫㸰で☜ㄆしてください。

2

㡯ࡿࡍ㛵ࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

௧㸱ᖺ分 ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ࠖのࠕ 䑵䠉䠎 ቑᨵ⠏➼⏝

㸯 あなたは、贈与を受けたに࠾いて贈与者の┤⣔༝ᒓ（ᏊやᏞなど）です。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸰 あなたは、ᖹᡂ13年㸯᭶㸰᪥௨๓に生まれたேです。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸱 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸲
あなたは、ᖹᡂ21年ศらᖹᡂ26年ศまでの贈与⛯の⏦告で「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を

受けたことࡀあります。 ࠼࠸࠸ ࡣ ࠸

㡯ࡿࡍ㛵ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ࠖࠕۑ

㸳
あなたの配偶者、ぶ᪘など特別の関係ࡀあるேとのዎ⣙にᇶ࡙き住宅用の家屋のቑᨵ築等（これらのே

らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をしたものです。
࠼࠸࠸ ࡣ ࠸

㸴
௧㸲年㸱᭶15᪥までに住宅用の家屋のቑᨵ築等（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含

みます。）をし、贈与を受けた金銭の額をその対価にてました。
ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸵

௧㸲年㸱᭶15᪥までに住宅用の家屋のቑᨵ築等のᕤ事ࡀ（ቑᨵ築等のᕤ事のに‽ࡎる≧
ែを含みます。）しています。
(注) 「ቑᨵ築等のᕤ事のに‽ࡎる≧ែ」とは、ቑ築又はᨵ築㒊ศの屋᰿（その骨⤌みを含みます。）を有し、

᪤存の家屋と୍యとなって土地に定╔した建造物としてㄆࡵられる௨ᚋの≧ែをいいます。

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸶

ቑᨵ築等をした住宅用の家屋は᪥ᮏᅜ内にあり、ቑᨵ築等ᚋの住宅用の家屋のⓏ記⡙上のᗋ㠃積
（༊ศᡤ有建物の場合はそのᑓ有㒊ศのᗋ㠃積）は40੍௨上240੍௨ୗで、つ、その家屋のᗋ㠃積の㸰
ศの㸯௨上に相当する㒊ศࡀあなたの居住の用に供されるものです。

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸷

ቑᨵ築等に係るᕤ事は、あなたࡀᡤ有し、つ、居住している家屋に対して⾜ったもので、୍定の
ᕤ事にヱ当することにつき、56ࢪ࣮࣌のࠕῧ᭩類୍ぴׇ㸫㸰ࠖのࠕθ㸷ࠖにᥖࡆる書㢮により証明
されたものです。

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

10

ቑᨵ築等に係るᕤ事にせした㈝用の額は100௨上です。
また、ቑᨵ築等のᕤ事にせした㈝用の額の㸰ศの㸯௨上ࡀ、あなたの居住の用に供する㒊ศのᕤ事

にせしたものです。
ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㡯ࡿࡍ㛵のᒃఫࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㡯ࡿࡍ㛵㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠ࠖࠕۑ

ヱ当するᅇ⟅をۑ

でᅖんでください

（注）　ḟの場合にヱ当する場合には、このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳの「1R�13」の「㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額」と␗なる場合ࡀありますので、ヲしくは⛯ົ⨫に࠾ᑜࡡください。
・　ᖹᡂ 2� 年ศら௧㸰年ศまでの贈与⛯の⏦告で「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けている場合                                             
・　ྠ୍年୰に贈与により取得した住宅取得等資金について「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受ける場合に࠾いて、住宅用の家屋の᪂築ⱝしくは取得又はቑ
ᨵ築等に係るዎ⣙ࡀ㸰௨上あるとき

13

　ྑ⾲のዎ⣙の⥾⤖᪥の༊ศにᛂࡌた㠀

ㄢ⛯㝈ᗘ額をۑでᅖんでください。

　な࠾、ዎ⣙の⥾⤖᪥ࡀ௧㸲年㸯᭶㸯᪥

௨ᚋの場合は、この特例の適用を受けるこ

とはできません。

(注�　「┬ࢿ࢚等住宅」とは、୍ 定の┬ࢿ࢚

ᛶ࣮ࣜࣇࣜࣂᛶ、⪏㟈ᛶ又は࣮ࢠࣝ

を‶たす住宅用の家屋であることに

つき、�� ῧ᭩類୍ぴ䑵㸫ࠕのࢪ࣮࣌

㸰 のࠖ1ࠕR��� にࠖᥖࡆる書㢮により証

明されたものをいいます。

住宅用の家屋の᪂築ⱝしく

は取得又はቑᨵ築等に係る

ዎ⣙の⥾⤖᪥

のࣟ௨እの場合ྑ　

等住宅ࢿ࢚┬ ᕥ記௨እの住宅 等住宅ࢿ࢚┬ ᕥ記௨እの住宅

ࣟ　住宅用の家屋の᪂築ⱝしくは取
得又はቑᨵ築等に係る対価等の額
に含まれるᾘ㈝⛯等の⛯⋡1ࡀ�㸣
である場合

�����

�����

�����

�����

�����

���

���

���

�����

�����

�����

�����

ไୖのᥐ⨨㸧࠘ のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫㸰ቑᨵ⠏等用 㸦ࠖ௨ୗࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳࠕ㸫㸰ࠖࠋࡍࡲ࠸࠸㸧をే

�KWWSV࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍㸫㸰ࠖはᅜ⛯ᗇࢺ࣮ࢩ��ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載しています。

せてࡈ用ください。なࢡࢵ࢙ࢳࠕ、࠾

　あなたの௧㸱年ศのᡤ得⛯に係る合計ᡤ得金額は、2����௨ୗ（ቑᨵ築等をしたᚋの住宅用の家
屋のⓏ記⡙上のᗋ㠃積੍��ࡀ௨上��੍ᮍ‶の場合は、1����௨ୗ）です。

　上記ղにヱ当するேは、「ࠗ 住宅用の家屋のቑᨵ築等࠘に関する事㡯」の「ቑᨵ築等をした」を「ቑᨵ築等をする」に、「ᕤ事にせした」を「ᕤ事にせす
る」に、「ࠗ 㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額࠘に関する事㡯」の「ࠗ θ13࠘にᥖࡆる書㢮により証明されたもの」を「ࠗ θ13࠘にᥖࡆる書㢮により証明されるぢ㎸みであるもの」
に௦えて☜ㄆしてください。

ᖹᡂ 2� 年 12 ᭶ 31 ᪥まで

ᖹᡂ28 年 㸯᭶ 㸯᪥ら
ᖹᡂ31 年 㸱᭶ 31᪥まで

ᖹᡂ 31 年 㸲᭶ 㸯 ᪥ら
௧㸰 年 㸱᭶ 31᪥まで

௧㸰 年 㸲᭶ 㸯 ᪥ら
௧㸱 年12 ᭶ 31᪥まで
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௧   ᖺ  ᭶   ᪥

ཷ㉗⪅のఫᡤ㸸ཷڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧ  ڧڧڧڧڧڧڧ㉗⪅のẶ ྡ
ࢼ࢞ࣜࣇ

㸸ڧڧڧڧڧڧ  ڧڧڧڧ

௧㸱ᖺ分 ఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ࠖのῧ᭩類୍ぴࠕ ׇ㸫㸰 ቑᨵ⠏等用

この添付書㢮୍ぴは、௧㸱年୰に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けるたࡵの添付書㢮等
を☜ㄆする㝿に用してください（ࠕθ㸯㹼13ࠖは、55 。（。㸫㸰の␒号に対ᛂしていますׇࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳのࢪ࣮࣌

な࠾、この添付書㢮୍ぴは、ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ࢆしたேを対㇟としています。

㡯ࡿࡍ㛵ࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

θ ῧ  ᭩ 類 等 㺟㺈㺍㺖ḍ

ۑ ཷ㉗⪅のᡞ⡠のㅞᮏなどで、ḟの内容を証する書㢮
ձ 受贈者のẶ名、生年᭶᪥ ղ 贈与者ࡀ受贈者の┤⣔ᑛᒓにヱ当すること

㸱

ۑ ※Ἠᚩ⚊など௧㸱年ศのᡤ得⛯に係るྜィᡤ得㔠㢠ࢆ᫂ࡿࡍࡽ᭩類㸦௧㸱ᖺ分のᡤ得⛯ཬࡧ
⯆≉ูᡤ得⛯の☜ᐃ⏦࿌᭩ࢆᥦฟしたேࡑ、ࡣのᥦฟしたᖺ᭶᪥ཬࠕࢆྡ⨬ົ⛯ࡧ⏦࿌᭩➨୍⾲のࠖ記
ධࡾࡼࡇࡿࡍ、ู㏵ྜࠕィᡤ得㔠㢠ࢆ᫂ࡿࡍࡽ᭩類ࠖࢆᥦฟࡿࡍᚲ要ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ㸧

㸲
ᖹᡂ21ᖺ分ࡽᖹᡂ26ᖺ分࡛ࡲの㉗⛯の⏦࿌᭩の᥍࠼などで「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用の有↓を

☜ㄆしてください。(注) 添付書㢮としてᥦ出するᚲせはありません。

㡯ࡿࡍ㛵ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ࠖࠕۑ

㸳
・
13

ۑ 住宅用の家屋のቑᨵ⠏等ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしなどでḟの内容を明らにする書㢮

㸵

・

㸶

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀし
ࠚሙྜࡿ࠸࡚

ۑ
(注)1 ቑᨵ築等をした住宅用の家屋で、Ⓩ記事㡯証明書に

よってᗋ㠃積ࡀ明らでないときには、それを明ら

にする書㢮もᚲせです。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋のቑᨵ築等のたࡵの金銭

により、そのቑᨵ築等をした住宅用の家屋の敷地の用

に供されることとなる土地等を取得したときには、そ

の土地等に関するⓏ記事㡯証明書もేせてᥦ出してく

ださい。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽

ձ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしなどでそ
の家屋ࡀ住宅用の家屋にヱ当すること及びᗋ㠃積を
明らにする書㢮

ղ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࢆㄳࡅ㈇ࡗたᘓタᴗ⪅࡞の
ఫᏯ用のᐙᒇࡀᕤのࡿࡎ‽≧ែࢆࡇࡿ࠶
ドࡿࡍ᭩類（ᕤ事のண定᪥の記載ࡀあるものに㝈
ります。）

ճ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ
記の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

㸷

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀし
ࠚሙྜࡿ࠸࡚

ۑ ḟにᥖࡆるいࡎれの書㢮
a ☜ㄆ῭ドのし
b ᳨ᰝ῭ドのし
c ቑᨵ⠏等ᕤド᫂᭩㸦ὀ㸧

(注) ቑᨵ築等に係るᕤ事ࡀ、住宅用の家屋について⾜う⤥

Ỉ⟶、Ỉ⟶又は㞵Ỉの入を㜵Ṇする㒊ศに係るಟ⧋

又はᶍᵝ᭰である場合には、住宅⍗⑅ᢸ保㈐௵保険ἲே

ᕤ事⍗⑅ᢸ保㈐௵保険ዎ࣒࣮࢛ࣇ引受けを⾜ったࣜࡀ

⣙ࡀ⥾⤖されていることを証する書㢮もేせてᥦ出し

てください。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ
記の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

10 

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀし
ࠚሙྜࡿ࠸࡚

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしなどでそ

のቑᨵ築等に係るᕤ事ࡀした年᭶᪥୪びにその
ቑᨵ築等に係るᕤ事にせした㈝用の額及びその明細
を明らにするもの

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ
記の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

12

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲᒃఫし࡚࠸࡞࠸ேのࢡࢵ࢙ࢳࡳし࡚ࠋࠚ࠸ࡉࡔࡃ
ձ ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ᚋ┤ࡕᒃఫの用౪࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍཬࡧᒃఫの用౪ࡿࡍணᐃᮇࢆ記載し
た᭩類

ղ ቑᨵ⠏等ࢆしたఫᏯ用のᐙᒇࢆ㐜ࡃ࡞ᒃఫの用౪ࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

㡯ࡿࡍ㛵のᒃఫࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㡯ࡿࡍ㛵㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠ࠖࠕۑ

13

࠙ቑᨵ⠏等ࢆしたఫᏯ用のᐙᒇࢿ࢚┬ࡀ等ఫᏯ࡛ࡿ࠶ሙྜのࢡࢵ࢙ࢳࡳし࡚ࠚࠋ࠸ࡉࡔࡃ

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀし
ࠚሙྜࡿ࠸࡚

ۑ ḟにᥖࡆるいࡎれの書㢮
a ఫᏯᛶ⬟ド᫂᭩
b ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯᭩のし
c ቑᨵ⠏等ᕤド᫂᭩

(注) 「ቑᨵ築等ᕤ事証明書」は、ቑᨵ築等に係るᕤ事ࡀ住

宅用の家屋を┬ࢿ࢚等住宅のᇶ‽に適合させるたࡵのも

のであることについて証明されたものに㝈ります。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ記
の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

ձ　ቑᨵ築等に係るᕤ事のዎ⣙の相手方（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。）

ղ　ቑᨵ築等に係るᕤ事のዎ⣙の⥾⤖をした年᭶᪥　
ճ　ቑᨵ築等に係る対価等の額及びこれらの額に含まれるᾘ㈝⛯額及び地方ᾘ㈝⛯額の合計額（ቑᨵ築等に係
る対価等の額に含まれるᾘ㈝⛯等の⛯⋡1ࡀ�㸣である場合のみᚲせとなります。）

１
・
２

ఫᏯ用のᐙᒇ㛵ࡿࡍⓏ記㡯ド᫂᭩

3　⏦告書への動産␒号等の記入又はⓏ記事㡯証明書の

しなどの動産␒号等の記載のある書㢮のᥦ出をする

ことにより、Ⓩ記事㡯証明書の原ᮏの添付を┬␎するこ

とࡀできます。
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௧   ᖺ  ᭶   ᪥

ཷ㉗⪅のఫᡤ㸸ཷڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧ  ڧڧڧڧڧڧڧ㉗⪅のẶ ྡ
ࢼ࢞ࣜࣇ

㸸ڧڧڧڧڧڧ  ڧڧڧڧ

௧㸱ᖺ分 ఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯ࠖのῧ᭩類୍ぴࠕ ׇ㸫㸰 ቑᨵ⠏等用

この添付書㢮୍ぴは、௧㸱年୰に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けるたࡵの添付書㢮等
を☜ㄆする㝿に用してください（ࠕθ㸯㹼13ࠖは、55 。（。㸫㸰の␒号に対ᛂしていますׇࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳのࢪ࣮࣌

な࠾、この添付書㢮୍ぴは、ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ࢆしたேを対㇟としています。

㡯ࡿࡍ㛵ࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

θ ῧ  ᭩ 類 等 㺟㺈㺍㺖ḍ

ۑ ཷ㉗⪅のᡞ⡠のㅞᮏなどで、ḟの内容を証する書㢮
ձ 受贈者のẶ名、生年᭶᪥ ղ 贈与者ࡀ受贈者の┤⣔ᑛᒓにヱ当すること

㸱

ۑ ※Ἠᚩ⚊など௧㸱年ศのᡤ得⛯に係るྜィᡤ得㔠㢠ࢆ᫂ࡿࡍࡽ᭩類㸦௧㸱ᖺ分のᡤ得⛯ཬࡧ
⯆≉ูᡤ得⛯の☜ᐃ⏦࿌᭩ࢆᥦฟしたேࡑ、ࡣのᥦฟしたᖺ᭶᪥ཬࠕࢆྡ⨬ົ⛯ࡧ⏦࿌᭩➨୍⾲のࠖ記
ධࡾࡼࡇࡿࡍ、ู㏵ྜࠕィᡤ得㔠㢠ࢆ᫂ࡿࡍࡽ᭩類ࠖࢆᥦฟࡿࡍᚲ要ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ㸧

㸲
ᖹᡂ21ᖺ分ࡽᖹᡂ26ᖺ分࡛ࡲの㉗⛯の⏦࿌᭩の᥍࠼などで「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用の有↓を

☜ㄆしてください。(注) 添付書㢮としてᥦ出するᚲせはありません。

㡯ࡿࡍ㛵ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ࠖࠕۑ

㸳
・
13

ۑ 住宅用の家屋のቑᨵ⠏等ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしなどでḟの内容を明らにする書㢮

㸵

・

㸶

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀし
ࠚሙྜࡿ࠸࡚

ۑ
(注)1 ቑᨵ築等をした住宅用の家屋で、Ⓩ記事㡯証明書に

よってᗋ㠃積ࡀ明らでないときには、それを明ら

にする書㢮もᚲせです。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋のቑᨵ築等のたࡵの金銭

により、そのቑᨵ築等をした住宅用の家屋の敷地の用

に供されることとなる土地等を取得したときには、そ

の土地等に関するⓏ記事㡯証明書もేせてᥦ出してく

ださい。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽

ձ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしなどでそ
の家屋ࡀ住宅用の家屋にヱ当すること及びᗋ㠃積を
明らにする書㢮

ղ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࢆㄳࡅ㈇ࡗたᘓタᴗ⪅࡞の
ఫᏯ用のᐙᒇࡀᕤのࡿࡎ‽≧ែࢆࡇࡿ࠶
ドࡿࡍ᭩類（ᕤ事のண定᪥の記載ࡀあるものに㝈
ります。）

ճ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ
記の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

㸷

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀし
ࠚሙྜࡿ࠸࡚

ۑ ḟにᥖࡆるいࡎれの書㢮
a ☜ㄆ῭ドのし
b ᳨ᰝ῭ドのし
c ቑᨵ⠏等ᕤド᫂᭩㸦ὀ㸧

(注) ቑᨵ築等に係るᕤ事ࡀ、住宅用の家屋について⾜う⤥

Ỉ⟶、Ỉ⟶又は㞵Ỉの入を㜵Ṇする㒊ศに係るಟ⧋

又はᶍᵝ᭰である場合には、住宅⍗⑅ᢸ保㈐௵保険ἲே

ᕤ事⍗⑅ᢸ保㈐௵保険ዎ࣒࣮࢛ࣇ引受けを⾜ったࣜࡀ

⣙ࡀ⥾⤖されていることを証する書㢮もేせてᥦ出し

てください。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ
記の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

10 

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀし
ࠚሙྜࡿ࠸࡚

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしなどでそ

のቑᨵ築等に係るᕤ事ࡀした年᭶᪥୪びにその
ቑᨵ築等に係るᕤ事にせした㈝用の額及びその明細
を明らにするもの

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ
記の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

12

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲᒃఫし࡚࠸࡞࠸ேのࢡࢵ࢙ࢳࡳし࡚ࠋࠚ࠸ࡉࡔࡃ
ձ ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ᚋ┤ࡕᒃఫの用౪࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍཬࡧᒃఫの用౪ࡿࡍணᐃᮇࢆ記載し
た᭩類

ղ ቑᨵ⠏等ࢆしたఫᏯ用のᐙᒇࢆ㐜ࡃ࡞ᒃఫの用౪ࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

㡯ࡿࡍ㛵のᒃఫࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㡯ࡿࡍ㛵㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠ࠖࠕۑ

13

࠙ቑᨵ⠏等ࢆしたఫᏯ用のᐙᒇࢿ࢚┬ࡀ等ఫᏯ࡛ࡿ࠶ሙྜのࢡࢵ࢙ࢳࡳし࡚ࠚࠋ࠸ࡉࡔࡃ

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀし
ࠚሙྜࡿ࠸࡚

ۑ ḟにᥖࡆるいࡎれの書㢮
a ఫᏯᛶ⬟ド᫂᭩
b ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯᭩のし
c ቑᨵ⠏等ᕤド᫂᭩

(注) 「ቑᨵ築等ᕤ事証明書」は、ቑᨵ築等に係るᕤ事ࡀ住

宅用の家屋を┬ࢿ࢚等住宅のᇶ‽に適合させるたࡵのも

のであることについて証明されたものに㝈ります。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ記
の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

ձ　ቑᨵ築等に係るᕤ事のዎ⣙の相手方（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。）

ղ　ቑᨵ築等に係るᕤ事のዎ⣙の⥾⤖をした年᭶᪥　
ճ　ቑᨵ築等に係る対価等の額及びこれらの額に含まれるᾘ㈝⛯額及び地方ᾘ㈝⛯額の合計額（ቑᨵ築等に係
る対価等の額に含まれるᾘ㈝⛯等の⛯⋡1ࡀ�㸣である場合のみᚲせとなります。）

１
・
２

ఫᏯ用のᐙᒇ㛵ࡿࡍⓏ記㡯ド᫂᭩

3　⏦告書への動産␒号等の記入又はⓏ記事㡯証明書の

しなどの動産␒号等の記載のある書㢮のᥦ出をする

ことにより、Ⓩ記事㡯証明書の原ᮏの添付を┬␎するこ

とࡀできます。
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௧㸱ᖺ分 ⏝䑶䠉䠍᪂⠏ཪ䛿ྲྀᚓࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳたሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの≉ࠖのࡅཷࢆఫᏯ取得等㈨㔠の㉗ࠕ

このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳは、௧㸱年୰に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの
特例」を適用することࡀできるどうについてなࢡࢵ࢙ࢳ㡯目を♧したものです。ᅇ⟅欄のᕥഃのみにࡀۑある場合には、原

てこの特例の適用を受けることࡀできます。
な࠾、このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳは、ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࡣ取得ࢆしたேを対㇟としています。

 また、ḟの場合には、このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳとせ௳ࡀ␗なるⅬࡀありますので、ࠕ௧㸱ᖺ分ࠗఫᏯ取得等㈨㔠の㉗⛯の≉

ձ ௧㸲年㸱᭶ 15 ᪥までに⅏ᐖにᇶᅉするやࡴを得ない事により、住宅用の家屋の᪂築又は取得ࡀできなった場合
ղ ௧㸲　年㸱᭶ 15 ᪥までに住宅用の家屋の᪂築又は取得をしたࡀ、その住宅用の家屋ࡀ⅏ᐖにより⁛ኻ（通常のಟ⧋によって

は原≧ᅇࡀᅔ㞴なᦆቯを含みます。）をした場合
ͤ 上記ձにヱ当するேは、「ࠗ 住宅用の家屋の᪂築又は取得࠘に関する事㡯」の「取得をした」を「取得をする」に௦えて☜ㄆしてください。

㡯ࡿࡍ㛵ࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㸯 あなたは、贈与を受けたに࠾いて贈与者の┤⣔༝ᒓ（ᏊやᏞなど）である᥎定相⥆ே又はᏞです。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸰 あなたは、ᖹᡂ13年㸯᭶㸰᪥௨๓に生まれたேです。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㡯ࡿࡍ㛵取得ࠖࡣఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࠕۑ

㸱

᪂築又は取得をした住宅用の家屋は、あなたの配偶者、ぶ᪘など特別の関係ࡀあるேとのዎ⣙にᇶ࡙き

᪂築（これらのேらのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をし、又はこれ

らのேら取得（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をしたものです。

࠼࠸࠸ ࡣ ࠸

㸲

௧㸲年㸱᭶15᪥までに住宅用の家屋の᪂築（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み

ます。）又は取得（その敷地の用に供されている土地等の取得を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の

額をその対価にてました。

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸳

௧㸲年㸱᭶15᪥までに住宅用の家屋の᪂築のᕤ事ࡀ（᪂築のᕤ事のに‽ࡎる≧ែを含み

ます。）又は住宅用の家屋の取得をしています。

（注）1　「᪂築のᕤ事のに‽ࡎる≧ែ」とは、屋᰿（その骨⤌みを含みます。）を有し、土地に定╔した建造物
としてㄆࡵられる௨ᚋの≧ែをいいます。

　2　「取得」の場合には、上記㸯の≧ែにあるものࡀ含まれませんので、贈与を受けた住宅取得等のたࡵの金銭
を建売住宅又はศ譲ࣥࣙࢩ࣐ࣥの取得の対価にてている場合であっても、௧㸲年㸱᭶ 1� ᪥までにその引
Ώしを受けていなければなりません。

　3　受贈者ࡀ「住宅用の家屋」をᡤ有する（ඹ有ᣢศを有する場合も含まれます。）ことにならない場合は、こ
の特例の適用を受けることはできません。

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸴

᪂築又は取得をした住宅用の家屋は᪥ᮏᅜ内にあり、Ⓩ記⡙上のᗋ㠃積（༊ศᡤ有建物の場合はそ

のᑓ有㒊ศのᗋ㠃積）は�0੍௨上で、つ、その家屋のᗋ㠃積の㸰ศの㸯௨上に相当する㒊ศࡀあなた

の居住の用に供されるものです。

(参考) 「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受ける場合には、適用対㇟となる家屋のᗋ㠃積に上㝈（2�0੍௨ୗ）

。注ពくださいࡈありますのでࡀ

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸵

࠙ఫᏯ用のᐙᒇのࠕ取得ࠖࢆしたேのࡳ記ධし࡚ࠚࠋ࠸ࡉࡔࡃ

取得をした住宅用の家屋は、ḟのいࡎれにヱ当します。

ձ 建築ᚋ用されたことのない住宅用の家屋

ղ 建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の᪥௨๓20年௨内（⪏ⅆ建築物の場合

は25年௨内）に建築されたもの

(注) 「⪏ⅆ建築物」とは、㕲骨造、㕲➽ࢺ࣮ࣜࢡࣥࢥ造又は㕲骨㕲➽ࢺ࣮ࣜࢡࣥࢥ造などのものをいいます。

ճ 建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋で、⪏㟈ᇶ‽に適合するものとして58ࢪ࣮࣌のࠕῧ

᭩類୍ぴ㸫㸯ࠖのࠕθ㸳・㸴・㸵ࠖのղの書㢮により証明されたもの

մ 建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋（上記ղ及びճのいࡎれにもヱ当しないものに㝈り

ます。）で、その住宅用の家屋の取得の᪥までにྠ᪥௨ᚋその住宅用の家屋の⪏㟈ᨵಟを⾜うこと

につき58ࢪ࣮࣌のࠕῧ᭩類୍ぴ㸫㸯ࠖのࠕθ㸳・㸴・㸵ࠖのճの⏦ㄳ書等にᇶ࡙いて㒔㐨ᗓ┴

▱事などに⏦ㄳをし、௧㸲年㸱᭶15᪥までにその⪏㟈ᨵಟによりその住宅用の家屋ࡀ⪏㟈ᇶ‽に

適合することとなったことにつき、58ࢪ࣮࣌のࠕῧ᭩類୍ぴ㸫㸯ࠖのࠕθ㸳・㸴・㸵ࠖのճの

証明書等により証明ࡀされたもの

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㡯ࡿࡍ㛵のᒃఫࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㸶 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

贈与を受けたに、あなたは、᪥ᮏᅜ内に住ᡤを有し、つ、᪥ᮏᅜ⡠を有していました（注）。
(注) ᪥ᮏᅜ内に住ᡤを有し、つ、᪥ᮏᅜ⡠を有するேでない場合であっても、相⥆⛯ἲ➨㸯᮲の㸲➨㸯㡯➨㸯号にᥖࡆる

居住↓ไ㝈⣡⛯⩏ົ者又はྠ㡯➨㸰号にᥖࡆる㠀居住↓ไ㝈⣡⛯⩏ົ者である場合には、「はい」をۑでᅖんでください。こ
れらのேのᴫせについては10ࢪ࣮࣌をࡈぴください。

㸷
あなたは、᪤に᪂築又は取得をした住宅用の家屋に居住しています（居住していない場合には、

௧㸲年12᭶31᪥までに㐜なくその家屋に居住するぢ㎸みです。）。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

ヱ当するᅇ⟅をۑ

でᅖんでください

๎とし

㸦⅏ᐖ㛵
㸯ࠖはᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載しています。

ไୖのᥐ⨨㸧࠘⛯ࡿࡍ のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫㸯᪂⠏ཪࡣ取得用ࠖをేせてࡈ用ください。なࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳࠕ、࠾㸫
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㸱

ۑ 住宅用の家屋の᪂⠏ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしや㈙ዎ⣙᭩のしなど、᪂⠏ಀࡿዎ⣙ཪࡣ取得の
┦ᡭ᪉（᪂築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等の取得
の相手方を含みます。）ࢆ᫂ࡿࡍࡽ᭩類

(注) 上記の内容ࡀⓏ記事㡯証明書で明らになる場合は、Ⓩ記事㡯証明書で差し支えありません。

㸳

・

㸴

・

㸵

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲ᪂⠏のᕤࡀཪࡣ取得し࡚ࡿ࠸ሙྜࠚ
ձ
(注)1 取得をした建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋で、Ⓩ記事㡯証明書によって

ᗋ㠃積及び築年ᩘࡀ明らでないときには、それらを明らにする書㢮もᚲせです。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の᪂築又は取得のたࡵの金銭により、その᪂築又は取得

をした住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取

得したときには、その土地等に関するⓏ記事㡯証明書もేせてᥦ出してください。

ղ ḟにᥖࡆるいࡎれの書㢮㸦取得したᐙᒇࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ、ࡀ䑶䠉䠍のࠕ㸵ࠖのճ

ヱᙜࡿࡍሙྜのࡳᚲ要ࠋࡍࡲࡾ࡞㸧

a ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂᭩

b ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯᭩のし
c ᪤ᏑఫᏯ㈙⍗⑅ᢸಖ㈐௵ಖ㝤ዎ⣙ࢆࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⤖⥾ࡀドࡿࡍ᭩類

(注)1 「⪏㟈ᇶ‽適合証明書」は、その家屋の取得の᪥๓㸰年௨内にその証明のたࡵの家屋の

ㄪᰝࡀ⤊したものに㝈ります。

2 「建タ住宅ᛶ⬟ホ価書のし」は、その家屋の取得の᪥๓㸰年௨内にホ価されたもので、

⪏㟈等⣭に係るホ価ࡀ等⣭㸯、㸰又は㸱であるものに㝈ります。

3 「᪤存住宅売㈙⍗⑅ᢸ保㈐௵保険ዎ⣙ࡀ⥾⤖されていることを証する書㢮」は、その保

険ዎ⣙ࡀその家屋の取得の᪥๓㸰年௨内に⥾⤖されたものに㝈ります。

ճ ḟにᥖࡆるいࡎれの⏦ㄳ書等のし（住宅用の家屋の⪏㟈ᨵಟを⾜うこと
につき⏦ㄳをしたことを証する書㢮）及びその⏦ㄳ書等にᛂࡌた証明書等㸦取

得したᐙᒇࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ、ࡀ䑶䠉䠍のࠕ㸵ࠖのմヱᙜࡿࡍሙྜのࡳᚲ要ࠋࡍࡲࡾ࡞㸧

等書明証等書ㄳ⏦
a ᘓ⠏≀の⪏㟈ᨵಟのィ⏬のㄆᐃ⏦ㄳ᭩ ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂᭩

b ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂⏦ㄳ᭩㸦௬⏦ㄳ᭩㸧 ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂᭩
c ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯⏦ㄳ᭩㸦௬⏦ㄳ᭩㸧 ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯᭩のし

d 
᪤ᏑఫᏯ㈙⍗⑅ᢸಖ㈐௵ಖ㝤ዎ⣙の
⏦㎸᭩

᪤ᏑఫᏯ㈙⍗⑅ᢸಖ㈐௵
ಖ㝤ዎ⣙ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⤖⥾ࡀ
᭩類ࡿࡍドࢆࡇ

(注)1 ⏦ㄳ書等は、住宅用の家屋の取得の᪥までに⾜った⏦ㄳに係るものに㝈ります。

2 証明書等は、௧㸲年㸱᭶15᪥までに⪏㟈ᇶ‽に適合することとなった住宅用の

家屋に係るものに㝈ります。

3 「建タ住宅ᛶ⬟ホ価書のし」は、⪏㟈等⣭に係るホ価ࡀ等⣭㸯、㸰又は㸱である

ものに㝈ります。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࠾
ࡀ᪂⠏のᕤ࡚࠸
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽

㸯 ᪂⠏ಀࡿᕤのㄳ㈇
ዎ⣙᭩のしなどでその
家屋ࡀ住宅用の家屋にヱ
当すること及びᗋ㠃積を
明らにする書㢮

㸰 ᪂⠏ಀࡿᕤࢆㄳࡅ
㈇ࡗたᘓタᴗ⪅࡞のఫ
Ꮿ用のᐙᒇࡀᕤの
ࡇࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽
᭩類（ᕤ事のࡿࡍドࢆ
ண定年᭶の記載ࡀある
ものに㝈ります。）

㸱 ᪂⠏ࢆしたఫᏯ用のᐙ
ᒇࢆᒃఫの用౪した
ᕥ記ձの᭩ࡃ࡞㐜ࡣࡁ
類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟ
᭩類ࡿࡍ⣙ࢆࡇࡿࡍ

この添付書㢮୍ぴは、௧㸱年୰に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」
の適用を受けるたࡵの添付書㢮を☜ㄆする㝿に用してください（ࠕθ㸯㹼㸷ࠖは、57ࢪ࣮࣌のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫㸯の␒号に対
ᛂしています。）。

な࠾、この添付書㢮୍ぴは、ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࡣ取得ࢆしたேを対㇟としています。

௧㸱ᖺ分 たሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの≉ࠖのῧ᭩類୍ぴࡅཷࢆఫᏯ取得等㈨㔠の㉗ࠕ 䑶㸫㸯 ᪂⠏ཪࡣ取得用

㡯ࡿࡍ㛵ࠖ⪅㉗ཷࠕۑ
θ ῧ  ᭩ 類 㺟㺈㺍㺖ḍ

㸯

・

㸰

ۑ ᢒᮏなどで、ḟの内容を証する書㢮ࡣ⪅のᡞ⡠のㅞᮏཪ㉗ࡸ⪅㉗ཷ
ձ 受贈者のẶ名、生年᭶᪥
ղ 受贈者ࡀ贈与者の᥎定相⥆ே又はᏞであること

㡯ࡿࡍ㛵取得ࠖࡣఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࠕۑ

㡯ࡿࡍ㛵のᒃఫࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㸷

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲᒃఫし࡚࠸࡞࠸ேのࢡࢵ࢙ࢳࡳし࡚ࠚࠋ࠸ࡉࡔࡃ
ձ ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࡣ取得ᚋ┤ࡕᒃఫの用౪࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍཬࡧᒃఫの用౪ࡿࡍணᐃ

ᮇࢆ記載した᭩類
ղ ᪂⠏ཪࡣ取得ࢆしたఫᏯ用のᐙᒇࢆ㐜ࡃ࡞ᒃఫの用౪ࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

۔ ῧ᭩類࡞ᚲ要のࡑ

ۑ 10 ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆฟ᭩

௧   ᖺ   ᭶   ᪥

ཷ㉗⪅のఫᡤ㸸ཷڧڧ  ڧ       ڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧ  ڧڧڧڧڧڧڧڧڧ㉗⪅の Ặ ྡ
ࢼ࢞ࣜࣇ

㸸ڧڧڧ ڧڧڧڧڧڧڧ

3　⏦告書への動産␒号等の記入又はⓏ記事㡯証明書のしなどの動産␒号等の記載
のある書㢮のᥦ出をすることにより、Ⓩ記事㡯証明書の原ᮏの添付を┬␎することࡀで
きます。

ఫᏯ用のᐙᒇ㛵ࡿࡍⓏ記㡯ド᫂᭩
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㸱

ۑ 住宅用の家屋の᪂⠏ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしや㈙ዎ⣙᭩のしなど、᪂⠏ಀࡿዎ⣙ཪࡣ取得の
┦ᡭ᪉（᪂築又は取得に係る住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等の取得
の相手方を含みます。）ࢆ᫂ࡿࡍࡽ᭩類

(注) 上記の内容ࡀⓏ記事㡯証明書で明らになる場合は、Ⓩ記事㡯証明書で差し支えありません。

㸳

・

㸴

・

㸵

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲ᪂⠏のᕤࡀཪࡣ取得し࡚ࡿ࠸ሙྜࠚ
ձ
(注)1 取得をした建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋で、Ⓩ記事㡯証明書によって

ᗋ㠃積及び築年ᩘࡀ明らでないときには、それらを明らにする書㢮もᚲせです。

  2 贈与を受けた住宅用の家屋の᪂築又は取得のたࡵの金銭により、その᪂築又は取得

をした住宅用の家屋の敷地の用に供されることとなる又は供されている土地等を取

得したときには、その土地等に関するⓏ記事㡯証明書もేせてᥦ出してください。

ղ ḟにᥖࡆるいࡎれの書㢮㸦取得したᐙᒇࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ、ࡀ䑶䠉䠍のࠕ㸵ࠖのճ

ヱᙜࡿࡍሙྜのࡳᚲ要ࠋࡍࡲࡾ࡞㸧

a ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂᭩

b ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯᭩のし
c ᪤ᏑఫᏯ㈙⍗⑅ᢸಖ㈐௵ಖ㝤ዎ⣙ࢆࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ⤖⥾ࡀドࡿࡍ᭩類

(注)1 「⪏㟈ᇶ‽適合証明書」は、その家屋の取得の᪥๓㸰年௨内にその証明のたࡵの家屋の

ㄪᰝࡀ⤊したものに㝈ります。

2 「建タ住宅ᛶ⬟ホ価書のし」は、その家屋の取得の᪥๓㸰年௨内にホ価されたもので、

⪏㟈等⣭に係るホ価ࡀ等⣭㸯、㸰又は㸱であるものに㝈ります。

3 「᪤存住宅売㈙⍗⑅ᢸ保㈐௵保険ዎ⣙ࡀ⥾⤖されていることを証する書㢮」は、その保

険ዎ⣙ࡀその家屋の取得の᪥๓㸰年௨内に⥾⤖されたものに㝈ります。

ճ ḟにᥖࡆるいࡎれの⏦ㄳ書等のし（住宅用の家屋の⪏㟈ᨵಟを⾜うこと
につき⏦ㄳをしたことを証する書㢮）及びその⏦ㄳ書等にᛂࡌた証明書等㸦取

得したᐙᒇࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ、ࡀ䑶䠉䠍のࠕ㸵ࠖのմヱᙜࡿࡍሙྜのࡳᚲ要ࠋࡍࡲࡾ࡞㸧

等書明証等書ㄳ⏦
a ᘓ⠏≀の⪏㟈ᨵಟのィ⏬のㄆᐃ⏦ㄳ᭩ ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂᭩

b ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂⏦ㄳ᭩㸦௬⏦ㄳ᭩㸧 ⪏㟈ᇶ‽㐺ྜド᫂᭩
c ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯⏦ㄳ᭩㸦௬⏦ㄳ᭩㸧 ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯᭩のし

d 
᪤ᏑఫᏯ㈙⍗⑅ᢸಖ㈐௵ಖ㝤ዎ⣙の
⏦㎸᭩

᪤ᏑఫᏯ㈙⍗⑅ᢸಖ㈐௵
ಖ㝤ዎ⣙ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⤖⥾ࡀ
᭩類ࡿࡍドࢆࡇ

(注)1 ⏦ㄳ書等は、住宅用の家屋の取得の᪥までに⾜った⏦ㄳに係るものに㝈ります。

2 証明書等は、௧㸲年㸱᭶15᪥までに⪏㟈ᇶ‽に適合することとなった住宅用の

家屋に係るものに㝈ります。

3 「建タ住宅ᛶ⬟ホ価書のし」は、⪏㟈等⣭に係るホ価ࡀ等⣭㸯、㸰又は㸱である

ものに㝈ります。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࠾
ࡀ᪂⠏のᕤ࡚࠸
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽

㸯 ᪂⠏ಀࡿᕤのㄳ㈇
ዎ⣙᭩のしなどでその
家屋ࡀ住宅用の家屋にヱ
当すること及びᗋ㠃積を
明らにする書㢮

㸰 ᪂⠏ಀࡿᕤࢆㄳࡅ
㈇ࡗたᘓタᴗ⪅࡞のఫ
Ꮿ用のᐙᒇࡀᕤの
ࡇࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ‽
᭩類（ᕤ事のࡿࡍドࢆ
ண定年᭶の記載ࡀある
ものに㝈ります。）

㸱 ᪂⠏ࢆしたఫᏯ用のᐙ
ᒇࢆᒃఫの用౪した
ᕥ記ձの᭩ࡃ࡞㐜ࡣࡁ
類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟ
᭩類ࡿࡍ⣙ࢆࡇࡿࡍ

この添付書㢮୍ぴは、௧㸱年୰に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」
の適用を受けるたࡵの添付書㢮を☜ㄆする㝿に用してください（ࠕθ㸯㹼㸷ࠖは、57ࢪ࣮࣌のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫㸯の␒号に対
ᛂしています。）。

な࠾、この添付書㢮୍ぴは、ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࡣ取得ࢆしたேを対㇟としています。

௧㸱ᖺ分 たሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの≉ࠖのῧ᭩類୍ぴࡅཷࢆఫᏯ取得等㈨㔠の㉗ࠕ 䑶㸫㸯 ᪂⠏ཪࡣ取得用

㡯ࡿࡍ㛵ࠖ⪅㉗ཷࠕۑ
θ ῧ  ᭩ 類 㺟㺈㺍㺖ḍ

㸯

・

㸰

ۑ ᢒᮏなどで、ḟの内容を証する書㢮ࡣ⪅のᡞ⡠のㅞᮏཪ㉗ࡸ⪅㉗ཷ
ձ 受贈者のẶ名、生年᭶᪥
ղ 受贈者ࡀ贈与者の᥎定相⥆ே又はᏞであること

㡯ࡿࡍ㛵取得ࠖࡣఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࠕۑ

㡯ࡿࡍ㛵のᒃఫࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㸷

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲᒃఫし࡚࠸࡞࠸ேのࢡࢵ࢙ࢳࡳし࡚ࠚࠋ࠸ࡉࡔࡃ
ձ ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏ཪࡣ取得ᚋ┤ࡕᒃఫの用౪࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍཬࡧᒃఫの用౪ࡿࡍணᐃ

ᮇࢆ記載した᭩類
ղ ᪂⠏ཪࡣ取得ࢆしたఫᏯ用のᐙᒇࢆ㐜ࡃ࡞ᒃఫの用౪ࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

۔ ῧ᭩類࡞ᚲ要のࡑ

ۑ 10 ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆฟ᭩

௧   ᖺ   ᭶   ᪥

ཷ㉗⪅のఫᡤ㸸ཷڧڧ  ڧ       ڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧ  ڧڧڧڧڧڧڧڧڧ㉗⪅の Ặ ྡ
ࢼ࢞ࣜࣇ

㸸ڧڧڧ ڧڧڧڧڧڧڧ

3　⏦告書への動産␒号等の記入又はⓏ記事㡯証明書のしなどの動産␒号等の記載
のある書㢮のᥦ出をすることにより、Ⓩ記事㡯証明書の原ᮏの添付を┬␎することࡀで
きます。

ఫᏯ用のᐙᒇ㛵ࡿࡍⓏ記㡯ド᫂᭩
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௧㸱ᖺ分 ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳたሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの≉ࠖのࡅཷࢆఫᏯ取得等㈨㔠の㉗ࠕ 䑶䠉䠎 ቑᨵ⠏➼⏝

このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳは、௧㸱年୰に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特

例」を適用することࡀできるどうについてなࢡࢵ࢙ࢳ㡯目を♧したものです。ᅇ⟅欄のᕥഃのみにࡀۑある場合には、原๎

この特例の適用を受けることࡀできます。

な࠾、このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳは、ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ࢆしたேを対㇟としています。

　また、ḟの場合には、このࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳとせ௳ࡀ␗なるⅬࡀありますので、ࠕ௧㸱ᖺ分ࠗఫᏯ取得等㈨㔠の㉗⛯の≉

ձ

はᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載しています。

௧㸲年㸱᭶ 15 ᪥までに⅏ᐖにᇶᅉするやࡴを得ない事により、住宅用の家屋のቑᨵ築等ࡀできなった場合

ղ ௧㸲年㸱᭶ 15 ᪥までに住宅用の家屋のቑᨵ築等をしたࡀ、その住宅用の家屋ࡀ⅏ᐖにより⁛ኻ（通常のಟ⧋によっては原

≧ᅇࡀᅔ㞴なᦆቯを含みます。）をした場合

㸱
あなたの配偶者、ぶ᪘など特別の関係ࡀあるேとのዎ⣙にᇶ࡙き住宅用の家屋のቑᨵ築等（これらのே

。らのその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。）をしたものです
࠼࠸࠸ ࡣ ࠸

㸲
௧㸲年㸱᭶ 15᪥までに住宅用の家屋のቑᨵ築等（その敷地の用に供されることとなる土地等の取得

を含みます。）をし、贈与を受けた金銭の額をその対価にてました。
ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸳

௧㸲年㸱᭶ 15 ᪥までに住宅用の家屋のቑᨵ築等のᕤ事ࡀ（ቑᨵ築等のᕤ事のに‽ࡎる

≧ែを含みます。）しています。

(注) 「ቑᨵ築等のᕤ事のに‽ࡎる≧ែ」とは、ቑ築又はᨵ築㒊ศの屋᰿（その骨⤌みを含みます。）を有

し、᪤存の家屋と୍యとなって土地に定╔した建造物としてㄆࡵられる௨ᚋの≧ែをいいます。

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸴

ቑᨵ築等をした住宅用の家屋は᪥ᮏᅜ内にあり、ቑᨵ築等ᚋの住宅用の家屋のⓏ記⡙上のᗋ㠃積

（༊ศᡤ有建物の場合はそのᑓ有㒊ศのᗋ㠃積）は 40 ੍௨上で、つ、その家屋のᗋ㠃積の㸰ศの㸯

௨上に相当する㒊ศࡀあなたの居住の用に供されるものです。

(参考) 「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受ける場合には、適用対㇟となる家屋のᗋ㠃積に上㝈（240 ੍௨

ୗ）ࡀありますのでࡈ注ពください。

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸵

ቑᨵ築等に係るᕤ事は、あなたࡀᡤ有し、つ、居住している家屋に対して⾜ったもので、୍定の

ᕤ事にヱ当することにつき、60ࢪ࣮࣌のࠕῧ᭩類୍ぴ㸫㸰ࠖのࠕθ㸵ࠖにᥖࡆる書㢮により証明

されたものです。

ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸶

ቑᨵ築等に係るᕤ事にせした㈝用の額は 100 ௨上です。
また、ቑᨵ築等のᕤ事にせした㈝用の額の㸰ศの㸯௨上ࡀ、あなたの居住の用に供する㒊ศのᕤ事

にせしたものです。
ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㡯ࡿࡍ㛵ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ࠖࠕۑ

㸯 あなたは、贈与を受けたに࠾いて贈与者の┤⣔༝ᒓ（ᏊやᏞなど）である᥎定相⥆ே又はᏞです。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㸰 あなたは、ᖹᡂ13年㸯᭶㸰᪥௨๓に生まれたேです。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

㡯ࡿࡍ㛵ࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㡯ࡿࡍ㛵のᒃఫࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㸷 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

贈与を受けたに、あなたは、᪥ᮏᅜ内に住ᡤを有し、つ、᪥ᮏᅜ⡠を有していました（注）。

(注) ᪥ᮏᅜ内に住ᡤを有し、つ、᪥ᮏᅜ⡠を有するேでない場合であっても、相⥆⛯ἲ➨㸯᮲の㸲➨㸯㡯➨㸯号にᥖࡆる居

住↓ไ㝈⣡⛯⩏ົ者又はྠ㡯➨㸰号にᥖࡆる㠀居住↓ไ㝈⣡⛯⩏ົ者である場合には、「はい」をۑでᅖんでください。これ

らのேのᴫせについては10ࢪ࣮࣌をࡈぴください。

10
あなたは、᪤にቑᨵ築等をした住宅用の家屋に居住しています（居住していない場合には、௧

㸲年12᭶31᪥までに㐜なくその家屋に居住するぢ㎸みです。）。 ࡣ ࠸ ࠼࠸࠸

ヱ当するᅇ⟅をۑ

でᅖんでください

として

㸦⅏ᐖ㛵ࡿࡍ⛯ไୖのᥐ⨨㸧࠘ のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫㸰ቑᨵ⠏等用ࠖをేせてࡈ用ください。なࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳࠕ、࠾㸫㸰ࠖ

ͤ　上記ձにヱ当するேは、「ࠗ 住宅用の家屋のቑᨵ築等࠘に関する事㡯」の「ቑᨵ築等をした」を「ቑᨵ築等をする」に、「ᕤ事にせした」を「ᕤ事にせする」に

௦えて☜ㄆしてください。
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⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」の適用を受けるたࡵの添付書㢮を☜ㄆする㝿に用してください（ࠕθ㸯㹼10ࠖは、��のࢪ࣮࣌

௧㸱ᖺ分 たሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの≉ࠖのῧ᭩類୍ぴࡅཷࢆఫᏯ取得等㈨㔠の㉗ࠕ 䑶㸫㸰 ቑᨵ⠏等用

この添付書㢮୍ぴは、௧㸱年୰に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭

。（。㸫㸰の␒号に対ᛂしていますࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ
な࠾、この添付書㢮୍ぴは、ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ࢆしたேを対㇟としています。

۔ ῧ᭩類࡞ᚲ要のࡑ

11 ۑ ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆฟ᭩

㡯ࡿࡍ㛵のᒃఫࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㸱
ۑ 住宅用の家屋のቑᨵ⠏等ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしなどቑᨵ⠏等ಀࡿዎ⣙の┦ᡭ᪉（その敷地の用

に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。）ࢆ᫂ࡿࡍࡽ᭩類

㸳

・

㸴

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀ
し࡚ࡿ࠸ሙྜࠚ

ۑ
(注)1 ቑᨵ築等をした住宅用の家屋で、Ⓩ記事㡯証明書

によってᗋ㠃積ࡀ明らでないときには、それを明

らにする書㢮もᚲせです。

2 贈与を受けた住宅用の家屋のቑᨵ築等のたࡵの金

銭により、そのቑᨵ築等をした住宅用の家屋の敷地

の用に供されることとなる土地等を取得したときに

は、その土地等に関するⓏ記事㡯証明書もేせてᥦ出

してください。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ‽
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ

ձ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしなどでそ
の家屋ࡀ住宅用の家屋にヱ当すること及びᗋ㠃積を
明らにする書㢮

ղ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࢆㄳࡅ㈇ࡗたᘓタᴗ⪅࡞の
ఫᏯ用のᐙᒇࡀᕤのࡿࡎ‽≧ែࡇࡿ࠶
あるものにࡀ᭩類（ᕤ事のண定᪥の記載ࡿࡍドࢆ
㝈ります。）

ճ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ
記の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩
類

㸵

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀ
し࡚ࡿ࠸ሙྜࠚ

ۑ ḟにᥖࡆるいࡎれの書㢮
a ☜ㄆ῭ドのし

b ᳨ᰝ῭ドのし
c ቑᨵ⠏等ᕤド᫂᭩㸦ὀ㸧

(注) ቑᨵ築等に係るᕤ事ࡀ、住宅用の家屋について⾜

う⤥Ỉ⟶、Ỉ⟶又は㞵Ỉの入を㜵Ṇする㒊ศに

係るಟ⧋又はᶍᵝ᭰である場合には、住宅⍗⑅ᢸ保

㈐௵保険ἲேࡀ引受けを⾜った࣒࣮࢛ࣜࣇᕤ事⍗⑅

ᢸ保㈐௵保険ዎ⣙ࡀ⥾⤖されていることを証する書

㢮もేせてᥦ出してください。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ‽
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ
記の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩
類

㸶

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀ
し࡚ࡿ࠸ሙྜࠚ

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしなどで
そのቑᨵ築等をした年᭶᪥୪びにそのቑᨵ築等に
係るᕤ事にせした㈝用の額及びその明細を明ら
にするもの

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ‽
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ
記の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩
類

10

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲᒃఫし࡚࠸࡞࠸ேのࢡࢵ࢙ࢳࡳし࡚ࠚࠋ࠸ࡉࡔࡃ
ձ ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ᚋ┤ࡕᒃఫの用౪࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍཬࡧᒃఫの用౪ࡿࡍணᐃᮇࢆ

記載した᭩類
ղ ቑᨵ⠏等ࢆしたఫᏯ用のᐙᒇࢆ㐜ࡃ࡞ᒃఫの用౪ࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

㡯ࡿࡍ㛵ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ࠖࠕۑ

௧ ᖺ ᭶ ᪥

ཷ㉗⪅のఫᡤ㸸ڧڧڧڧڧڧڧڧڧ ڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧ ڧ の⪅㉗ཷڧڧ Ặ ྡ
ࢼ࢞ࣜࣇ

㸸ڧڧ ڧڧڧڧڧڧڧ

㡯ࡿࡍ㛵ࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

θ ῧ  ᭩ 類 㺟㺈㺍㺖ḍ

㸯

・

㸰

ۑ ᢒᮏなどで、ḟの内容を証する書㢮ࡣ⪅のᡞ⡠のㅞᮏཪ㉗ࡸ⪅㉗ཷ

ձ 受贈者のẶ名、生年᭶᪥

ղ 受贈者ࡀ贈与者の᥎定相⥆ே又はᏞであること

3　⏦告書への動産␒号等の記入又はⓏ記事㡯証明書

のしなどの動産␒号等の記載のある書㢮のᥦ出を

することにより、Ⓩ記事㡯証明書の原ᮏの添付を┬␎

することࡀできます。

ఫᏯ用のᐙᒇ㛵ࡿࡍⓏ記㡯ド᫂᭩

60



⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」の適用を受けるたࡵの添付書㢮を☜ㄆする㝿に用してください（ࠕθ㸯㹼10ࠖは、��のࢪ࣮࣌

௧㸱ᖺ分 たሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの≉ࠖのῧ᭩類୍ぴࡅཷࢆఫᏯ取得等㈨㔠の㉗ࠕ 䑶㸫㸰 ቑᨵ⠏等用

この添付書㢮୍ぴは、௧㸱年୰に贈与を受けた金銭に対して、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭

。（。㸫㸰の␒号に対ᛂしていますࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ
な࠾、この添付書㢮୍ぴは、ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ࢆしたேを対㇟としています。

۔ ῧ᭩類࡞ᚲ要のࡑ

11 ۑ ┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆฟ᭩

㡯ࡿࡍ㛵のᒃఫࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

㸱
ۑ 住宅用の家屋のቑᨵ⠏等ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしなどቑᨵ⠏等ಀࡿዎ⣙の┦ᡭ᪉（その敷地の用

に供されることとなる土地等の取得の相手方を含みます。）ࢆ᫂ࡿࡍࡽ᭩類

㸳

・

㸴

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀ
し࡚ࡿ࠸ሙྜࠚ

ۑ
(注)1 ቑᨵ築等をした住宅用の家屋で、Ⓩ記事㡯証明書

によってᗋ㠃積ࡀ明らでないときには、それを明

らにする書㢮もᚲせです。

2 贈与を受けた住宅用の家屋のቑᨵ築等のたࡵの金

銭により、そのቑᨵ築等をした住宅用の家屋の敷地

の用に供されることとなる土地等を取得したときに

は、その土地等に関するⓏ記事㡯証明書もేせてᥦ出

してください。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ‽
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ

ձ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしなどでそ
の家屋ࡀ住宅用の家屋にヱ当すること及びᗋ㠃積を
明らにする書㢮

ղ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࢆㄳࡅ㈇ࡗたᘓタᴗ⪅࡞の
ఫᏯ用のᐙᒇࡀᕤのࡿࡎ‽≧ែࡇࡿ࠶
あるものにࡀ᭩類（ᕤ事のண定᪥の記載ࡿࡍドࢆ
㝈ります。）

ճ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ
記の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩
類

㸵

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀ
し࡚ࡿ࠸ሙྜࠚ

ۑ ḟにᥖࡆるいࡎれの書㢮
a ☜ㄆ῭ドのし

b ᳨ᰝ῭ドのし
c ቑᨵ⠏等ᕤド᫂᭩㸦ὀ㸧

(注) ቑᨵ築等に係るᕤ事ࡀ、住宅用の家屋について⾜

う⤥Ỉ⟶、Ỉ⟶又は㞵Ỉの入を㜵Ṇする㒊ศに

係るಟ⧋又はᶍᵝ᭰である場合には、住宅⍗⑅ᢸ保

㈐௵保険ἲேࡀ引受けを⾜った࣒࣮࢛ࣜࣇᕤ事⍗⑅

ᢸ保㈐௵保険ዎ⣙ࡀ⥾⤖されていることを証する書

㢮もేせてᥦ出してください。

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ‽
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ
記の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩
類

㸶

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲቑᨵ⠏等のᕤࡀ
し࡚ࡿ࠸ሙྜࠚ

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤのㄳ㈇ዎ⣙᭩のしなどで
そのቑᨵ築等をした年᭶᪥୪びにそのቑᨵ築等に
係るᕤ事にせした㈝用の額及びその明細を明ら
にするもの

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15᪥࡚࠸࠾ቑᨵ⠏等のᕤࡀ‽
ࠚሙྜࡿ࠶ែ≦ࡿࡎ

ۑ ቑᨵ⠏等ಀࡿᕤࡀしたࡣࡁ㐜ࡃ࡞ᕥ
記の᭩類ࢆᡤ㎄⛯ົ⨫㛗ᥦฟࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩
類

10

࠙௧㸲ᖺ㸱᭶ 15 ᪥࡛ࡲᒃఫし࡚࠸࡞࠸ேのࢡࢵ࢙ࢳࡳし࡚ࠚࠋ࠸ࡉࡔࡃ
ձ ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ᚋ┤ࡕᒃఫの用౪࠸࡞ࡁ࡛ࡀࡇࡿࡍཬࡧᒃఫの用౪ࡿࡍணᐃᮇࢆ

記載した᭩類
ղ ቑᨵ⠏等ࢆしたఫᏯ用のᐙᒇࢆ㐜ࡃ࡞ᒃఫの用౪ࢆࡇࡿࡍ⣙ࡿࡍ᭩類

㡯ࡿࡍ㛵ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ࠖࠕۑ

௧ ᖺ ᭶ ᪥

ཷ㉗⪅のఫᡤ㸸ڧڧڧڧڧڧڧڧڧ ڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧڧ ڧ の⪅㉗ཷڧڧ Ặ ྡ
ࢼ࢞ࣜࣇ

㸸ڧڧ ڧڧڧڧڧڧڧ

㡯ࡿࡍ㛵ࠖ⪅㉗ཷࠕۑ

θ ῧ  ᭩ 類 㺟㺈㺍㺖ḍ

㸯

・

㸰

ۑ ᢒᮏなどで、ḟの内容を証する書㢮ࡣ⪅のᡞ⡠のㅞᮏཪ㉗ࡸ⪅㉗ཷ

ձ 受贈者のẶ名、生年᭶᪥

ղ 受贈者ࡀ贈与者の᥎定相⥆ே又はᏞであること

3　⏦告書への動産␒号等の記入又はⓏ記事㡯証明書

のしなどの動産␒号等の記載のある書㢮のᥦ出を

することにより、Ⓩ記事㡯証明書の原ᮏの添付を┬␎

することࡀできます。

ఫᏯ用のᐙᒇ㛵ࡿࡍⓏ記㡯ド᫂᭩

㸯 ㉗⛯の㓄അ⪅᥍㝖の≉

（注）

Ϫ ≉のᴫ要等主な

　このไᗘの適用せ௳などについては、33ࢪ࣮࣌のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ又はᅜ⛯ᗇࢪ࣮࣒࣮࣌࣍
࠙KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載されている「贈与⛯の⏦告のしたࠗ特例のあらまし等（贈与
⛯の配偶者᥍除の特例）࠘」をࡈぴください。

のᴫ要≉ࠉۑ

㸰 ఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯  

 ୗ記ࣟ௨እのሙྜࠝఫᏯ㈨㔠㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠ࠞ

ఫᏯ用のᐙᒇの種類 等ఫᏯࢿ࢚┬

㸦ࢪ࣮࣌��ཧ↷㸧
ᕥ記௨እのఫᏯ

ᖹᡂ �7 ᖺ 1� ᭶ 31 ᪥࡛ࡲ 1,500  1,000 

ᖹᡂ �8 ᖺ 㸯 ᭶ 㸯 ᪥ࡽ
௧㸰 ᖺ 㸱 ᭶ 31 ᪥࡛ࡲ

1,�00  700 

௧㸰 ᖺ 㸲 ᭶ 㸯 ᪥ࡽ
1,000  500 

ࣟ
ࠝ≉ูఫᏯ㈨㔠㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠ࠞ

㸦ὀ㸰㸧

ఫᏯ用のᐙᒇの種類
等ఫᏯࢿ࢚┬

㸦ࢪ࣮࣌��ཧ↷㸧
ᕥ記௨እのఫᏯ

ᖹᡂ 31 ᖺ 㸲 ᭶ 㸯 ᪥ࡽ
௧㸰 ᖺ 㸱 ᭶ 31 ᪥࡛ࡲ

3,000  �,500 

௧㸰 ᖺ 㸲 ᭶ 㸯 ᪥ࡽ
1,500  1,000 

(注)1 受贈者ࡈとの㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額は、᪂築等をする住宅用の家屋の種㢮ࡈとに、受贈者ึ᭱ࡀにこの特例
の適用を受けようとする住宅用の家屋の᪂築等に係るዎ⣙の⥾⤖᪥にᛂࡌた金額となります。
な࠾、᪤にこの特例の適用を受けて贈与⛯ࡀ㠀ㄢ⛯となった金額ࡀある場合には、その金額を᥍除

したṧ額ࡀ㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額となります。ただし、上記ࣟの⾲に࠾ける㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額は、ᖹᡂ 31 年㸱᭶ 31
᪥までに住宅用の家屋の᪂築等に係るዎ⣙を⥾⤖し、᪤にこの特例の適用を受けて贈与⛯ࡀ㠀ㄢ⛯と
なった金額ࡀある場合でも、その金額を᥍除するᚲせはありません。

また、ᖹᡂ 31 年㸲᭶㸯᪥௨ᚋに住宅用の家屋の᪂築等に係るዎ⣙を⥾⤖してこの特例の適用を受け
る場合に࠾いて、上記及びࣟの⾲の㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額のいࡎれも適用できるときは、これらの金額のうࡕ
いࡎれከい金額となります。

㸦ὀ㸱㸧

㸦ὀ㸱㸧

ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏等

ዎ⣙の⥾⤖᪥ࡿಀ

ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏等

ዎ⣙の⥾⤖᪥ࡿಀ

௧㸱 ᖺ 1� ᭶ 31 ᪥࡛ࡲ

௧㸱 ᖺ 1� ᭶ 31 ᪥࡛ࡲ

のᴫ要≉ࠉۑ

　ᖹᡂ 2� 年㸯᭶㸯᪥ら௧㸱年 12 ᭶ 31 ᪥までの㛫に、∗ẕや♽∗ẕなど┤⣔ᑛᒓらの贈
与により、自ᕫの居住の用に供する住宅用の家屋の᪂築ⱝしくは取得又はቑᨵ築等（௨ୗ「᪂築
等」といいます。）の対価にてるたࡵの金銭（௨ୗ「住宅取得等資金」といいます。）を取得し
た場合に࠾いて、୍定のせ௳を‶たすときは、ḟの又はࣟの⾲の㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額までの金額につ
いて、贈与⛯ࡀ㠀ㄢ⛯となります。

　፧ጻ期㛫ࡀ 2� 年௨上である配偶者ら、ձ居住用動産（信託財産ࡀ居住用動産である場
合の信託に関する୍定の権利を含みます。）の贈与を受けた場合又はղ金銭の贈与を受けその金銭
で居住用動産を取得した場合（贈与を受けた金銭を信託し、その信託の受託者ࡀ信託財産とし
て居住用動産を取得した場合の信託に関する୍定の権利を含みます。）で、ձ及びղの場合とも
それࡒれの贈与を受けた年の⩣年㸱᭶ 1� ᪥までにその居住用動産を受贈者の居住の用に供し、
�つ、そのᚋ引き⥆き居住の用に供するぢ㎸みであるときは、ᇶ♏᥍除額（11 ）のに、
贈与された居住用動産の価額と贈与を受けた金銭のうࡕ居住用動産の取得にてた㒊ศの金
額との合計額ら 2���� （その合計額ࡀ 2���� に‶たないときにはその合計額）を᥍除す
ることࡀできます。
　な࠾、この特例は、贈与⛯の⏦告書等に、この特例の適用により᥍除を受ける金額（配偶者᥍
除額）その他ᚲせな事㡯を記載するとともに、33 る添付書㢮をᥦ出した場合にࡆの⾲にᥖࢪ࣮࣌
㝈り、その適用を受けることࡀできます。

1 「居住用動産」とは、ᑓら居住の用に供する土地ⱝしくは土地の上に存する権利又は家屋でᅜ内にあ
るものをいいます。

2　ᗑ⯒ව住宅などのように居住の用とそれ௨እの用に供されている動産である場合は、居住の用に供
している㒊ศのみについて配偶者᥍除の特例ࡀ適用されます。

ఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏等ಀࡿᑐ౯等の㢠ࡿࢀࡲྵᾘ㈝⛯等の⛯⋡ࡀ��㸣࡛ࡿ࠶ሙྜ

㹙ཷ㉗⪅ࡈの㠀ㄢ⛯㝈ᗘ㢠㸦ὀ㸯㸧㹛
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ࠔ࡚࠸ࡘ௳ᗋ㠃✚の要ィᡤ得㔠㢠ྜࠓ

等ఫᏯࠖ（注㸯）ࢿ࢚┬

ᾘ㈝㔞等⣭㸲௨上であるこ࣮ࢠࣝࢿ࢚等ᇶ‽（ձ᩿⇕等ᛶ⬟等⣭㸲ⱝしくは୍ḟࢿ࢚┬、等住宅とはࢿ࢚┬
と、ղ⪏㟈等⣭（構造㌣

く

యのಽቯ等㜵Ṇ）㸰௨上ⱝしくはච㟈建築物であること又はճ㧗齢者等配៖対⟇等⣭
（ᑓ用㒊ศ）㸱௨上であることをいいます。）に適合する住宅用の家屋であることにつき、ḟのいࡎれの証明
書などを贈与⛯の⏦告書に添付することにより証明ࡀされたものをいいます。

ド᫂᭩࡞の種類（注㸲） ド᫂ᑐ㇟のᐙᒇ

㸿 ఫᏯᛶ⬟ド᫂᭩
ձ ᪂築をした住宅用の家屋
ղ 建築ᚋ用されたことのない住宅用の家屋
ճ 建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋（注㸰）

մ ቑᨵ築等をした住宅用の家屋（注㸱）㹀 ᘓタఫᏯᛶ⬟ホ౯᭩のし

㹁

ḟの㹟ཬࡧ㹠の᭩類

ձ ᪂築をした住宅用の家屋
ղ 建築ᚋ用されたことのない住宅用の家屋

㹟 㛗ᮇඃⰋఫᏯᘓ⠏等ィ⏬のㄆᐃ㏻▱᭩のし

㹠
ఫᏯ用ᐙᒇド᫂᭩㸦ࡑのし㸧 ཪࡣ

ㄆᐃ㛗ᮇඃⰋఫᏯᘓ⠏ド᫂᭩

㹂

ḟの㹡ཬࡧ㹢の᭩類

㹡 పⅣ⣲ᘓ⠏≀᪂⠏等ィ⏬のㄆᐃ㏻▱᭩のし

㹢
ఫᏯ用ᐙᒇド᫂᭩㸦ࡑのし㸧 ཪࡣ

ㄆᐃపⅣ⣲ఫᏯᘓ⠏ド᫂᭩

（注）1 ᖹᡂ 27 年㸲᭶㸯᪥らᖹᡂ 28 年㸱᭶ 31 ᪥までの㛫に住宅ᛶ⬟証明書などの⏦ㄳࡀあった場合には、᩿⇕等ᛶ⬟
等⣭㸲又は୍ḟ࣮ࢠࣝࢿ࢚ᾘ㈝㔞等⣭㸲௨上相当である住宅用の家屋も対㇟となります。

2 ᘓ⠏ᚋ用ࢀࡉたࡇのࡿ࠶ఫᏯ用のᐙᒇのሙྜは、その取得の᪥๓㸰年௨内又は取得の᪥௨㝆に、その証明の
たࡵの家屋のㄪᰝࡀ⤊したもの又はホ価されたものに㝈ります。

3 ఫᏯ用のᐙᒇのቑᨵ⠏等ࢆしたሙྜに、┬ࢿ࢚等ᇶ‽に適合させるたࡵのᕤ事であることについての証明ࡀされ
た「ቑᨵ築等ᕤ事証明書」を、「住宅ᛶ⬟証明書」又は「建タ住宅ᛶ⬟ホ価書のし」に௦えることࡀできます。

4 上記の証明書などのⓎ⾜については、ᅜ土通┬に࠾ᑜࡡください。

ࠐ 「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受けるேの௧㸱年ศのᡤ得⛯に係る合計ᡤ得金額（ࢪ࣮࣌��参↷）ࡀ、
2����㉸（᪂築等をする住宅用の家屋のᗋ㠃積੍��ࡀ௨上��੍ᮍ‶の場合は、1����㉸）である場合には、
この特例の適用はありませんのでࡈ注ពください。

ࠐ 「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」の適用を受ける場合には、᪂築又は取得をした住宅用の家屋（ቑᨵ築等の場合は、
ቑᨵ築等をしたᚋの住宅用の家屋）のⓏ記⡙上のᗋ㠃積（ࣥࣙࢩ࣐ࣥなどの༊ศᡤ有建物の場合はそのᑓ有㒊ศ
のᗋ㠃積）੍��ࡀ௨上2��੍௨ୗで、つ、その家屋のᗋ㠃積の㸰ศの㸯௨上に相当する㒊ศࡀ受贈者の居住の用
に供されるものであることࡀᚲせです。

　この特例は、㉗⛯の⏦࿌᭩のᥦฟᮇ㛫ෆ（㸴ࢪ࣮࣌参↷）に贈与⛯の⏦告書及び୍定の添
付書㢮をᥦ出した場合に㝈り、その適用を受けることࡀできます。

㸱 ఫᏯ取得等㈨㔠の㉗ࡅཷࢆたሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの≉

ᖹᡂ 1� 年㸯᭶㸯᪥ら௧㸱年 12 ᭶ 31 ᪥までの㛫に、∗ẕ又は♽∗ẕらの贈与により、

自ᕫの居住の用に供する住宅用の家屋の᪂築ⱝしくは取得又はቑᨵ築等の対価にてるたࡵの

金銭を取得した場合で、୍定のせ௳を‶たすときには、贈与者ࡀその贈与の年の㸯᭶㸯᪥に࠾い

て 60 ṓᮍ‶であっても相⥆⢭⟬ㄢ⛯を㑅ᢥすることࡀできます。

༵又はᅑ༵の࠰ᱫ 60 ബ

ᢠ৸ӧ

ᢠ৸ӧ

Ⴛዓችምᛢᆋ

住ܡӕࢽ等のたǊ

の᥉のពɨをӖ

ƚた場合

ɥ記ˌٳのᝠငの

ពɨをӖƚた場合

Ⴛዓችምᛢᆋ

のᴫ要≉ࠉۑ

2 ಶே㛫の売㈙で、建築ᚋ用されたことのある住宅用の家屋（୰ྂ住宅）を取得する場合には、原
๎としてᾘ㈝⛯等ࡀりませんので上記ࣟの⾲にはヱ当しません。

ࡿࡍ取得ࢆఫᏯ取得等㈨㔠ࡾࡼ㉗࡛ࡲ௧㸱ᖺ�2᭶3�᪥、ࡣࡵたࡿࡅཷࢆの≉の㐺用ࡇ 3
ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀᚲ要ࡿ࠸し࡚⤖⥾࡛ࡲ᪥ྠࢆዎ⣙ࡿಀఫᏯ用のᐙᒇの᪂⠏等、ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ

　住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯の適用ᚋのṧ額には、ᬺ年ㄢ⛯にあってはᇶ♏᥍除（11�）を適用
することࡀでき、また、相⥆⢭⟬ㄢ⛯（㸲ࢪ࣮࣌参↷）にあっては特別᥍除（2����）を適
用することࡀできます。この相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用は、原๎として、∗ẕや♽∗ẕらの贈与に
㝈られます。
　な࠾、この特例は、原๎として、㉗⛯の⏦࿌᭩のᥦฟᮇ㛫ෆ（㸴ࢪ࣮࣌参↷）に贈与⛯の⏦
告書及び୍定の添付書㢮をᥦ出した場合に㝈り、その適用を受けることࡀできます。

㸲 㟈⅏ಀࡿఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯

�のᴫ要≉ࠉۑ

（注） ୍定のせ௳及び୍定の㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額については、ᅜ⛯ᗇࢪ࣮࣒࣮࣌࣍にᥖ載されている「௧㸱年ศࠗ㟈

⅏に係る住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯࠘のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫㸯」又は「௧㸱年ศࠗ㟈⅏に係る住宅取得等資

金の㠀ㄢ⛯࠘のࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ㸫㸰」をࡈぴください。

ࠔሙྜࡿࡍ㐺用ࢆᡤ得⛯の㸦≉ᐃቑᨵ⠏等㸧ఫᏯධ㔠等≉ู᥍㝖ࠓ

「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」（௨ୗ、こ

の欄に࠾いてこれらを「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。）の適用を受けるேࡀ、ᡤ得⛯の（特定ቑᨵ築

等）住宅借入金等特別᥍除の適用を受ける場合に࠾いて、ḟの㸯の金額ࡀ㸰の金額を㉸えるときには、その㉸える㒊

ศに相当する金額については、（特定ቑᨵ築等）住宅借入金等特別᥍除の適用はありませんのでࡈ注ពください。

㸯 住宅借入金等の年ᮎṧ㧗の合計額
㸰 住宅用の家屋の᪂築、取得ⱝしくはቑᨵ築等（௨ୗ「住宅の取得等」といいます。）又は住宅用家屋の㧗齢者等居住ᨵಟᕤ事

等を含ࡴቑᨵ築等、（特定）᩿ ⇕ᨵಟᕤ事等を含ࡴቑᨵ築等ⱝしくは特定ከୡᖏྠ居ᨵಟᕤ事等を含ࡴቑᨵ築等（௨ୗ「住宅のቑ
ᨵ築等」といいます。）の対価の額又は㈝用の額（注㸯）ら、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた㒊ศの金額を差し引いた額（注㸰）

（注）1 㸯の住宅借入金等のうࡕにその住宅用の家屋の敷地の用に供されている୍定の土地等の取得に係るものࡀある場合には、
その土地の対価を含みます。

2 住宅の取得等又は住宅のቑᨵ築等に関し⿵ຓ金等の付を受ける場合には、その⿵ຓ金等の額も差し引きます。

ࠔ࡚࠸ࡘたሙྜのಟṇ⏦࿌等ࡗ࡞ࡇ࠸࡞ࡉた‶ࢆ௳㐺用要ࠓ

「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」の適用を受

けて௧㸱年ศの贈与⛯の⏦告をしたேで、ḟの㸯ら㸱のいࡎれにヱ当するேࡀ、௧㸲ᖺ12᭶31᪥࡛ࡲその

住宅用の家屋に居住していない場合には、これらの特例の適用を受けることはできませんので、௧㸳年㸰᭶28᪥

（ⅆ）まで（ୗ記の⅏ᐖに関する⛯ไ上のᥐ⨨の適用ࡀある場合には、௧㸴年㸰᭶ 29᪥（木）まで）に、௧㸱年

ศの贈与⛯についてಟṇ⏦告書のᥦ出及びそのಟṇ⏦告書のᥦ出により⣡付することとなる⛯額の⣡付をしなけれ

ばなりません。

な࠾、௧㸱年ศの贈与⛯の⏦告で、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」の適用

を受けていたேの場合には、相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆ出書のᥦ出はなったものとみなされます。

ۑ ⅏ᐖ㛵ࡿࡍ⛯ไୖのᥐ⨨

Ũ țーȠȚーǸ࠙࠻ᆋ KWWSV���ZZZ�QWa.gR�MSࠚでは、ிଐ本大ᩗにより被害をӖƚた方の申告・ኛᆋ等に᧙
するӲᆔパンフȬȃト、Ӳᆔ手ዓに̅ဇするಮࡸ等をਫ਼載しています。このǄか、ிଐ本大ᩗで被されたႏ
ಮǁのૅੲС度ऴإ等については、ᬍႻܫᢶțーȠȚーǸ࠙ KWWSV���ZZZ.NDQWHL.JR�MS�VDLJDL 。をごᚁくださいࠚ

　ձᮾ᪥ᮏ㟈⅏により⁛ኻ（通常のಟ⧋によっては原≧ᅇࡀᅔ㞴なᦆቯを含みます。）をし

た住宅に居住していたே（居住しようとしていたேを含みます。）ࡀ、ᖹᡂ��ᖺ㸯᭶㸯᪥ࡽ௧

㸱ᖺ��᭶��᪥࡛ࡲの㛫に∗ẕや♽∗ẕなど┤⣔ᑛᒓら住宅取得等資金（�1ࢪ࣮࣌参↷）の贈

与を受けた場合又はղ㆙ᡄ༊ᇦタ定ᣦ♧等ࢃ⾜ࡀれた᪥に࠾いてその㆙ᡄ༊ᇦタ定ᣦ♧等の対㇟

༊ᇦ内にᡤᅾする住宅に居住していたே（居住しようとしていたேを含みます。）ࡑ、ࡀの㆙ᡄ

区ᇦタᐃᣦ♧等ࢀࢃ⾜ࡀた᪥ࡑࡽの㆙ᡄ区ᇦタᐃᣦ♧等ࡀゎ㝖ࢀࡉた᪥௨ᚋ㸯ᖺࢆ⤒㐣ࡿࡍ᪥

ら住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、୍定のせ௳をの㛫に∗ẕや♽∗ẕなど┤⣔ᑛᒓ࡛ࡲ

‶たすときは、୍定の㠀ㄢ⛯㝈ᗘ額までの金額について、贈与⛯ࡀ㠀ㄢ⛯となります。

「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」及び「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥ

の特例」の適用せ௳など、ヲしくは、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載さ

れているୗ記の資料をࡈぴください。

㸯　௧㸲年㸱᭶1�᪥までに住宅用の家屋の᪂築ⱝしくは取得又はቑᨵ築等をしたࡀ居住していないே
㸰　௧㸲年㸱᭶1�᪥までに住宅用の家屋の᪂築に係るᕤ事ࡀ（そのᕤ事の≧ែࡀ屋᰿（その骨⤌みを含みま
す。）を有し、土地に定╔した建造物としてㄆࡵられる௨ᚋの≧ែまでᕤ事ࡀ㐍⾜しているものに㝈ります。）
していないே

㸱　௧㸲年㸱᭶1�᪥までにቑᨵ築等に係るᕤ事ࡀ（ቑ築又はᨵ築㒊ศの屋᰿（その骨⤌みを含みます。）を有
し、᪤存の家屋と୍యとなって土地に定╔した建造物としてㄆࡵられる௨ᚋの≧ែまでᕤ事ࡀ㐍⾜しているも
のに㝈ります。）していないே

࠙ᒃఫᮇ㝈の㸯ᖺᘏ㛗ࠚ
　⅏ᐖにᇶᅉするやࡴを得ない事により、௧㸲年12᭶31᪥までにその住宅用の家屋に居住できなった場
合には、上記の௧㸲年12᭶31᪥の期㝈は、௧㸳年12᭶31᪥までᘏ㛗されます。

࠙取得ᮇ㝈ཬࡧᒃఫᮇ㝈の㸯ᖺᘏ㛗ࠚ
　⅏ᐖにᇶᅉするやࡴを得ない事により、取得期㝈及び居住期㝈を㸯年ᘏ㛗し、「住宅取得等資金の㠀ㄢ⛯」
又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの特例」の適用を受けて௧㸱年ศの贈与⛯
の⏦告をした場合には、上記の௧㸲年12᭶31᪥の期㝈は、௧㸳年12᭶31᪥までᘏ㛗されます。

࠙ఫᏯ取得等㈨㔠の㠀ㄢ⛯、ఫᏯ取得等㈨㔠の㉗ࡅཷࢆたሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥの≉ࠚ
ۑ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与⛯の㠀ㄢ⛯」等のあらまし（௧㸱年㸳᭶）
（௧㸱年ศ用）ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ住宅取得等資金の贈与⛯の特例に係る　ۑ
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「

《合計所得金額と床面積の要件について》

省エネ等住宅」（注１）

省エネ等住宅とは、省エネ等基準（①断熱等性能等級４若しくは一次エネルギー消費量等級４以上であるこ
と、②耐震等級（構造躯

く

体の倒壊等防止）２以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級
（専用部分）３以上であることをいいます。）に適合する住宅用の家屋であることにつき、次のいずれかの証明
書などを贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいます。

証明書などの種類（注４） 証明対象の家屋

Ａ 住宅性能証明書
① 新築をした住宅用の家屋
② 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
③ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋（注２）

④ 増改築等をした住宅用の家屋（注３）Ｂ 建設住宅性能評価書の写し

Ｃ

次のａ及びｂの書類

① 新築をした住宅用の家屋
② 建築後使用されたことのない住宅用の家屋

ａ 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

ｂ
住宅用家屋証明書（その写し） 又は

認定長期優良住宅建築証明書

Ｄ

次のｃ及びｄの書類

ｃ 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し

ｄ
住宅用家屋証明書（その写し） 又は

認定低炭素住宅建築証明書

（注）1 平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までの間に住宅性能証明書などの申請があった場合には、断熱等性能
等級４又は一次エネルギー消費量等級４以上相当である住宅用の家屋も対象となります。

2 建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前２年以内又は取得の日以降に、その証明の
ための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。

3 住宅用の家屋の増改築等をした場合に、省エネ等基準に適合させるための工事であることについての証明がされ
た「増改築等工事証明書」を、「住宅性能証明書」又は「建設住宅性能評価書の写し」に代えることができます。

4 上記の証明書などの発行については、国土交通省にお尋ねください。

〇 「住宅取得等資金の非課税」の適用を受ける人の令和３年分の所得税に係る合計所得金額（47ページ参照）が、
2,000万円超（新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1,000万円超）である場合には、
この特例の適用はありませんのでご注意ください。

〇 「住宅取得等資金の非課税」の適用を受ける場合には、新築又は取得をした住宅用の家屋（増改築等の場合は、
増改築等をした後の住宅用の家屋）の登記簿上の床面積（マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分
の床面積）が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の２分の１以上に相当する部分が受贈者の居住の用
に供されるものであることが必要です。

　この特例は、贈与税の申告書の提出期間内（６ページ参照）に贈与税の申告書及び一定の添
付書類を提出した場合に限り、その適用を受けることができます。

３ 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例

平成 15 年１月１日から令和３年 12 月 31 日までの間に、父母又は祖父母からの贈与により、

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための

金銭を取得した場合で、一定の要件を満たすときには、贈与者がその贈与の年の１月１日におい

て 60 歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

父母又は祖父母の年齢 60 歳

選択可

選択可

相続時精算課税

住宅取得等のため

の金銭の贈与を受

けた場合

上記以外の財産の

贈与を受けた場合

相続時精算課税

○　特例の概要

2 個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋（中古住宅）を取得する場合には、原
則として消費税等がかかりませんので上記ロの表には該当しません。

3 この特例の適用を受けるためには、令和３年12月31日までに贈与により住宅取得等資金を取得する
だけではなく、住宅用の家屋の新築等に係る契約を同日までに締結している必要があります。

　住宅取得等資金の非課税の適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除（110万円）を適用
することができ、また、相続時精算課税（４ページ参照）にあっては特別控除（2,500万円）を適
用することができます。この相続時精算課税の適用は、原則として、父母や祖父母からの贈与に
限られます。
　なお、この特例は、原則として、贈与税の申告書の提出期間内（６ページ参照）に贈与税の申
告書及び一定の添付書類を提出した場合に限り、その適用を受けることができます。

４ 震災に係る住宅取得等資金の非課税

○ 特例の概要

（注） 一定の要件及び一定の非課税限度額については、国税庁ホームページに掲載されている「令和３年分『震

災に係る住宅取得等資金の非課税』のチェックシートⒹ－１」又は「令和３年分『震災に係る住宅取得等資

金の非課税』のチェックシートⒹ－２」をご覧ください。

《所得税の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除を適用する場合》

「住宅取得等資金の非課税」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」（以下、こ

の欄においてこれらを「住宅取得等資金の贈与の特例」といいます。）の適用を受ける人が、所得税の（特定増改築

等）住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合において、次の１の金額が２の金額を超えるときには、その超える部

分に相当する金額については、（特定増改築等）住宅借入金等特別控除の適用はありませんのでご注意ください。

１ 住宅借入金等の年末残高の合計額
２ 住宅用の家屋の新築、取得若しくは増改築等（以下「住宅の取得等」といいます。）又は住宅用家屋の高齢者等居住改修工事

等を含む増改築等、（特定）断熱改修工事等を含む増改築等若しくは特定多世帯同居改修工事等を含む増改築等（以下「住宅の増
改築等」といいます。）の対価の額又は費用の額（注１）から、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた部分の金額を差し引いた額（注２）

（注）1 １の住宅借入金等のうちにその住宅用の家屋の敷地の用に供されている一定の土地等の取得に係るものがある場合には、
その土地の対価を含みます。

2 住宅の取得等又は住宅の増改築等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額も差し引きます。

《適用要件を満たさないこととなった場合の修正申告等について》

「住宅取得等資金の非課税」又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受

けて令和３年分の贈与税の申告をした人で、次の１から３のいずれかに該当する人が、令和４年12月31日までにその

住宅用の家屋に居住していない場合には、これらの特例の適用を受けることはできませんので、令和５年２月28日

（火）まで（下記の災害に関する税制上の措置の適用がある場合には、令和６年２月 29日（木）まで）に、令和３年

分の贈与税について修正申告書の提出及びその修正申告書の提出により納付することとなる税額の納付をしなけれ

ばなりません。

なお、令和３年分の贈与税の申告で、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用

を受けていた人の場合には、相続時精算課税選択届出書の提出はなかったものとみなされます。

○ 災害に関する税制上の措置

○ 国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】では、東日本大震災により被害を受けた方の申告・納税等に関
する各種パンフレット、各種手続に使用する様式等を掲載しています。このほか、東日本大震災で被災された皆
様への支援制度情報等については、首相官邸ホームページ【https://www.kantei.go.jp/saigai】をご覧ください。

①東日本大震災により滅失（通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含みます。）をし

た住宅に居住していた人（居住しようとしていた人を含みます。）が、平成27年１月１日から令

和３年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金（61ページ参照）の贈

与を受けた場合又は②警戒区域設定指示等が行われた日においてその警戒区域設定指示等の対象

区域内に所在する住宅に居住していた人（居住しようとしていた人を含みます。）が、その警戒

区域設定指示等が行われた日からその警戒区域設定指示等が解除された日以後１年を経過する日

までの間に父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を

満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

「住宅取得等資金の非課税」及び「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択

の特例」の適用要件など、詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載さ

れている下記の資料をご覧ください。

１　令和４年３月15日までに住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をしたが居住していない人
２　令和４年３月15日までに住宅用の家屋の新築に係る工事が完了（その工事の状態が屋根（その骨組みを含みま

す。）を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態まで工事が進行しているものに限ります。）
していない人

３　令和４年３月15日までに増改築等に係る工事が完了（増築又は改築部分の屋根（その骨組みを含みます。）を有
し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる時以後の状態まで工事が進行しているも
のに限ります。）していない人

【居住期限の１年延長】
　災害に基因するやむを得ない事情により、令和４年12月31日までにその住宅用の家屋に居住できなかった場
合には、上記の令和４年12月31日の期限は、令和５年12月31日まで延長されます。

【取得期限及び居住期限の１年延長】 
　災害に基因するやむを得ない事情により、取得期限及び居住期限を１年延長し、「住宅取得等資金の非課税」
又は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例」の適用を受けて令和３年分の贈与税
の申告をした場合には、上記の令和４年12月31日の期限は、令和５年12月31日まで延長されます。

【住宅取得等資金の非課税、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例】 
○ 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらまし（令和３年５月）
○ 住宅取得等資金の贈与税の特例に係るチェックシート（令和３年分用）
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５ 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税（教育資金の非課税）

○ 制度の概要

詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載している「祖父母などから教

育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」をご覧ください。

jp】をご確認ください。

平成 25年４月１日から令和５年３月 31日までの間に、個人（30歳未満の一定の方に限ります。以

下この５において「受贈者」といいます。）が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基

づき、受贈者の直系尊属（父母や祖父母など。以下この５において「贈与者」といいます。）から①信託受

益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面

による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、これらの信託受益

権、金銭又は金銭等の価額のうち 1,500 万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関

等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。

　なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として、その死亡日における非課税拠出額か

ら教育資金支出額（注１）（学校等以外の者に支払われる金銭については、500 万円を限度とします。以下

この５において同じです。）を控除した残額のうち、一定の計算をした金額（以下この５において「管

理残額」といいます。）を、贈与者から相続等により取得したこととされます。

　また、受贈者が 30 歳（注２）に達することなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、

非課税拠出額から教育資金支出額を控除（管理残額がある場合には、管理残額も控除します。）した残

額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

１　教育資金支出額とは、金融機関等の営業所等において、教育資金の支払の事実を証する書類等（領収書等）

により教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。

２　30 歳到達時において、現に学校等に在学している場合等には、最長で 40 歳まで延長されます。

なお、教育資金及び学校等の範囲については、文部科学省ホームページ【https://www.mext.go.

て の の 税の 税（ て の 税）

　平成27年４月１日から令和５年３月31日までの間に、個人（20歳以上50歳未満の一定の方に限り

ます。以下この６において「受贈者」といいます。）が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機

関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属（父母や祖父母など。以下この６において「贈与

者」といいます。）から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を

銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購

入した場合には、これらの信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当す

る部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出

することにより贈与税が非課税となります。

　なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、その死亡日における非課税拠出額から結婚・子

育て資金支出額（注）（結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度とします。以下この６に

おいて同じです。）を控除した残額（以下この６において「管理残額」といいます。）を、贈与者か

ら相続等により取得したこととされます。

　また、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した場合

には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除（管理残額がある場合には、管理残額も控

除します。）した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

詳しくは、 ジ .nta.go.jp している

与を受けた場合の贈与税 まし」をご覧ください。

https://

(注）

確認ください。

なお、結婚・子育て資金の範囲については、内閣府ホームページ【https://www.cao.go.jp】をご

（注）　教育資金非課税申告書及び結婚・子育て資金非課税申告書は、取扱金融機関の営業所等を経由して提出しな
ければなりませんので、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに税
務署で行っていただく手続はありません。

（注） 結婚・子育て資金支出額とは、金融機関等の営業所等において、結婚・子育て資金の支払の事実を証する書類

（領収書等）により結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。

７ 農地等についての納税猶予及び免除の特例

農業委員会
の証明

農業の継続

・ 農業経営の継続

・ 特例の対象となる農地等の保有継続

等

猶予税額
の免除

申告・担保提供

猶予税額の免除の場合

・ 先代経営者の死亡前の後継者の

死亡

・ 先代経営者の死亡（相続税の課

税対象とされ贈与税の猶予税額

は免除）

農地等の全部又は
一定以上の贈与

後継者の贈与税額のうち

特例の対象となる農地等

に対応する贈与税の納税

を猶予

贈与税の
申告期限

先代経営者、
後継者に関す
る要件の判定

・ 農業経営を廃止した場合

・ 特例の対象となる農地等の面積の20％
を超える農地等を譲渡等※した場合

等

猶予税額全額と利子税を納付（注）

（注） 20％以下の農地等の譲渡等の場合や
収用等による譲渡の場合には、その割
合に応じて猶予税額と利子税を納付

特例の対象となる
農地等

※ 「譲渡等」とは、①譲渡、贈与若しくは転用、②地上権、
永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定若
しくは消滅、又は③耕作の放棄をいいます。

この特例の適用を受けた農地等（以下「特例農地等」といいます。）は、贈与者の死亡の際、受贈

者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税の対象とされ、その

時に農地等納税猶予税額は免除されます。

また、受贈者が贈与者よりも先に死亡した場合には、受贈者の死亡の時に農地等納税猶予税額は

免除されます。

贈与者又は受贈者の死亡の日前に、この特例農地等について一定の事由が生じた場合には、その

農地等納税猶予税額の全部又は一部の納税猶予が打ち切られ、その税額と利子税を納付しなけれ

ばなりません。

　農業の後継者が贈与を受けた一定の農地等の価額に対応する贈与税額は、一定の要件の下に、

その農地等の贈与者の死亡の日まで納税が猶予されます（猶予される贈与税額を「農地等納税猶

予税額」といいます。）。

　なお、この特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書に一定の書類を添付して、その申告

書を贈与税の申告書の提出期間内に提出するとともに、農地等納税猶予税額及び利子税の額に見

合う担保を提供する必要があります。また、担保は必ずしも特例農地等でなくても差し支えあり

ませんが、その場合の担保については、９ページのハを参照してください。

この制度の適用要件など、詳しくは、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載

されている下記の資料をご覧いただくか、税務署にお尋ねください。

○ 特例の概要

【農地等についての納税猶予及び免除の特例】
○　贈与税の申告のしかた
　・申告書の作成例等（農地等についての納税猶予及び免除の特例（暦年課税）を適用する場合）
　・特例のあらまし等（農地等についての納税猶予及び免除の特例）
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㸳 ┤⣔ᑛᒓࡽᩍ⫱㈨㔠の୍ᣓ㉗ࡅཷࢆたሙྜの㉗⛯の㠀ㄢ⛯㸦ᩍ⫱㈨㔠の㠀ㄢ⛯㸧

ۑ ไᗘのᴫ要

ヲしくは、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載している「♽∗ẕなどらᩍ

⫱資金の୍ᣓ贈与を受けた場合の贈与⛯の㠀ㄢ⛯ไᗘのあらまし」をࡈぴください。

MS 。ㄆください☜ࡈをࠚ

　ᖹᡂ 2�年㸲᭶㸯᪥ら௧㸳年㸱᭶ 31᪥までの㛫に、ಶே（3�ṓᮍ‶の୍定の方に㝈ります。௨

ୗこの㸳に࠾いて「受贈者」といいます。）ࡀ、ᩍ⫱資金にてるたࡵ、金⼥機関等との୍定のዎ⣙にᇶ

࡙き、受贈者の┤⣔ᑛᒓ（∗ẕや♽∗ẕなど。௨ୗこの㸳に࠾いて「贈与者」といいます。）らձ信託受

益権を付与された場合、ղ書㠃による贈与により取得した金銭を㖟⾜等に預入をした場合又はճ書㠃

による贈与により取得した金銭等で証券社等で有価証券を㉎入した場合には、これらの信託受益

権、金銭又は金銭等の価額のうࡕ 1���� までの金額に相当する㒊ศの価額については、金⼥機関

等の営業ᡤ等を⤒⏤してᩍ⫱資金㠀ㄢ⛯⏦告書をᥦ出することにより贈与⛯ࡀ㠀ㄢ⛯となります。

　な࠾、ዎ⣙期㛫୰に贈与者ࡀṚஸした場合には、原๎として、そのṚஸ᪥に࠾ける㠀ㄢ⛯ᣐ出額

らᩍ⫱資金支出額（注㸯）（Ꮫᰯ等௨እの者に支ᡶࢃれる金銭については、��� を㝈ᗘとします。௨ୗ

この㸳に࠾いてྠࡌです。）を᥍除したṧ額のうࡕ、୍定の計⟬をした金額（௨ୗこの㸳に࠾いて「⟶

⌮ṧ額」といいます。）を、贈与者ら相⥆等により取得したこととされます。

　また、受贈者ࡀ 3� ṓ（注㸰）に㐩することなどにより、ᩍ⫱資金ཱྀ座に係るዎ⣙ࡀ⤊した場合には、

㠀ㄢ⛯ᣐ出額らᩍ⫱資金支出額を᥍除（⟶⌮ṧ額ࡀある場合には、⟶⌮ṧ額も᥍除します。）したṧ

額ࡀあるときは、そのṧ額はそのዎ⣙⤊に贈与ࡀあったこととされます。

㸯　ᩍ⫱㈨㔠ᨭฟ㢠とは、金⼥機関等の営業ᡤ等に࠾いて、ᩍ⫱資金の支ᡶの事ᐇを証する書㢮等（㡿書等）

によりᩍ⫱資金の支ᡶの事ᐇࡀ☜ㄆされ、つ、記㘓された金額の合計額をいいます。

㸰　3� ṓ฿㐩に࠾いて、現にᏛᰯ等にᅾᏛしている場合等には、᭱㛗で �� ṓまでᘏ㛗されます。

な࠾、ᩍ⫱㈨㔠及びᏛᰯ等の⠊ᅖについては、ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�PH[W�JR�

࡚ の の ⛯の ⛯㸦 ࡚ の ⛯㸧

　ᖹᡂ2�年㸲᭶㸯᪥ら௧㸳年㸱᭶31᪥までの㛫に、ಶே（2�ṓ௨上��ṓᮍ‶の୍定の方に㝈り

ます。௨ୗこの㸴に࠾いて「受贈者」といいます。）ࡀ、⤖፧・Ꮚ⫱て資金にてるたࡵ、金⼥機

関等との୍定のዎ⣙にᇶ࡙き、受贈者の┤⣔ᑛᒓ（∗ẕや♽∗ẕなど。௨ୗこの㸴に࠾いて「贈与

者」といいます。）らձ信託受益権を付与された場合、ղ書㠃による贈与により取得した金銭を

㖟⾜等に預入をした場合又はճ書㠃による贈与により取得した金銭等で証券社等で有価証券を㉎

入した場合には、これらの信託受益権、金銭又は金銭等の価額のう1ࡕ����までの金額に相当す

る㒊ศの価額については、金⼥機関等の営業ᡤ等を⤒⏤して⤖፧・Ꮚ⫱て資金㠀ㄢ⛯⏦告書をᥦ出

することにより贈与⛯ࡀ㠀ㄢ⛯となります。

　な࠾、ዎ⣙期㛫୰に贈与者ࡀṚஸした場合には、そのṚஸ᪥に࠾ける㠀ㄢ⛯ᣐ出額ら⤖፧・Ꮚ

⫱て資金支出額（注）（⤖፧に㝿して支ᡶう金銭については、3��を㝈ᗘとします。௨ୗこの㸴に

を、贈与者（。いて「⟶⌮ṧ額」といいます࠾௨ୗこの㸴に）です。）を᥍除したṧ額ࡌいてྠ࠾

ら相⥆等により取得したこととされます。

　また、受贈者ࡀ��ṓに㐩することなどにより、⤖፧・Ꮚ⫱て資金ཱྀ座に係るዎ⣙ࡀ⤊した場合

には、㠀ㄢ⛯ᣐ出額ら⤖፧・Ꮚ⫱て資金支出額を᥍除（⟶⌮ṧ額ࡀある場合には、⟶⌮ṧ額も᥍

除します。）したṧ額ࡀあるときは、そのṧ額はそのዎ⣙⤊に贈与ࡀあったこととされます。

ヲしくは、 ࢪ �QWD�JR�MS している

与を受けた場合の贈与⛯ まし」をࡈぴください。

KWWSV���

(注）

☜ㄆください。

な࠾、⤖፧・Ꮚ⫱࡚㈨㔠の⠊ᅖについては、内㛶ᗓ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�FDR�JR�MSࠚをࡈ

（ὀ）䚷ᩍ⫱㈨㔠㠀ㄢ⛯⏦࿌書ཬ䜃⤖፧䞉Ꮚ⫱䛶㈨㔠㠀ㄢ⛯⏦࿌書䛿䚸ྲྀᢅ㔠⼥ᶵ㛵䛾Ⴀᴗᡤ➼䜢⤒⏤䛧䛶ᥦฟ䛧䛺
䛡䜜䜀䛺䜚䜎䛫䜣䛾䛷䚸ಙク䛜䛥䜜䜛᪥䚸㡸㔠ⱝ䛧䛟䛿㈓㔠䛾㡸ධ䜢䛩䜛᪥ཪ䛿᭷౯ドๆ䜢㉎ධ䛩䜛᪥䜎䛷䛻⛯
ົ⨫䛷⾜䛳䛶䛔䛯䛰䛟ᡭ⥆䛿䛒䜚䜎䛫䜣䚹

（注） ⤖፧・Ꮚ⫱࡚㈨㔠ᨭฟ㢠とは、金⼥機関等の営業ᡤ等に࠾いて、⤖፧・Ꮚ⫱て資金の支ᡶの事ᐇを証する書㢮

（㡿書等）により⤖፧・Ꮚ⫱て資金の支ᡶの事ᐇࡀ☜ㄆされ、つ、記㘓された金額の合計額をいいます。

㸵 ㎰ᆅ等࡚࠸ࡘの⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖の≉

㎰ᴗጤဨ
䛾ド᫂

㎰ᴗ䛾⥅⥆

䞉 ㎰ᴗ⤒Ⴀ䛾⥅⥆

䞉 ≉䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛㎰ᆅ➼䛾ಖ᭷⥅⥆

➼

⊰ண⛯㢠
䛾ච㝖

⏦࿌䞉ᢸಖᥦ౪

⊰ண⛯㢠䛾ච㝖䛾ሙྜ

䞉 ඛ௦⤒Ⴀ⪅䛾Ṛஸ๓䛾ᚋ⥅⪅䛾

Ṛஸ

䞉 ඛ௦⤒Ⴀ⪅䛾Ṛஸ（┦⥆⛯䛾ㄢ

⛯ᑐ㇟䛸䛥䜜㉗⛯䛾⊰ண⛯㢠

䛿ච㝖）

㎰ᆅ➼䛾㒊ཪ䛿
୍ᐃ௨ୖ䛾㉗

ᚋ⥅⪅䛾㉗⛯㢠䛾䛖䛱

≉䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛㎰ᆅ➼

䛻ᑐᛂ䛩䜛㉗⛯䛾⣡⛯

䜢⊰ண

㉗⛯䛾
⏦࿌ᮇ㝈

ඛ௦⤒Ⴀ⪅䚸
ᚋ⥅⪅䛻㛵䛩
䜛せ௳䛾ุᐃ

䞉 ㎰ᴗ⤒Ⴀ䜢ᗫṆ䛧䛯ሙྜ

䞉 ≉䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛㎰ᆅ➼䛾㠃✚䛾20䠂
䜢㉸䛘䜛㎰ᆅ➼䜢ㆡΏ➼䈜䛧䛯ሙྜ

➼

⊰ண⛯㢠㢠䛸Ꮚ⛯䜢⣡付（ὀ）

（ὀ） 20䠂௨ୗ䛾㎰ᆅ➼䛾ㆡΏ➼䛾ሙྜ䜔
⏝➼䛻䜘䜛ㆡΏ䛾ሙྜ䛻䛿䚸䛭䛾
ྜ䛻ᛂ䛨䛶⊰ண⛯㢠䛸Ꮚ⛯䜢⣡付

≉䛾ᑐ㇟䛸䛺䜛
㎰ᆅ➼

ͤ 䛂ㆡΏ➼䛃䛸䛿䚸䐟ㆡΏ䚸㉗ⱝ䛧䛟䛿㌿⏝䚸䐠ᆅୖᶒ䚸
Ọᑠసᶒ䚸⏝㈚䛻䜘䜛ᶒⱝ䛧䛟䛿㈤ᶒ䛾タᐃⱝ
䛧䛟䛿ᾘ⁛䚸ཪ䛿䐡⪔స䛾ᨺᲠ䜢䛔䛔䜎䛩䚹

この特例の適用を受けた農地等（௨ୗ「特例農地等」といいます。）は、贈与者のṚஸの㝿、受贈

者ࡀ贈与者ら相⥆又は㑇贈により取得したものとみなされて相⥆⛯のㄢ⛯の対㇟とされ、その

に農地等⣡⛯⊰ண⛯額はච除されます。

また、受贈者ࡀ贈与者よりもඛにṚஸした場合には、受贈者のṚஸのに農地等⣡⛯⊰ண⛯額は

ච除されます。

贈与者又は受贈者のṚஸの᪥๓に、この特例農地等について୍定の事⏤ࡀ生ࡌた場合には、その

農地等⣡⛯⊰ண⛯額の㒊又は୍㒊の⣡⛯⊰ணࡀᡴࡕษられ、その⛯額と利Ꮚ⛯を⣡付しなけれ

ばなりませんࠋ

　農業のᚋ⥅者ࡀ贈与を受けた୍定の農地等の価額に対ᛂする贈与⛯額は、୍定のせ௳のୗに、

その農地等の贈与者のṚஸの᪥まで⣡⛯ࡀ⊰ணされます（⊰ணされる贈与⛯額を「農地等⣡⛯⊰

ண⛯額」といいます。）。

　な࠾、この特例の適用を受けるたࡵには、贈与⛯の⏦告書に୍定の書㢮を添付して、ࡑの⏦࿌

᭩ࢆ㉗⛯の⏦࿌᭩のᥦฟᮇ㛫ෆᥦฟするとともに、農地等⣡⛯⊰ண⛯額及び利Ꮚ⛯の額にぢ

合うᢸಖࢆᥦ౪するᚲせࡀあります。また、ᢸ保はᚲࡎしも特例農地等でなくても差し支えあり

ませんࡀ、その場合のᢸ保については、㸷ࢪ࣮࣌のࣁを参↷してください。

 このไᗘの適用せ௳など、ヲしくは、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載

されているୗ記の資料をࡈぴいただく、⛯ົ⨫に࠾ᑜࡡください。

ۑ ≉のᴫ要

࠙㎰ᆅ等࡚࠸ࡘの⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖の≉ࠚ
た贈与⛯の⏦告のし　ۑ
　・⏦告書の作ᡂ例等（農地等についての⣡⛯⊰ண及びච除の特例（ᬺ年ㄢ⛯）を適用する場合）
　・特例のあらまし等（農地等についての⣡⛯⊰ண及びච除の特例）
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㸶 㠀ୖሙᰴᘧ等࡚࠸ࡘの㉗⛯の⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖の≉等

この特例等には、⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨ ᮲の㸵の㸳ら➨ ᮲の㸵の㸶までのྛつ定によるᥐ⨨
（「≉ᥐ⨨」といいます。）と⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨ ᮲の㸵ら➨ ᮲の㸵の㸲までのྛつ定による
ᥐ⨨（「୍⯡ᥐ⨨」といいます。）の㸰つのไᗘࡀあり、そのᴫせは、ḟのᅗのと࠾りです。
な࠾、特例ᥐ⨨については、ᖹᡂ 年㸯᭶㸯᪥ら௧㸷年 ᭶ ᪥までの 年㛫のไᗘとされ

ています。

㸦ཧ⪃㸧≉ᥐ⨨୍⯡ᥐ⨨のẚ㍑

特例ᥐ⨨ ୍⯡ᥐ⨨

事๓の計画⟇定等
㸳年௨内の特例ᢎ⥅計画のᥦ出

࠙ᖹᡂ 年㸲᭶㸯᪥ら௧ 年㸱᭶㸳 ᪥までࠚ
せ

適用期㝈
年௨内の贈与・相⥆等

࠙ᖹᡂ 年㸯᭶㸯᪥ら௧ 年㸷 ᭶ ᪥までࠚ
なし

対㇟株ᩘ（注㸯）

⣡⛯⊰ண合 㸣 贈与㸸 㸣、相⥆等㸸 㸣

ᢎ⥅࣮ࣥࢱࣃ 」ᩘの株ら᭱㸱ேのᚋ⥅者 」ᩘの株ら㸯ேのᚋ⥅者

㞠用☜保せ௳ ᙎຊ（注㸰） ᢎ⥅ᚋ㸳年㛫

ᖹᆒ㸶の㞠用⥔ᣢࡀᚲせ

事業の⥅⥆ࡀᅔ

㞴な事⏤ࡀ生ࡌ

た場合のච除

譲Ώ対価の額等にᇶ࡙き計⟬した⊰ண⛯額

を⣡付し、ᚑ๓の⊰ண⛯額との差額をච除

なし

（⊰ண⛯額を⣡付）

相⥆⢭⟬ㄢ⛯

の適用

ṓ௨上の贈与者ら ṓ௨上の者への贈与

（⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨ ᮲の㸰の㸵等）

ṓ௨上の贈与者ら ṓ௨上の᥎定相⥆ே・Ꮮへの贈与

（相⥆⛯ἲ➨ ᮲の㸷・⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨ ᮲の㸰の㸴）

（注）㸯 ㆟Ỵ権にไ㝈のない株式等に㝈ります。

㸰 㞠用☜保せ௳を‶たさなった場合には、୰小業に࠾ける⤒営のᢎ⥅のに関するἲᚊ⾜つ （๎௨

ୗ「┬௧」といいます。）➨ ᮲➨㸱㡯にᇶ࡙き、せ௳を‶たさなった⌮⏤等を記載したሗ告書を㒔

㐨ᗓ┴▱事にᥦ出し、その☜ㄆを受けるᚲせࡀあります。

な࠾、このሗ告書及び☜ㄆ書のしは、⣡⛯⊰ண期㛫୰に୍定の期ࡈとにᥦ出する⥅⥆ᒆ出書の添付書

㢮とされて࠾り、これらの書㢮のᥦ出ࡀなった場合には、⣡⛯の⊰ணに係る期㝈ࡀ☜定することになりま

すので、ࡈ注ពください。

  

株式（注㸯） ⥲株式ᩘ の᭱㸱ศの㸰まで（注㸯）

R

R
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㸶 㠀ୖሙᰴᘧ等࡚࠸ࡘの㉗⛯の⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖の≉等

この特例等には、⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨ ᮲の㸵の㸳ら➨ ᮲の㸵の㸶までのྛつ定によるᥐ⨨
（「≉ᥐ⨨」といいます。）と⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨ ᮲の㸵ら➨ ᮲の㸵の㸲までのྛつ定による
ᥐ⨨（「୍⯡ᥐ⨨」といいます。）の㸰つのไᗘࡀあり、そのᴫせは、ḟのᅗのと࠾りです。
な࠾、特例ᥐ⨨については、ᖹᡂ 年㸯᭶㸯᪥ら௧㸷年 ᭶ ᪥までの 年㛫のไᗘとされ

ています。

㸦ཧ⪃㸧≉ᥐ⨨୍⯡ᥐ⨨のẚ㍑

特例ᥐ⨨ ୍⯡ᥐ⨨

事๓の計画⟇定等
㸳年௨内の特例ᢎ⥅計画のᥦ出

࠙ᖹᡂ 年㸲᭶㸯᪥ら௧ 年㸱᭶㸳 ᪥までࠚ
せ

適用期㝈
年௨内の贈与・相⥆等

࠙ᖹᡂ 年㸯᭶㸯᪥ら௧ 年㸷 ᭶ ᪥までࠚ
なし

対㇟株ᩘ（注㸯）

⣡⛯⊰ண合 㸣 贈与㸸 㸣、相⥆等㸸 㸣

ᢎ⥅࣮ࣥࢱࣃ 」ᩘの株ら᭱㸱ேのᚋ⥅者 」ᩘの株ら㸯ேのᚋ⥅者

㞠用☜保せ௳ ᙎຊ（注㸰） ᢎ⥅ᚋ㸳年㛫

ᖹᆒ㸶の㞠用⥔ᣢࡀᚲせ

事業の⥅⥆ࡀᅔ

㞴な事⏤ࡀ生ࡌ

た場合のච除

譲Ώ対価の額等にᇶ࡙き計⟬した⊰ண⛯額

を⣡付し、ᚑ๓の⊰ண⛯額との差額をච除

なし

（⊰ண⛯額を⣡付）

相⥆⢭⟬ㄢ⛯

の適用

ṓ௨上の贈与者ら ṓ௨上の者への贈与

（⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨ ᮲の㸰の㸵等）

ṓ௨上の贈与者ら ṓ௨上の᥎定相⥆ே・Ꮮへの贈与

（相⥆⛯ἲ➨ ᮲の㸷・⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨ ᮲の㸰の㸴）

（注）㸯 ㆟Ỵ権にไ㝈のない株式等に㝈ります。

㸰 㞠用☜保せ௳を‶たさなった場合には、୰小業に࠾ける⤒営のᢎ⥅のに関するἲᚊ⾜つ （๎௨

ୗ「┬௧」といいます。）➨ ᮲➨㸱㡯にᇶ࡙き、せ௳を‶たさなった⌮⏤等を記載したሗ告書を㒔

㐨ᗓ┴▱事にᥦ出し、その☜ㄆを受けるᚲせࡀあります。

な࠾、このሗ告書及び☜ㄆ書のしは、⣡⛯⊰ண期㛫୰に୍定の期ࡈとにᥦ出する⥅⥆ᒆ出書の添付書

㢮とされて࠾り、これらの書㢮のᥦ出ࡀなった場合には、⣡⛯の⊰ணに係る期㝈ࡀ☜定することになりま

すので、ࡈ注ពください。

  

株式（注㸯） ⥲株式ᩘ の᭱㸱ศの㸰まで（注㸯）

R

R

୰小業に࠾ける⤒営のᢎ⥅のに関するἲᚊ（௨ୗ「ἲ」といいます。）のㄆ

定（注㸯）を㒔㐨ᗓ┴▱事ら受ける㠀上場社のᚋ⥅者である受贈者（௨ୗ「特例⤒営ᢎ⥅受贈

者」といいます。）ࡀ、贈与者ら㠀上場社の株式又は出資（௨ୗ「㠀上場株式等」といいま

す。）を贈与により取得（ձᖹᡂ3�年㸯᭶㸯᪥ら௧㸷年12᭶31᪥までの㛫の᭱ึのこのไᗘ

の適用に係る贈与による取得（注㸰）及びղその取得の᪥ら特例⤒営贈与ᢎ⥅期㛫（注㸱）のᮎ᪥ま

での㛫に贈与⛯の⏦告期㝈ࡀ฿᮶する贈与による取得に㝈ります。）をし、その社を⤒営して

いく場合には、特例⤒営ᢎ⥅受贈者ࡀ⣡付すき贈与⛯のうࡕ、୍定の⛯額の⣡⛯ࡀ⊰ணされ、

贈与者ࡀṚஸした場合等（注㸲）には、その㒊又は୍㒊ࡀච除されます。

　ただし、ච除されるまでに、特例ᥐ⨨の適用を受けた㠀上場株式等をㆡΏ୍࡞ࡿࡍᐃのሙྜ

⛯利Ꮚの⛯㢠ࡑ、ࢀࡽษࡕᡴࡀ⣡⛯の⊰ண࡚࠸ࡘ㒊୍ࡣた⛯㢠の㒊ཪࢀࡉの⊰ணࡑ、ࡣ

。ࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞⣡しࢆ

　な࠾、このไᗘの適用を受けるたࡵには、㉗⛯の⏦࿌᭩୍ᐃの᭩類ࢆῧし࡚ᮇ㝈ෆᥦ

ฟするとともに⊰ணされる⛯額及び利Ꮚ⛯の額にぢ合うᢸಖ（このไᗘの適用を受ける㠀上場株

式等でなくても差し支えありません。）ࢆᥦ౪するᚲせࡀあります。

　このไᗘの適用せ௳など、ヲしくは、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載

されているୗ記の資料をࡈぴください。

㸯 �㠀ୖሙᰴᘧ等࡚࠸ࡘの㉗⛯の⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖の≉㸦⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ➨��᮲の㸵の㸳㸧  

࠙≉ᥐ⨨ࠚ

࠙㠀ୖሙᰴᘧ等の⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖の≉ࠚ

（注）㸯　㒔㐨ᗓ┴▱事の「ἲのㄆ定」を受けるたࡵには、原๎として、贈与を受けた年の⩣年㸯᭶1�᪥

までにその⏦ㄳを㒔㐨ᗓ┴▱事に対して⾜うᚲせࡀあります。また、ἲのㄆ定を受けるに当たっ

ては、ᖹᡂ3�年㸲᭶㸯᪥ら௧㸳年㸱᭶31᪥までに┬௧➨1�᮲➨㸯号につ定する特例ᢎ⥅計画

を㒔㐨ᗓ┴▱事にᥦ出し、┬௧➨1�᮲➨㸯㡯➨㸯号にヱ当することについてのྠ᮲➨㸯㡯の㒔㐨

ᗓ┴▱事の☜ㄆを受けるᚲせࡀあります。

　　　　 ἲのㄆ定、特例ᢎ⥅計画のᥦ出・☜ㄆのたࡵの具య的なせ௳や手⥆については、社のたる

事ົᡤࡀᡤᅾする㒔㐨ᗓ┴のᢸ当ㄢに࠾ᑜࡡください。ᢸ当ㄢについては、ࢺࢵࣞࣇࣥࣃ「㠀上場株式

等についての贈与⛯・相⥆⛯の⣡⛯⊰ண・ච除（ἲே∧事業ᢎ⥅⛯ไ）のあらまし」などでࡈ☜ㄆくだ

さい。

㸰　特例⤒営ᢎ⥅受贈者ࡀ、その社の㠀上場株式等について、᭱ึに㺀㠀上場株式等についての相⥆⛯

の⣡⛯⊰ண及びච除の特例㺁の適用を受けている場合には、その適用に係る相⥆又は㑇贈（௨ୗ「相⥆

等」といいます。）による取得となります。この相⥆⛯の特例については「相⥆⛯の⏦告のした」を

参↷してください（௨ୗྠࡌです。）。

㸱　「特例⤒営贈与ᢎ⥅期㛫」とは、このไᗘの適用に係る贈与の᪥のᒓする年ศの贈与⛯の⏦告書のᥦ

出期㝈の⩣᪥らḟにᥖࡆる᪥のいࡎれ᪩い᪥又はこのไᗘの適用を受ける特例⤒営ᢎ⥅受贈者ⱝし

くは特例⤒営ᢎ⥅受贈者に係る贈与者のṚஸの᪥の๓᪥のいࡎれ᪩い᪥までの期㛫をいいます。

ձ　特例⤒営ᢎ⥅受贈者の᭱ึのこのไᗘの適用に係る贈与の᪥のᒓする年ศの贈与⛯の⏦告書のᥦ出

期㝈の⩣᪥௨ᚋ㸳年を⤒㐣する᪥

ղ　特例⤒営ᢎ⥅受贈者の᭱ึの「㠀上場株式等についての相⥆⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の特例」の適用

に係る相⥆に係る相⥆⛯の⏦告書のᥦ出期㝈の⩣᪥௨ᚋ㸳年を⤒㐣する᪥

㸲　贈与者ࡀṚஸした場合、このไᗘの適用を受けた㠀上場株式等は、その贈与者ら相⥆等により取得

したものとみなされて相⥆⛯のㄢ⛯の対㇟となります。な࠾、その㝿、୍定のせ௳を‶たす場合には、そ

の相⥆⛯についても⣡⛯の⊰ணの特例ᥐ⨨（⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨��᮲の㸵の㸶）の適用ࡀ受けられます。

ヲしくは、「相⥆⛯の⏦告のした」をࡈぴください。

ۑ ไᗘのᴫ要

あらまし　ۑ 
　 ・㠀上場株式等についての贈与⛯・相⥆⛯の⣡⛯⊰ண・ච除（ἲே∧事業ᢎ⥅⛯ไ）のあらまし

・㠀上場株式等についての贈与⛯・相⥆⛯の⣡⛯⊰ண・ච除（ἲே∧事業ᢎ⥅⛯ไ）に係る⅏ᐖ等に関するᥐ⨨の
ᴫせ

　 ・ἲே∧事業ᢎ⥅⛯ไの適用を受けられている方に㹼⥅⥆ᒆ出書のᥦ出について㹼
・年ḟሗ告書・⥅⥆ᒆ出書の「ሗ告ᇶ‽᪥」について㹼⏦告期㝈ࡀᘏ㛗されている場合はሗ告ᇶ‽᪥もᘏ㛗されま
す㹼

　 ・㠀上場株式等についての相⥆⛯・贈与⛯の⣡⛯⊰ண（ᢸ保のᥦ供に関する4㸤$）
ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ　ۑ 

・（௧㸱年ศ用）「㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の特例」（特例ᥐ⨨）の適用せ௳及びᥦ
出書㢮ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ

た贈与⛯の⏦告のし　ۑ 
　 ・⏦告書の作ᡂ例等（㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の特例を適用しᬺ年ㄢ⛯を㑅ᢥする場合）
　 ・特例のあらまし等（㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の特例等）
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　㸯の㺀㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の特例㺁の適用を受ける特例⤒営ᢎ⥅受
贈者（贈与を受けた年の㸯᭶㸯᪥に࠾いて2�ṓ௨上のேに㝈ります。）については、その贈与を受け
たに࠾いて贈与者（ྠ᪥に࠾いて��ṓ௨上のேに㝈ります。）の「┤⣔༝ᒓ（ᏊやᏞなど）である
᥎定相⥆ே」又は「Ꮮ」௨እのேであっても、相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受けることࡀできます。
　な࠾、相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受ける場合の手⥆については㸳ࢪ࣮࣌を参↷してください。

㸰ࠉ㠀ୖሙᰴᘧ等࡚࠸ࡘの㉗⛯の⣡⛯⊰ணの≉ᥐ⨨の㐺用ࡿࡅཷࢆሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯

㐺用⪅の≉

　ἲのㄆ定（注㸯）を㒔㐨ᗓ┴▱事ら受ける㠀上場社のᚋ⥅者である受贈者（௨ୗ
「⤒営ᢎ⥅受贈者」といいます。）ࡀ、贈与者ら当ヱ㠀上場社の㠀上場株式等を贈与によ
り取得（⤒営贈与ᢎ⥅期㛫（注㸰）のᮎ᪥までに贈与⛯の⏦告書のᥦ出期㝈ࡀ฿᮶する贈与に㝈
ります。）をし、その社を⤒営していく場合には、⤒営ᢎ⥅受贈者ࡀ⣡付すき贈与⛯のう
ච除さࡀṚஸした場合等には、その㒊又は୍㒊ࡀணされ、贈与者⊱ࡀ⛯定の⛯額の⣡୍、ࡕ
れます。
　ただし、ච除されるまでに、୍⯡ᥐ⨨の適用を受けた㠀上場株式等をㆡΏ୍࡞ࡿࡍᐃのሙ
利の⛯㢠ࡑ、ࢀࡽษࡕᡴࡀ⣡⛯の⊰ண࡚࠸ࡘ㒊୍ࡣた⛯㢠の㒊ཪࢀࡉの⊰ணࡑ、ࡣྜ
Ꮚ⛯ࢆ⣡しࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞。
　このไᗘの適用せ௳など、ヲしくは、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載さ
れているୗ記の資料をࡈぴください。

㸱 㠀ୖሙᰴᘧ等࡚࠸ࡘの㉗⛯の⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖㸦⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ➨��᮲の㸵㸧࠙ ୍⯡ᥐ⨨ࠚ

࠙㠀ୖሙᰴᘧ等の⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖の≉ࠚ

（注）㸯　㒔㐨ᗓ┴▱事の「ἲのㄆ定」を受けるたࡵには、原๎として、贈与を受けた年の⩣年㸯᭶1�᪥までに

その⏦ㄳを⾜うᚲせࡀあります。このㄆ定を受けるたࡵの具య的なせ௳や手⥆については、社のたる事

ົᡤࡀᡤᅾする㒔㐨ᗓ┴のᢸ当ㄢに࠾ᑜࡡください。ᢸ当ㄢについては、ࢺࢵࣞࣇࣥࣃ「㠀上場株式等につ

いての贈与⛯・相⥆⛯の⣡⛯⊰ண・ච除（ἲே∧事業ᢎ⥅⛯ไ）のあらまし」などでࡈ☜ㄆください。

㸰　「⤒営贈与ᢎ⥅期㛫」とは、このไᗘの適用に係る贈与の᪥のᒓする年ศの贈与⛯の⏦告書のᥦ出期㝈の

⩣᪥らḟにᥖࡆる᪥のいࡎれ᪩い᪥又はこのไᗘの適用を受ける⤒営ᢎ⥅受贈者ⱝしくは⤒営ᢎ⥅受贈

者に係る贈与者のṚஸの᪥の๓᪥のいࡎれ᪩い᪥までの期㛫をいいます。

ձ　⤒営ᢎ⥅受贈者の᭱ึのこのไᗘの適用に係る贈与の᪥のᒓする年ศの贈与⛯の⏦告書のᥦ出期㝈の⩣

᪥௨ᚋ㸳年を⤒㐣する᪥

ղ　⤒営ᢎ⥅受贈者の᭱ึの「㠀上場株式等についての相⥆⛯の⣡⛯⊰ண及びච除」の適用に係る相⥆に係

る相⥆⛯の⏦告書のᥦ出期㝈の⩣᪥௨ᚋ㸳年を⤒㐣する᪥

ไᗘのᴫ要ࠉۑࠉ

あらまし　ۑ　
　 ・㠀上場株式等についての贈与⛯・相⥆⛯の⣡⛯⊰ண・ච除（ἲே∧事業ᢎ⥅⛯ไ）のあらまし

・㠀上場株式等についての贈与⛯・相⥆⛯の⣡⛯⊰ண・ච除（ἲே∧事業ᢎ⥅⛯ไ）に係る⅏ᐖ等に関するᥐ⨨
のᴫせ

　 ・ἲே∧事業ᢎ⥅⛯ไの適用を受けられている方に㹼⥅⥆ᒆ出書のᥦ出について㹼
・年ḟሗ告書・⥅⥆ᒆ出書の「ሗ告ᇶ‽᪥」について㹼⏦告期㝈ࡀᘏ㛗されている場合はሗ告ᇶ‽᪥もᘏ㛗され
ます㹼

　 ・㠀上場株式等についての相⥆⛯・贈与⛯の⣡⛯⊰ண（ᢸ保のᥦ供に関する4㸤$）
ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ　ۑ　

・（௧㸱年ศ用）「㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除」（୍⯡ᥐ⨨）の適用せ௳及びᥦ出書
㢮ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ

た贈与⛯の⏦告のし　ۑ　
　 ・特例のあらまし等（㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の特例等）
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　㸯の㺀㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の特例㺁の適用を受ける特例⤒営ᢎ⥅受
贈者（贈与を受けた年の㸯᭶㸯᪥に࠾いて2�ṓ௨上のேに㝈ります。）については、その贈与を受け
たに࠾いて贈与者（ྠ᪥に࠾いて��ṓ௨上のேに㝈ります。）の「┤⣔༝ᒓ（ᏊやᏞなど）である
᥎定相⥆ே」又は「Ꮮ」௨እのேであっても、相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受けることࡀできます。
　な࠾、相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受ける場合の手⥆については㸳ࢪ࣮࣌を参↷してください。

㸰ࠉ㠀ୖሙᰴᘧ等࡚࠸ࡘの㉗⛯の⣡⛯⊰ணの≉ᥐ⨨の㐺用ࡿࡅཷࢆሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯

㐺用⪅の≉

　ἲのㄆ定（注㸯）を㒔㐨ᗓ┴▱事ら受ける㠀上場社のᚋ⥅者である受贈者（௨ୗ
「⤒営ᢎ⥅受贈者」といいます。）ࡀ、贈与者ら当ヱ㠀上場社の㠀上場株式等を贈与によ
り取得（⤒営贈与ᢎ⥅期㛫（注㸰）のᮎ᪥までに贈与⛯の⏦告書のᥦ出期㝈ࡀ฿᮶する贈与に㝈
ります。）をし、その社を⤒営していく場合には、⤒営ᢎ⥅受贈者ࡀ⣡付すき贈与⛯のう
ච除さࡀṚஸした場合等には、その㒊又は୍㒊ࡀணされ、贈与者⊱ࡀ⛯定の⛯額の⣡୍、ࡕ
れます。
　ただし、ච除されるまでに、୍⯡ᥐ⨨の適用を受けた㠀上場株式等をㆡΏ୍࡞ࡿࡍᐃのሙ
利の⛯㢠ࡑ、ࢀࡽษࡕᡴࡀ⣡⛯の⊰ண࡚࠸ࡘ㒊୍ࡣた⛯㢠の㒊ཪࢀࡉの⊰ணࡑ、ࡣྜ
Ꮚ⛯ࢆ⣡しࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞。
　このไᗘの適用せ௳など、ヲしくは、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載さ
れているୗ記の資料をࡈぴください。

㸱 㠀ୖሙᰴᘧ等࡚࠸ࡘの㉗⛯の⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖㸦⛒⛯≉ูᥐ⨨ἲ➨��᮲の㸵㸧࠙ ୍⯡ᥐ⨨ࠚ

࠙㠀ୖሙᰴᘧ等の⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖の≉ࠚ

（注）㸯　㒔㐨ᗓ┴▱事の「ἲのㄆ定」を受けるたࡵには、原๎として、贈与を受けた年の⩣年㸯᭶1�᪥までに

その⏦ㄳを⾜うᚲせࡀあります。このㄆ定を受けるたࡵの具య的なせ௳や手⥆については、社のたる事

ົᡤࡀᡤᅾする㒔㐨ᗓ┴のᢸ当ㄢに࠾ᑜࡡください。ᢸ当ㄢについては、ࢺࢵࣞࣇࣥࣃ「㠀上場株式等につ

いての贈与⛯・相⥆⛯の⣡⛯⊰ண・ච除（ἲே∧事業ᢎ⥅⛯ไ）のあらまし」などでࡈ☜ㄆください。

㸰　「⤒営贈与ᢎ⥅期㛫」とは、このไᗘの適用に係る贈与の᪥のᒓする年ศの贈与⛯の⏦告書のᥦ出期㝈の

⩣᪥らḟにᥖࡆる᪥のいࡎれ᪩い᪥又はこのไᗘの適用を受ける⤒営ᢎ⥅受贈者ⱝしくは⤒営ᢎ⥅受贈

者に係る贈与者のṚஸの᪥の๓᪥のいࡎれ᪩い᪥までの期㛫をいいます。

ձ　⤒営ᢎ⥅受贈者の᭱ึのこのไᗘの適用に係る贈与の᪥のᒓする年ศの贈与⛯の⏦告書のᥦ出期㝈の⩣

᪥௨ᚋ㸳年を⤒㐣する᪥

ղ　⤒営ᢎ⥅受贈者の᭱ึの「㠀上場株式等についての相⥆⛯の⣡⛯⊰ண及びච除」の適用に係る相⥆に係

る相⥆⛯の⏦告書のᥦ出期㝈の⩣᪥௨ᚋ㸳年を⤒㐣する᪥

ไᗘのᴫ要ࠉۑࠉ

あらまし　ۑ　
　 ・㠀上場株式等についての贈与⛯・相⥆⛯の⣡⛯⊰ண・ච除（ἲே∧事業ᢎ⥅⛯ไ）のあらまし

・㠀上場株式等についての贈与⛯・相⥆⛯の⣡⛯⊰ண・ච除（ἲே∧事業ᢎ⥅⛯ไ）に係る⅏ᐖ等に関するᥐ⨨
のᴫせ

　 ・ἲே∧事業ᢎ⥅⛯ไの適用を受けられている方に㹼⥅⥆ᒆ出書のᥦ出について㹼
・年ḟሗ告書・⥅⥆ᒆ出書の「ሗ告ᇶ‽᪥」について㹼⏦告期㝈ࡀᘏ㛗されている場合はሗ告ᇶ‽᪥もᘏ㛗され
ます㹼

　 ・㠀上場株式等についての相⥆⛯・贈与⛯の⣡⛯⊰ண（ᢸ保のᥦ供に関する4㸤$）
ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ　ۑ　

・（௧㸱年ศ用）「㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除」（୍⯡ᥐ⨨）の適用せ௳及びᥦ出書
㢮ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ

た贈与⛯の⏦告のし　ۑ　
　 ・特例のあらまし等（㠀上場株式等についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除の特例等）
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࿌

ᮇ

㝈

ඛ௦ᴗ⪅のṚஸ等

⏦࿌・ᢸಖᥦ౪

要௳ࢆ‶たࡉ

たሙྜࡗ࡞ࡃ࡞

ᴗの用౪ࡉ

たሙྜࡗ࡞ࡃ࡞

⊰ண⛯㢠の

㒊利Ꮚ

⣡ࢆ⛯

⊰ண⛯㢠
のච㝖

⊰ண⛯㢠ࡀච㝖ࠕࡿࢀࡉṚஸ ௨ࠖእの
ۑ ୍ᐃの㞀ᐖ⏤ヱᙜしたሙྜ
ۑ ᚋ⥅⪅≉ᐃᴗ用㈨産ࢆ㉗
ۑ ྠ᪘㛵ಀ⪅௨እの⪅≉ᐃᴗ
用㈨産の୍ᣓㆡΏࢆしたሙ 㸦ྜㆡΏ
ᑐ౯等ୖࢆᅇࡿ⛯㢠ࢆච㝖㸧

ۑ Ẹ⏕ィ⏬のㄆྍỴᐃ等ࡗ࠶ࡀた
ሙ 㸦ྜィ⟬ᚋの⊰ண⛯㢠等ୖࢆᅇࡿ
⛯㢠ࢆච㝖㸧

ۑ ᴗの⥅⥆ࡀᅔ㞴ࡗ࡞たሙྜ࠾
ࡣᐃᴗ用㈨産の୍ᣓㆡΏཪ≉、࡚࠸
ᴗࢆᗫṆࡁࡿࡍ㸦ィ⟬ᚋの⊰ண⛯
㢠ୖࢆᅇࡿ⛯㢠ࢆච㝖㸧

・ᴗの⥅⥆
・㟷Ⰽ⏦࿌
・ᴗ用㈨産のಖ᭷⥅⥆

等

ᚋ⥅⪅の㉗⛯㢠のࡇ、ࡕ࠺のไᗘ
の㐺用ࡿࡅཷࢆ≉ᐃᴗ用㈨産
ᑐᛂࡿࡍ㉗⛯の⣡⛯ࢆ⊰ண

ᚋ⥅⪅の
㟷Ⰽ⏦࿌のᢎㄆ

ඛ௦ᴗ⪅の
㟷Ⰽ⏦࿌

ᑐᛂࡿࡍ⊰ண

⛯㢠利Ꮚ⛯

⣡ࢆ

ࡿࡍ㛵Ⴀのᢎ⥅の⤒ࡿࡅ࠾୰ᑠᴗࠕ
ἲᚊ㸦ࠖἲ㸧ᇶ࡙ࡃ㒔㐨ᗓ┴▱の㛵

⥅ಶேᴗᢎࠕ
ィ⏬ のࠖᥦฟ・☜ㄆ

ἲのㄆᐃ
・ ᴗ、ᚋ⥅⪅㛵
要௳のุᐃࡿࡍ

㸷ࠉಶேのᴗ用㈨産࡚࠸ࡘの㉗⛯の⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖等

㸯 ಶேのᴗ用㈨産࡚࠸ࡘの㉗⛯の⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖

　この特例のᴫせは、ḟのᅗのと࠾りです。な࠾、この特例については、ᖹᡂ31年㸯᭶㸯᪥ら௧1�
年12᭶31᪥までの1�年㛫の特例とされています。

　ἲのㄆ定（注㸯）を㒔㐨ᗓ┴▱事ら受けるᚋ⥅者である受贈者（௨ୗ「特例事業受贈者」
といいます。）ࡀ、㟷Ⰽ⏦告（⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨2�᮲の㸰➨㸱㡯のつ定の適用に係るものに㝈り
ます。）に係る事業（動産貸付業等を除きます。）を⾜っていた贈与者らその事業に係る୍
定の資産（特定事業用資産）のてを贈与により取得（ձᖹᡂ31年㸯᭶㸯᪥ら௧1�年12᭶31
᪥までの㛫の取得で᭱ึのこの特例の適用に係る贈与による取得及びղその期㛫内の取得で
ձの取得の᪥（注㸰）ら㸯年を⤒㐣する᪥までの㛫の贈与による取得に㝈ります。）をし、その
事業を営んでいく場合には、特例事業受贈者ࡀ⣡付すき贈与⛯のうࡕ、୍定の⛯額の⣡⛯ࡀ
⊰ணされ、特例事業受贈者ࡀṚஸした場合等（注㸱）には、その㒊又は୍㒊ࡀච除されます。
　ただし、ච除されるまでに、この特例の適用を受けた事業用資産を特例事業受贈者の事業の
用に供さなくなった場合など୍定の場合には、その⊰ணされた⛯額の㒊又は୍㒊について⣡
⛯の⊰ணࡀᡴࡕษられ、その⛯額と利Ꮚ⛯を⣡付しなければなりません。
　な࠾、この特例の適用を受けるたࡵには、㉗⛯の⏦࿌᭩୍ᐃの᭩類ࢆῧし࡚ᮇ㝈ෆ
ᥦฟするとともに⊰ணされる⛯額及び利Ꮚ⛯の額にぢ合うᢸಖࢆᥦ౪するᚲせࡀあります。
　このไᗘの適用せ௳など、ヲしくは、ᅜ⛯ᗇ࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍KWWSV���ZZZ�QWD�JR�MSࠚにᥖ載
されているୗ記の資料をࡈぴください。

࠙ಶேのᴗ用㈨産の⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖の≉ࠚ

（注）㸯　㒔㐨ᗓ┴▱事の「ἲのㄆ定」を受けるたࡵには、原๎として、贈与を受けた年の⩣年の㸯᭶1�
᪥までにその⏦ㄳを⾜うᚲせࡀあります。また、ἲのㄆ定を受けるに当たっては、ᖹᡂ31年㸲᭶
㸯᪥ら௧㸴年㸱᭶31᪥までに┬௧➨1�᮲➨㸱号につ定するಶே事業ᢎ⥅計画を㒔㐨ᗓ┴▱事
にᥦ出し、┬௧➨1�᮲➨㸯㡯➨㸱号にヱ当することについてのྠ᮲➨㸯㡯の㒔㐨ᗓ┴▱事の☜ㄆ
を受けるᚲせࡀあります。

　　　　　ἲのㄆ定に係る⏦ㄳ書のᥦ出に関する❆ཱྀは特例事業受贈者のたる事ົᡤࡀᡤᅾする㒔㐨ᗓ
┴です。また、ಶே事業ᢎ⥅計画のᥦ出に関する❆ཱྀについては贈与者のたる事ົᡤࡀᡤᅾする㒔㐨
ᗓ┴になります。ᢸ当ㄢについては、ࢺࢵࣞࣇࣥࣃ「ಶேの事業用資産についての贈与⛯・相⥆⛯の⣡
⛯⊰ண・ච除（ಶே∧事業ᢎ⥅⛯ไ）のあらまし」などでࡈ☜ㄆください。

㸰　特例事業受贈者ࡀ、その事業に係る特定事業用資産について、᭱ึに㺀ಶேの事業用資産についての
相⥆⛯の⣡⛯⊰ண及びච除㺁の適用を受けている場合には、「ձの取得の᪥」は、その適用に係る相⥆
又は㑇贈による取得の᪥となります。

㸱　贈与者ࡀṚஸした場合、この特例の適用を受けた特定事業用資産は、その贈与者ら相⥆又は㑇贈により
取得したものとみなされて相⥆⛯のㄢ⛯の対㇟となります。な࠾、その㝿、୍ 定のせ௳を‶たす場合には、
その相⥆⛯についても⣡⛯の⊰ணࡀ受けられます。ヲしくは、「相⥆⛯の⏦告のした」をࡈぴください。

�のᴫ要≉ࠉۑ

ಶேの事業用資産についての贈与⛯・相⥆⛯の⣡⛯⊰ண・ච除（ಶே∧事業ᢎ⥅⛯ไ）のあらまし　ۑ 
ۑ  （௧㸱年ศ用）「ಶேの事業用資産についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除」の適用せ௳及びᥦ出書㢮ࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ
た贈与⛯の⏦告のし　ۑ 

・特例のあらまし等（ಶேの事業用資産についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除等）
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　⅏ᐖその他やࡴを得ない⌮⏤によって、⏦告書のᥦ出期㝈までに⏦告・⣡付ࡀできないとき
は、受贈者の住ᡤ地のᡤ㎄⛯ົ⨫㛗に⏦ㄳすることにより、その⌮⏤ࡀやんだ᪥ら㸰᭶௨内
に㝈り、⏦告・⣡付の期㝈ࡀᘏ㛗されます。

110 ࡾࡼ ࢆ たሙྜ

のィ⟬の≉ 用財産 ⮬ື ≉㸧

贈与⛯の⏦告 に、贈与を受けた財 によ を受けた場合で、ḟの⾲のいࡎれにヱ

当するときは、贈与⛯額の計⟬に࠾けるその財産の価額は、 を受けた ศの価額を᥍除した価額と

することࡀできます。

1 贈与⛯のㄢ⛯価᱁の計⟬のᇶ♏とな 財産の価額の ศの るࡵ ࡀ 0

2
産 ）、 産

） （௨ୗ 」といいます。）

のィ⟬の≉㸦≉ᐃ 等 等の≉㸧

᪥（注）のᒓする年（その特 生᪥ࡀ㸯᭶㸯᪥ら贈与⛯の⏦告書のᥦ出

、その 年。 。）の㸯᭶㸯᪥らその特

生᪥の ᪥ま に贈与を受けた財産でその特 生᪥に࠾いて していたものの

、ḟの⾲ る特 又は特 けるそれらの価࠾ある場合には、贈与⛯額の計⟬にࡀ

は、

額

その特 生᪥に係る特 の ᚋの価額とすることࡀできます。

≉ᐃ とは の た ➨
し た い と の

）

≉ᐃᅵᆅ➼㻌 、

≉ᐃᰴᘧ➼㻌
に （ 価 ます。） 上 る

の⏦࿌᭩のᥦฟ ≉

㸦�㸧ಶูᣦᐃࡿࡼᮇ㝈ᘏ㛗�

特 生᪥のᒓする年の㸯᭶㸯᪥ら ᭶ ᪥まで 贈与を受け、上記 適用を受

けることࡀできるேの贈与⛯の⏦告書の 㝈ࡀ特 （特 に係る ➨

により れた⏦告に 㝈と特 生᪥の ᪥ら ᭶を 㐣する᪥とのいࡎ

れ い᪥をいいます。）の ௨ ある場合には、その贈与⛯の⏦告書のᥦ出 は、その特 ᪥

となります。

取 、 又は
す

はありませんࡀ、ḟの（�）の期㝈ᘏ㛗の適用を受
けることࡀできます。

ࠚの≉のᴫ要等ࡑ࠙

ヲし、࡚࠸ࡘḟの≉のᴫ要等ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀḟの≉、の≉のࡽࢀࡇ、ࡣ࡚࠸ࡘ⛯㉗ࠉۑ
�KWWSV࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ᅜ⛯ᗇ、ࡣࡃ��ZZZ�QWD�JR�MSࠚᥖ載ࡿ࠸࡚ࢀࡉୗ記の㈨ᩱࡈࢆぴࠋ࠸ࡉࡔࡃ

ච㝖・⛯㢠᥍㝖の≉ࡧの⣡⛯⊰ணཬ࡚࠸ࡘ┈ⓗ利῭⤒ࡿಀ་⒪ἲேのᣢ分・ࠉ
ሙྜの≉ࡿࢀࡉ࡞ࡳのࡶたࡗ࠶ࡀ㉗㑇ࡣཪ㉗࠸కಶேのṚஸࡿࡍ᭷ࢆ་⒪ἲேのᣢ分・ࠉ
たሙྜの㉗⛯のㄢ⛯の≉ࡗ࠶ࡀ་⒪ἲேのᣢ分のᨺᲠ・ࠉ
⨨の┦⥆⛯のㄢ⛯౯᱁の㍍ῶᥐ࡚࠸ࡘᒣᯘࡿࡅཷࢆ⢭⟬ㄢ⛯の㐺用⥆┦・ࠉ

注ព

な࠾、この特例（⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨��᮲の㸵）の適用を受ける場合は、その「取得した財産の明細」

欄の「ᡤᅾ場ᡤ等」に「ᥐ⨨ἲ➨��の㸵➨㸯㡯適用」と付記してください。

㸰ࠉಶேのᴗ用㈨産࡚࠸ࡘの㉗⛯の⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖の㐺用ࡿࡅཷࢆሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯
㐺用⪅の≉

　㸯の「ಶேの事業用資産についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除」の適用を受ける特例事業受贈

者（贈与を受けた年の㸯᭶㸯᪥に࠾いて2�ṓ௨上のேに㝈ります。）については、その贈与を受け

たに࠾いて贈与者（ྠ᪥に࠾いて��ṓ௨上のேに㝈ります。）の「┤⣔༝ᒓ（ᏊやᏞなど）であ

る᥎定相⥆ே」又は「Ꮮ」௨እのேであっても、相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受けることࡀできます。

　な࠾、相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受ける場合の手⥆については㸳ࢪ࣮࣌を参↷してください。
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　⅏ᐖその他やࡴを得ない⌮⏤によって、⏦告書のᥦ出期㝈までに⏦告・⣡付ࡀできないとき
は、受贈者の住ᡤ地のᡤ㎄⛯ົ⨫㛗に⏦ㄳすることにより、その⌮⏤ࡀやんだ᪥ら㸰᭶௨内
に㝈り、⏦告・⣡付の期㝈ࡀᘏ㛗されます。

110 ࡾࡼ ࢆ たሙྜ

のィ⟬の≉ 用財産 ⮬ື ≉㸧

贈与⛯の⏦告 に、贈与を受けた財 によ を受けた場合で、ḟの⾲のいࡎれにヱ

当するときは、贈与⛯額の計⟬に࠾けるその財産の価額は、 を受けた ศの価額を᥍除した価額と

することࡀできます。

1 贈与⛯のㄢ⛯価᱁の計⟬のᇶ♏とな 財産の価額の ศの るࡵ ࡀ 0

2
産 ）、 産

） （௨ୗ 」といいます。）

のィ⟬の≉㸦≉ᐃ 等 等の≉㸧

᪥（注）のᒓする年（その特 生᪥ࡀ㸯᭶㸯᪥ら贈与⛯の⏦告書のᥦ出

、その 年。 。）の㸯᭶㸯᪥らその特

生᪥の ᪥ま に贈与を受けた財産でその特 生᪥に࠾いて していたものの

、ḟの⾲ る特 又は特 けるそれらの価࠾ある場合には、贈与⛯額の計⟬にࡀ

は、

額

その特 生᪥に係る特 の ᚋの価額とすることࡀできます。

≉ᐃ とは の た ➨
し た い と の

）

≉ᐃᅵᆅ➼㻌 、

≉ᐃᰴᘧ➼㻌
に （ 価 ます。） 上 る

の⏦࿌᭩のᥦฟ ≉

㸦�㸧ಶูᣦᐃࡿࡼᮇ㝈ᘏ㛗�

特 生᪥のᒓする年の㸯᭶㸯᪥ら ᭶ ᪥まで 贈与を受け、上記 適用を受

けることࡀできるேの贈与⛯の⏦告書の 㝈ࡀ特 （特 に係る ➨

により れた⏦告に 㝈と特 生᪥の ᪥ら ᭶を 㐣する᪥とのいࡎ

れ い᪥をいいます。）の ௨ ある場合には、その贈与⛯の⏦告書のᥦ出 は、その特 ᪥

となります。

取 、 又は
す

はありませんࡀ、ḟの（�）の期㝈ᘏ㛗の適用を受
けることࡀできます。

ࠚの≉のᴫ要等ࡑ࠙

ヲし、࡚࠸ࡘḟの≉のᴫ要等ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀḟの≉、の≉のࡽࢀࡇ、ࡣ࡚࠸ࡘ⛯㉗ࠉۑ
�KWWSV࠙ࢪ࣮࣒࣮࣌࣍ᅜ⛯ᗇ、ࡣࡃ��ZZZ�QWD�JR�MSࠚᥖ載ࡿ࠸࡚ࢀࡉୗ記の㈨ᩱࡈࢆぴࠋ࠸ࡉࡔࡃ

ච㝖・⛯㢠᥍㝖の≉ࡧの⣡⛯⊰ணཬ࡚࠸ࡘ┈ⓗ利῭⤒ࡿಀ་⒪ἲேのᣢ分・ࠉ
ሙྜの≉ࡿࢀࡉ࡞ࡳのࡶたࡗ࠶ࡀ㉗㑇ࡣཪ㉗࠸కಶேのṚஸࡿࡍ᭷ࢆ་⒪ἲேのᣢ分・ࠉ
たሙྜの㉗⛯のㄢ⛯の≉ࡗ࠶ࡀ་⒪ἲேのᣢ分のᨺᲠ・ࠉ
⨨の┦⥆⛯のㄢ⛯౯᱁の㍍ῶᥐ࡚࠸ࡘᒣᯘࡿࡅཷࢆ⢭⟬ㄢ⛯の㐺用⥆┦・ࠉ

注ព

な࠾、この特例（⛒⛯特別ᥐ⨨ἲ➨��᮲の㸵）の適用を受ける場合は、その「取得した財産の明細」

欄の「ᡤᅾ場ᡤ等」に「ᥐ⨨ἲ➨��の㸵➨㸯㡯適用」と付記してください。

㸰ࠉಶேのᴗ用㈨産࡚࠸ࡘの㉗⛯の⣡⛯⊰ணཬࡧච㝖の㐺用ࡿࡅཷࢆሙྜの┦⥆⢭⟬ㄢ⛯
㐺用⪅の≉

　㸯の「ಶேの事業用資産についての贈与⛯の⣡⛯⊰ண及びච除」の適用を受ける特例事業受贈

者（贈与を受けた年の㸯᭶㸯᪥に࠾いて2�ṓ௨上のேに㝈ります。）については、その贈与を受け

たに࠾いて贈与者（ྠ᪥に࠾いて��ṓ௨上のேに㝈ります。）の「┤⣔༝ᒓ（ᏊやᏞなど）であ

る᥎定相⥆ே」又は「Ꮮ」௨እのேであっても、相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受けることࡀできます。

　な࠾、相⥆⢭⟬ㄢ⛯の適用を受ける場合の手⥆については㸳ࢪ࣮࣌を参↷してください。
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相 続 時 精 算 課 税 選 択 届 出 書

  

   令和  年  月  日

        税務署長 

受

贈

者

住  所

又は

居  所

〒     電話(    -    -    )

フリガナ

氏 名

（生年月日）
                 
（大・昭・平     年   月   日） 

特定贈与者との続柄 

私は、下記の特定贈与者から令和 年中に贈与を受けた財産については、相続税法第21条の９

第１項の規定の適用を受けることとしましたので、下記の書類を添えて届け出ます。

記 

１ 特定贈与者に関する事項 

住  所
又は居所

フリガナ

氏  名

生年月日 明・大・昭・平     年   月   日 

２ 年の途中で特定贈与者の推定相続人又は孫となった場合 

推定相続人又は孫となった理由

推定相続人又は孫となった年月日 令和   年   月   日 

（注）孫が年の途中で特定贈与者の推定相続人となった場合で、推定相続人となった時前の特定贈与者からの贈与について

相続時精算課税の適用を受けるときには、記入は要しません。

３ 添付書類 

次の書類が必要となります。 

なお、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。 

（書類の添付がなされているか確認の上、□に✓印を記入してください。） 

□ 受贈者や特定贈与者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 

（１） 受贈者の氏名、生年月日 

（２） 受贈者が特定贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫であること 

(※)１ 租税特別措置法第 70 条の６の８((個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除))の適用を受ける

特例事業受贈者が同法第 70 条の２の７（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴の内容

を証する書類」及び「その特例事業受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の６の８第１

項に規定する特例受贈事業用資産の取得をしたことを証する書類」となります。 

２ 租税特別措置法第 70 条の７の５((非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例））の適用を受け

る特例経営承継受贈者が同法第 70 条の２の８（（相続時精算課税適用者の特例））の適用を受ける場合には、「⑴

の内容を証する書類」及び「その特例経営承継受贈者が特定贈与者からの贈与により租税特別措置法第 70 条の

７の５第１項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたことを証する書類」となります。 

（注）この届出書の提出により、特定贈与者からの贈与については、特定贈与者に相続が開始するまで 

相続時精算課税の適用が継続されるとともに、その贈与を受ける財産の価額は、相続税の課税価格に 

加算されます（この届出書による相続時精算課税の選択は撤回することができません｡)。

作成税理士 電話番号

※ 税務署整理欄 届 出 番 号 － 名 簿 確認

※欄には記入しないでください。                        （資５－４２－Ａ４統一）（令3.3） 

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（

令

和

２

年

分

以

降

用

）

○
「
相
続
時
精
算
課
税
選
択
届
出
書
」
は
、
必
要
な
添
付
書
類
と
と
も
に
申
告
書
第
一
表
及
び
第
二
表
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

b┦⥆⢭⟬ㄢ⛯㑅ᢥᒆฟ᭩（ᵝ式）
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本人確認書類（写）添付台紙（ᵝ式）

本人確認書類（写）添付台紙

※ 本人確認書類の写しの添付は、申告書等の提出の都度必要です。

住 所 
又 は 

事 業 所 
事 務 所 
居所など

氏 名

フ リ ガ ナ

の り し ろ 

◆ マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方

マイナンバーカードの表面及び裏面の を貼ってください。

◆ マイナンバーカードをお持ちでない方

「①番号確認書類」の と「②身元確認書類」の をそれぞれ貼ってください。 

※ 原本を貼ることのないよう、ご注意ください。

① 番 号 確 認 書 類

《本人のマイナンバーを確認できる書類の写し》

● 通知カード  
  (現在の氏名・住所等が記載されている場合に

限ります。)
● 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 

(マイナンバーの記載があるものに限ります。) 

などのうちいずれか１つ 

② 身 元 確 認 書 類

《記載したマイナンバーの持ち主であることを
確認できる書類の写し》

● 運転免許証
● 公的医療保険の被保険者証 

(保険者番号及び被保険者等記号・番号部分が見えない 

程度にマスキング(塗りつぶし)をお願いします。)

● パスポート
● 身体障害者手帳 
● 在留カード    などのうちいずれか１つ

（マイナンバーカード表面） （マイナンバーカード裏面） 

※ のりしろに貼りきれない大きな書類の写しを本人確認書類として提出する場合は、この台紙の裏面部分に貼っ

てください。 
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本人確認書類（写）添付台紙（ᵝ式）

本人確認書類（写）添付台紙

※ 本人確認書類の写しの添付は、申告書等の提出の都度必要です。

住 所 
又 は 

事 業 所 
事 務 所 
居所など

氏 名

フ リ ガ ナ

の り し ろ 

◆ マイナンバーカード（個人番号カード）をお持ちの方

マイナンバーカードの表面及び裏面の を貼ってください。

◆ マイナンバーカードをお持ちでない方

「①番号確認書類」の と「②身元確認書類」の をそれぞれ貼ってください。 

※ 原本を貼ることのないよう、ご注意ください。

① 番 号 確 認 書 類

《本人のマイナンバーを確認できる書類の写し》

● 通知カード  
  (現在の氏名・住所等が記載されている場合に

限ります。)
● 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 

(マイナンバーの記載があるものに限ります。) 

などのうちいずれか１つ 

② 身 元 確 認 書 類

《記載したマイナンバーの持ち主であることを
確認できる書類の写し》

● 運転免許証
● 公的医療保険の被保険者証 

(保険者番号及び被保険者等記号・番号部分が見えない 

程度にマスキング(塗りつぶし)をお願いします。)

● パスポート
● 身体障害者手帳 
● 在留カード    などのうちいずれか１つ

（マイナンバーカード表面） （マイナンバーカード裏面） 

※ のりしろに貼りきれない大きな書類の写しを本人確認書類として提出する場合は、この台紙の裏面部分に貼っ

てください。 
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種 類 細      目 利 用 区 分 ・ 銘 柄 等

土 地

（土地の上に

存する権利を

含みます。）

田
自用地、貸付地、賃借権（耕作権）、永小作権の別

畑

宅地 自

に供される土地などの別

用地、貸宅地、貸家建付地、借地権、居住建物（注）の敷地の用

山林
普通山林、保安林の別（これらの山林の地上権又は賃借権である

ときは、その旨）

その他の土地
原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の別（これらの土地の地上権、

賃借権、温泉権又は引湯権であるときは、その旨）

家 屋 家屋（構造及び用途）、構築物
家屋については自用家屋、貸家、居住建物（注）の別、構築物につ

いては駐車場、養魚池、広告塔などの別

事 業(農 業)

用財産

機械、器具

減価償却資産

機械、器具、農機具、自動車、船舶などについてはその名称と年式、

牛馬等についてはその用途と年齢、果樹についてはその樹種と樹齢、

営業権についてはその事業の種目と商号など

商品、製品、半製品、原材料、

農産物等

商品、製品、半製品、原材料、農産物等の別に、その合計額を「財

産の価額」欄に記入し、それらの明細は、適宜の用紙に記載して

添付してください。

売掛金

その他の財産 電話加入権、受取手形、その他その財産の名称

有 価 証 券

株式、

出資

上場株式等

その銘柄

取引相場

のない株

式、出資

配当還元

方式によ

ったもの

その他の

方式によ

ったもの

公債、社債

証券投資信託、貸付信託の受益

証券

現金、預貯金等
現金、普通預金、当座預金、定期預金、通常貯金、定額貯金、定

期積金、金銭信託などの別及び贈与の目的

家庭用財産 その名称と銘柄

その他の財産

（利益）

生命保険金等

立木 その樹種と樹齢（保安林であるときは、その旨）

その他

（参考

（注）「居住建物」とは、配偶者居住権の目的となっている建物をいいます。

）「取引相場のない株式、出資」の「細目」欄への記載については、例えば、「株式 配当還元方式」や「出資 そ

の他の方式」と記載していただいて差し支えありません。

取得した財産の種類、細目、利用区分・銘柄等の記載要領

1　事業に関係ない自動車、特許権、著作権、貸付金、書画・骨

とうなどの別

2　自動車についてはその名称と年式、書画・骨とうなどについ

てはその名称と作者名など

3　著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合など贈与によ

って取得したものとみなされる財産（生命保険金等を除きます。）

については、その財産（利益）の内容

、農機具、その他の
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種 類 細      目 利 用 区 分 ・ 銘 柄 等

土 地

（土地の上に

存する権利を

含みます。）

田
自用地、貸付地、賃借権（耕作権）、永小作権の別

畑

宅地 自

に供される土地などの別

用地、貸宅地、貸家建付地、借地権、居住建物（注）の敷地の用

山林
普通山林、保安林の別（これらの山林の地上権又は賃借権である

ときは、その旨）

その他の土地
原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の別（これらの土地の地上権、

賃借権、温泉権又は引湯権であるときは、その旨）

家 屋 家屋（構造及び用途）、構築物
家屋については自用家屋、貸家、居住建物（注）の別、構築物につ

いては駐車場、養魚池、広告塔などの別

事 業(農 業)

用財産

機械、器具

減価償却資産

機械、器具、農機具、自動車、船舶などについてはその名称と年式、

牛馬等についてはその用途と年齢、果樹についてはその樹種と樹齢、

営業権についてはその事業の種目と商号など

商品、製品、半製品、原材料、

農産物等

商品、製品、半製品、原材料、農産物等の別に、その合計額を「財

産の価額」欄に記入し、それらの明細は、適宜の用紙に記載して

添付してください。

売掛金

その他の財産 電話加入権、受取手形、その他その財産の名称

有 価 証 券

株式、

出資

上場株式等

その銘柄

取引相場

のない株

式、出資

配当還元

方式によ

ったもの

その他の

方式によ

ったもの

公債、社債

証券投資信託、貸付信託の受益

証券

現金、預貯金等
現金、普通預金、当座預金、定期預金、通常貯金、定額貯金、定

期積金、金銭信託などの別及び贈与の目的

家庭用財産 その名称と銘柄

その他の財産

（利益）

生命保険金等

立木 その樹種と樹齢（保安林であるときは、その旨）

その他

（参考

（注）「居住建物」とは、配偶者居住権の目的となっている建物をいいます。

）「取引相場のない株式、出資」の「細目」欄への記載については、例えば、「株式 配当還元方式」や「出資 そ

の他の方式」と記載していただいて差し支えありません。

取得した財産の種類、細目、利用区分・銘柄等の記載要領

1　事業に関係ない自動車、特許権、著作権、貸付金、書画・骨

とうなどの別

2　自動車についてはその名称と年式、書画・骨とうなどについ

てはその名称と作者名など

3　著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合など贈与によ

って取得したものとみなされる財産（生命保険金等を除きます。）

については、その財産（利益）の内容

、農機具、その他の
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●添付書類もイメージデータで送信可能

※ 申告書や添付書類は書面により郵送等で提出することもできます。

贈与税の申告は
自宅から

※

戸籍謄本
・・・
・・・
・・・

✓
✓

申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」で

e-Taxで

e-Taxでの提出方法
・マイナンバーカードを利用した送信方式です
・マイナンバーカード及びマイナンバーカード読取対応のス
マートフォンが必要です
ICカードリーダライタは不要です
ICカードリーダライタで読み取る方式も利用できます

マイナンバーカード方式
（2次元バーコード）

ID・パスワード方式 ・確定申告書等作成コーナーでのみ利用できる送信方式です
・税務署で発行されたID・パスワード方式の届出完了通知が必要です
発行を希望される場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人
確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください
ID・パスワード方式は暫定的な対応です。また、e-Tax受付システムの
メッセージボックスの閲覧にはマイナンバーカード等が必要です。
お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

贈与税の申告書作成コーナーからe-Taxで申告書を送信後に戸籍の謄本などの添付書類も
イメージデータ（PDF形式）により送信することができます

コンビニのマルチコピー機などでイメージデータ化 自宅のPC等にイメージデータ
を取り込んで送信

入力のしかたなどを動画でご案内しています
ぜひご覧ください

申告書の提出はe-Tax（データ送信）が便利です


